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石原修平
四角形



 

 

国 自 情 第 ２ ４ ５ 号 

                             令和３年１２月１０日 

 

地 方 運 輸 局 長 殿 

内閣府沖縄総合事務局長 殿 

 

自 動 車 局 長 

 

 

「封印取付け委託要領」の一部改正について 

 

標記について、「封印取付け委託要領」（平成１８年１０月４日付け国自管第８６号） 

を別添のとおり一部改正することとしたので、了知されたい。 

 本通達は令和４年１月４日から施行する。 
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1
 

 「
封
印
取
付
け
委
託
要
領
」
（
平
成
１
８
年
１
０
月
４
日
付
国
自
管
第
８
６
号
局
長
通
達
）
の
新
旧
対
照
表

 

改
 

 
正

 
 
案

 
現

 
 

 
 

 
行

 

封
印
取
付
け
委
託
要
領

 

（
適
用
）

 

第
１
条

 
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
２
６
年
法
律
第
１
８
５
号
）
（
以
下

「
車
両
法
」
と
い
う
。
）
第
２
８
条
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
封
印
の
取

付
け
の
委
託
（
以
下
「
封
印
の
取
付
け
委
託
」
と
い
う
。
）
に
関
し
て
は
、

同
法
、
同
法
施
行
令
、
同
法
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
こ
の
要
領
の

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 

（
定
義
）

 

第
２
条

 
こ
の
要
領
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
定
義
は
、
そ

れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 

(
１

)
受
託
者

 
封
印
の
取
付
け
委
託
を
受
け
た
者

 

(
２

)
甲
種
受
託
者

 
乙
種
受
託
者
、
丙
種
受
託
者
及
び
丁
種
受
託
者
以
外

の
受
託
者

 

(
３

)
乙
種
受
託
者

 
完
成
検
査
終
了
証
（
以
下
「
完
検
証
」
と
い
う
。
）

の
あ
る
自
動
車
の
販
売
を
業
と
す
る
者
で
あ
っ
て
、
以
下
の
場
合
に
必

要
と
な
る
封
印
の
取
付
け
委
託
を
受
け
た
者
。

 

ア
 
そ
の
販
売
す
る
自
動
車
に
つ
い
て
、
当
該
自
動
車
の
提
示
に
代
え

て
、
完
検
証
の
提
出
に
よ
り
新
規
登
録
を
受
け
る
場
合

 

イ
 
そ
の
販
売
す
る
自
動
車
（
販
売
用
中
古
自
動
車
を
含
む
。
）
に
つ

い
て
、
当
該
自
動
車
の
提
示
に
代
え
て
、
自
動
車
予
備
検
査
証
（
以

下
「
予
備
検
証
」
と
い
う
。
）
、
保
安
基
準
適
合
証
又
は
限
定
自
動

車
検
査
証
及
び
限
定
保
安
基
準
適
合
証
（
以
下
「
保
安
基
準
適
合
証

等
」
と
い
う
。
）
の
提
出
に
よ
り
新
規
登
録
を
受
け
る
場
合

 

ウ
 
変
更
登
録
又
は
移
転
登
録
を
受
け
る
場
合
（
車
両
法
第
１
４
条
第

１
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
自
動
車
の
自
動
車
登
録
番
号
（
以
下
「
登

録
番
号
」
と
い
う
。
）
が
変
更
さ
れ
る
も
の
（
自
動
車
登
録
令
（
昭

和
２
６
年
政
令
第
２
５
６
号
）
（
以
下
「
登
録
令
」
と
い
う
。
）
第

４
０
条
に
よ
る
提
示
を
し
た
も
の
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）

 

エ
 
車
両
法
第
１
１
条
第
２
項
（
登
録
令
第
４
３
条
の
規
定
に
係
る
場

合
を
含
む
。
）
又
は
第
４
項
若
し
く
は
第
６
項
（
管
轄
区
域
内
に
限

る
。
）
の
規
定
に
よ
る
封
印
の
取
付
け
が
必
要
な
場
合

 

封
印
取
付
け
委
託
要
領

 

（
適
用
）

 

第
１
条

 
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
２
６
年
法
律
第
１
８
５
号
）
（
以
下

「
車
両
法
」
と
い
う
。
）
第
２
８
条
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
封
印
の
取

付
け
の
委
託
（
以
下
「
封
印
取
付
け
委
託
」
と
い
う
。
）
に
関
し
て
は
、
同

法
、
同
法
施
行
令
、
同
法
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
こ
の
要
領
の
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 

（
定
義
）

 

第
２
条

 
こ
の
要
領
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
定
義
は
、
そ

れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 

(
１

)
受
託
者

 
封
印
取
付
委
託
を
受
け
た
者

 

(
２

)
甲
種
受
託
者

 
乙
種
受
託
者
、
丙
種
受
託
者
及
び
丁
種
受
託
者
以
外

の
受
託
者

 

(
３

)
乙
種
受
託
者

 
完
成
検
査
終
了
証
（
以
下
「
完
検
証
」
と
い
う
。
）

の
あ
る
自
動
車
の
販
売
を
業
と
す
る
者
で
あ
っ
て
、
以
下
の
場
合
に
必

要
と
な
る
封
印
の
取
付
け
の
委
託
を
受
け
た
者
。

 

ア
 
そ
の
販
売
す
る
自
動
車
に
つ
い
て
、
当
該
自
動
車
の
提
示
に
代
え

て
完
検
証
の
提
出
に
よ
り
新
規
登
録
を
受
け
る
場
合

 

イ
 
そ
の
販
売
す
る
自
動
車
（
販
売
用
中
古
自
動
車
を
含
む
。
）
に
つ

い
て
、
当
該
自
動
車
の
提
示
に
代
え
て
、
自
動
車
予
備
検
査
証
（
以

下
「
予
備
検
証
」
と
い
う
。
）
、
保
安
基
準
適
合
証
又
は
限
定
自
動

車
検
査
証
及
び
限
定
保
安
基
準
適
合
証
（
以
下
「
保
安
基
準
適
合
証

等
」
と
い
う
。
）
の
提
出
に
よ
り
新
規
登
録
を
受
け
る
場
合

 

ウ
 
変
更
登
録
又
は
移
転
登
録
を
受
け
る
場
合
（
車
両
法
第
１
４
条
第

１
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
自
動
車
の
登
録
番
号
が
変
更
さ
れ
る
も
の

（
自
動
車
登
録
令
（
昭
和
２
６
年
政
令
第
２
５
６
号
）
第
４
０
条
に

よ
る
提
示
を
し
た
も
の
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）

 

 エ
 
車
両
法
第
１
１
条
第
２
項
（
自
動
車
登
録
令
第
４
３
条
の
規
定
に

係
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
４
項
若
し
く
は
第
６
項
（
管
轄
区
域

内
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
封
印
の
取
付
け
が
必
要
な
場
合
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2
 

 

 オ
「
自
動
車
Ｏ
Ｓ
Ｓ
に
よ
る
変
更
登
録
申
請
時
の
自
動
車
検
査
証
等
の

郵
送
の
取
扱
い
及
び
自
動
車
登
録
番
号
標
交
付
時
期
猶
予
に
つ
い
て

（
国
自
情
第
２
４
２
号
、
国
自
整
第
２
２
１
号
）
」
に
基
づ
く
車
両
法

第
１
１
条
第
１
項
に
よ
る
封
印
の
取
付
け
が
必
要
な
場
合

 

 

(
４

)
丙
種
受
託
者

 
一
般
社
団
法
人
日
本
中
古
自
動
車
販
売
協
会
連
合
会

の
会
員
の
う
ち
中
古
自
動
車
の
販
売
を
業
と
す
る
者
を
構
成
員
と
す
る

団
体
（
以
下
「
団
体
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
以
下
の
場
合
に
必
要

と
な
る
封
印
の
取
付
け
委
託
を
受
け
た
者

 

ア
 
そ
の
構
成
員
の
販
売
す
る
自
動
車
（
新
車
及
び
販
売
用
中
古
自
動

車
）
に
つ
い
て
、
当
該
自
動
車
の
提
示
に
代
え
て
、
完
検
証
、
予
備

検
証
、
保
安
基
準
適
合
証
等
の
提
出
に
よ
り
新
規
登
録
を
受
け
る
場

合
 

イ
 
変
更
登
録
又
は
移
転
登
録
を
受
け
る
場
合
（
車
両
法
第
１
４
条
第

１
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
自
動
車
の
登
録
番
号
が
変
更
さ
れ
る
も
の

（
登
録
令
第
４
０
条
に
よ
る
提
示
を
し
た
も
の
を
除
く
。
）
に
限

る
。
）

 

 ウ
 
車
両
法
第
１
１
条
第
２
項
（
登
録
令
第
４
３
条
の
規
定
に
係
る
場

合
を
含
む
。
）
又
は
第
４
項
若
し
く
は
第
６
項
（
管
轄
区
域
内
に
限

る
。
）
の
規
定
に
よ
る
封
印
の
取
付
け
が
必
要
な
場
合

 

 エ
「
自
動
車
Ｏ
Ｓ
Ｓ
に
よ
る
変
更
登
録
申
請
時
の
自
動
車
検
査
証
等
の

郵
送
の
取
扱
い
及
び
自
動
車
登
録
番
号
標
交
付
時
期
猶
予
に
つ
い
て

（
国
自
情
第
２
４
２
号
、
国
自
整
第
２
２
１
号
）
」
に
基
づ
く
車
両
法

第
１
１
条
第
１
項
に
よ
る
封
印
の
取
付
け
が
必
要
な
場
合

 

 （
５
）
丁
種
受
託
者

 
行
政
書
士
法
（
昭
和
２
６
年
法
律
第
４
号
）
第
１

５
条
に
規
定
さ
れ
る
行
政
書
士
会
（
以
下
「
行
政
書
士
会
」
と
い

う
。
）
で
あ
っ
て
、
行
政
書
士
が
運
輸
監
理
部
、
運
輸
支
局
又
は
自

動
車
検
査
登
録
事
務
所
（
内
閣
府
沖
縄
総
合
事
務
局
に
あ
っ
て
は
、

陸
運
事
務
所
、
宮
古
運
輸
事
務
所
又
は
八
重
山
運
輸
事
務
所
。
以
下

「
運
輸
支
局
等
」
と
い
う
。
）
に
提
出
す
る
書
類
を
作
成
し
た
自
動

 （
新
設
）

 

    

(
４

)
丙
種
受
託
者

 
一
般
社
団
法
人
日
本
中
古
自
動
車
販
売
協
会
連
合
会

の
会
員
の
う
ち
中
古
自
動
車
の
販
売
を
業
と
す
る
者
を
構
成
員
と
す
る

団
体
（
以
下
「
団
体
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
以
下
の
場
合
に
必
要

と
な
る
封
印
の
取
付
け
委
託
を
受
け
た
者

 

ア
 
そ
の
構
成
員
の
販
売
す
る
自
動
車
（
新
車
及
び
販
売
用
中
古
自
動

車
）
に
つ
い
て
、
当
該
自
動
車
の
提
示
に
代
え
て
、
完
検
証
、
予
備

検
証
、
保
安
基
準
適
合
証
等
の
提
出
に
よ
り
新
規
登
録
を
受
け
る
場

合
 

イ
 
変
更
登
録
又
は
移
転
登
録
を
受
け
る
場
合
（
車
両
法
第
１
４
条
第

１
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
自
動
車
の
登
録
番
号
が
変
更
さ
れ
る
も
の

（
自
動
車
登
録
令
（
昭
和
２
６
年
政
令
第
２
５
６
号
）
第
４
０
条
に

よ
る
提
示
を
し
た
も
の
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）

 

ウ
 
車
両
法
第
１
１
条
第
２
項
（
自
動
車
登
録
令
４
３
条
の
規
定
に
係

る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
４
項
若
し
く
は
第
６
項
（
管
轄
区
域
内

に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
封
印
の
取
付
け
が
必
要
な
場
合
。

 

  （
新
設
）

 

  

  

（
５
）
丁
種
受
託
者

 
行
政
書
士
法
（
昭
和
２
６
年
２
月
２
２
日
法
律
第

４
号
）
第
１
５
条
に
規
定
さ
れ
る
行
政
書
士
会
（
以
下
「
行
政
書
士

会
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
行
政
書
士
が
運
輸
監
理
部
、
運
輸
支

局
又
は
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所
（
内
閣
府
沖
縄
総
合
事
務
局
に
あ

っ
て
は
、
陸
運
事
務
所
、
宮
古
運
輸
事
務
所
又
は
八
重
山
運
輸
事
務

所
。
以
下
「
運
輸
支
局
等
」
と
い
う
。
）
に
提
出
す
る
書
類
を
作
成
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車
（
エ
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
）
に
つ
い
て
、
以
下
の
場
合
に
必

要
と
な
る
封
印
の
取
付
け
委
託
を
受
け
た
者

 

ア
 
当
該
自
動
車
（
第
１
２
条
第
２
項
及
び
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
封

印
の
取
付
け
作
業
を
乙
種
受
託
者
及
び
丙
種
受
託
者
の
名
に
お
い
て

行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
を
除
く
。
以
下
、
本
号
イ
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
提
示
に
代
え
て
、
完
検
証
、
予
備
検
証
、
保
安
基
準
適

合
証
等
の
提
出
に
よ
り
新
規
登
録
を
受
け
る
場
合

 

イ
 
当
該
自
動
車
に
係
る
変
更
登
録
又
は
移
転
登
録
を
受
け
る
場
合

（
車
両
法
第
１
４
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
自
動
車
の
登
録
番

号
が
変
更
さ
れ
る
も
の
（
登
録
令
第
４
０
条
に
よ
る
提
示
を
し
た
も

の
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）

 

 ウ
 
車
両
法
第
１
１
条
第
２
項
（
登
録
令
第
４
３
条
の
規
定
に
係
る
場

合
を
含
む
。
）
又
は
第
４
項
若
し
く
は
第
６
項
（
管
轄
区
域
内
に
限

る
。
）
の
規
定
に
よ
る
封
印
の
取
付
け
が
必
要
な
場
合

 

エ
「
自
動
車
Ｏ
Ｓ
Ｓ
に
よ
る
変
更
登
録
申
請
時
の
自
動
車
検
査
証
等
の

郵
送
の
取
扱
い
及
び
自
動
車
登
録
番
号
標
交
付
時
期
猶
予
に
つ
い
て

（
国
自
情
第
２
４
２
号
、
国
自
整
第
２
２
１
号
）
」
に
基
づ
く
車
両
法

第
１
１
条
第
１
項
に
よ
る
封
印
の
取
付
け
が
必
要
な
場
合

 

 

（
委
託
の
範
囲
）

 

第
３
条

 
封
印
の
取
付
け
委
託
は
、
事
業
場
毎
に
行
う
。

 

 （
封
印
取
付
け
を
行
う
者
）

 

第
４
条

 
受
託
者
は
、
封
印
の
取
付
け
を
行
う
者
と
し
て
以
下
の
者
を
あ
ら

か
じ
め
選
任
す
る
も
の
と
す
る
。

 

（
１
）
封
印
取
付
け
責
任
者

 
 

施
行
規
則
１
５
条
第
１
項
に
記
載
の
事
項
の
ほ
か
、
法
令
及
び
委
託

に
附
し
た
条
件
の
遵
守
に
つ
い
て
必
要
な
監
督
を
行
う
と
と
も
に
、
問

題
が
生
じ
た
場
合
に
は
適
切
な
措
置
を
と
ら
せ
る
等
、
封
印
取
付
け
業

務
を
統
括
管
理
す
る
者
。

 

 

 
（
２
）
封
印
取
付
け
担
当
者

 

 
 

 
 
自
動
車
登
録
番
号
及
び
車
台
番
号
の
確
認
そ
の
他
の
封
印
取
付
け

し
た
自
動
車
に
つ
い
て
、
以
下
の
場
合
に
必
要
と
な
る
封
印
の
取
付

け
委
託
を
受
け
た
者

 

ア
 
当
該
自
動
車
（
第
１
０
条
第
２
項
及
び
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
封

印
の
取
付
け
作
業
を
乙
種
受
託
者
及
び
丙
種
受
託
者
の
名
に
お
い
て

行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
を
除
く
。
以
下
、
本
号
イ
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
提
示
に
代
え
て
、
完
検
証
、
予
備
検
証
、
保
安
基
準
適

合
証
等
の
提
出
に
よ
り
新
規
登
録
を
受
け
る
場
合

 

イ
 
当
該
自
動
車
に
係
る
変
更
登
録
又
は
移
転
登
録
を
受
け
る
場
合

（
車
両
法
第
１
４
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
自
動
車
の
登
録
番

号
が
変
更
さ
れ
る
も
の
（
自
動
車
登
録
令
（
昭
和
２
６
年
政
令
第
２

５
６
号
）
第
４
０
条
に
よ
る
提
示
を
し
た
も
の
を
除
く
。
）
に
限

る
。
）

 

ウ
 
車
両
法
第
１
１
条
第
２
項
（
自
動
車
登
録
令
第
４
３
条
の
規
定
に

係
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
４
項
若
し
く
は
第
６
項
（
管
轄
区
域

内
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
封
印
の
取
付
け
が
必
要
な
場
合

 

（
新
設
）

 

  

  （
事
業
場
）

 

第
３
条

 
封
印
取
付
け
の
委
託
は
、
事
業
場
毎
に
行
う
。

 

 （
委
託
に
当
た
っ
て
の
考
慮
事
項
）

 

第
４
条

 
封
印
の
取
付
け
の
委
託
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
点
を
考
慮
し
て
行

う
こ
と
と
す
る
。

 

（
１
）
封
印
取
付
け
責
任
者

 
 

受
託
者
は
、
封
印
取
付
け
責
任
者
を
予
め
選
任
し
、
自
動
車
登
録
番

号
及
び
車
台
番
号
の
確
認
、
封
印
の
保
管
及
び
出
納
並
び
に
法
令
及
び

委
託
に
附
し
た
条
件
の
遵
守
に
つ
い
て
必
要
な
監
督
を
行
わ
せ
る
と
と

も
に
、
問
題
が
生
じ
た
場
合
に
は
適
切
な
措
置
を
と
ら
せ
る
等
、
封
印

取
付
け
業
務
の
統
括
管
理
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

 

（
２
）
事
業
場

 

受
託
者
は
、
必
要
な
施
設
を
備
え
た
事
業
場
に
お
い
て
封
印
の
取
付
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業
務
を
行
う
者
。

 

 
（
３
）
巡
回
封
印
取
付
け
担
当
者

 

 
 

 
 
巡
回
し
て
自
動
者
登
録
番
号
及
び
車
台
番
号
の
確
認
そ
の
他
の
封

 

印
取
付
け
業
務
を
行
う
者
。

 

    

２
 
受
託
者
は
、
事
業
場
に
封
印
取
付
け
責
任
者
を
置
く
と
と
も
に
、

 

封
印
の
取
付
け
を
行
う
事
業
場
、
分
室
、
営
業
所
及
び
施
封
セ
ン
タ

 

ー
に
封
印
取
付
け
担
当
者
を
置
く
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
事
業
場

 

に
お
い
て
は
、
封
印
取
付
け
責
任
者
が
封
印
取
付
け
担
当
者
を
兼
ね

 

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

 

 

（
４
）
削
除

 

          

（
５
）
削
除

 

        

け
を
行
う
も
の
と
す
る
。

 

（
３
）
施
封
セ
ン
タ
ー
方
式

 

乙
種
受
託
者
は
、
封
印
の
取
付
け
を
、
複
数
の
受
託
者
が
共
同
で
設

置
し
た
施
設
に
お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

 

こ
の
場
合
、
封
印
取
付
け
責
任
者
及
び
施
設
に
お
け
る
封
印
取
付
け

職
員
の
選
定
、
封
印
取
付
け
業
務
の
管
理
体
制
等
封
印
取
付
け
の
実
施

計
画
に
つ
い
て
十
分
審
査
し
、
業
務
運
営
の
適
正
が
確
保
さ
れ
る
よ
う

措
置
す
る
こ
と
。

 

２
（
新
設
）

 

 

   （
４
）
巡
回
施
封
方
式

 

丙
種
及
び
丁
種
受
託
者
は
、
構
成
員
で
あ
る
自
動
車
販
売
事
業
者
の

店
舗
又
は
所
属
す
る
行
政
書
士
の
事
務
所
に
お
い
て
も
封
印
の
取
付
け

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

 

こ
の
場
合
、
封
印
取
付
け
責
任
者
及
び
巡
回
封
印
取
付
け
職
員
の
選

定
、
巡
回
封
印
取
付
け
業
務
の
管
理
体
制
等
封
印
取
付
け
の
実
施
計
画

に
つ
い
て
十
分
審
査
し
、
業
務
運
営
の
適
正
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
措
置

す
る
こ
と
。
な
お
、
適
正
な
業
務
運
営
が
図
ら
れ
な
い
お
そ
れ
が
あ
る

場
合
に
は
、
必
要
に
応
じ
一
般
社
団
法
人
日
本
中
古
自
動
車
販
売
協
会

連
合
会
又
は
日
本
行
政
書
士
会
連
合
会
を
通
じ
た
指
導
を
行
う
こ
と
と

す
る
の
で
、
委
託
を
行
っ
た
運
輸
支
局
等
は
適
宜
そ
の
状
況
を
本
省
自

動
車
情
報
課
に
報
告
さ
れ
た
い
。

 

（
５
）
出
張
封
印
方
式

 

受
託
者
（
乙
種
受
託
者
又
は
丙
種
受
託
者
は
、
使
用
者
の
住
所
変
更

に
よ
る
変
更
登
録
及
び
車
両
法
第
１
１
条
第
２
項
（
自
動
車
登
録
令
４

３
条
の
規
定
に
係
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
４
項
若
し
く
は
第
６
項

（
管
轄
区
域
内
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
封
印
の
取
付
け
が
必
要
な

場
合
に
限
る
。
）
は
、
（
２
）
か
ら
（
４
）
ま
で
に
加
え
、
事
業
場
等
へ

の
自
動
車
の
持
ち
込
み
に
よ
る
申
請
者
の
負
担
の
軽
減
を
図
る
た
め
、

封
印
の
取
付
け
を
対
象
と
な
る
自
動
車
の
保
管
場
所
（
自
動
車
の
保
管

場
所
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
車
庫
法
」
と
い
う
。
）
第
３
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         （
封
印
取
付
け
を
行
う
施
設
等
）

 

第
５
条

 
各
受
託
者
に
お
い
て
封
印
の
取
付
け
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設

 

は
、
事
業
場
の
ほ
か
以
下
の
と
お
り
と
す
る
。

 

 
（
１
）
甲
種
受
託
者

 

 
 

 
 
分
室

 

 
（
２
）
乙
種
受
託
者

 

 
 

 
 
営
業
所
、
複
数
の
受
託
者
が
共
同
で
設
置
す
る
施
封
セ
ン
タ
ー

 

 
（
３
）
丙
種
受
託
者

 

 
 

 
 
構
成
員
で
あ
る
自
動
車
販
売
事
業
者
の
店
舗

 

 
（
４
）
丁
種
受
託
者

 

 
 

 
 
所
属
す
る
行
政
書
士
の
事
務
所

 

２
 
受
託
者
（
乙
種
受
託
者
又
は
丙
種
受
託
者
は
、
変
更
登
録
を
受
け
る
場

合
（
車
両
法
第
１
４
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
自
動
車
の
登
録
番
号

が
変
更
さ
れ
る
も
の
（
登
録
令
第
４
０
条
に
よ
る
提
示
を
し
た
も
の
を
除

く
。
）
に
限
る
。
）
及
び
車
両
法
第
１
１
条
第
２
項
（
登
録
令
４
３
条
の

規
定
に
係
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
４
項
若
し
く
は
第
６
項
（
管
轄
区

域
内
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
封
印
の
取
付
け
が
必
要
な
場
合
に
限

る
。
）
は
、
前
項
の
規
定
に
加
え
、
事
業
場
等
へ
の
自
動
車
の
持
ち
込
み
に

よ
る
申
請
者
の
負
担
の
軽
減
を
図
る
た
め
、
封
印
の
取
付
け
を
対
象
と
な

る
自
動
車
の
保
管
場
所
（
自
動
車
の
保
管
場
所
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律

第
３
条
の
保
管
場
所
を
い
う
。
）
等
に
お
い
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

 

 第
６
条

 
委
託
に
あ
た
っ
て
の
考
慮
事
項

 

 
（
１
）
封
印
の
取
付
け
業
務
の
管
理
体
制
等
封
印
取
付
け
の
実
施
計
画
に

つ
い
て
十
分
に
審
査
し
、
事
業
場
に
封
印
取
付
け
担
当
者
及
び
営
業

条
の
保
管
場
所
を
言
う
。
以
下
同
じ
。
）
等
に
お
い
て
行
う
こ
と
が
出

来
る
も
の
と
す
る
。

 

こ
の
場
合
、
受
託
者
は
、
封
印
取
付
け
責
任
者
に
よ
り
適
正
な
業
務

運
営
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
措
置
す
る
と
と
も
に
、
当
該
出
張
封
印
に
係

る
登
録
申
請
又
は
交
換
申
請
時
等
に
封
印
受
託
者
名
、
出
張
封
印
を
行

お
う
と
す
る
自
動
車
の
車
台
番
号
、
出
張
封
印
、
自
動
車
登
録
番
号
標

の
返
納
方
法
等
を
記
載
し
た
書
面
を
運
輸
支
局
等
に
提
出
し
、
確
認
を

受
け
、
か
つ
、
施
封
後
は
、
取
り
外
し
た
自
動
車
登
録
番
号
標
を
遅
滞

な
く
交
付
代
行
者
に
返
納
等
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

 

 

第
５
条
（
新
設
）

 

                    第
６
条
（
新
設
）
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所
等
を
記
録
し
た
一
覧
を
備
え
さ
せ
る
等
、
業
務
運
営
の
適
正
が
確

保
さ
れ
る
よ
う
措
置
さ
せ
る
こ
と
。

 
 

な
お
、
巡
回
し
て
封
印
の
取
付
け
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
適
正

 

な
業
務
運
営
が
図
ら
れ
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
必
要
に
応

 

じ
、
一
般
社
団
法
人
日
本
中
古
自
動
車
販
売
協
会
連
合
会
又
は
日
本

 

行
政
書
士
会
連
合
会
を
通
じ
た
指
導
を
行
う
こ
と
と
す
る
の
で
、
委

 

託
を
行
っ
た
運
輸
支
局
等
は
適
宜
そ
の
状
況
を
本
省
自
動
車
情
報
課

 

に
報
告
さ
れ
た
い
。

 

（
２
）
前
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
場
合
に
は
、
受
託
者
に
お
い
て
封
印

取
付
け
責
任
者
に
よ
り
適
正
な
業
務
運
営
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
措
置

さ
せ
る
と
と
も
に
、
返
納
す
る
自
動
車
登
録
番
号
標
を
封
印
取
付
け

後
に
返
納
す
る
場
合
は
、
当
該
出
張
封
印
に
係
る
登
録
申
請
又
は
交

換
申
請
時
等
に
封
印
受
託
者
名
、
出
張
封
印
を
行
お
う
と
す
る
自
動

車
の
車
台
番
号
を
記
載
し
た
書
面
を
運
輸
支
局
等
に
提
出
し
、
確
認

を
受
け
、
か
つ
、
施
封
後
は
、
取
り
外
し
た
自
動
車
登
録
番
号
標
を

遅
滞
な
く
交
付
代
行
者
に
返
納
等
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 （
封
印
取
付
け
受
託
者
準
則
）

 

第
７
条

 
運
輸
支
局
長
（
運
輸
監
理
部
長
、
陸
運
事
務
所
長
、
宮
古
運
輸
事

務
所
長
及
び
八
重
山
運
輸
事
務
所
長
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
別
記

「
封
印
取
付
け
受
託
者
準
則
」
を
参
考
に
し
て
封
印
取
付
け
受
託
者
準
則

を
作
成
し
、
受
託
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 （
封
印
取
付
け
委
託
書
）

 

第
８
条

 
運
輸
支
局
長
は
、
封
印
の
取
付
け
委
託
を
し
た
と
き
は
、
受
託
者

に
対
し
て
封
印
取
付
け
委
託
書
（
別
記
様
式
）
を
交
付
す
る
も
の
と
す

る
。

 

 （
委
託
の
制
限
）

 

第
９
条

 
車
両
法
第
２
０
条
第
４
項
又
は
道
路
運
送
法
第
４
１
条
第
３
項

（
同
法
第
８
１
条
第
２
項
及
び
タ
ク
シ
ー
業
務
適
正
化
特
別
措
置
法
（
昭

和
４
５
年
法
律
第
７
５
号
）
第
５
２
条
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
、
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
（
平
成
元
年
法
律
第
８
３
号
）

第
３
４
条
第
３
項
並
び
に
土
砂
等
を
運
搬
す
る
大
型
自
動
車
に
よ
る
交
通

                 （
封
印
取
付
け
受
託
者
準
則
）

 

第
５
条

 
運
輸
支
局
長
（
運
輸
監
理
部
長
、
陸
運
事
務
所
長
、
宮
古
運
輸
事

務
所
長
及
び
八
重
山
運
輸
事
務
所
長
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
別
記

「
封
印
取
付
け
受
託
者
準
則
」
を
参
考
に
し
て
封
印
取
付
け
受
託
者
準
則

を
作
成
し
、
受
託
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 （
封
印
取
付
委
託
書
）

 

第
６
条

 
運
輸
支
局
長
は
、
封
印
取
付
け
委
託
を
し
た
と
き
は
、
受
託
者
に

対
し
て
封
印
取
付
け
委
託
書
（
別
記
様
式
）
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

 

  （
委
託
の
制
限
）

 

第
７
条

 
道
路
運
送
車
両
法
第
２
０
条
第
４
項
又
は
道
路
運
送
法
第
４
１
条

第
３
項
（
同
法
第
８
１
条
第
２
項
及
び
タ
ク
シ
ー
業
務
適
正
化
特
別
措
置

法
（
昭
和
４
５
年
法
律
第
７
５
号
）
第
５
２
条
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
、
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
第
３
４
条
第
３
項
並
び

に
土
砂
等
を
運
搬
す
る
大
型
自
動
車
に
よ
る
交
通
事
故
の
防
止
等
に
関
す
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事
故
の
防
止
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
４
２
年
法
律
第
１
３
１

号
）
第
９
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
封
印
の
取
付
け
は
、
委
託
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
。

 

 第
１
０
条

 
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所
が
あ
る
都
道
府
県
に
お
い
て
は
、
甲

種
受
託
者
へ
の
委
託
は
運
輸
支
局
（
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所
の
管
轄
区

域
を
除
く
。
）
又
は
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所
の
管
轄
区
域
ご
と
に
行
う

も
の
と
し
、
委
託
す
る
業
務
の
範
囲
は
、
車
両
法
第
１
１
条
第
１
項
又
は

第
２
項
の
封
印
の
取
付
け
は
、
委
託
の
あ
っ
た
当
該
管
轄
区
域
に
使
用
の

本
拠
を
有
す
る
自
動
車
に
限
定
す
る
も
の
と
し
、
同
条
第
４
項
又
は
第
６

項
の
封
印
の
取
付
け
は
、
全
て
の
自
動
車
に
つ
い
て
委
託
す
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
と
す
る
。

 

第
１
１
条

 
前
条
に
規
定
す
る
ほ
か
、
事
情
に
応
じ
自
動
車
の
使
用
の
本
拠

の
位
置
、
車
種
、
自
動
車
の
用
途
等
に
よ
り
委
託
す
る
業
務
の
範
囲
を
限

定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

（
封
印
作
業
の
再
委
託
及
び
再
々
委
託
）

 

第
１
２
条

 
甲
種
受
託
者
は
、
ユ
ー
ザ
ー
の
利
便
の
向
上
を
図
る
上
で
必
要

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
左
欄
に
掲
げ
る
者
に
対
し
、
右
欄
に
掲
げ
る

作
業
を
、
甲
種
受
託
者
の
名
に
お
い
て
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

他
、
運
輸
支
局
等
の
庁
舎
の
建
替
え
に
よ
り
運
輸
支
局
等
の
構
内
が
狭
隘

と
な
る
等
、
ユ
ー
ザ
ー
利
便
が
著
し
く
損
な
わ
れ
る
と
運
輸
支
局
長
が
認

め
る
と
き
は
、
運
輸
支
局
長
が
指
定
す
る
者
に
、
作
業
及
び
期
間
を
限
定

し
て
、
甲
種
受
託
者
の
名
に
お
い
て
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場

合
、
運
輸
支
局
長
は
、
そ
の
必
要
性
に
つ
い
て
本
省
自
動
車
情
報
課
と
事

前
に
協
議
す
る
こ
と
。

 

 

作
業
者

 
作
業
範
囲

 

日
本
自
動
車
輸
入
組
合
の

 

輸
入
自
動
車
販
売
事
業
者

 

・
輸
入
車
特
別
取
扱
制
度
の
一
環

と
し
て
出
張
予
備
検
査
を
行
っ

た
自
動
車
の
新
規
登
録
に
伴
う

封
印
の
取
付
け
作
業

 

 

る
特
別
措
置
法
第
９
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
封
印
の
取
付
け
は
、
委
託

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

 

  第
８
条

 
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所
が
あ
る
都
道
府
県
に
お
い
て
は
、
甲
種

受
託
者
へ
の
委
託
は
運
輸
支
局
（
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所
の
管
轄
区
域

を
除
く
。
）
又
は
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所
の
管
轄
区
域
ご
と
に
行
う
も

の
と
し
、
委
託
す
る
業
務
の
範
囲
は
、
車
両
法
第
１
１
条
第
１
項
又
は
第

２
項
の
封
印
の
取
付
け
は
、
委
託
の
あ
っ
た
当
該
管
轄
区
域
に
使
用
の
本

拠
を
有
す
る
自
動
車
に
限
定
す
る
も
の
と
し
、
同
条
第
４
項
又
は
第
６
項

の
封
印
の
取
付
け
は
、
全
て
の
自
動
車
に
つ
い
て
委
託
す
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
と
す
る
。

 

第
９
条

 
前
条
に
規
定
す
る
ほ
か
、
事
情
に
応
じ
自
動
車
の
使
用
の
本
拠
の

位
置
、
車
種
、
自
動
車
の
用
途
等
に
よ
り
委
託
す
る
業
務
の
範
囲
を
限
定

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

（
封
印
作
業
の
再
委
託
及
び
再
々
委
託
）

 

第
１
０
条

 
甲
種
受
託
者
は
、
ユ
ー
ザ
ー
の
利
便
の
向
上
を
図
る
上
で
必
要

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
左
欄
に
掲
げ
る
者
に
対
し
、
右
欄
に
掲
げ
る

作
業
を
、
甲
種
受
託
者
の
名
に
お
い
て
行
わ
せ
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の

他
、
運
輸
支
局
等
の
庁
舎
の
建
替
え
に
よ
り
運
輸
支
局
等
の
構
内
が
狭
隘

と
な
る
等
、
ユ
ー
ザ
ー
利
便
が
著
し
く
損
な
わ
れ
る
と
運
輸
支
局
長
が
認

め
る
と
き
は
、
運
輸
支
局
長
が
指
定
す
る
者
に
、
作
業
及
び
期
間
を
限
定

し
て
、
甲
種
受
託
者
の
名
に
お
い
て
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場

合
、
運
輸
支
局
長
は
、
そ
の
必
要
性
に
つ
い
て
本
省
自
動
車
情
報
課
と
事

前
に
協
議
す
る
こ
と
。

 

 

作
業
者

 
作
業
範
囲

 

日
本
自
動
車
輸
入
組
合
の

 

輸
入
自
動
車
販
売
事
業
者

 

・
輸
入
車
特
別
取
扱
制
度
の
一
環

と
し
て
出
張
予
備
検
査
を
行
っ

た
自
動
車
の
新
規
登
録
に
伴
う

封
印
の
取
付
け
作
業
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自
動
車
登
録
業
務
に

 

十
分
精
通
し
た
行
政
書
士

 

・
他
人
の
依
頼
を
受
け
報
酬
を
得

 

て
運
輸
支
局
等
に
提
出
す
る
書

 
 

類
を
作
成
し
た
自
動
車
（
乙
種

 

受
託
者
及
び
丙
種
受
託
者
の
構

 

成
員
の
販
売
す
る
自
動
車
を
除

 

く
。
）
に
つ
い
て
、
当
該
自
動

 

車
の
提
示
に
代
え
て
、
完
検

証
、

 

予
備
検
証
、
保
安
基
準
適
合
証

 

等
の
提
出
に
よ
る
新
規
登
録
に

 

伴
う
封
印
の
取
付
け
作
業

 

・
他
人
の
依
頼
を
受
け
報
酬
を
得

 

て
運
輸
支
局
等
に
提
出
す
る
書

 

類
を
作
成
し
た
自
動
車
（
乙
種

 

受
託
者
及
び
丙
種
受
託
者
の
構

 

成
員
の
販
売
す
る
自
動
車
を
除

 

く
。
）
に
つ
い
て
、
変
更
登
録

 

又
は
移
転
登
録
（
車
両
法
第
１

 

４
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
当

 

該
自
動
車
の
登
録
番
号
が
変
更

 

さ
れ
る
も
の
（
登
録
令
第
４
０

 

条
に
よ
る
提
示
を
し
た
も
の
を

 

除
く
。
）
に
限
る
。
）
に
伴
う

 

封
印
の
取
付
け
作
業

 

  ・
車
両
法
第
１
１
条
第
２
項
（
登

 

録
令
第
４
３
条
の
規
定
に
係
る

 

場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
４
項

 

若
し
く
は
第
６
項
に
基
づ
く
封

 

印
の
取
付
け
作
業

 

  

自
動
車
登
録
業
務
に

 

十
分
精
通
し
た
行
政
書
士

 

・
他
人
の
依
頼
を
受
け
報
酬
を
得

 

て
運
輸
支
局
等
に
提
出
す
る
書

 
 

類
を
作
成
し
た
自
動
車
（
乙
種

 

受
託
者
及
び
丙
種
受
託
者
の
構

 

成
員
の
販
売
す
る
自
動
車
を
除

 

く
。
）
に
つ
い
て
、
当
該
自
動

 

車
の
提
示
に
代
え
て
完
検
証
、

 

予
備
検
証
、
保
安
基
準
適
合
証

 

等
の
提
出
に
よ
る
新
規
登
録
に

 

伴
う
封
印
の
取
付
け
作
業

 

・
他
人
の
依
頼
を
受
け
報
酬
を
得

 

て
運
輸
支
局
等
に
提
出
す
る
書

 

類
を
作
成
し
た
自
動
車
（
乙
種

 

受
託
者
及
び
丙
種
受
託
者
の
構

 

成
員
の
販
売
す
る
自
動
車
を
除

 

く
。
）
に
つ
い
て
、
変
更
登
録

 

又
は
移
転
登
録
（
道
路
運
送
車

 

両
法
（
昭
和
２
６
年
法
律
第
１

 

８
５
号
）
第
１
４
条
第
１
項
の

 
 

規
定
に
よ
り
当
該
自
動
車
の
登

 

録
番
号
が
変
更
さ
れ
る
も
の

 

（
自
動
車
登
録
令
（
昭
和
２
６

 

年
政
令
第
２
５
６
号
）
第
４
０

 

条
に
よ
る
提
示
を
し
た
も
の
を

 

除
く
。
）
に
限
る
。
）
に
伴
う

 

封
印
の
取
付
け
作
業

 

 

・
車
両
法
第
１
１
条
第
２
項
（
自

 

動
車
登
録
令
第
４
３
条
の
規
定

 

に
係
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は

 

第
４
項
若
し
く
は
第
６
項
に
基

 

づ
く
封
印
の
取
付
け
作
業
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・
「
自
動
車
Ｏ
Ｓ
Ｓ
に
よ
る
変
更

登
録
申
請
時
の
自
動
車
検
査
証
等

の
郵
送
の
取
扱
い
及
び
自
動
車
登

録
番
号
標
交
付
時
期
猶
予
に
つ
い

て
（
国
自
情
第
２
４
２
号
、
国
自

整
第
２
２
１
号
）
」
に
基
づ
く
車

両
法
第
１
１
条
第
１
項
に
よ
る
封

印
の
取
付
け
が
必
要
な
場
合

 

指
定
整
備
事
業
者
（
中
小
企
業
団

体
の
組
織
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

３
２
年
法
律
第
１
８
５
号
）
に
基

づ
き
設
立
さ
れ
た
指
定
整
備
事
業

者
で
あ
る
自
動
車
整
備
協
業
組
合

ま
た
は
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法

（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
８
１

号
）
に
基
づ
き
設
立
さ
れ
た
指
定

整
備
事
業
者
で
あ
る
自
動
車
整
備

協
同
組
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
組

合
の
組
合
員
を
含
む
。
）

 

・
そ
の
販
売
す
る
中
古
自
動
車
の

 

新
規
登
録
に
伴
う
封
印
の
取
付

 

け
作
業

 

・
変
更
登
録
又
は
移
転
登
録
（
車

両
法
第
１
４
条
第
１
項
の
規
定

に
よ
り
当
該
自
動
車
（
乙
種
受

託
者
及
び
丙
種
受
託
者
の
構
成

員
の
販
売
す
る
自
動
車
を
除

く
。
）
の
登
録
番
号
が
変
更
さ

れ
る
も
の
（
登
録
令
第
４
０
条

に
よ
る
提
示
を
し
た
も
の
を
除

く
。
）
に
限
る
。
）
に
伴
う
封

印
の
取
付
け
作
業

 

・
車
両
法
第
１
１
条
第
２
項
（
登

 

録
令
第
４
３
条
の
規
定
に
係
る

 

場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
４
項

 

若
し
く
は
第
６
項
に
基
づ
く
封

 

印
の
取
付
け
作
業

 

   

・
（
新
設
）

 

  

指
定
整
備
事
業
者
（
中
小
企
業
団

体
の
組
織
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

３
２
年
法
律
第
１
８
５
号
）
に
基

づ
き
設
立
さ
れ
た
指
定
整
備
事
業

者
で
あ
る
自
動
車
整
備
協
業
組
合

ま
た
は
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法

（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
８
１

号
）
に
基
づ
き
設
立
さ
れ
た
指
定

整
備
事
業
者
で
あ
る
自
動
車
整
備

協
同
組
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
組

合
の
組
合
員
を
含
む
。
）

 

・
そ
の
販
売
す
る
中
古
自
動
車
の

 

新
規
登
録
に
伴
う
封
印
の
取
付

 

け
作
業

 

・
変
更
登
録
又
は
移
転
登
録
（
車

 

両
法
第
１
４
条
第
１
項
の
規
定

 

に
よ
り
当
該
自
動
車
（
乙
種
受

 

託
者
及
び
丙
種
受
託
者
の
構
成

 

員
の
販
売
す
る
自
動
車
を
除

 

く
。
）
の
登
録
番
号
が
変
更
さ

 

れ
る
も
の
（
自
動
車
登
録
令

（
昭

 

和
２
６
年
政
令
第
２
５
６
号
）

 

第
４
０
条
に
よ
る
提
示
を
し
た

 

も
の
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）

 

に
伴
う
封
印
の
取
付
け
作
業

 

・
車
両
法
第
１
１
条
第
２
項

（
自

 

動
車
登
録
令
第
４
３
条
の
規
定

 

に
係
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は

 

第
４
項
若
し
く
は
第
６
項
に
基

 

づ
く
封
印
の
取
付
け
作
業
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・
「
自
動
車
Ｏ
Ｓ
Ｓ
に
よ
る
変
更

登
録
申
請
時
の
自
動
車
検
査
証
等

の
郵
送
の
取
扱
い
及
び
自
動
車
登

録
番
号
標
交
付
時
期
猶
予
に
つ
い

て
（
国
自
情
第
２
４
２
号
、
国
自

整
第
２
２
１
号
）
」
に
基
づ
く
車

両
法
第
１
１
条
第
１
項
に
よ
る
封

印
の
取
付
け
が
必
要
な
場
合

 

車
体
整
備
事
業
者
（
優
良
自
動
車

整
備
事
業
者
認
定
規
則
（
昭
和
２

６
年
運
輸
省
令
第
７
２
号
）
別
表

に
定
め
る
車
体
整
備
作
業
１
種
又

は
２
種
と
し
て
認
定
を
受
け
た
優

良
自
動
車
整
備
事
業
者
に
限

る
。
）

 

・
変
更
登
録
又
は
移
転
登
録
（
車

両
法
第
１
４
条
第
１
項
の
規
定

に
よ
り
当
該
自
動
車
（
乙
種
受

託
者
及
び
丙
種
受
託
者
の
構
成

員
の
販
売
す
る
自
動
車
を
除

く
。
）
の
登
録
番
号
が
変
更
さ

れ
る
も
の
（
登
録
令
第
４
０
条

に
よ
る
提
示
を
し
た
も
の
を
除

く
。
）
に
伴
う
封
印
の
取
付
け

作
業

 

 ・
車
両
法
第
１
１
条
第
２
項
（
登

 

録
令
第
４
３
条
の
規
定
に
係
る

 

場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
４
項

 

若
し
く
は
第
６
項
基
づ
く
封
印

 

の
取
付
け
作
業

 

 ・
「
自
動
車
Ｏ
Ｓ
Ｓ
に
よ
る
変
更

登
録
申
請
時
の
自
動
車
検
査
証
等

の
郵
送
の
取
扱
い
及
び
自
動
車
登

録
番
号
標
交
付
時
期
猶
予
に
つ
い

て
（
国
自
情
第
２
４
２
号
、
国
自

整
第
２
２
１
号
）
」
に
基
づ
く
車

両
法
第
１
１
条
第
１
項
に
よ
る
封

印
の
取
付
け
が
必
要
な
場
合

 

・
（
新
設
）

 

       

車
体
整
備
事
業
者
（
優
良
自
動
車

整
備
事
業
者
認
定
規
則
（
昭
和
２

６
年
運
輸
省
令
第
７
２
号
）
別
表

に
定
め
る
車
体
整
備
作
業
１
種
又

は
２
種
と
し
て
認
定
を
受
け
た
優

良
自
動
車
整
備
事
業
者
に
限

る
。
）

 

・
変
更
又
は
移
転
登
録
（
車
両
法

 

第
１
４
条
第
１
項
の
規
定
に
よ

 

り
当
該
自
動
車
（
乙
種
受
託
者

 

及
び
丙
種
受
託
者
の
構
成
員
の

 

販
売
す
る
自
動
車
を
除
く
。
）

 

の
登
録
番
号
が
変
更
さ
れ
る
も

 

の
（
自
動
車
登
録
令
（
昭
和
２

 

６
年
政
令
第
２
５
６
号
）
第
４

 

０
条
に
よ
る
提
示
を
し
た
も
の

 

を
除
く
。
）
に
伴
う
封
印
の
取

 

付
け
作
業

 

・
車
両
法
第
１
１
条
第
２
項
（
自

 

動
車
登
録
令
第
４
３
条
の
規
定

 

に
係
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は

 

第
４
項
若
し
く
は
第
６
項
基
づ

 

く
封
印
の
取
付
け
作
業

 

 ・
（
新
設
）
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２
 
乙
種
受
託
者
は
、
ユ
ー
ザ
ー
の
利
便
の
向
上
を
図
る
上
で
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
行
政
書
士
（
自
動
車
登
録
業
務
に
十
分
精
通
し
た
行

政
書
士
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
一
般
社
団
法
人
日
本
自
動
車
販
売

協
会
連
合
会
（
行
政
書
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
２
６
年
総
務
省
令
第
９
０

号
）
第
２
０
条
第
１
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
り
申
請
し
た
自
動
車
に
限

る
。
）
に
封
印
の
取
付
け
作
業
を
乙
種
受
託
者
の
名
に
お
い
て
行
わ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
当
該
行
政
書
士
は
、
第
５
条
２
項
の
規
定

に
関
わ
ら
ず
出
張
封
印
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

 

３
 
丙
種
受
託
者
は
、
ユ
ー
ザ
ー
の
利
便
の
向
上
を
図
る
上
で
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
団
体
の
構
成
員
又
は
当
該
団
体
の
構
成
員
を
通

じ
行
政
書
士
に
、
封
印
の
取
付
け
作
業
を
、
丙
種
受
託
者
の
名
に
お
い
て

行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
当
該
行
政
書
士
は
、
第
５
条
２

項
の
規
定
に
関
わ
ら
ず
出
張
封
印
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

 

 ４
 
丁
種
受
託
者
は
、
ユ
ー
ザ
ー
の
利
便
の
向
上
を
図
る
上
で
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
行
政
書
士
又
は
当
該
行
政
書
士
を
通
じ
他
の
行
政
書

士
に
、
封
印
の
取
付
け
作
業
を
、
丁
種
受
託
者
の
名
に
お
い
て
行
わ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
。

 

 （
封
印
受
領
証
等
）

 

第
１
３
条

 
運
輸
支
局
長
は
、
受
託
者
に
封
印
を
交
付
（
前
渡
し
を
含

む
。
）
し
た
と
き
は
、
受
領
証
を
提
出
さ
せ
る
等
の
方
法
に
よ
り
交
付
年

月
日
、
交
付
先
、
交
付
数
量
を
明
確
に
で
き
る
よ
う
に
し
て
お
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

 

２
 
前
項
の
受
領
証
等
は
、
次
年
度
末
ま
で
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 （
封
印
の
出
納
の
記
録
）

 

第
１
４
条

 
運
輸
支
局
長
は
、
封
印
の
出
納
状
況
を
明
確
に
記
録
し
て
お
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 （
封
印
取
付
け
報
告
書
）

 

第
１
５
条

 
運
輸
支
局
長
は
、
毎
月
受
託
者
に
前
月
の
封
印
取
付
け
状
況
に

関
し
封
印
取
付
け
報
告
書
を
提
出
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

 

 
 
た
だ
し
、
封
印
の
前
渡
し
を
し
て
い
な
い
受
託
者
に
つ
い
て
は
こ
の
限

２
 
乙
種
受
託
者
は
、
ユ
ー
ザ
ー
の
利
便
の
向
上
を
図
る
上
で
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
行
政
書
士
（
自
動
車
登
録
業
務
に
十
分
精
通
し
た
行

政
書
士
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
一
般
社
団
法
人
日
本
自
動
車
販
売

協
会
連
合
会
（
行
政
書
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
２
６
年
総
務
省
令
第
９
０

号
）
第
２
０
条
第
１
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
り
申
請
し
た
自
動
車
に
限

る
。
）
に
封
印
の
取
付
け
作
業
を
乙
種
受
託
者
の
名
に
お
い
て
行
わ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
当
該
行
政
書
士
は
、
第
４
条
（
５
）
の
規

定
に
関
わ
ら
ず
出
張
封
印
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

 

３
 
丙
種
受
託
者
は
、
ユ
ー
ザ
ー
の
利
便
の
向
上
を
図
る
上
で
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
団
体
の
構
成
員
又
は
当
該
団
体
の
構
成
員
を
通

じ
行
政
書
士
に
、
封
印
の
取
付
け
作
業
を
、
丙
種
受
託
者
の
名
に
お
い
て

行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
当
該
行
政
書
士
は
、
第
４
条

（
５
）
の
規
定
に
関
わ
ら
ず
出
張
封
印
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す

る
。

 

４
 
丁
種
受
託
者
は
、
ユ
ー
ザ
ー
の
利
便
の
向
上
を
図
る
上
で
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
行
政
書
士
又
は
当
該
行
政
書
士
を
通
じ
他
の
行
政
書

士
に
、
封
印
の
取
付
け
作
業
を
、
丁
種
受
託
者
の
名
に
お
い
て
行
わ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
。

 

 （
封
印
受
領
証
等
）

 

第
１
１
条

 
運
輸
支
局
長
は
、
受
託
者
に
封
印
を
交
付
（
前
渡
し
を
含

む
。
）
し
た
と
き
は
、
受
領
証
を
提
出
さ
せ
る
等
の
方
法
に
よ
り
交
付
年

月
日
、
交
付
先
、
交
付
数
量
を
明
確
に
で
き
る
よ
う
に
し
て
お
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

 

２
 
前
項
の
受
領
証
等
は
、
次
年
度
末
ま
で
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 （
封
印
の
出
納
の
記
録
）

 

第
１
２
条

 
運
輸
支
局
長
は
、
封
印
の
出
納
状
況
を
明
確
に
記
録
し
て
お
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 （
封
印
取
付
け
報
告
書
）

 

第
１
３
条

 
運
輸
支
局
長
は
、
毎
月
受
託
者
に
前
月
の
封
印
取
付
け
状
況
に

関
し
封
印
取
付
け
報
告
書
を
提
出
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

 

 
 
た
だ
し
、
封
印
の
前
渡
し
を
し
て
い
な
い
受
託
者
に
つ
い
て
は
こ
の
限
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り
で
は
な
い
。

 

２
 
提
出
を
受
け
た
前
項
の
封
印
取
付
け
報
告
書
は
、
次
年
度
末
ま
で
保
存

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 附
 
則

 

 （
施
行
期
日
）

 

第
１
条

 
本
通
達
は
、
令
和
４
年
１
月
４
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

 （
経
過
措
置
）

 

第
２
条

 
本
通
達
施
行
の
際
に
現
に
旧
通
達
第
６
条
の
規
定
に
よ
り
封
印
取

 

付
け
委
託
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
甲
種
受
託
者
、
乙
種
受
託
者
、
丙
種

受
託
者
及
び
丁
種
受
託
者
は
、
本
通
達
の
施
行
の
日
に
本
通
達
第
２
条
第

２
号
の
甲
種
受
託
者
、
第
３
号
の
乙
種
受
託
者
、
第
４
号
の
丙
種
受
託
者

及
び
第
５
号
の
丁
種
受
託
者
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
第
８
条
の
規
定
に
よ
る
運

輸
支
局
長
か
ら
封
印
取
付
け
委
託
書
の
交
付
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
こ

と
が
で
き
る
。

 

２
 
運
輸
支
局
長
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
甲
種
受
託
者
及
び
乙
種
受
託
者
、

丙
種
受
託
者
及
び
丁
種
受
託
者
と
し
て
運
輸
支
局
長
か
ら
封
印
取
付
け
委

託
書
の
交
付
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
者
に
対
し
、
第
７
条
の
規
定

に
よ
る
封
印
取
付
け
受
託
者
準
則
を
受
託
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 別
記
様
式
（
略
）

 

「
委
託
す
る
業
務
の
範
囲
」

 

１
 
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所
の
な
い
都
道
府
県
の
甲
種
受
託
者
の
場
合

 

「
A
県
の
区
域
に
使
用
の
本
拠
を
有
す
る
自
動
車
に
係
る
道
路
運
送
車
両
法

（
昭
和
２
６
年
法
律
第
１
８
５
号
）
第
１
１
条
第
１
項
又
は
第
２
項
に
係
る

封
印
の
取
付
け
及
び
全
て
の
自
動
車
に
係
る
道
路
運
送
車
両
法
第
１
１
条
第

４
項
又
は
第
６
項
に
係
る
封
印
の
取
付
け
」

 

２
 
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所
の
あ
る
都
道
府
県
の
甲
種
受
託
者
の
場
合

 

「
A
県
（

A
運
輸
支
局

B
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所
の
管
轄
区
域
を
除
く
。
）
の

区
域
に
使
用
の
本
拠
を
有
す
る
自
動
車
に
係
る
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
２

６
年
法
律
第
１
８
５
号
）
第
１
１
条
第
１
項
又
は
第
２
項
に
係
る
封
印
の
取

付
け
及
び
全
て
の
自
動
車
に
係
る
道
路
運
送
車
両
法
第
１
１
条
第
第
４
項
又

り
で
は
な
い
。

 

２
 
提
出
を
受
け
た
前
項
の
封
印
取
付
け
報
告
書
は
、
次
年
度
末
ま
で
保
存

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 附
 
則

 

 （
施
行
期
日
）

 

第
１
条

 
本
通
達
は
、
令
和
３
年
８
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

 （
経
過
措
置
）

 

第
２
条

 
本
通
達
施
行
の
際
に
現
に
旧
通
達
第
６
条
の
規
定
に
よ
り
封
印
取

 

付
け
委
託
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
甲
種
受
託
者
、
乙
種
受
託
者
、
丙
種

受
託
者
及
び
丁
種
受
託
者
は
、
本
通
達
の
施
行
の
日
に
本
通
達
第
２
条
第

２
号
の
甲
種
受
託
者
、
第
３
号
の
乙
種
受
託
者
、
第
４
号
の
丙
種
受
託
者

及
び
第
５
号
の
丁
種
受
託
者
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
第
６
条
の
規
定
に
よ
る
運

輸
支
局
長
か
ら
封
印
取
付
け
委
託
書
の
交
付
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
こ

と
が
で
き
る
。

 

２
 
運
輸
支
局
長
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
甲
種
受
託
者
、
乙
種
受
託
者
、
丙

 

種
受
託
者
及
び
丁
種
受
託
者
と
し
て
運
輸
支
局
長
か
ら
封
印
取
付
け
委
託

書
の
交
付
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
者
に
対
し
、
第
５
条
の
規
定
に

よ
る
封
印
取
付
け
受
託
者
準
則
を
受
託
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 別
記
様
式
（
略
）

 

「
委
託
す
る
業
務
の
範
囲
」

 

１
 
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所
の
な
い
都
道
府
県
の
甲
種
受
託
者
の
場
合

 

「
A
県
の
区
域
に
使
用
の
本
拠
を
有
す
る
自
動
車
に
係
る
道
路
運
送
車
両
法

第
１
１
条
第
１
項
又
は
第
２
項
に
係
る
封
印
の
取
付
け
及
び
全
て
の
自
動
車

に
係
る
道
路
運
送
車
両
法
第
１
１
条
第
４
項
又
は
第
６
項
に
係
る
封
印
の
取

付
け
」

 

２
 
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所
の
あ
る
都
道
府
県
の
甲
種
受
託
者
の
場
合

 

「
A
県
（

A
運
輸
支
局

B
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所
の
管
轄
区
域
を
除
く
。
）
の

区
域
に
使
用
の
本
拠
を
有
す
る
自
動
車
に
係
る
道
路
運
送
車
両
法
第
１
１
条

第
１
項
又
は
第
２
項
に
係
る
封
印
の
取
付
け
及
び
全
て
の
自
動
車
に
係
る
道

路
運
送
車
両
法
第
１
１
条
第
第
４
項
又
は
第
６
項
に
係
る
封
印
の
取
付
け
」
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は
第
６
項
に
係
る
封
印
の
取
付
け
」

 

３
 
乙
種
受
託
者
の
場
合

 

 
（
１
）
そ
の
販
売
す
る
自
動
車
に
つ
い
て
、

 当
該
自
動
車
の
提
示
に
代
え

 

て
完
成
検
査
終
了
証
の
提
出
に
よ
り
新
規
登
録
を
受
け
る
場
合

 

（
２
）
そ
の
販
売
す
る
自
動
車
に
つ
い
て
、

 当
該
自
動
車
の
提
示
に
代
え

 

て
、
自
動
車
予
備
検
査
証
、
保
安
基
準
適
合
証
又
は
限
定
自
動
車

 

検
査
証
及
び
限
定
保
安
基
準
適
合
証
の
提
出
に
よ
り
新
規
登
録
を
受

 

け
る
場
合

 

（
３
）
変
更
登
録
又
は
移
転
登
録
を
受
け
る
場
合
（
道
路
運
送
車
両
法

 

（
昭
和
２
６
年
法
律
第
１
８
５
号
）
第
１
４
条
第
１
項
の
規
定
に
よ

 

り
当
該
自
動
車
の
自
動
車
登
録
番
号
が
変
更
さ
れ
る
も
の
（
自
動
車

 

登
録
令
（
昭
和
２
６
年
政
令
第
２
５
６
号
）
第
４
０
条
に
よ
る
提
示

 

を
し
た
も
の
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）

 

（
４
）
道
路
運
送
車
両
法
第
１
１
条
第
２
項
（
自
動
車
登
録
令
第
４
３
条

 

の
規
定
に
係
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
４
項
若
し
く
は
第
６
項
（

A
 

県
の
区
域
に
使
用
の
本
拠
を
有
す
る
自
動
車
に
限
る
。
）
の
規
定
に

 

よ
る
封
印
の
取
付
け
を
行
う
場
合

 

 
（
５
）
「
自
動
車
Ｏ
Ｓ
Ｓ
に
よ
る
変
更
登
録
申
請
時
の
自
動
車
検
査
証
等

 

の
郵
送
の
取
扱
い
及
び
自
動
車
登
録
番
号
標
交
付
時
期
猶
予
に
つ
い

 

て
（
国
自
情
第
２
４
２
号
、
国
自
整
第
２
２
１
号
）
」
に
基
づ
く
道
路

 

運
送
車
両
法
第
１
１
条
第
１
項
に
よ
る
封
印
の
取
付
け
が
必
要
な
場

 

合
 

 

 
 

４
 
丙
種
受
託
者
の
場
合

 

(
１

)
そ
の
構
成
員
が
販
売
す
る
自
動
車
に
つ
い
て
、
当
該
自
動
車
の
提
示

 

に
代
え
て
、
完
成
検
査
終
了
証
、
自
動
車
予
備
検
査
証
、
保
安
基
準
適

 

合
証
又
は
限
定
自
動
車
検
査
証
及
び
限
定
保
安
基
準
適
合
証
の
提
出
に

 

よ
り
新
規
登
録
を
受
け
る
場
合

 

（
２
）
変
更
登
録
又
は
移
転
登
録
を
受
け
る
場
合
（
道
路
運
送
車
両
法
（
昭

 

和
２
６
年
法
律
第
１
８
５
号
）
第
１
４
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
当
該

 

自
動
車
の
自
動
車
登
録
番
号
が
変
更
さ
れ
る
も
の
（
自
動
車
登
録
令

 

（
昭
和
２
６
年
政
令
第
２
５
６
号
）
第
４
０
条
に
よ
る
提
示
を
し
た
も

 

の
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）

 

 ３
 
乙
種
受
託
者
の
場
合

 

 
（
１
）
そ
の
販
売
す
る
自
動
車
に
つ
い
て
、

 当
該
自
動
車
の
提
示
に
代
え

 

て
完
成
検
査
終
了
証
の
提
出
に
よ
り
新
規
登
録
を
受
け
る
場
合

 

（
２
）
そ
の
販
売
す
る
自
動
車
に
つ
い
て
、

 当
該
自
動
車
の
提
示
に
代
え

 

て
自
動
車
予
備
検
査
証
、
保
安
基
準
適
合
証
又
は
限
定
自
動
車
検
査

 

証
及
び
限
定
保
安
基
準
適
合
証
の
提
出
に
よ
り
新
規
登
録
を
受
け
る

場
合

 

（
３
）
変
更
登
録
又
は
移
転
登
録
を
受
け
る
場
合
（
道
路
運
送
車
両
法

 

（
昭
和
２
６
年
法
律
第
１
８
５
号
）
第
１
４
条
第
１
項
の
規
定
に
よ

 

り
当
該
自
動
車
の
登
録
番
号
が
変
更
さ
れ
る
も
の
（
自
動
車
登
録
令

 

（
昭
和
２
６
年
政
令
第
２
５
６
号
）
第
４
０
条
に
よ
る
提
示
を
し
た

 

も
の
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）

 

（
４
）
道
路
運
送
車
両
法
第
１
１
条
第
２
項
（
自
動
車
登
録
令
第
４
３
条

 

の
規
定
に
係
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
４
項
若
し
く
は
第
６
項
（

A

県
の
区
域
に
使
用
の
本
拠
を
有
す
る
自
動
車
に
限
る
。
）
の
規
定
に

よ
る
封
印
の
取
付
け
を
行
う
場
合

 

 
（
新
設
）

 

     ４
 
丙
種
受
託
者
の
場
合

 

(
１

)
そ
の
構
成
員
が
販
売
す
る
自
動
車
に
つ
い
て
、
当
該
自
動
車
の
提
示

 

に
代
え
て
完
成
検
査
終
了
証
、
自
動
車
予
備
検
査
証
、
保
安
基
準
適
合

証
又
は
限
定
自
動
車
検
査
証
及
び
限
定
保
安
基
準
適
合
証
の
提
出
に
よ

 

り
新
規
登
録
を
受
け
る
場
合

 

（
２
）
変
更
登
録
又
は
移
転
登
録
を
受
け
る
場
合
（
道
路
運
送
車
両
法
（
昭

 

和
２
６
年
法
律
第
１
８
５
号
）
第
１
４
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
当
該

 

自
動
車
の
登
録
番
号
が
変
更
さ
れ
る
も
の
（
自
動
車
登
録
令
（
昭
和
２

 

６
年
政
令
第
２
５
６
号
）
第
４
０
条
に
よ
る
提
示
を
し
た
も
の
を
除

 

く
。
）
に
限
る
。
）
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（
３
）
道
路
運
送
車
両
法
第
１
１
条
第
２
項
（
自
動
車
登
録
令
第
４
３
条
の

 

規
定
に
係
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
４
項
若
し
く
は
第
６
項
（

A
県

の
区
域
に
使
用
の
本
拠
を
有
す
る
自
動
車
に
限
る
。
）
に
よ
る
封
印
の

取
付
け
を
行
う
場
合

 

（
４
）
「
自
動
車
Ｏ
Ｓ
Ｓ
に
よ
る
変
更
登
録
申
請
時
の
自
動
車
検
査
証
等

 

の
郵
送
の
取
扱
い
及
び
自
動
車
登
録
番
号
標
交
付
時
期
猶
予
に
つ
い

 

て
（
国
自
情
第
２
４
２
号
、
国
自
整
第
２
２
１
号
）
」
に
基
づ
く
道
路

 

運
送
車
両
法
第
１
１
条
第
１
項
に
よ
る
封
印
の
取
付
け
が
必
要
な
場

 

合
 

 

５
 
丁
種
受
託
者
の
場
合

 

(
１

)
 
行
政
書
士
が
他
人
の
依
頼
を
受
け
報
酬
を
得
て
運
輸
支
局
等
に
提
出

す
る
書
類
を
作
成
し
た
自
動
車
（
封
印
取
付
け
委
託
要
領
（
平
成
１
８

年
１
０
月
４
日
付
国
自
管
第
８
６
号
）
第
２
条
（
５
）
エ
、
第
１
２
条

第
２
項
及
び
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
封
印
の
取
付
け
作
業
を
乙
種
受
託

者
及
び
丙
種
受
託
者
の
名
に
お
い
て
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
を

除
く
。
以
下
、
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
当
該
自
動
車
の

提
示
に
代
え
て
、
完
成
検
査
終
了
証
、
自
動
車
予
備
検
査
証
、
保
安
基

準
適
合
証
又
は
限
定
自
動
車
検
査
証
及
び
限
定
保
安
基
準
適
合
証
の
提

出
に
よ
り
新
規
登
録
を
受
け
る
場
合

 

 

（
２
）
行
政
書
士
が
他
人
の
依
頼
を
受
け
報
酬
を
得
て
運
輸
支
局
等
に
提
出

す
る
書
類
を
作
成
し
た
自
動
車
に
つ
い
て
、
変
更
登
録
又
は
移
転
登
録

を
受
け
る
場
合
（
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
２
６
年
法
律
第
１
８
５

号
）
第
１
４
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
自
動
車
の
自
動
車
登
録
番

号
が
変
更
さ
れ
る
も
の
（
自
動
車
登
録
令
（
昭
和
２
６
年
政
令
第
２
５

６
号
）
第
４
０
条
に
よ
る
提
示
を
し
た
も
の
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）

 

（
３
）
道
路
運
送
車
両
法
第
１
１
条
第
２
項
（
自
動
車
登
録
令
第
４
３
条
の

 

規
定
に
係
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
４
項
若
し
く
は
第
６
項
（

A
県
の

 

区
域
に
使
用
の
本
拠
を
有
す
る
自
動
車
に
限
る
。
）
に
よ
る
封
印
の
取

 

付
け
を
行
う
場
合

 

 別
記

 

封
印
取
付
け
受
託
者
準
則

 

（
３
）
道
路
運
送
車
両
法
第
１
１
条
第
２
項
（
自
動
車
登
録
令
第
４
３
条
の

規
定
に
係
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
４
項
若
し
く
は
第
６
項
（

A
県

の
区
域
に
使
用
の
本
拠
を
有
す
る
自
動
車
に
限
る
。
）
に
よ
る
封
印
の

取
付
け
を
行
う
場
合

 

(
新
設

)
 

     

５
 
丁
種
受
託
者
の
場
合

 

(
１

)
 
行
政
書
士
が
他
人
の
依
頼
を
受
け
報
酬
を
得
て
運
輸
支
局
等
に
提
出

す
る
書
類
を
作
成
し
た
自
動
車
（
封
印
取
付
け
委
託
要
領
（
平
成
１
８

年
１
０
月
４
日
付
国
自
管
第
８
６
号
）
第
１
０
条
第
２
項
及
び
第
３
項

の
規
定
に
よ
り
封
印
の
取
付
け
作
業
を
乙
種
受
託
者
及
び
丙
種
受
託
者

の
名
に
お
い
て
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
を
除
く
。
以
下
、
次
号

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
当
該
自
動
車
の
提
示
に
代
え
て
完
成

検
査
終
了
証
、
自
動
車
予
備
検
査
証
、
保
安
基
準
適
合
証
又
は
限
定
自

動
車
検
査
証
及
び
限
定
保
安
基
準
適
合
証
の
提
出
に
よ
り
新
規
登
録
を

受
け
る
場
合

 

 

（
２
）
行
政
書
士
が
他
人
の
依
頼
を
受
け
報
酬
を
得
て
運
輸
支
局
等
に
提
出

す
る
書
類
を
作
成
し
た
自
動
車
に
つ
い
て
、
変
更
登
録
又
は
移
転
登
録

を
受
け
る
場
合
（
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
２
６
年
法
律
第
１
８
５

号
）
第
１
４
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
自
動
車
の
登
録
番
号
が
変

更
さ
れ
る
も
の
（
自
動
車
登
録
令
（
昭
和
２
６
年
政
令
第
２
５
６
号
）

第
４
０
条
に
よ
る
提
示
を
し
た
も
の
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）

 

（
３
）
道
路
運
送
車
両
法
第
１
１
条
第
２
項
（
自
動
車
登
録
令
第
４
３
条
の

 

規
定
に
係
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
４
項
若
し
く
は
第
６
項
（

A
県

の
区
域
に
使
用
の
本
拠
を
有
す
る
自
動
車
に
限
る
。
）
に
よ
る
封
印
の
取

 

付
け
を
行
う
場
合

 

 

別
記

 

封
印
取
付
け
受
託
者
準
則
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（
適
用
）

 

第
１
条

 
受
託
者
は
、
道
路
運
送
車
両
法
及
び
同
法
施
行
規
則
の
規
定
に
よ

 

る
ほ
か
、
こ
の
準
則
の
定
め
に
従
っ
て
封
印
の
取
付
け
に
関
す
る

 

業
務
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
定
義
）

 

第
２
条

 
こ
の
準
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ

 

れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 

（
１
）
封
印
の
前
渡
し

 
予
め
一
定
数
量
の
封
印
を
受
託
者
に
交
付
す
る
こ

 

と
。

 

（
２
）
有
償
受
託
者

 
第
１
５
条
の
規
定
に
よ
り
手
数
料
請
求
権
を
放
棄
し

た
受
託
者
以
外
の
受
託
者

 

（
封
印
受
払
い
簿
）

 

第
３
条

 
封
印
の
前
渡
し
を
受
け
た
受
託
者
は
、
封
印
受
払
い
簿
を
備
え
、

封
印
の
出
納
状
況
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
 
封
印
受
払
い
簿
へ
の
記
録
は
、
受
入
れ
、
取
付
け
、
打
損
、
紛
失
等
受

払
い
事
由
を
明
ら
か
に
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

３
 
封
印
受
払
い
簿
は
、
記
録
し
た
日
か
ら
２
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

 

（
封
印
の
保
管
）

 

第
４
条

 
受
託
者
は
、
紛
失
、
盗
難
等
が
な
い
よ
う
封
印
を
厳
重
に
保
管
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
打
損
し
た
封
印
等
）

 

第
５
条

 
受
託
者
は
、
打
損
又
は
き
損
し
た
封
印
及
び
不
良
の
封
印
を
運
輸

支
局
長
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
封
印
の
紛
失
）

 

第
６
条

 
受
託
者
は
、
封
印
の
紛
失
を
発
見
し
た
と
き
は
、
す
み
や
か
に
そ

の
数
量
及
び
事
情
を
運
輸
支
局
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
封
印
取
付
け
届
出
書
）

 

第
７
条

 
有
償
受
託
者
た
る
乙
種
受
託
者
、
丙
種
受
託
者
及
び
丁
種
受
託
者

は
、
封
印
の
取
付
け
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
自
動
車
の
新
規
登

録
、
変
更
登
録
及
び
移
転
登
録
の
際
、
運
輸
支
局
長
に
封
印
取
付
け
届
出

書
（
第
１
号
様
式
）
２
通
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 （
営
業
所
等
一
覧
及
び
封
印
取
付
け
担
当
者
名
簿
の
備
え
付
け
）

 

（
適
用
）

 

第
１
条

 
受
託
者
は
、
道
路
運
送
車
両
法
及
び
同
法
施
行
規
則
の
規
定
に
よ

 

る
ほ
か
、
こ
の
準
則
の
定
め
に
従
っ
て
封
印
の
取
付
け
に
関
す
る
業
務
を

 

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
定
義
）

 

第
２
条

 
こ
の
準
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ

 

れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 

（
１
）
封
印
の
前
渡
し

 
予
め
一
定
数
量
の
封
印
を
受
託
者
に
交
付
す
る
こ

と
。

 

（
２
）
有
償
受
託
者

 
第
１
４
条
の
規
定
に
よ
り
手
数
料
請
求
権
を
放
棄
し

た
受
託
者
以
外
の
受
託
者

 

（
封
印
受
払
い
簿
）

 

第
３
条

 
封
印
の
前
渡
し
を
受
け
た
受
託
者
は
、
封
印
受
払
い
簿
を
備
え
、

封
印
の
出
納
状
況
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
 
封
印
受
払
い
簿
へ
の
記
録
は
、
受
入
れ
、
取
付
け
、
打
損
、
紛
失
等
受

払
い
事
由
を
明
ら
か
に
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

３
 
封
印
受
払
い
簿
は
、
記
録
し
た
日
か
ら
２
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

 

（
封
印
の
保
管
）

 

第
４
条

 
受
託
者
は
、
紛
失
、
盗
難
等
が
な
い
よ
う
封
印
を
厳
重
に
保
管
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
打
損
し
た
封
印
等
）

 

第
５
条

 
受
託
者
は
、
打
損
又
は
き
損
し
た
封
印
及
び
不
良
の
封
印
を
運
輸

支
局
長
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
封
印
の
紛
失
）

 

第
６
条

 
受
託
者
は
、
封
印
の
紛
失
を
発
見
し
た
と
き
は
、
す
み
や
か
に
そ

の
数
量
及
び
事
情
を
運
輸
支
局
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
封
印
取
付
け
届
出
書
）

 

第
７
条

 
有
償
受
託
者
た
る
乙
種
受
託
者
、
丙
種
受
託
者
及
び
丁
種
受
託
者

は
、
封
印
の
取
付
け
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
自
動
車
の
新
規
登

録
、
変
更
登
録
及
び
移
転
登
録
の
際
、
運
輸
支
局
長
に
封
印
取
付
け
届
出

書
（
第
１
号
様
式
）
２
通
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 （
新
設
）
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第
８
条

 
甲
種
及
び
乙
種
受
託
者
は
、
封
印
の
取
付
け
を
行
う
分
室
又
は
営

業
所
を
設
け
た
場
合
、
封
印
取
付
け
担
当
者
及
び
営
業
所
等
一
覧
（
第
３

号
様
式
）
を
備
え
、
こ
れ
に
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
記
録

し
た
事
項
に
変
更
が
生
じ
た
場
合
は
、
そ
の
変
更
内
容
を
記
録
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

 

（
出
張
封
印
確
認
書
）

 

第
９
条

 
出
張
封
印
に
よ
り
、
返
納
す
る
自
動
車
登
録
番
号
標
を
封
印
取
付

け
後
に
返
納
と
す
る
受
託
者
は
、
登
録
申
請
又
は
交
換
申
請
時
等
に
封
印

受
託
者
名
、
出
張
封
印
を
行
お
う
と
す
る
自
動
車
の
車
台
番
号
を
記
載
し

た
書
面
又
は
当
該
書
面
と
同
等
と
認
め
る
書
面
を
運
輸
支
局
長
に
原
則
２

通
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
封
印
取
付
け
報
告
書
）

 

第
１
０
条

 
封
印
の
前
渡
し
を
受
け
た
受
託
者
は
毎
月
１
０
日
ま
で
に
、
前

月
の
封
印
取
付
け
状
況
に
関
し
、
運
輸
支
局
長
に
封
印
取
付
け
報
告
書

（
第
２
号
様
式
）
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
 
封
印
の
前
渡
し
を
受
け
た
乙
種
受
託
者
、
丙
種
受
託
者
及
び
丁
種
受
託

者
は
、
前
項
の
封
印
取
付
け
報
告
書
を
提
出
す
る
と
き
は
、
封
印
の
取
付

を
し
た
自
動
車
の
登
録
年
月
日
及
び
自
動
車
登
録
番
号
を
記
載
し
た
書
面

を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
変
更
届
）

 

第
１
１
条

 
受
託
者
は
、
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
１
２
条
第
１
項
の

申
請
書
に
記
載
し
た
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
（
事
業
場
の
位
置
に
変

更
が
あ
っ
た
と
き
を
除
く
。
）
は
、
す
み
や
か
に
そ
の
旨
を
運
輸
支
局
長

に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
手
数
料
額
）

 

第
１
２
条

 
手
数
料
の
額
は
、
毎
年
度
ご
と
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 

第
１
３
条

 
手
数
料
は
、
甲
種
受
託
者
の
場
合
に
は
運
輸
支
局
等
の
業
務
件

数
に
よ
り
、
乙
種
受
託
者
、
丙
種
受
託
者
及
び
丁
種
受
託
者
の
場
合
に
は

請
求
書
に
添
付
さ
れ
た
封
印
取
付
け
届
出
書
に
よ
り
確
認
で
き
る
封
印
取

付
け
件
数
に
つ
い
て
支
払
う
。

 

（
手
数
料
の
請
求
）

 

第
１
４
条

 
受
託
者
は
、
毎
年
４
月
１
日
か
ら
翌
年
３
月
３
１
日
ま
で
に
行

っ
た
封
印
の
取
付
け
に
つ
い
て
運
輸
支
局
長
に
手
数
料
を
請
求
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

 

     （
出
張
封
印
確
認
書
）

 

第
８
条

 
出
張
封
印
を
行
お
う
と
す
る
受
託
者
は
、
登
録
申
請
又
は
交
換
申

請
時
等
に
封
印
受
託
者
名
、
出
張
封
印
を
行
お
う
と
す
る
自
動
車
の
車
台

番
号
、
出
張
封
印
の
希
望
、
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
の
返
納
方
法
等
を
記
載

し
た
書
面
又
は
当
該
書
面
と
同
等
と
認
め
る
書
面
を
運
輸
支
局
長
に
原
則

２
通
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
封
印
取
付
け
報
告
書
）

 

第
９
条

 
封
印
の
前
渡
し
を
受
け
た
受
託
者
は
毎
月
１
０
日
ま
で
に
、
前
月

の
封
印
取
付
け
状
況
に
関
し
、
運
輸
支
局
長
に
封
印
取
付
け
報
告
書
（
第

２
号
様
式
）
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
 
封
印
の
前
渡
し
を
受
け
た
乙
種
受
託
者
、
丙
種
受
託
者
及
び
丁
種
受
託

者
は
、
前
項
の
封
印
取
付
け
報
告
書
を
提
出
す
る
と
き
は
、
封
印
の
取
付

を
し
た
自
動
車
の
登
録
年
月
日
及
び
自
動
車
登
録
番
号
を
記
載
し
た
書
面

を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
変
更
届
）

 

第
１
０
条

 
受
託
者
は
、
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
１
２
条
第
１
項
の

申
請
書
に
記
載
し
た
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
（
事
業
場
の
位
置
に
変

更
が
あ
っ
た
と
き
を
除
く
。
）
は
、
す
み
や
か
に
そ
の
旨
を
運
輸
支
局
長

に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
手
数
料
額
）

 

第
１
１
条

 
手
数
料
の
額
は
、
毎
年
度
ご
と
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 

第
１
２
条

 
手
数
料
は
、
甲
種
受
託
者
の
場
合
に
は
運
輸
支
局
等
の
業
務
件

数
に
よ
り
、
乙
種
受
託
者
、
丙
種
受
託
者
及
び
丁
種
受
託
者
の
場
合
に
は

請
求
書
に
添
付
さ
れ
た
封
印
取
付
け
届
出
書
に
よ
り
確
認
で
き
る
封
印
取

付
け
件
数
に
つ
い
て
支
払
う
。

 

（
手
数
料
の
請
求
）

 

第
１
３
条

 
受
託
者
は
、
毎
年
４
月
１
日
か
ら
翌
年
３
月
３
１
日
ま
で
に
行

っ
た
封
印
の
取
付
け
に
つ
い
て
運
輸
支
局
長
に
手
数
料
を
請
求
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
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２
 
前
項
の
手
数
料
の
請
求
は
、
次
年
度
４
月
末
ま
で
に
封
印
の
取
付
け
件

数
及
び
請
求
金
額
を
記
載
し
た
請
求
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

３
 
乙
種
受
託
者
、
丙
種
受
託
者
及
び
丁
種
受
託
者
は
、
前
項
の
請
求
書
を

提
出
す
る
と
き
は
、
運
輸
支
局
長
が
確
認
済
印
を
押
捺
し
て
返
付
し
た
封

印
取
付
け
届
出
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
無
償
受
託
）

 

第
１
５
条

 
 
受
託
者
は
、
手
数
料
の
請
求
を
行
わ
な
い
旨
を
あ
ら
か
じ
め
文

書
を
も
っ
て
通
知
す
る
こ
と
に
よ
り
、
手
数
料
請
求
権
を
放
棄
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

 

第
１
号
様
式
（
略
）

 

第
２
号
様
式
（
略
）

 

第
３
号
様
式
（
略
）

 

 

２
 
前
項
の
手
数
料
の
請
求
は
、
次
年
度
４
月
末
ま
で
に
封
印
の
取
付
け
件

数
及
び
請
求
金
額
を
記
載
し
た
請
求
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

３
 
乙
種
受
託
者
、
丙
種
受
託
者
及
び
丁
種
受
託
者
は
、
前
項
の
請
求
書
を

提
出
す
る
と
き
は
、
運
輸
支
局
長
が
確
認
済
印
を
押
捺
し
て
返
付
し
た
封

印
取
付
け
届
出
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
無
償
受
託
）

 

第
１
４
条

 
 
受
託
者
は
、
手
数
料
の
請
求
を
行
わ
な
い
旨
を
あ
ら
か
じ
め
文

書
を
も
っ
て
通
知
す
る
こ
と
に
よ
り
、
手
数
料
請
求
権
を
放
棄
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

 

第
１
号
様
式
（
略
）

 

第
２
号
様
式
（
略
）

 

（
新
設
）
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【別添改正溶け込み】 

封印取付け委託要領 

封印取付け委託要領 

（適用） 

第１条 道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）（以下「車両法」という。）第 

２８条の３第１項の規定による封印の取付けの委託（以下「封印の取付け委託」とい 

う。）に関しては、同法、同法施行令、同法施行規則の規定によるほか、この要領の 

定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定め 

るところによる。 

（１）受託者 封印の取付け委託を受けた者 

（２）甲種受託者 乙種受託者、丙種受託者及び丁種受託者以外の受託者 

（３）乙種受託者 完成検査終了証（以下「完検証」という。）のある自動車の販売を 

業とする者であって、以下の場合に必要となる封印の取付け委託を受けた者。 

ア その販売する自動車について、当該自動車の提示に代えて、完検証の提出により 

新規登録を受ける場合 

イ その販売する自動車（販売用中古自動車を含む。）について、当該自動車の提示 

に代えて、自動車予備検査証（以下「予備検証」という。）、保安基準適合証又は 

限定自動車検査証及び限定保安基準適合証（以下「保安基準適合証等」という。） 

の提出により新規登録を受ける場合 

ウ 変更登録又は移転登録を受ける場合（車両法第１４条第１項の規定により当該自 

動車の自動車登録番号（以下「登録番号」という。）が変更されるもの（自動車登

録令（昭和２６年政令第２５６号）（以下「登録令」という。）第４０条による提

示をしたものを除く。）に限る。） 

エ 車両法第１１条第２項（登録令第４３条の規定に係る場合を含む。）又は第４項 

若しくは第６項（管轄区域内に限る。）の規定による封印の取付けが必要な場合 

オ 「自動車ＯＳＳによる変更登録申請時の自動車検査証等の郵送の取扱い及び自動 

車登録番号標交付時期猶予について（国自情第２４２号、国自整第２２１号）」に 

基づく車両法第１１条第１項による封印の取付けが必要な場合 

（４）丙種受託者 一般社団法人日本中古自動車販売協会連合会の会員のうち中古自動 

車の販売を業とする者を構成員とする団体（以下「団体」という。）であって、以 

下の場合に必要となる封印の取付け委託を受けた者 

ア その構成員の販売する自動車（新車及び販売用中古自動車）について、当該自動 

車の提示に代えて、完検証、予備検証、保安基準適合証等の提出により新規登録を 

受ける場合 

イ 変更登録又は移転登録を受ける場合（車両法第１４条第１項の規定により当該自 

動車の登録番号が変更されるもの（登録令第４０条による提示をしたものを除く。） 
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に限る。） 

ウ 車両法第１１条第２項（登録令第４３条の規定に係る場合を含む。）又は第４項 

若しくは第６項（管轄区域内に限る。）の規定による封印の取付けが必要な場合 

エ 「自動車ＯＳＳによる変更登録申請時の自動車検査証等の郵送の取扱い及び自動 

車登録番号標交付時期猶予について（国自情第２４２号、国自整第２２１号）」に 

基づく車両法第１１条第１項による封印の取付けが必要な場合 

（５）丁種受託者 行政書士法（昭和２６年法律第４号）第１５条に規定される行政書 

士会（以下「行政書士会」という。）であって、行政書士が運輸監理部、運輸支局 

又は自動車検査登録事務所（内閣府沖縄総合事務局にあっては、陸運事務所、宮古 

運輸事務所又は八重山運輸事務所。以下「運輸支局等」という。）に提出する書類 

を作成した自動車（エに規定する場合を除く）について、以下の場合に必要となる 

封印の取付け委託を受けた者 

ア 当該自動車（第１２条第２項及び第３項の規定により封印の取付け作業を乙種受

託者及び丙種受託者の名において行わせることができる場合を除く。以下、本号イ

において同じ。）の提示に代えて、完検証、予備検証、保安基準適合証等の提出に

より新規登録を受ける場合 

イ 当該自動車に係る変更登録又は移転登録を受ける場合（車両法第１４条第１項の 

規定により当該自動車の登録番号が変更されるもの（登録令第４０条による提示を 

したものを除く。）に限る。） 

ウ 車両法第１１条第２項（登録令第４３条の規定に係る場合を含む。）又は第４項 

若しくは第６項（管轄区域内に限る。）の規定による封印の取付けが必要な場合 

エ 「自動車ＯＳＳによる変更登録申請時の自動車検査証等の郵送の取扱い及び自動

車登録番号標交付時期猶予について（国自情第２４２号、国自整第２２１号）」に

基づく車両法第１１条第１項による封印の取付けが必要な場合 

（委託の範囲） 

第３条 封印の取付け委託は、事業場毎に行う。 

（封印取付けを行う者） 

第４条 受託者は、封印の取付けを行う者として以下の者をあらかじめ選任するものと 

する。 

（１）封印取付け責任者 施行規則１５条第１項に記載の事項のほか、法令及び委託に 

附した条件の遵守について必要な監督を行うとともに、問題が生じた場合には適切 

な措置をとらせる等、封印取付け業務を統括管理する者。 

（２）封印取付け担当者 自動車登録番号及び車台番号の確認その他の封印取付け業務 

を行う者。 

(３）巡回封印取付け担当者 巡回して自動者登録番号及び車台番号の確認その他の封印 

取付け業務を行う者。 

２ 受託者は、事業場に封印取付け責任者を置くとともに、封印の取付けを行う事業場、 

分室、営業所及び施封センターに封印取付け担当者を置くものとする。ただし、事業 
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場においては、封印取付け責任者が封印取付け担当者を兼ねることができるものとす 

る。 

（封印取付けを行う施設等） 

第５条 各受託者において封印の取付けを行うことができる施設は、事業場のほか以下 

のとおりとする。 

（１）甲種受託者 分室 

（２）乙種受託者 営業所、複数の受託者が共同で設置する施封センター 

（３）丙種受託者 構成員である自動車販売事業者の店舗 

（４）丁種受託者 所属する行政書士の事務所 

２ 受託者（乙種受託者又は丙種受託者は、変更登録を受ける場合（車両法第１４条第 

１項の規定により当該自動車の登録番号が変更されるもの（登録令第４０条による提 

示をしたものを除く。）に限る。）及び車両法第１１条第２項（登録令４３条の規定 

に係る場合を含む。）又は第４項若しくは第６項（管轄区域内に限る。）の規定によ 

る封印の取付けが必要な場合に限る。）は、前項の規定に加え、事業場等への自動車 

の持ち込みによる申請者の負担の軽減を図るため、封印の取付けを対象となる自動車 

の保管場所（自動車の保管場所の確保等に関する法律第３条の保管場所をいう。）等 

において行うことができる。 

第６条 委託にあたっての考慮事項 

（１）封印の取付け業務の管理体制等封印取付けの実施計画について十分に審査し、事 

業場に封印取付け担当者及び営業所等を記録した一覧を備えさせる等、業務運営の 

適正が確保されるよう措置させること。  

なお、巡回して封印の取付けを行う場合において、適正な業務運営が図られない 

おそれがある場合には、必要に応じ、一般社団法人日本中古自動車販売協会連合会 

又は日本行政書士会連合会を通じた指導を行うこととするので、委託を行った運輸 

支局等は適宜その状況を本省自動車情報課に報告されたい。 

（２）前条第２項の規定による場合には、受託者において封印取付け責任者により適正 

な業務運営が確保されるよう措置させるとともに、返納する自動車登録番号標を封 

印取付け後に返納する場合は、当該出張封印に係る登録申請又は交換申請時等に封 

印受託者名、出張封印を行おうとする自動車の車台番号を記載した書面を運輸支局 

等に提出し、確認を受け、かつ、施封後は、取り外した自動車登録番号標を遅滞な 

く交付代行者に返納等させなければならない。 

 

（封印取付け受託者準則） 

第７条 運輸支局長（運輸監理部長、陸運事務所長、宮古運輸事務所長及び八重山運輸 

事務所長を含む。以下同じ。）は、別記「封印取付け受託者準則」を参考にして封印 

取付け受託者準則を作成し、受託者に交付するものとする。 

（封印取付け委託書） 

第８条 運輸支局長は、封印の取付け委託をしたときは、受託者に対して封印取付け委 
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託書（別記様式）を交付するものとする。 

（委託の制限） 

第９条 車両法第２０条第４項又は道路運送法第４１条第３項（同法第８１条第２項及 

びタクシー業務適正化特別措置法（昭和４５年法律第７５号）第５２条第２項におい 

て準用する場合を含む。）、貨物自動車運送事業法（平成元年法律第８３号）第３４ 

条第３項並びに土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措 

置法（昭和４２年法律第１３１号）第９条第３項の規定による封印の取付けは、委託 

することができない。 

第１０条 自動車検査登録事務所がある都道府県においては、甲種受託者への委託は運 

輸支局（自動車検査登録事務所の管轄区域を除く。）又は自動車検査登録事務所の管 

轄区域ごとに行うものとし、委託する業務の範囲は、車両法第１１条第１項又は第２ 

項の封印の取付けは、委託のあった当該管轄区域に使用の本拠を有する自動車に限定 

するものとし、同条第４項又は第６項の封印の取付けは、全ての自動車について委託 

することができるものとする。 

第１１条 前条に規定するほか、事情に応じ自動車の使用の本拠の位置、車種、自動車 

の用途等により委託する業務の範囲を限定することができる。 

（封印作業の再委託及び再々委託） 

第１２条 甲種受託者は、ユーザーの利便の向上を図る上で必要があると認めるときは、 

左欄に掲げる者に対し、右欄に掲げる作業を、甲種受託者の名において行わせること 

ができる。この他、運輸支局等の庁舎の建替えにより運輸支局等の構内が狭隘となる 

等、ユーザー利便が著しく損なわれると運輸支局長が認めるときは、運輸支局長が指 

定する者に、作業及び期間を限定して、甲種受託者の名において行わせることができ 

る。この場合、運輸支局長は、その必要性について本省自動車情報課と事前に協議す 

ること。 

作業者 作業範囲 

日本自動車輸入組合の 

輸入自動車販売事業者 

・輸入車特別取扱制度の一環として出張予備検査を

行った自動車の新規登録に伴う封印の取付け作業 

自動車登録業務に 

十分精通した行政書士 

・他人の依頼を受け報酬を得て運輸支局等に提出す

る書類を作成した自動車（乙種受託者及び丙種受託

者の構成員の販売する自動車を除く。）について、

当該自動車の提示に代えて完検証、予備検証、保安

基準適合証等の提出による新規登録に伴う封印の取

付け作業 

・他人の依頼を受け報酬を得て運輸支局等に提出す

る書類を作成した自動車（乙種受託者及び丙種受託

者の構成員の販売する自動車を除く。）について、

変更登録又は移転登録（道路運送車両法（昭和２６

年法律第１８５号）第１４条第１項の規定により当

該自動車の登録番号が変更されるもの（自動車登録

令（昭和２６年政令第２５６号）第４０条による提

示をしたものを除く。）に限る。）に伴う封印の取
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付け作業 

・車両法第１１条第２項（自動車登録令第４３条の

規定に係る場合を含む。）又は第４項若しくは第６

項に基づく封印の取付け作業 

・「自動車ＯＳＳによる変更登録申請時の自動車検

査証等の郵送の取扱い及び自動車登録番号標交付時

期猶予について（国自情第２４２号、国自整第２２

１号）」に基づく車両法第１１条第１項による封印の

取付けが必要な場合 

指定整備事業者（中小企業団

体の組織に関する法律（昭和

３２年法律第１８５号）に基

づき設立された指定整備事業

者である自動車整備協業組合

または中小企業等協同組合法

（昭和２４年法律第１８１

号）に基づき設立された指定

整備事業者である自動車整備

協同組合にあっては、当該組

合の組合員を含む。） 

・その販売する中古自動車の新規登録に伴う封印の

取付け作業 

・変更登録又は移転登録（車両法第１４条第１項の

規定により当該自動車（乙種受託者及び丙種受託者

の構成員の販売する自動車を除く。）の登録番号が

変更されるもの（自動車登録令（昭和２６年政令第

２５６号）第４０条による提示をしたものを除く。）

に限る。）に伴う封印の取付け作業 

・車両法第１１条第２項（自動車登録令第４３条の

規定に係る場合を含む。）又は第４項若しくは第６

項に基づく封印の取付け作業 

・「自動車ＯＳＳによる変更登録申請時の自動車検

査証等の郵送の取扱い及び自動車登録番号標交付時

期猶予について（国自情第２４２号、国自整第２２

１号）」に基づく車両法第１１条第１項による封印の

取付けが必要な場合 

車体整備事業者（優良自動車

整備事業者認定規則（昭和２

６年運輸省令第７２号）別表

に定める車体整備作業１種又

は２種として認定を受けた優

良自動車整備事業者に限る。） 

・変更又は移転登録（車両法第１４条第１項の規定

により当該自動車（乙種受託者及び丙種受託者の構

成員の販売する自動車を除く。）の登録番号が変更

されるもの（自動車登録令（昭和２６年政令第２５

６号）第４０条による提示をしたものを除く。）に

伴う封印の取付け作業 

・車両法第１１条第２項（自動車登録令第４３条の

規定に係る場合を含む。）又は第４項若しくは第６

項基づく封印の取付け作業 

・「自動車ＯＳＳによる変更登録申請時の自動車検

査証等の郵送の取扱い及び自動車登録番号標交付時

期猶予について（国自情第２４２号、国自整第２２

１号）」に基づく車両法第１１条第１項による封印の

取付けが必要な場合 

２ 乙種受託者は、ユーザーの利便の向上を図る上で必要があると認めるときは、行政 

書士（自動車登録業務に十分精通した行政書士に限る。以下同じ。）又は一般社団法 

人日本自動車販売協会連合会（行政書士法施行規則（昭和２６年総務省令第９０号） 

第２０条第１項第１号の規定により申請した自動車に限る。）に封印の取付け作業を 

乙種受託者の名において行わせることができる。この場合、当該行政書士は、第５条 

２項の規定に関わらず出張封印を行うことができることとする。 

３ 丙種受託者は、ユーザーの利便の向上を図る上で必要があると認めるときは、当該 

団体の構成員又は当該団体の構成員を通じ行政書士に、封印の取付け作業を、丙種受 

-113-



 

託者の名において行わせることができる。この場合、当該行政書士は、第５条２項の 

規定に関わらず出張封印を行うことができることとする。 

４ 丁種受託者は、ユーザーの利便の向上を図る上で必要があると認めるときは、行政 

書士又は当該行政書士を通じ他の行政書士に、封印の取付け作業を、丁種受託者の名 

において行わせることができる。 

（封印受領証等） 

第１３条 運輸支局長は、受託者に封印を交付（前渡しを含む。）したときは、受領証 

を提出させる等の方法により交付年月日、交付先、交付数量を明確にできるようにし 

ておかなければならない。 

２ 前項の受領証等は、次年度末まで保存しなければならない。 

（封印の出納の記録） 

第１４条 運輸支局長は、封印の出納状況を明確に記録しておかなければならない。 

（封印取付け報告書） 

第１５条 運輸支局長は、毎月受託者に前月の封印取付け状況に関し封印取付け報告書 

を提出させるものとする。 

  ただし、封印の前渡しをしていない受託者についてはこの限りではない。 

２ 提出を受けた前項の封印取付け報告書は、次年度末まで保存しなければならない。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 本通達は、令和４年１月４日から施行する。 

（経過措置） 

第２条 本通達施行の際に現に旧通達第６条の規定により封印取付け委託書の交付を受 

けている甲種受託者、乙種受託者、丙種受託者及び丁種受託者は、本通達の施行の日 

に本通達第２条第２号の甲種受託者、第３号の乙種受託者、第４号の丙種受託者及び 

第５号の丁種受託者としてそれぞれ第８条の規定による運輸支局長から封印取付け委 

託書の交付を受けたものとみなすことができる。 

２ 運輸支局長は前項の規定により甲種受託者及び乙種受託者、丙種受託者及び丁種受 

託者として運輸支局長から封印取付け委託書の交付を受けたものとみなされた者に対 

し、第７条の規定による封印取付け受託者準則を受託者に交付するものとする。 

別記様式 

封印取付け委託書 

受託者の氏名又

は名称及び住所 

 

事業場の名称及

び所在地 

 

委託する業務の

範囲 

 

  

 道路運送車両法第２８条の３第１項の規定に基づき、上記のとおり封印の

取付けを委託する。 
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平成  年  月  日 

            

                          運輸支局長 印 

 

「委託する業務の範囲」 

１ 自動車検査登録事務所のない都道府県の甲種受託者の場合 

「A県の区域に使用の本拠を有する自動車に係る道路運送車両法（昭和２６年法律第１ 

８５号）第１１条第１項又は第２項に係る封印の取付け及び全ての自動車に係る道路 

運送車両法第１１条第４項又は第６項に係る封印の取付け」 

２ 自動車検査登録事務所のある都道府県の甲種受託者の場合 

「A県（A運輸支局B自動車検査登録事務所の管轄区域を除く。）の区域に使用の本拠を 

有する自動車に係る道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第１１条第１項又 

は第２項に係る封印の取付け及び全ての自動車に係る道路運送車両法第１１条第第４ 

項又は第６項に係る封印の取付け」 

３ 乙種受託者の場合 

（１）その販売する自動車について、当該自動車の提示に代えて完成検査終了証の提出 

により新規登録を受ける場合 

（２）その販売する自動車について、 当該自動車の提示に代えて、自動車予備検査証、 

保安基準適合証又は限定自動車検査証及び限定保安基準適合証の提出により新規登 

録を受ける場合 

（３）変更登録又は移転登録を受ける場合（道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５ 

号）第１４条第１項の規定により当該自動車の自動車登録番号が変更されるもの（自 

動車登録令（昭和２６年政令第２５６号）第４０条による提示をしたものを除く。） 

に限る。） 

（４）道路運送車両法第１１条第２項（自動車登録令第４３条の規定に係る場合を含む。） 

又は第４項若しくは第６項（A県の区域に使用の本拠を有する自動車に限る。）の規 

定による封印の取付けを行う場合 

（５）「自動車ＯＳＳによる変更登録申請時の自動車検査証等の郵送の取扱い及び自動 

車登録番号標交付時期猶予について（国自情第２４２号、国自整第２２１号）」に 

基づく道路運送車両法第１１条第１項による封印の取付けが必要な場合 

４ 丙種受託者の場合 

（１）その構成員が販売する自動車について、当該自動車の提示に代えて、完成検査終 

了証、自動車予備検査証、保安基準合証又は限定自動車検査証及び限定保安基準 

適合証の提出により新規登録を受ける場合 

（２）変更登録又は移転登録を受ける場合（道路運送車両法（昭和２６年法律第１８ 

５号）第１４条第１項の規定により当該自動車の自動車登録番号が変更されるも 

の（自動車登録令（昭和２６年政令第２５６号）第４０条による提示をしたもの 

を除く。）に限る。） 
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（３）道路運送車両法第１１条第２項（自動車登録令第４３条の規定に係る場合を含 

む。）又は第４項若しくは第６項（A県の区域に使用の本拠を有する自動車に限る。） 

による封印の取付けを行う場合 

（４）「自動車ＯＳＳによる変更登録申請時の自動車検査証等の郵送の取扱い及び自 

動車登録番号標交付時期猶予について（国自情第２４２号、国自整第２２１号）」 

に基づく道路運送車両法第１１条第１項による封印の取付けが必要な場合 

５ 丁種受託者の場合 

（１）行政書士が他人の依頼を受け報酬を得て運輸支局等に提出する書類を作成し 

た自動車（封印取付け委託要領（平成１８年１０月４日付国自管第８６号）第２ 

条（５）エ、第１２条第２項及び第３項の規定により封印の取付け作業を乙種受 

託者及び丙種受託者の名において行わせることができる場合を除く。以下、次号 

において同じ。）について、当該自動車の提示に代えて、完成検査終了証、自動 

車予備検査証、保安基準適合証又は限定自動車検査証及び限定保安基準適合証の 

提出により新規登録を受ける場合 

（２）行政書士が他人の依頼を受け報酬を得て運輸支局等に提出する書類を作成した自 

動車について、変更登録又は移転登録を受ける場合（道路運送車両法（昭和２６年 

法律第１８５号）第１４条第１項の規定により当該自動車の自動車登録番号が変更 

されるもの（自動車登録令（昭和２６年政令第２５６号）第４０条による提示をし 

たものを除く。）に限る。） 

（３）道路運送車両法第１１条第２項（自動車登録令第４３条の規定に係る場合を含む。） 

又は第４項若しくは第６項（A県の区域に使用の本拠を有する自動車に限る。）によ 

る封印の取付けを行う場合 

別記 

封印取付け受託者準則 

（適用） 

第１条 受託者は、道路運送車両法及び同法施行規則の規定によるほか、この準則の定 

めに従って封印の取付けに関する業務を行わなければならない。 

（定義） 

第２条 この準則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め 

るところによる。 

（１）封印の前渡し 予め一定数量の封印を受託者に交付すること。 

（２）有償受託者 第１５条の規定により手数料請求権を放棄した受託者以外の受託者 

（封印受払い簿） 

第３条 封印の前渡しを受けた受託者は、封印受払い簿を備え、封印の出納状況を明ら 

かにしなければならない。 

２ 封印受払い簿への記録は、受入れ、取付け、打損、紛失等受払い事由を明らかにし 

て行わなければならない。 

３ 封印受払い簿は、記録した日から２年間保存しなければならない。 
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（封印の保管） 

第４条 受託者は、紛失、盗難等がないよう封印を厳重に保管しなければならない。 

（打損した封印等） 

第５条 受託者は、打損又はき損した封印及び不良の封印を運輸支局長に返納しなけれ 

ばならない。 

（封印の紛失） 

第６条 受託者は、封印の紛失を発見したときは、すみやかにその数量及び事情を運輸 

支局長に報告しなければならない。 

（封印取付け届出書） 

第７条 有償受託者たる乙種受託者、丙種受託者及び丁種受託者は、封印の取付けを行 

おうとするときは、当該自動車の新規登録、変更登録及び移転登録の際、運輸支局長

に封印取付け届出書（第１号様式）２通を提出しなければならない。 

（営業所等一覧及び封印取付け担当者名簿の備え付け） 

第８条 甲種及び乙種受託者は、封印の取付けを行う分室又は営業所を設けた場合、封 

印取付け担当者及び営業所等一覧（第３号様式）を備え、これに記録しなければなら

ない。また、記録した事項に変更が生じた場合は、その変更内容を記録しなければな

らない。 

（出張封印確認書） 

第９条 出張封印により、返納する自動車登録番号標を封印取付け後に返納とする受託 

者は、登録申請又は交換申請時等に封印受託者名、出張封印を行おうとする自動車の 

車台番号を記載した書面又は当該書面と同等と認める書面を運輸支局長に原則２通提 

出しなければならない。 

（封印取付け報告書） 

第１０条 封印の前渡しを受けた受託者は毎月１０日までに、前月の封印取付け状況に 

関し、運輸支局長に封印取付け報告書（第２号様式）を提出しなければならない。 

２ 封印の前渡しを受けた乙種受託者、丙種受託者及び丁種受託者は、前項の封印取付 

け報告書を提出するときは、封印の取付をした自動車の登録年月日及び自動車登録番 

号を記載した書面を添付しなければならない。 

（変更届） 

第１１条 受託者は、道路運送車両法施行規則第１２条第１項の申請書に記載した事項 

に変更があったとき（事業場の位置に変更があったときを除く。）は、すみやかにそ

の旨を運輸支局長に届け出なければならない。 

（手数料額） 

第１２条 手数料の額は、毎年度ごとに定めるものとする。 

第１３条 手数料は、甲種受託者の場合には運輸支局等の業務件数により、乙種受託者、 

丙種受託者及び丁種受託者の場合には請求書に添付された封印取付け届出書により確 

認できる封印取付け件数について支払う。 

（手数料の請求） 
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第１４条 受託者は、毎年４月１日から翌年３月３１日までに行った封印の取付けにつ 

いて運輸支局長に手数料を請求することができる。 

２ 前項の手数料の請求は、次年度４月末までに封印の取付け件数及び請求金額を記載 

した請求書を提出することにより行わなければならない。 

３ 乙種受託者、丙種受託者及び丁種受託者は、前項の請求書を提出するときは、運輸 

支局長が確認済印を押捺して返付した封印取付け届出書を添付しなければならない。 

（無償受託） 

第１５条  受託者は、手数料の請求を行わない旨をあらかじめ文書をもって通知するこ 

とにより、手数料請求権を放棄することができる。 

第１号様式 

封印取付け届出書 

  運輸支局長 殿                   年  月  日 

                      受託者 

下記の自動車について封印を取り付けます。  事業場          
 

 車台番号 自動車登録番号  車台番号 自動車登録番号 

１      

２      

３      

４      

５      

      

備考 余白は、斜線で消すこと。         （日本工業規格Ａ列４判） 

 

 

第２号様式 

封印取付け報告書 

運輸支局長 殿               年  月  日 

     年   月分         受託者 

封印取付け件数０００００件       事業場               

受入れ 払出し 

前月繰越 個 取付け 個 

受入れ 個 不良品 個 

  打損 個 

  紛失 個 

    

  残り 個 

計 個 計 個 
 

（日本工業規格Ａ列４判） 
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第３号様式 

令和  年  月  日 時点 

封印取付け担当者及び営業所等一覧 

             （受託者名） 

営業所等名称 住 所 

  

所 属 役 職 氏 名 

   

営業所等名称 住 所 

  

所 属 役 職 氏 名 

   

営業所等名称 住 所 

  

所 属 役 職 氏 名 

   

営業所等名称 住 所 

  

所 属 役 職 氏 名 

   

営業所等名称 住 所 

  

所 属 役 職 氏 名 

   

営業所等名称 住 所 

  

所 属 役 職 氏 名 

   

（日本工業規格Ａ列４判） 
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国 自 情 第 ２ ４ ６ 号 

                             令和３年１２月１０日 

 

地方運輸局自動車技術安全部長 殿 

内閣府沖縄総合事務局運輸部長 殿 

 

自動車局自動車情報課長 

  

 

「封印取付け委託要領の運用等」の一部改正について 

 

 

標記について、「封印取付け委託要領」（平成１８年１０月４日付け国自管第８６号）

を一部改正することに伴い、その具体的な運用についても別添のとおり一部改正するこ

ととしたので、了知されたい。 
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石原修平
テキスト ボックス
別 添
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８
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０
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又
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５
 

基
本

通
達

第
１

２
条

第
１

項
に

つ
い

て
 

 
 
（

甲
種

受
託

者
の

名
に

お
い

て
日

本
自

動
車

輸
入

組
合

の
輸

入
自

動
車

販

売
事

業
者
（

以
下
「

輸
入

自
動

車
販

売
事

業
者

」
と

い
う

。
）
、
自

動
車

登

録
業

務
に

十
分

精
通

し
た

行
政

書
士
（

以
下
「

行
政

書
士

」
と

い
う

。
）
、
指

定
整

備
事

業
者

又
は

車
体

整
備

事
業

者
に

封
印

の
取

付
け

作
業

を
行

わ
せ

る
場

合
の

方
法

等
）

 

  
 
 
(
ｱ
)
 

輸
入

自
動

車
販

売
事

業
者

、
行

政
書

士
、

指
定

整
備

事
業

者
又

は
車

体
整

備
事

業
者

に
封

印
の

取
付

け
作

業
を

行
わ

せ
る

に
際

し
て

は
、
あ

ら

か
じ

め
(
一

社
)
全

国
自

動
車

標
板

協
議

会
と

日
本

自
動

車
輸

入
組

合
、
日

本
行

政
書

士
会

連
合

会
（

以
下

「
日

行
連

」
と

い
う

。
）
、

(
一

社
)
日

本
自

動
車

整
備

振
興

会
連

合
会

又
は

日
本

自
動

車
車

体
整

備
協

同
組

合
連

合

会
と

の
間

で
、
そ

れ
ぞ

れ
円

滑
な

取
付

け
作

業
が

行
え

る
よ

う
基

本
的

事

項
に

つ
い

て
確

認
し

て
お

く
と

と
も

に
、
具

体
的

な
封

印
の

取
扱

い
に

関

し
て

は
当

該
甲

種
受

託
者

と
当

該
輸

入
自

動
車

販
売

事
業

者
、

行
政

書

士
、
指

定
整

備
事

業
者

又
は

当
該

車
体

整
備

事
業

者
と

の
間

で
そ

れ
ぞ

れ

確
約

書
を

交
わ

す
こ

と
と

す
る

。
確

約
書

に
お

い
て

は
、

主
と

し
て

封
印

の
管

理
面

か
ら

、
受

渡
し

の
記

録
、

取
付

け
記

録
、

報
告

・
調

査
等

に
関

す
る

取
り

決
め

を
交

わ
す

も
の

と
す

る
。

 

く
は

販
売

す
る

中
古

自
動

車
又

は
ユ

ー
ザ

ー
等

か
ら

委
託

を
受

け
商

品

自
動

車
と

し
て

販
売

す
る

中
古

自
動

車
で

あ
っ

て
、

古
物

営
業

法
第

1
6

条
の

規
定

に
よ

っ
て

帳
簿

等
へ

の
記

載
又

は
電

磁
的

方
法

に
よ

り
記

録

す
る

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

も
の

に
限

る
。

 

４
 

基
本

通
達

第
２

条
第

５
号

に
つ

い
て

 

 
(
1
)
 
委

託
先

 

 
 
①

 
行

政
書

士
法

（
昭

和
２

６
年

２
月

２
２

日
法

律
第

４
号

）
第

１
５

条
に

規
定

さ
れ

る
行

政
書

士
会
（

以
下
「

行
政

書
士

会
」
と

い
う

。
）
と

す
る

。
 

 
 

 
 
封

印
取

付
け

委
託

申
請

に
つ

い
て

は
、
あ

ら
か

じ
め

地
方

運
輸

局
と

行

政
書

士
会

と
が

十
分

調
整

の
う

え
、
申

請
さ

せ
る

こ
と

。
そ

の
際

、
本

省

自
動

車
情

報
課

に
も

事
前

に
相

談
さ

せ
る

こ
と

。
 

 
 
②

 
委

託
に

際
し

て
は

、
基

本
通

達
第

４
条

の
内

容
を

十
分

審
査

す
る

と
と

も
に

、
さ

ら
に

当
該

団
体

の
財

政
状

況
、
業

務
実

績
等

の
実

態
及

び
既

存

の
甲

種
受

託
者

と
の

関
係

等
に

つ
い

て
も

総
合

的
に

勘
案

す
る

こ
と

。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ５
 

基
本

通
達

第
１

０
条

第
１

項
に

つ
い

て
 

 
 
（

甲
種

受
託

者
の

名
に

お
い

て
日

本
自

動
車

輸
入

組
合

の
輸

入
自

動
車

販
売

事
業

者
（

以
下
「

輸
入

自
動

車
販

売
事

業
者

」
と

い
う

。
）
、
自

動
車

登
録

業
務

に
十

分
精

通
し

た
行

政
書

士
（

以
下
「

行
政

書
士

」
と

い
う

。
）
、
指

定

整
備

事
業

者
又

は
車

体
整

備
事

業
者

に
封

印
の

取
付

け
作

業
を

行
わ

せ
る

場
合

の
方

法
等

）
 

  
 
 
(
ｱ
)
 

輸
入

自
動

車
販

売
事

業
者

、
行

政
書

士
、

指
定

整
備

事
業

者
又

は
車

体
整

備
事

業
者

に
封

印
の

取
付

け
作

業
を

行
わ

せ
る

に
際

し
て

は
、

あ
ら

か
じ

め
(
一

社
)
全

国
自

動
車

標
板

協
議

会
と

日
本

自
動

車
輸

入
組

合
、

日

本
行

政
書

士
会

連
合

会
（

以
下

「
日

行
連

」
と

い
う

。
）
、

(
一

社
)
日

本
自

動
車

整
備

振
興

会
連

合
会

又
は

日
本

自
動

車
車

体
整

備
協

同
組

合
連

合
会

と
の

間
で

、
そ

れ
ぞ

れ
円

滑
な

取
付

け
作

業
が

行
え

る
よ

う
基

本
的

事
項

に
つ

い
て

確
認

し
て

お
く

と
と

も
に

、
具

体
的

な
封

印
の

取
扱

い
に

関
し

て
は

当
該

甲
種

受
託

者
と

当
該

輸
入

自
動

車
販

売
事

業
者

、
行

政
書

士
、

指
定

整
備

事
業

者
又

は
当

該
車

体
整

備
事

業
者

と
の

間
で

そ
れ

ぞ
れ

確
約

書
を

交
わ

す
こ

と
と

す
る

。
確

約
書

に
お

い
て

は
、

主
と

し
て

封
印

の
管

理
面

か
ら

、
受

渡
し

の
記

録
、

取
付

け
記

録
、

報
告

・
調

査
等

に
関

す
る

取
り

決
め

を
交

わ
す

も
の

と
す

る
。
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(
ｲ
)
 

甲
種

受
託

者
は

、
輸

入
自

動
車

販
売

事
業

者
、

行
政

書
士

、
指

定
整

備
事

業
者

又
は

車
体

整
備

事
業

者
へ

の
封

印
の

引
渡

し
に

当
た

っ
て

は
、

左
欄

に
掲

げ
る

作
業

範
囲

に
つ

い
て

右
欄

に
掲

げ
る

書
類

等
の

提

示
さ

せ
る

こ
と

に
よ

り
作

業
範

囲
を

確
認

の
う

え
引

き
渡

す
こ

と
と

す

る
。

こ
の

他
、

運
輸

支
局

長
が

指
定

し
た

者
へ

の
封

印
の

引
き

渡
し

に

当
た

っ
て

は
、

必
要

な
書

類
等

に
よ

り
指

定
さ

れ
た

作
業

範
囲

を
確

認

の
う

え
引

き
渡

す
こ

と
と

す
る

。
 

作
業

範
囲

 
書

類
等

 

輸
入

自
動

車
販

売
事

業
者

が
出

張
予

備
検

査
を

受
け

た
輸

入
自

動
車

 

・
自

動
車

予
備

検
査

証
番

号
欄

の

末
尾

に
ロ

ー
マ

字
「

Ａ
」

が
付

さ
れ

、
か

つ
、

運
輸

支
局

名
小

印
が

押
印

さ
れ

た
自

動
車

予
備

検
査

証
（

写
）

 

行
政

書
士

が
他

人
の

依
頼

を
受

け
報

酬
を

得
て

運
輸

支
局

等
に

提
出

す
る

書
類

を
作

成
し

た
自

動
車

（
乙

種
受

託
者

及
び

丙
種

受
託

者
の

構
成

員
の

販
売

す
る

自
動

車
を

除
く

。
）

 

・
顧

客
か

ら
の

書
類

作
成

依
頼

の

書
面

及
び

譲
渡

証
明

書
（

写
）

等
 

指
定

整
備

事
業

者
が

自
ら

販
売

す
る

中
古

自
動

車
で

あ
っ

て
現

車
提

示
の

省
略

さ
れ

る
自

動
車

 

・
譲

渡
証

明
書

（
写

）
等

及
び

保

安
基

準
適

合
証

 

指
定

整
備

事
業

者
た

る
自

動
車

整
備

協
業

組
合

又
は

自
動

車
整

備
協

同
組

合
の

組
合

員
が

自
ら

販
売

す
る

中
古

自
動

車
 

・
当

該
組

合
が

所
属

す
る

自
動

車

整
備

振
興

会
か

ら
予

め
提

出
の

あ
っ

た
当

該
組

合
の

組
合

員
名

簿
 

・
譲

渡
証

明
書

（
写

）
等

 

変
更

登
録

又
は

移
転

登
録

に
伴

い
指

定
整

備
事

業
者

又
は

車
体

整
備

事
業

者
が

行
う

封
印

の
取

付
け

 

・
登

録
事

項
等

通
知

書
及

び
旧

自

動
車

検
査

証
（

写
）

 

 
 
 
(
ｲ
)
 

甲
種

受
託

者
は

、
輸

入
自

動
車

販
売

事
業

者
、

行
政

書
士

、
指

定
整

備
事

業
者

又
は

車
体

整
備

事
業

者
へ

の
封

印
の

引
渡

し
に

当
た

っ
て

は
、

左
欄

に
掲

げ
る

作
業

範
囲

に
つ

い
て

右
欄

に
掲

げ
る

書
類

等
の

提

示
さ

せ
る

こ
と

に
よ

り
作

業
範

囲
を

確
認

の
う

え
引

き
渡

す
こ

と
と

す

る
。
こ

の
他

、
運

輸
支

局
長

が
指

定
し

た
者

へ
の

封
印

の
引

き
渡

し
に

当

た
っ

て
は

、
必

要
な

書
類

等
に

よ
り

指
定

さ
れ

た
作

業
範

囲
を

確
認

の

う
え

引
き

渡
す

こ
と

と
す

る
。

 

作
業

範
囲

 
書

類
等

 

輸
入

自
動

車
販

売
事

業
者

が
出

張
予

備
検

査
を

受
け

た
輸

入
自

動
車

 

・
自

動
車

予
備

検
査

証
番

号
欄

の

末
尾

に
ロ

ー
マ

字
「

Ａ
」

が
付

さ
れ

、
か

つ
、

運
輸

支
局

名
小

印
が

押
印

さ
れ

た
自

動
車

予
備

検
査

証
（

写
）

 

行
政

書
士

が
他

人
の

依
頼

を
受

け
報

酬
を

得
て

運
輸

支
局

等
に

提
出

す
る

書
類

を
作

成
し

た
自

動
車

（
乙

種
受

託
者

及
び

丙
種

受
託

者
の

構
成

員
の

販
売

す
る

自
動

車
を

除
く

。
）

 

・
顧

客
か

ら
の

書
類

作
成

依
頼

の

書
面

及
び

譲
渡

証
明

書
（

写
）

等
 

指
定

整
備

事
業

者
が

自
ら

販
売

す
る

中
古

自
動

車
で

あ
っ

て
現

車
提

示
の

省
略

さ
れ

る
自

動
車

 

・
譲

渡
証

明
書

（
写

）
等

及
び

保

安
基

準
適

合
証

 

指
定

整
備

事
業

者
た

る
自

動
車

整
備

協
業

組
合

又
は

自
動

車
整

備
協

同
組

合
の

組
合

員
が

自
ら

販
売

す
る

中
古

自
動

車
 

・
当

該
組

合
が

所
属

す
る

自
動

車

整
備

振
興

会
か

ら
予

め
提

出
の

あ
っ

た
当

該
組

合
の

組
合

員
名

簿
 

・
譲

渡
証

明
書

（
写

）
等

 

変
更

登
録

又
は

移
転

登
録

に
伴

い
指

定
整

備
事

業
者

又
は

車
体

整
備

事
業

者
が

行
う

封
印

の
取

付
け

 

・
登

録
事

項
等

通
知

書
及

び
旧

自

動
車

検
査

証
（

写
）
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車
両

法
第

１
１

条
第

２
項

の
う

ち
番

号
変

更
の

た
め

に
必

要
と

な
る

封
印

の
取

付
け

 

・
登

録
事

項
等

通
知

書
及

び
旧

自

動
車

検
査

証
（

写
）

 

車
両

法
第

１
１

条
第

２
項

の
う

ち
再

交
付

又
は

交
換

の
た

め
に

必
要

と
な

る
封

印
の

取
付

け
 

・
承

認
印

の
あ

る
交

換
再

交
付

申

請
書

（
写

）
 

・
出

張
封

印
確

認
書

 

車
両

法
第

１
１

条
第

４
項

及
び

第
６

項
に

基
づ

き
封

印
の

き
損

等
に

よ
る

又
は

整
備

の
た

め
に

取
り

外
し

た
封

印
の

取
付

け
 

・
顧

客
か

ら
の

整
備

依
頼

の
書

面

及
び

取
り

外
し

た
状

況
を

示
す

写
真

 

 
自

動
車

Ｏ
Ｓ

Ｓ
に

よ
る

変
更

登

録
申

請
時

の
自

動
車

登
録

番
号

標

交
付

時
期

猶
予

に
つ

い
て

（
国

自

情
第

２
４

２
号

、
国

自
整

第
２

２

１
号

）
に

基
づ

く
車

両
法

第
１

１

条
第

１
項

に
よ

る
封

印
の

取
付

け
 

・
登

録
事

項
等

通
知

書
及

び
旧

自

動
車

検
査

証
（

写
）

 

６
 

基
本

通
達

第
１

２
条

第
２

項
に

つ
い

て
 

（
１

）
（

乙
種

受
託

者
の

名
に

お
い

て
行

政
書

士
に

封
印

の
取

付
け

作
業

を
行

わ
せ

る
場

合
の

方
法

等
）

 

行
政

書
士

に
封

印
の

取
付

け
作

業
を

行
わ

せ
る

に
際

し
て

は
、
あ

ら
か

じ

め
乙

種
受

託
者

と
行

政
書

士
会

と
の

間
で

、
そ

れ
ぞ

れ
円

滑
な

取
付

け
作

業

が
行

え
る

よ
う

必
要

に
応

じ
て

基
本

的
事

項
に

つ
い

て
確

認
し

て
お

く
と

と
も

に
、
具

体
的

な
封

印
の

取
扱

い
に

関
し

て
当

該
乙

種
受

託
者

か
ら

行
政

書
士

に
書

類
作

成
を

依
頼

す
る

際
に

希
望

を
伝

え
る

と
と

も
に

確
約

書
を

交
わ

す
こ

と
と

す
る

。
確

約
書

に
お

い
て

は
、

主
と

し
て

封
印

の
管

理
面

か

ら
、

受
渡

し
の

記
録

、
取

付
け

記
録

、
報

告
・

調
査

等
に

関
す

る
取

り
決

め

を
交

わ
す

も
の

と
す

る
。

 

（
２

）
（

乙
種

受
託

者
の

名
に

お
い

て
一

般
社

団
法

人
日

本
自

動
車

販
売

協
会

連
合

会
（

以
下
「

自
販

連
」
と

い
う

。
）
に

行
政

書
士

法
施

行
規

則
（

昭
和

２

６
年

総
務

省
令

第
９

０
号

）
第

２
０

条
第

１
項

第
１

号
の

申
請

に
係

る
封

印

の
取

付
け

作
業

を
行

わ
せ

る
場

合
の

方
法

等
）

 

自
販

連
に

封
印

の
取

付
け

作
業

を
行

わ
せ

る
に

際
し

て
は

、
あ

ら
か

じ
め

乙
種

受
託

者
と

自
販

連
と

の
間

で
、
そ

れ
ぞ

れ
円

滑
な

取
付

け
作

業
が

行
え

車
両

法
第

１
１

条
第

２
項

の
う

ち
番

号
変

更
の

た
め

に
必

要
と

な
る

封
印

の
取

付
け

 

・
登

録
事

項
等

通
知

書
及

び
旧

自

動
車

検
査

証
（

写
）

 

車
両

法
第

１
１

条
第

２
項

の
う

ち
再

交
付

又
は

交
換

の
た

め
に

必
要

と
な

る
封

印
の

取
付

け
 

・
承

認
印

の
あ

る
交

換
再

交
付

申

請
書

（
写

）
 

・
出

張
封

印
確

認
書

 

車
両

法
第

１
１

条
第

４
項

及
び

第
６

項
に

基
づ

き
封

印
の

き
損

等
に

よ
る

又
は

整
備

の
た

め
に

取
り

外
し

た
封

印
の

取
付

け
 

・
顧

客
か

ら
の

整
備

依
頼

の
書

面

及
び

取
り

外
し

た
状

況
を

示
す

写
真

 

（
新

設
）

 
（

新
設

）
 

６
 

基
本

通
達

第
１

０
条

第
２

項
に

つ
い

て
 

（
１

）（
乙

種
受

託
者

の
名

に
お

い
て

行
政

書
士

に
封

印
の

取
付

け
作

業
を

行
わ

せ
る

場
合

の
方

法
等

）
 

行
政

書
士

に
封

印
の

取
付

け
作

業
を

行
わ

せ
る

に
際

し
て

は
、

あ
ら

か
じ

め
乙

種
受

託
者

と
行

政
書

士
会

と
の

間
で

、
そ

れ
ぞ

れ
円

滑
な

取
付

け
作

業

が
行

え
る

よ
う

必
要

に
応

じ
て

基
本

的
事

項
に

つ
い

て
確

認
し

て
お

く
と

 

と
も

に
、

具
体

的
な

封
印

の
取

扱
い

に
関

し
て

当
該

乙
種

受
託

者
か

ら
行

政

書
士

に
書

類
作

成
を

依
頼

す
る

際
に

希
望

を
伝

え
る

と
と

も
に

確
約

書
を

 

交
わ

す
こ

と
と

す
る

。
確

約
書

に
お

い
て

は
、

主
と

し
て

封
印

の
管

理
面

か

ら
、

受
渡

し
の

記
録

、
取

付
け

記
録

、
報

告
・

調
査

等
に

関
す

る
取

り
決

め

を
交

わ
す

も
の

と
す

る
。

 

（
２

）（
乙

種
受

託
者

の
名

に
お

い
て

一
般

社
団

法
人

日
本

自
動

車
販

売
協

会
連

合
会

（
以

下
「

自
販

連
」

と
い

う
。
）

に
行

政
書

士
法

施
行

規
則

（
昭

和
 

２
６

年
総

務
省

令
第

９
０

号
）

第
２

０
条

第
１

項
第

１
号

の
申

請
に

係
る

封

印
の

取
付

け
作

業
を

行
わ

せ
る

場
合

の
方

法
等

）
 

自
販

連
に

封
印

の
取

付
け

作
業

を
行

わ
せ

る
に

際
し

て
は

、
あ

ら
か

じ
め

乙
種

受
託

者
と

自
販

連
と

の
間

で
、

そ
れ

ぞ
れ

円
滑

な
取

付
け

作
業

が
行

え
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る
よ

う
必

要
に

応
じ

て
基

本
的

事
項

に
つ

い
て

確
認

し
て

お
く

と
と

も
に

、

具
体

的
な

封
印

の
取

扱
い

に
関

し
て

当
該

乙
種

受
託

者
か

ら
自

販
連

に
書

類
作

成
を

依
頼

す
る

際
に

希
望

を
伝

え
る

と
と

も
に

確
約

書
を

交
わ

す
こ

と
と

す
る

。
確

約
書

に
お

い
て

は
、

主
と

し
て

封
印

の
管

理
面

か
ら

、
受

渡

し
の

記
録

、
取

付
け

記
録

、
報

告
・

調
査

等
に

関
す

る
取

り
決

め
を

交
わ

す

も
の

と
す

る
。

 

７
 

基
本

通
達

第
１

２
条

第
３

項
に

つ
い

て
 

 
（

丙
種

受
託

者
の

名
に

お
い

て
構

成
員

又
は

当
該

構
成

員
を

通
じ

行
政

書
士

に
封

印
の

取
付

け
作

業
を

行
わ

せ
る

場
合

の
方

法
等

）
 

 
 
(
ｱ
)
 

丙
種

受
託

者
の

構
成

員
に

封
印

の
取

付
け

作
業

を
行

わ
せ

る
に

際
し

て
は

、
あ

ら
か

じ
め

中
古

自
動

車
連

合
会

と
丙

種
受

託
者

た
る

団
体

と

の
間

で
、

そ
れ

ぞ
れ

円
滑

な
取

付
け

作
業

が
行

え
る

よ
う

基
本

的
事

項

に
つ

い
て

確
認

し
、

具
体

的
な

封
印

の
取

扱
い

に
関

し
て

当
該

丙
種

受

託
者

と
当

該
構

成
員

と
の

間
で

確
約

書
を

交
わ

す
こ

と
と

す
る

。
確

約

書
に

お
い

て
は

、
主

と
し

て
封

印
の

管
理

面
か

ら
、
受

渡
し

の
記

録
、
取

付
け

記
録

、
報

告
・

調
査

等
に

関
す

る
取

り
決

め
を

交
わ

す
も

の
と

す

る
。

 

 
(
ｲ
)
 

当
該

構
成

員
を

通
じ

行
政

書
士

に
封

印
の

取
付

け
作

業
を

行
わ

せ
る

に
際

し
て

は
、

あ
ら

か
じ

め
丙

種
受

託
者

た
る

団
体

と
行

政
書

士
会

と

の
間

で
、

そ
れ

ぞ
れ

円
滑

な
取

付
け

作
業

が
行

え
る

よ
う

必
要

に
応

じ

て
基

本
的

事
項

に
つ

い
て

確
認

し
、

具
体

的
な

封
印

の
取

扱
い

に
関

し

て
団

体
の

構
成

員
か

ら
行

政
書

士
に

書
類

作
成

を
依

頼
す

る
際

に
希

望

を
伝

え
る

と
と

も
に

確
約

書
を

交
わ

す
こ

と
と

す
る

。
確

約
書

に
お

い

て
は

、
主

と
し

て
封

印
の

管
理

面
か

ら
、
受

渡
し

の
記

録
、
取

付
け

記
録

、

報
告

・
調

査
等

に
関

す
る

取
り

決
め

を
交

わ
す

も
の

と
す

る
。

 

(
ｳ
)
 

丙
種

受
託

者
は

、
構

成
員

へ
の

基
本

通
達

第
２

条
（

４
）
ア

に
係

る
封

印
の

引
渡

し
に

当
た

っ
て

は
、
当

該
構

成
員

か
ら

の
譲

渡
証

明
書
（

写
）

等
の

提
示

を
も

っ
て

、
自

ら
販

売
す

る
自

動
車

で
あ

る
こ

と
を

確
認

の

う
え

引
渡

す
こ

と
と

す
る

。
 

た
だ

し
、

丙
種

受
託

者
が

認
め

た
構

成
員

に
あ

っ
て

は
、

封
印

の
先

渡
し

を
認

め
る

こ
と

が
で

き
る

も
の

と
す

る
。

こ
の

場
合

、
丙

種
受

託

者
は

、
後

日
、

封
印

引
渡

し
の

際
と

同
様

の
書

面
等

に
よ

り
、

適
正

な

封
印

取
付

け
で

あ
る

こ
と

を
確

認
す

る
も

の
と

す
る

。
 

８
 

基
本

通
達

第
１

２
条

第
４

項
に

つ
い

て
 

る
よ

う
必

要
に

応
じ

て
基

本
的

事
項

に
つ

い
て

確
認

し
て

お
く

と
と

も
に

、

具
体

的
な

封
印

の
取

扱
い

に
関

し
て

当
該

乙
種

受
託

者
か

ら
自

販
連

に
書

 

類
作

成
を

依
頼

す
る

際
に

希
望

を
伝

え
る

と
と

も
に

確
約

書
を

交
わ

す
こ

 

と
と

す
る

。
確

約
書

に
お

い
て

は
、

主
と

し
て

封
印

の
管

理
面

か
ら

、
受

渡

し
の

記
録

、
取

付
け

記
録

、
報

告
・

調
査

等
に

関
す

る
取

り
決

め
を

交
わ

す

も
の

と
す

る
。

 

７
 

基
本

通
達

第
１

０
条

第
３

項
に

つ
い

て
 

 
 （

丙
種

受
託

者
の

名
に

お
い

て
構

成
員

又
は

当
該

構
成

員
を

通
じ

行
政

書
士

に
封

印
の

取
付

け
作

業
を

行
わ

せ
る

場
合

の
方

法
等

）
 

 
 
 
(
ｱ
)
 

丙
種

受
託

者
の

構
成

員
に

封
印

の
取

付
け

作
業

を
行

わ
せ

る
に

際
し

て
は

、
あ

ら
か

じ
め

中
古

自
動

車
連

合
会

と
丙

種
受

託
者

た
る

団
体

と

の
間

で
、

そ
れ

ぞ
れ

円
滑

な
取

付
け

作
業

が
行

え
る

よ
う

基
本

的
事

項

に
つ

い
て

確
認

し
、

具
体

的
な

封
印

の
取

扱
い

に
関

し
て

当
該

丙
種

受

託
者

と
当

該
構

成
員

と
の

間
で

確
約

書
を

交
わ

す
こ

と
と

す
る

。
確

約

書
に

お
い

て
は

、
主

と
し

て
封

印
の

管
理

面
か

ら
、

受
渡

し
の

記
録

、

取
付

け
記

録
、

報
告

・
調

査
等

に
関

す
る

取
り

決
め

を
交

わ
す

も
の

と

す
る

。
 

 
 
 
(
ｲ
)
 

当
該

構
成

員
を

通
じ

行
政

書
士

に
封

印
の

取
付

け
作

業
を

行
わ

せ
る

に
際

し
て

は
、

あ
ら

か
じ

め
丙

種
受

託
者

た
る

団
体

と
行

政
書

士
会

と

の
間

で
、

そ
れ

ぞ
れ

円
滑

な
取

付
け

作
業

が
行

え
る

よ
う

必
要

に
応

じ

て
基

本
的

事
項

に
つ

い
て

確
認

し
、

具
体

的
な

封
印

の
取

扱
い

に
関

し

て
団

体
の

構
成

員
か

ら
行

政
書

士
に

書
類

作
成

を
依

頼
す

る
際

に
希

望

を
伝

え
る

と
と

も
に

確
約

書
を

交
わ

す
こ

と
と

す
る

。
確

約
書

に
お

い

て
は

、
主

と
し

て
封

印
の

管
理

面
か

ら
、
受

渡
し

の
記

録
、
取

付
け

記
録

、

報
告

・
調

査
等

に
関

す
る

取
り

決
め

を
交

わ
す

も
の

と
す

る
。

 

(
ｳ
)
 

丙
種

受
託

者
は

、
構

成
員

へ
の

基
本

通
達

第
２

条
（

４
）
ア

に
係

る
封

印
の

引
渡

し
に

当
た

っ
て

は
、
当

該
構

成
員

か
ら

の
譲

渡
証

明
書
（

写
）

等
の

提
示

を
も

っ
て

、
自

ら
販

売
す

る
自

動
車

で
あ

る
こ

と
を

確
認

の

う
え

引
渡

す
こ

と
と

す
る

。
 

た
だ

し
、

丙
種

受
託

者
が

認
め

た
構

成
員

に
あ

っ
て

は
、

封
印

の
先

渡
し

を
認

め
る

こ
と

が
で

き
る

も
の

と
す

る
。

こ
の

場
合

、
丙

種
受

託

者
は

、
後

日
、

封
印

引
渡

し
の

際
と

同
様

の
書

面
等

に
よ

り
、

適
正

な

封
印

取
付

け
で

あ
る

こ
と

を
確

認
す

る
も

の
と

す
る

。
 

８
 

基
本

通
達

第
１

０
条

第
４

項
に

つ
い

て
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（

丁
種

受
託

者
の

名
に

お
い

て
行

政
書

士
又

は
当

該
行

政
書

士
を

通
じ

他

の
行

政
書

士
に

封
印

の
取

付
け

作
業

を
行

わ
せ

る
場

合
の

方
法

等
）

 

 
 
 
(
ｱ
)
 

行
政

書
士

会
が

行
政

書
士

に
封

印
の

取
付

け
作

業
を

行
わ

せ
る

に

際
し

て
は

、
あ

ら
か

じ
め

日
行

連
と

丁
種

受
託

者
た

る
行

政
書

士
会

と

の
間

で
、
そ

れ
ぞ

れ
円

滑
な

取
付

け
作

業
が

行
え

る
よ

う
基

本
的

事
項

に
つ

い
て

確
認

し
、
具

体
的

な
封

印
の

取
扱

い
に

関
し

て
当

該
丁

種
受

託
者

た
る

行
政

書
士

会
と

当
該

行
政

書
士

と
の

間
で

確
約

書
を

交
わ

す
こ

と
と

す
る

。
確

約
書

に
お

い
て

は
、

主
と

し
て

封
印

の
管

理
面

か

ら
、

受
渡

し
の

記
録

、
取

付
け

記
録

、
報

告
・

調
査

等
に

関
す

る
取

り

決
め

を
交

わ
す

も
の

と
す

る
。

 

 
 
(
ｲ
)
 

再
委

託
先

で
あ

る
当

該
行

政
書

士
又

は
当

該
行

政
書

士
を

通
じ

一
体

と
し

て
封

印
を

取
り

扱
う

こ
と

と
な

る
再

々
委

託
先

で
あ

る
他

の
行

政

書
士

に
封

印
の

取
付

け
作

業
を

行
わ

せ
る

に
際

し
て

は
、

丁
種

受
託

者

た
る

行
政

書
士

会
間

で
、

そ
れ

ぞ
れ

適
正

な
取

付
け

作
業

が
行

え
る

よ

う
必

要
に

応
じ

て
事

後
的

に
業

務
適

正
化

の
た

め
の

情
報

提
供

を
行

う

こ
と

と
し

、
一

体
と

し
て

封
印

を
取

り
扱

う
こ

と
と

な
る

再
委

託
先

で

あ
る

当
該

行
政

書
士

と
再

々
委

託
先

で
あ

る
他

の
行

政
書

士
と

の
間

で

確
約

書
を

交
わ

す
こ

と
と

す
る

。
確

約
書

に
お

い
て

は
、

主
と

し
て

封

印
の

管
理

面
か

ら
、
受

渡
し

の
記

録
、
取

付
け

記
録

、
報

告
・
調

査
等

に

関
す

る
取

り
決

め
を

交
わ

す
も

の
と

す
る

。
 

 
(
ｳ
)
 

丁
種

受
託

者
は

、
行

政
書

士
へ

基
本

通
達

第
２

条
（

５
）
ア

又
は

イ
に

係
る

封
印

の
引

渡
し

に
当

た
っ

て
は

、
譲

渡
証

明
書

（
写

）
、

顧
客

か
ら

の
書

類
作

成
依

頼
の

書
面

等
の

提
示

を
も

っ
て

、
当

該
行

政
書

士
自

ら

他
人

の
依

頼
を

受
け

報
酬

を
得

て
運

輸
支

局
等

に
提

出
す

る
書

類
を

作

成
し

た
自

動
車

（
基

本
通

達
第

１
２

条
第

２
項

及
び

第
３

項
の

規
定

に

よ
り

封
印

の
取

付
け

作
業

を
乙

種
受

託
者

及
び

丙
種

受
託

者
の

名
に

お

い
て

行
わ

せ
る

こ
と

が
で

き
る

場
合

を
除

く
。
）
に

係
る

封
印

で
あ

る
こ

と
を

確
認

の
う

え
引

渡
す

こ
と

と
す

る
。

 

た
だ

し
、
丁

種
受

託
者

が
認

め
た

行
政

書
士
（

再
委

託
先

で
あ

る
当

該
行

政
書

士
）
に

あ
っ

て
は

、
封

印
の

先
渡

し
を

認
め

る
こ

と
が

で
き

る
も

の

と
す

る
。
こ

の
場

合
、
丁

種
受

託
者

は
、
後

日
、
封

印
引

渡
し

の
際

と
同

様
の

書
面

等
に

よ
り

、
適

正
な

封
印

取
付

け
で

あ
る

こ
と

を
確

認
す

る

も
の

と
す

る
。

 

９
 

基
本

通
達

別
記

封
印

取
付

け
受

託
者

準
則

第
７

条
に

つ
い

て
 

 
 

（
丁

種
受

託
者

の
名

に
お

い
て

行
政

書
士

又
は

当
該

行
政

書
士

を
通

じ
他

の
行

政
書

士
に

封
印

の
取

付
け

作
業

を
行

わ
せ

る
場

合
の

方
法

等
）

 

(
ｱ
)
 

行
政

書
士

会
が

行
政

書
士

に
封

印
の

取
付

け
作

業
を

行
わ

せ
る

に
 

際
し

て
は

、
あ

ら
か

じ
め

日
行

連
と

丁
種

受
託

者
た

る
行

政
書

士
会

と

の
間

で
、

そ
れ

ぞ
れ

円
滑

な
取

付
け

作
業

が
行

え
る

よ
う

基
本

的
事

項

に
つ

い
て

確
認

し
、

具
体

的
な

封
印

の
取

扱
い

に
関

し
て

当
該

丁
種

受

託
者

た
る

行
政

書
士

会
と

当
該

行
政

書
士

と
の

間
で

確
約

書
を

交
わ

す

こ
と

と
す

る
。
確

約
書

に
お

い
て

は
、
主

と
し

て
封

印
の

管
理

面
か

ら
、

受
渡

し
の

記
録

、
取

付
け

記
録

、
報

告
・

調
査

等
に

関
す

る
取

り
決

め

を
交

わ
す

も
の

と
す

る
。

 

 
(
ｲ
)
 

再
委

託
先

で
あ

る
当

該
行

政
書

士
又

は
当

該
行

政
書

士
を

通
じ

再
々

委
託

先
で

あ
る

他
の

行
政

書
士

に
封

印
の

取
付

け
作

業
を

行
わ

せ
る

に

際
し

て
は

、
あ

ら
か

じ
め

丁
種

受
託

者
た

る
行

政
書

士
会

間
で

、
そ

れ
 

ぞ
れ

円
滑

な
取

付
け

作
業

が
行

え
る

よ
う

必
要

に
応

じ
て

基
本

的
事

項

に
つ

い
て

確
認

し
、

具
体

的
な

封
印

の
取

扱
い

に
関

し
て

再
委

託
先

で
 

あ
る

当
該

行
政

書
士

か
ら

再
々

委
託

先
で

あ
る

他
の

行
政

書
士

に
封

印

の
取

付
け

を
依

頼
す

る
際

に
希

望
を

伝
え

る
と

と
も

に
確

約
書

を
交

わ

す
こ

と
と

す
る

。
確

約
書

に
お

い
て

は
、
主

と
し

て
封

印
の

管
理

面
か

ら
、

受
渡

し
の

記
録

、
取

付
け

記
録

、
報

告
・
調

査
等

に
関

す
る

取
り

決
め

を

交
わ

す
も

の
と

す
る

。
 

 
 
(
ｳ
)
 

丁
種

受
託

者
は

、
行

政
書

士
へ

基
本

通
達

第
２

条
（

５
）
ア

又
は

イ
に

係
る

封
印

の
引

渡
し

に
当

た
っ

て
は

、
譲

渡
証

明
書

（
写

）
、

顧
客

か
ら

の
書

類
作

成
依

頼
の

書
面

等
の

提
示

を
も

っ
て

、
当

該
行

政
書

士
自

ら

他
人

の
依

頼
を

受
け

報
酬

を
得

て
運

輸
支

局
等

に
提

出
す

る
書

類
を

作

成
し

た
自

動
車

（
基

本
通

達
第

１
０

条
第

２
項

及
び

第
３

項
の

規
定

に

よ
り

封
印

の
取

付
け

作
業

を
乙

種
受

託
者

及
び

丙
種

受
託

者
の

名
に

お

い
て

行
わ

せ
る

こ
と

が
で

き
る

場
合

を
除

く
。
）
に

係
る

封
印

で
あ

る
こ

と
を

確
認

の
う

え
引

渡
す

こ
と

と
す

る
。

 

た
だ

し
、
丁

種
受

託
者

が
認

め
た

行
政

書
士
（

再
委

託
先

で
あ

る
当

該
行

政
書

士
）
に

あ
っ

て
は

、
封

印
の

先
渡

し
を

認
め

る
こ

と
が

で
き

る
も

の

と
す

る
。
こ

の
場

合
、
丁

種
受

託
者

は
、
後

日
、
封

印
引

渡
し

の
際

と
同

様
の

書
面

等
に

よ
り

、
適

正
な

封
印

取
付

け
で

あ
る

こ
と

を
確

認
す

る

も
の

と
す

る
。

 

９
 

基
本

通
達

別
記

封
印

取
付

け
受

託
者

準
則

第
７

条
に

つ
い

て
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運

輸
支

局
長

は
、

封
印

取
付

け
届

出
書

の
提

出
を

受
け

た
と

き
は

、
そ

の

記
載

内
容

を
確

認
し

た
う

え
、
１

通
は

確
認

済
印

を
押

し
て

受
託

者
に

交
付

し
、

他
の

１
通

は
次

年
度

４
月

末
ま

で
保

存
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

1
0
 

基
本

通
達

別
記

封
印

取
付

け
受

託
者

準
則

第
９

条
に

つ
い

て
 

 
 
 
 
運

輸
支

局
長

は
、
出

張
封

印
確

認
書

又
は

当
該

書
面

と
同

等
と

認
め

る
書

面
の

提
出

を
受

け
た

と
き

は
、

原
則

、
そ

の
記

載
内

容
を

確
認

し
た

う
え

確

認
済

印
を

押
し

て
、

１
通

を
受

託
者

に
交

付
す

る
こ

と
と

す
る

。
他

の
１

通

は
後

日
受

託
者

に
交

付
し

た
１

通
が

交
付

代
行

者
等

か
ら

回
付

さ
れ

る
ま

で
保

管
す

る
こ

と
と

し
、
交

付
代

行
者

等
か

ら
回

付
が

さ
れ

な
い

場
合

又
は

交
付

代
行

者
か

ら
求

め
が

あ
っ

た
場

合
は

、
状

況
を

受
託

者
に

確
認

す
る

こ

と
と

す
る

。
交

付
代

行
者

等
か

ら
回

付
さ

れ
た

出
張

封
印

確
認

書
の

う
ち

登

録
申

請
に

係
る

も
の

は
確

認
済

印
を

押
印

し
た

日
か

ら
５

年
間

保
存

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

 
 
 
 
運

輸
支

局
長

は
、

封
印

取
付

け
届

出
書

の
提

出
を

受
け

た
と

き
は

、
そ

の

記
載

内
容

を
確

認
し

た
う

え
、

１
通

は
確

認
済

印
を

押
し

て
受

託
者

に
交

付

し
、

他
の

１
通

は
次

年
度

４
月

末
ま

で
保

存
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

1
0
 

基
本

通
達

別
記

封
印

取
付

け
受

託
者

準
則

第
８

条
に

つ
い

て
 

 
 
 
 
運

輸
支

局
長

は
、

出
張

封
印

確
認

書
又

は
当

該
書

面
と

同
等

と
認

め
る

書

面
の

提
出

を
受

け
た

と
き

は
、

原
則

、
そ

の
記

載
内

容
を

確
認

し
た

う
え

確

認
済

印
を

押
し

て
、

１
通

を
受

託
者

に
交

付
す

る
こ

と
と

す
る

。
他

の
１

通

は
後

日
受

託
者

に
交

付
し

た
１

通
が

交
付

代
行

者
等

か
ら

回
付

さ
れ

る
ま

で

保
管

す
る

こ
と

と
し

、
交

付
代

行
者

等
か

ら
回

付
が

さ
れ

な
い

場
合

又
は

交

付
代

行
者

か
ら

求
め

が
あ

っ
た

場
合

は
、

状
況

を
受

託
者

に
確

認
す

る
こ

と

と
す

る
。

交
付

代
行

者
等

か
ら

回
付

さ
れ

た
出

張
封

印
確

認
書

の
う

ち
登

録

申
請

に
係

る
も

の
は

確
認

済
印

を
押

印
し

た
日

か
ら

5
年

間
保

存
し

な
け

れ

ば
な

ら
な

い
。
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【別添改正溶け込み】 

封印取付け委託要領の運用等 

１ 定義 

  本通達における基本通達とは、平成１８年１０月４日付国自管第８６号「封印取付 

け委託要領」をいう。 

２ 基本通達第２条第３号について 

（１）委託先 

完成検査終了証のある新車の販売を行っている自動車販売業者であって、自動 

車予備検査証の交付を受けた車又は保安基準適合証若しくは限定自動車検査証及び 

限定保安基準適合証の交付を受けた中古新規車を販売する者とする。 

（２）販売用中古自動車の範囲 

販売用中古自動車の範囲は、当該乙種受託者が自ら仕入れ若しくは販売する中古 

自動車であって、古物営業法（昭和24年法律第108号）第１６条の規定によって帳簿 

等への記載又は電磁的方法により記録することとされているものに限る。 

３ 基本通達第２条第４号について 

（１） 委託先 

① (一社)日本中古自動車販売協会連合会（以下「中古自動車連合会」という。） 

の会員のうち中古自動車の販売を業とするものを構成員とする団体は、中古自 

動車連合会より封印取付け業務の適正な運営を確保するよう指導を受けている 

団体（以下「団体」という。）とする。 

封印取付け委託申請については、あらかじめ地方運輸局と中古自動車連合会と 

が十分調整のうえ、申請させること。その際、本省自動車情報課にも事前に相談 

させること。 

②  委託に際しては、基本通達第６条の内容を十分審査するとともに、さらに当該 

団体の財政状況、業務実績等の実態及び既存の甲種受託者との関係等についても 

総合的に勘案すること。                                         

（２）販売用中古自動車の範囲 

販売用中古自動車の範囲は、当該構成員が自ら仕入れ若しくは販売する中古自動 

車又はユーザー等から委託を受け商品自動車として販売する中古自動車であって、 

古物営業法第16条の規定によって帳簿等への記載又は電磁的方法により記録するこ 

ととされているものに限る。 

４ 基本通達第２条第５号について 

 （１） 委託先 

   ① 行政書士法（昭和２６年法律第４号）第１５条に規定される行政書士会（以下 

「行政書士会」という。）とする。 

    封印取付け委託申請については、あらかじめ地方運輸局と行政書士会とが十分 

調整のうえ、申請させること。その際、本省自動車情報課にも事前に相談させる 

こと。 
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   ② 委託に際しては、基本通達第６条の内容を十分審査するとともに、さらに当該 

団体の財政状況、業務実績等の実態及び既存の甲種受託者との関係等についても 

総合的に勘案すること。                                                

５ 基本通達第１２条第１項について 

   （甲種受託者の名において日本自動車輸入組合の輸入自動車販売事業者（以下「輸 

入自動車販売事業者」という。）、自動車登録業務に十分精通した行政書士（以下「行 

政書士」という。）、指定整備事業者又は車体整備事業者に封印の取付け作業を行わ 

せる場合の方法等） 

（ア）輸入自動車販売事業者、行政書士、指定整備事業者又は車体整備事業者に封印 

の取付け作業を行わせるに際しては、あらかじめ(一社)全国自動車標板協議会と 

日本自動車輸入組合、日本行政書士会連合会（以下「日行連」という。）、(一社) 

日本自動車整備振興会連合会又は日本自動車車体整備協同組合連合会との間で、そ 

れぞれ円滑な取付け作業が行えるよう基本的事項について確認しておくとともに、 

具体的な封印の取扱いに関しては当該甲種受託者と当該輸入自動車販売事業者、行 

政書士、指定整備事業者又は当該車体整備事業者との間でそれぞれ確約書を交わす 

こととする。確約書においては、主として封印の管理面から、受渡しの記録、取付 

け記録、報告・調査等に関する取り決めを交わすものとする。 

（イ）甲種受託者は、輸入自動車販売事業者、行政書士、指定整備事業者又は車体整備 

事業者への封印の引渡しに当たっては、左欄に掲げる作業範囲について右欄に掲げ 

る書類等の提示させることにより作業範囲を確認のうえ引き渡すこととする。 

この他、運輸支局長が指定した者への封印の引き渡しに当たっては、必要な書類 

等により指定された作業範囲を確認のうえ引き渡すこととする。 

作業範囲 書類等 

輸入自動車販売事業者が出張予備検査

を受けた輸入自動車 

・自動車予備検査証番号欄の末尾にロー

マ字「Ａ」が付され、かつ、運輸支局名

小印が押印された自動車予備検査証（写） 

行政書士が他人の依頼を受け報酬を得

て運輸支局等に提出する書類を作成し

た自動車（乙種受託者及び丙種受託者の

構成員の販売する自動車を除く。） 

・顧客からの書類作成依頼の書面及び譲

渡証明書（写）等 

指定整備事業者が自ら販売する中古自

動車であって現車提示の省略される自

動車 

・譲渡証明書（写）等及び保安基準適合

証 

指定整備事業者たる自動車整備協業組

合又は自動車整備協同組合の組合員が

自ら販売する中古自動車 

・当該組合が所属する自動車整備振興会

から予め提出のあった当該組合の組合員

名簿 

・譲渡証明書（写）等 
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変更登録又は移転登録に伴い指定整備

事業者又は車体整備事業者が行う封印

の取付け 

・登録事項等通知書及び旧自動車検査証

（写） 

車両法第１１条第２項のうち番号変更

のために必要となる封印の取付け 

・登録事項等通知書及び旧自動車検査証

（写） 

車両法第１１条第２項のうち再交付又

は交換のために必要となる封印の取付

け 

・承認印のある交換再交付申請書（写） 

・出張封印確認書 

車両法第１１条第４項及び第６項に基

づき封印のき損等による又は整備のた

めに取り外した封印の取付け 

・顧客からの整備依頼の書面及び取り外

した状況を示す写真 

 自動車ＯＳＳによる変更登録申請時

の自動車登録番号標交付時期猶予につ

いて（国自情第２４２号、国自整第２２

１号）に基づく車両法第１１条第１項に

よる封印の取付け 

・登録事項等通知書及び旧自動車検査証

（写） 

６ 基本通達第１２条第２項について 

（１）（乙種受託者の名において行政書士に封印の取付け作業を行わせる場合の方法等） 

行政書士に封印の取付け作業を行わせるに際しては、あらかじめ乙種受託者と行政 

書士会との間で、それぞれ円滑な取付け作業が行えるよう必要に応じて基本的事項 

について確認しておくとともに、具体的な封印の取扱いに関して当該乙種受託者か 

ら行政書士に書類作成を依頼する際に希望を伝えるとともに確約書を交わすことと 

する。確約書においては、主として封印の管理面から、受渡しの記録、取付け記録、 

報告・調査等に関する取り決めを交わすものとする。 

（２）（乙種受託者の名において一般社団法人日本自動車販売協会連合会（以下「自販 

連」という。）に行政書士法施行規則（昭和２６年総務省令第９０号）第２０条第 

１項第１号の申請に係る封印の取付け作業を行わせる場合の方法等） 

自販連に封印の取付け作業を行わせるに際しては、あらかじめ乙種受託者と自販 

連との間で、それぞれ円滑な取付け作業が行えるよう必要に応じて基本的事項につ 

いて確認しておくとともに、具体的な封印の取扱いに関して当該乙種受託者から自 

販連に書類作成を依頼する際に希望を伝えるとともに確約書を交わすこととする。 

確約書においては、主として封印の管理面から、受渡しの記録、取付け記録、報告・ 

調査等に関する取り決めを交わすものとする。 

７ 基本通達第１２条第３項について 

 （丙種受託者の名において構成員又は当該構成員を通じ行政書士に封印の取付け作 

業を行わせる場合の方法等） 

（ア）丙種受託者の構成員に封印の取付け作業を行わせるに際しては、あらかじめ中古 

自動車連合会と丙種受託者たる団体との間で、それぞれ円滑な取付け作業が行える 

よう基本的事項について確認し、具体的な封印の取扱いに関して当該丙種受託者と 
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当該構成員との間で確約書を交わすこととする。確約書においては、主として封印 

の管理面から、受渡しの記録、取付け記録、報告・調査等に関する取り決めを交わ 

すものとする。 

（イ）当該構成員を通じ行政書士に封印の取付け作業を行わせるに際しては、あらかじ 

め丙種受託者たる団体と行政書士会との間で、それぞれ円滑な取付け作業が行える 

よう必要に応じて基本的事項について確認し、具体的な封印の取扱いに関して団体 

の構成員から行政書士に書類作成を依頼する際に希望を伝えるとともに確約書を交 

わすこととする。確約書においては、主として封印の管理面から、受渡しの記録、 

取付け記録、報告・調査等に関する取り決めを交わすものとする。 

（ウ）丙種受託者は、構成員への基本通達第２条（４）アに係る封印の引渡しに当たっ 

ては、当該構成員からの譲渡証明書（写）等の提示をもって、自ら販売する自動車 

であることを確認のうえ引渡すこととする。 

ただし、丙種受託者が認めた構成員にあっては、封印の先渡しを認めることがで 

きるものとする。この場合、丙種受託者は、後日、封印引渡しの際と同様の書面等 

により、適正な封印取付けであることを確認するものとする。 

８ 基本通達第１２条第４項について 

   （丁種受託者の名において行政書士又は当該行政書士を通じ他の行政書士に封印 

の取付け作業を行わせる場合の方法等） 

（ア）行政書士会が行政書士に封印の取付け作業を行わせるに際しては、あらかじめ日 

行連と丁種受託者たる行政書士会との間で、それぞれ円滑な取付け作業が行えるよ 

う基本的事項について確認し、具体的な封印の取扱いに関して当該丁種受託者たる 

行政書士会と当該行政書士との間で確約書を交わすこととする。確約書においては、 

主として封印の管理面から、受渡しの記録、取付け記録、報告・調査等に関する取 

り決めを交わすものとする。 

（イ）再委託先である当該行政書士又は当該行政書士を通じ一体として封印を取り扱う 

こととなる再々委託先である他の行政書士に封印の取付け作業を行わせるに際して 

は、丁種受託者たる行政書士会間で、それぞれ適正な取付け作業が行えるよう必要 

に応じて事後的に業務適正化のための情報提供を行うこととし、一体として封印を 

取り扱うこととなる再委託先である当該行政書士と再々委託先である他の行政書士 

との間で確約書を交わすこととする。確約書においては、主として封印の管理面か 

ら、受渡しの記録、取付け記録、報告・調査等に関する取り決めを交わすものとす 

る。 

 （ウ）丁種受託者は、行政書士へ基本通達第２条（５）ア又はイに係る封印の引渡しに 

当たっては、譲渡証明書（写）、顧客からの書類作成依頼の書面等の提示をもって、 

当該行政書士自ら他人の依頼を受け報酬を得て運輸支局等に提出する書類を作成し 

た自動車（基本通達第１２条第２項及び第３項の規定により封印の取付け作業を乙 

種受託者及び丙種受託者の名において行わせることができる場合を除く。）に係る 

封印であることを確認のうえ引渡すこととする。 
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ただし、丁種受託者が認めた行政書士（再委託先である当該行政書士）にあって 

は、封印の先渡しを認めることができるものとする。この場合、丁種受託者は、後 

日、封印引渡しの際と同様の書面等により、適正な封印取付けであることを確認す 

るものとする。 

９ 基本通達別記封印取付け受託者準則第７条について 

     運輸支局長は、封印取付け届出書の提出を受けたときは、その記載内容を確認し 

たうえ、１通は確認済印を押して受託者に交付し、他の１通は次年度４月末まで保 

存しなければならない。 

10 基本通達別記封印取付け受託者準則第９条について 

     運輸支局長は、出張封印確認書又は当該書面と同等と認める書面の提出を受けた 

ときは、原則、その記載内容を確認したうえ確認済印を押して、１通を受託者に交 

付することとする。他の１通は後日受託者に交付した１通が交付代行者等から回付 

されるまで保管することとし、交付代行者等から回付がされない場合又は交付代行 

者から求めがあった場合は、状況を受託者に確認することとする。交付代行者等か 

ら回付された出張封印確認書のうち登録申請に係るものは確認済印を押印した日か 

ら５年間保存しなければならない。 
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（参考） 
新自動車登録番号標の交付を受けていない車両の記載方法 
新ナンバーの交付を受けていない車両の備考欄記載 
 
 
 
 
 
 
 

１．指定整備記録簿 

 

２． 保安基準適合標章 

 

 

品川 ５９９ あ ２０４９ 

（札幌５９９あ４６２０） 

（札幌５９９あ４６２０） 

備考 
〔品川〕，変更登録，〔ＯＳＳ〕 
ナンバープレート未交付〔プレート番号〕札幌５９９あ４６２０ 
〔かい離が発生した日〕令和４年１月７日 
 

新ナンバーの交付を受けていない車両の備考欄記載 

●指定整備記録簿 

●保安基準適合標章 
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事 務 連 絡 

令和３年１２月２３日 
 

 

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会事業部長 殿 

 

 

国土交通省自動車局整備課 

整備事業班長 

  

 

 

自動車ＯＳＳによる変更登録申請を行い自動車検査証の記載変更を行っていない

車両の継続検査について 
 

 

今般、「自動車ＯＳＳによる変更登録申請時の自動車検査証等の郵送の取扱い及

び自動車登録番号標交付時期猶予について」（令和３年12月10日付け、国自情第242

号、国自整第221号）により、自動車登録番号標の交付の時期を次回車検時まで猶

予することとされましたが、自動車ＯＳＳにより変更登録申請をしたにもかかわら

ず自動車検査証の記載変更を行っていない場合、有効期間の更新ができないことか

ら、貴会傘下会員に対し周知方よろしくお願いします。 
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（
別
紙
）

令
和
３
年
度
に
お
け
る
行
政
処
分
を
伴
う
整
備
の
瑕
疵
一
覧
（
抜
粋
）

車
両

タ
イ
プ

発
生

時
期

概
　
要

整
備
瑕
疵
の
原
因

1
乗
用

R
3
.5

ブ
レ
ー
キ
の
修
理
依
頼
に
よ
り
A
B
S
ア
ク
チ
ュ
エ
ー
タ
ー
を
交
換
し

て
納
車
後
に
、
顧
客
よ
り
走
行
中
に
ブ
レ
ー
キ
が
効
か
な
く
な
っ
た

と
の
連
絡
が
あ
り
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
ブ
レ
ー
キ
パ
イ
プ
の
フ
レ
ア

ナ
ッ
ト
部
よ
り
フ
ル
ー
ド
漏
れ
が
確
認
さ
れ
た
。

作
業
員
が
作
業
要
領
書
に
基
づ
か
ず
、
ブ
レ
ー
キ
パ
イ
プ
の
フ
レ
ア

ナ
ッ
ト
を
ト
ル
ク
レ
ン
チ
を
使
用
せ
ず
に
規
定
値
で
締
付
し
な
か
っ

た
。

他
者
に
よ
る
中
間
の
確
認
時
に
お
い
て
も
ト
ル
ク
レ
ン
チ
を
使
用
せ

ず
に
締
付
状
況
を
確
認
し
た
。

2
大
型

ト
ラ
ッ
ク

R
3
.5

車
検
整
備
し
納
車
後
、
顧
客
が
高
速
道
路
を
走
行
中
に
エ
ン
ジ
ン
回

転
数
が
急
上
昇
し
た
こ
と
か
ら
車
両
を
路
肩
に
停
車
さ
せ
よ
う
と
し

た
と
こ
ろ
、
左
後
輪
が
ア
ク
ス
ル
シ
ャ
フ
ト
と
と
も
に
脱
落
し
、
隣

車
線
を
走
行
し
て
い
た
車
両
に
衝
突
し
た
。

車
検
整
備
時
に
お
い
て
、
整
備
作
業
に
不
慣
れ
な
作
業
員
が
整
備
作

業
を
実
施
し
た
際
に
、
ハ
ブ
・
ロ
ッ
ク
ボ
ル
ト
を
ト
ル
ク
レ
ン
チ
を

使
用
せ
ず
に
規
定
値
で
締
付
し
な
か
っ
た
。

3
ト
ラ
ッ
ク

R
3
.8

車
検
整
備
し
納
車
後
、
顧
客
よ
り
走
行
中
に
異
音
が
し
た
と
の
連
絡

が
あ
り
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
プ
ロ
ペ
ラ
シ
ャ
フ
ト
の
セ
ン
タ
ー
ベ
ア

リ
ン
グ
ホ
ル
ダ
ー
の
締
付
ボ
ル
ト
4
本
の
う
ち
3
本
が
脱
落
し
、
プ
ロ

ペ
ラ
シ
ャ
フ
ト
が
暴
れ
他
部
品
と
干
渉
し
て
い
た
。

ク
ラ
ッ
チ
の
オ
ー
バ
ー
ホ
ー
ル
作
業
の
た
め
、
プ
ロ
ペ
ラ
シ
ャ
フ
ト

の
セ
ン
タ
ー
ベ
ア
リ
ン
グ
ホ
ル
ダ
ー
を
脱
着
し
た
際
の
取
付
け
ボ
ル

ト
締
付
不
良
が
あ
っ
た
。

4
乗
用
車

R
3
.1
1

車
検
整
備
し
納
車
後
、
顧
客
よ
り
ブ
レ
ー
キ
に
違
和
感
が
あ
る
と
の

連
絡
あ
り
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
ブ
レ
ー
キ
ホ
ー
ス
が
損
傷
し
て
い

た
。

ブ
レ
ー
キ
キ
ャ
リ
パ
を
点
検
の
た
め
脱
着
し
た
際
に
、
ブ
レ
ー
キ

ホ
ー
ス
を
捻
じ
れ
た
状
態
で
取
付
し
た
こ
と
に
よ
り
、
車
両
振
動
に

よ
り
ド
ラ
イ
ブ
シ
ャ
フ
ト
ブ
ー
ツ
と
ブ
レ
ー
キ
ホ
ー
ス
が
干
渉
し

ホ
ー
ス
が
損
傷
し
た
。
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令和４年３月 

自動車局整備課 

 

「「改造自動車等の取扱いについて」に係る細部取扱いについて」（平成７年１１月

２１日付け自技第２４０号）の一部改正について 

 

１．背景 

・ 試作車又は組立車の道路運送車両の保安基準の適合性審査にあたっては、「改造

自動車等の取扱いについて」（平成７年１１月２１日付け自技２３９号）により、現

車審査に先立ち、国（地方運輸局）が書面審査を実施している。 

・ また、書面審査の方法については、「「改造自動車等の取扱いについて」に係る細

部取扱いについて」（平成７年１１月２１日付け自技第２４０号：以下「細部取扱

い」という。）において運用している。 

・ 今般、道路運送車両の保安基準の基準強化に伴い複雑化する基準に対して、書面

審査の効率性向上を目的として細部取扱いを改正する。 

 

２．改正概要 

（１）道路運送車両の保安基準に基づく技術基準への適合性審査を効率的に実施する

ため、申請車両と同一構造を有した自動車の試験成績書を流用（キャリーオーバ

ー）することで当該申請車両の試験成績書を省略する場合について、取扱いの明

確化を行う。 

（２）協定規則第 13 号への適合性を証する書面については、自動車製作者により作

成された技術基準適合検討書の提出をもって、試験成績書に代えることができる

こととし、技術基準適合検討書の様式を定める。 

 

３．改正年月日等 

（１）改正年月日：令和４年３月２８日 

（２）適用年月日：改正年月日と同じ 
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技

第
２
４

０
号
 

最
終

改
正
 令

和
４
年
３
月
２

８
日

付
 国

自
整
備

第
３
０

１
号
 

新
 

旧
 

１
～

２
 
（

略
）
 

 ３
 

書
面
審

査
 

 
 
試

作
車

・
組
立

車
届
出
書

、
概

要
等

説
明
書

及
び
添
付

書
類

の
審

査
は
、

次
に
よ

り
行

う
も
の

と
す
る

。
な
お
、

改
造

通
達

の
記
２

．
（
２
）
②

及
び
２

．
（
３

）
②

の
場

合
に
あ

っ
て
は

、
独
立
行

政
法

人
自

動
車
技

術
総
合
機

構
法

（
平

成
１
１

年
法

律
第

２
１
８

号
）
第

１
３
条
に

基
づ

く
事

務
規
程

を
準
用
す

る
も

の
と

す
る
。
 

提
出

書
面
 

審
査

内
容
 

能
力

強
度
等
の

基

準
 

計
算

書
・
検

討
書

等
の

省
略
 

備
考
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

３
．

添
付
資

料
 

届
出

内
容
に
応

じ
た
資

料

（
届

出
書
の
裏

面
を
参

照
）

が
添
付
さ

れ
て
い

る

こ
と

を
審
査
す

る
。
 

 
 

 

①
～

④

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

⑤
技

術
基
準

等
へ

の
適
合

性
を

証
す
る

書
面
 

試
験

成
績
書
等

に
よ
り

、

基
準

に
適
合
し

て
い
る

こ

と
を

確
認
す
る

。
 

     

 
 

届
出

車
両
以

外
の
試

験
成

績
書
（

試
作
車

に
あ

っ
て
は

、
協
定

規
則

第
13
号

に
係
る

試
験

成
績
書
の

場
合

は
、

別
紙
「

技
術
基

準
適

合
検
討

書
」
と

す
る

こ
と
が

で
き

る
。

）
に
よ

り
基
準

適
合

性
を
証

明
す
る

場
合

は
、
当

該
車
両

の
構

造
・
装

置
が
、

試
験

成
績
書

の
試
験

車
両

と
同
一

構
造
と

認
め

ら
れ
、

か
つ
、

試
験

車
両
と

比
較
し

同
等

又
は
有

利
な
条

件
で

あ
る
と
認

め
ら

れ
る

も
の
に

限
る
。
 

１
～

２
 
（

略
）
 

 ３
 

書
面
審

査
 

 
 

試
作
車

・
組
立

車
届
出
書

、
概

要
等

説
明
書

及
び
添
付

書
類

の
審

査
は
、

次
に
よ

り
行

う
も
の

と
す
る

。
な
お
、

改
造

通
達

の
記
２

．
（
２
）
②

及
び
２

．
（
３

）
②

の
場

合
に
あ

っ
て
は

、
独
立
行

政
法

人
自

動
車
技

術
総
合
機

構
法

（
平

成
１
１

年
法

律
第

２
１
８

号
）
第

１
３
条
に

基
づ

く
事

務
規
程

を
準
用
す

る
も

の
と

す
る
。
 

提
出

書
面
 

審
査

内
容
 

能
力
強
度
等
の
基

準
 

計
算
書
・
検
討
書

等
の
省
略
 

備
考
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

３
．

添
付
資

料
 

届
出

内
容
に
応
じ
た
資
料

（
届

出
書
の
裏
面
を
参

照
）

が
添
付
さ
れ
て
い
る

こ
と

を
審
査
す
る
。
 

 
 

 

①
～

④

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
新

設
）
 

                  

（
新

設
）
 

 
 

（
新
設

）
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新

 
旧

 
⑥

～
⑱

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

附
 

則
 
 

本
改

正
規
定

は
、
令

和
４
年
３
月
２

８
日

よ
り
施

行
す
る
。

 

⑤
～
⑰

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
新

設
）
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新

 
旧

 
別
紙

 
技
術
基
準
適
合
検
討
書
 

協
定

規
則
第

１
３
号

 
制
動

装
置
試

験
（
ト

レ
ー
ラ

用
）

 
 

試
験
項
目

 
試
験
結
果

 
基
準
値
等

 
備
考

 

主 制 動 装 置  

制
動
輪

 
 

全
て
の
車
輪
を
制
動
。

 
 

自
動
摩
耗
調
整
装
置

 
 

主
制
動
装
置
は
、
自
動
的
な
摩
耗
調
整
が
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
 

附
則

 4
 

タ
イ
プ
－
０
試
験

 

（
常
温
時
制
動
試
験
）

 

積
 
載

 
 

フ
ル
ト
レ
ー
ラ
、
セ
ン
タ
ー
ア
ク
ス
ル
ト
レ
ー
ラ
及
び
ポ
ー
ル

ト
レ
ー
ラ
（
非
積

載
）

 

 
Z R

（
制
動
効
率
）
≧

 0
.5

 

セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
及
び
ポ
ー
ル
ト
レ
ー
ラ
（
積
載
）

 

Z R
（
制
動
効
率
）
≧

 0
.4

5 

 

非
積
載

 
 

附
則

 4
 

タ
イ
プ
－
０
の
追
加
試
験

 

タ
イ
プ
－
Ⅰ
試
験
の
補
足
試
験

 

積
 
載

 
 

フ
ル
ト
レ
ー
ラ
、
セ
ン
タ
ー
ア
ク
ス
ル
ト
レ
ー
ラ
及
び
ポ
ー
ル

ト
レ
ー
ラ
（
非
積

載
）

 

 
Z R

40
（
制
動
効
率
）
≧

 0
.5

 

セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
及
び
ポ
ー
ル
ト
レ
ー
ラ
（
積
載
）

 

Z R
40

（
制
動
効
率
）
≧

 0
.4

5 

 

非
積
載

 
 

附
則

4 

タ
イ
プ
－
Ⅰ
試
験
 

（
連
携
制
動
試
験
）
 

（
高
温
時
制
動
試
験
）
 

（
自
由
走
行
試
験
）

 

①
 

②
 

①
Z R

h 
≧

 0
.3

6 

②
Z R

h 
≧
 
0
.6
 
×
 
ZR
4
0 

 

 
・
全
て
の
車
輪
が
自
由
に
回
転
す
る
こ
と
。
 

 

 
・
各
ブ
レ
ー
キ
の
温
度
増
加
分
は

8
0℃

以
下
。
 

 

附
則

4 

タ
イ
プ
－
Ⅲ
試
験
 

（
フ
ェ
ー
ド
試
験
）
 

①
 

②
 

①
Z R

h 
≧

 0
.4

 

②
Z R

h 
≧
 
0
.6
 
×
 
ZR
 

 

 
・
全
て
の
車
輪
が
自
由
に
回
転
す
る
こ
と
。

 
 

 
・
各
ブ
レ
ー
キ
の
温
度
増
加
分
は

80
℃
以
下
。

 
 

附
則

 4
 

自
動
ブ
レ
ー
キ
の
制
動
試
験

 

 
Z R

≧
0.

13
5 

 

 

附
則

 4
 

自
動
ブ
レ
ー
キ
の
作
動
開
始
圧
力
測
定
試
験

 

 
供

給
系

が
毎

秒
10

0k
Pa

以
上

で
排

気
し

た
場

合
に

は
供

給
系

の
圧

力
が

20
0k

Pa
以
下
に
低
下
す
る
前
に
、
ト
レ
ー
ラ
の
自
動
ブ
レ
ー
キ
機
能
が
作
動
を
開

始
す
る
こ
と
。

 

 

附
則

 4
 

外
部
装
置
故
障
時
の
蓄
積
装
置
内
圧
力
確
認
試
験

 

 
外
部
装
置
が
主
制
動
装
置
か
ら
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
供
給
を
受
け
る

場
合
、
主
制
動
装

置
の

蓄
積

装
置

内
圧

力
は

制
御

系
の

要
求

圧
力

の
80

%
以

上
を

維
持

で
き

る
こ

と
。

 

 

附
則

6 

応
答
時
間
測
定
試
験

 

 
≦

 0
.4

s 
 

附
則

7 

エ
ネ
ル
ギ
ー
蓄
積
装
置
の
総
容
量
試
験

 

①
 

 ②
 

制
動
装
置
の
制
御
系
に

8
回
目
の
最
大
制
御
圧
力
を
加
え
維
持
し
て
い
る
と
き
の

ト
レ
ー
ラ
エ
ネ
ル
ギ
ー
蓄
積
装
置
の
圧
力
（
①
）
は
、
１
回
目
に
最
大
制
御
圧
力
を

加
え

維
持
し
て

い
る
と

き
の
ト
レ

ー
ラ
の
エ

ネ
ル
ギ
ー

蓄
積
装
置
の

圧
力

に
0.

5

を
乗
じ
た
値
（
②
）
以
上
で
あ
る
こ
と
。

 

 

附
則

13
 

ア
ン
チ
ロ
ッ
ク
ブ
レ
ー
キ
シ
ス
テ
ム
を
装
備
し
た
車
両

 
AB

S
を
装
着
し
た
被
け
ん
引
車
は
、
次
の
ど
ち
ら
か
の
要
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

 

A
種
の

AB
S（

附
則

13
の
該
当
す
る
全
て
の
要
件
に
適
合
）

 

 

（
新
設
）
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新

 
旧

 
に
対
す
る
試
験
要
件

 
B
種
の

AB
S（

附
則

13
 6

.3
.2

.項
を
除
き
、
該
当
す
る
全
て
の
要
件
に
適
合
）

 

 
 

AB
S
故
障
時
警
報
装
置
の
作
動
確
認
試
験
を
行
っ
た
と
き
、
次
の
基
準
に
適
合
す

る
ラ
ン
プ
に
よ
り
警
報
す
る
こ
と
。

 

灯
光
は
黄
色
又
は
燈
色
（
他
の
制
動
装
置
に
係
る
警
報
と
兼
用
の
場
合
は
赤
色

 

で
も
よ
い
）
で
あ
り
、
運
転
者
が
容
易
に
確
認
で
き
る
位
置
に
あ
る
こ
と

 

 

 
 

AB
S

故
障
時
制
動
試
験
を
行
っ
た
と
き
、
制
動
効
率

Z R
は
次
の
基
準
に
適
合
す

る
こ
と
。

 

Z R
 ≧

 タ
イ
プ

0
試
験
（
積
載
時
）
制
動
効
率
の

80
%

 

 

 

主 制 動 装 置  

 
①

 

 ②
 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
試
験
を
行
っ
た
と
き
、
次
の
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

 

①
積
車
時
制
動
効
率

 e
 ≧

 0
.2

25
 

②
そ
の
他
の
ブ
レ
ー
キ
が
作
動
し
て
い
な
い
こ
と
。

 

 

 
粘
着
率
利
用
性
能
測
定
試
験
を
行
っ
た
と
き
の
粘
着
力
利
用
率

（
ε
）
は
次
の
要

件
に
適
合
す
る
こ
と
。
 

 
ε
 
=
 
ZR

AL
 
/
 
KR
 
≧
 
0
.
7
5 

 

 
車
輪
ロ
ッ
ク
確
認
試
験
を

行
っ
た
と
き

1
5
k
m
/
h
に
減
速
さ
れ
る
ま
で
は
直
接
制

御
車
輪
は
ロ
ッ
ク
し
な
い
こ
と
。
 

 

①
-1

) 

①
-2

) 

②
 

③
 

④
 

 

ス
プ
リ
ッ
ト
μ
路
試
験
を
行
っ
た
と
き
、
次
の
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

 

①
試
験
路
面
は
以
下
の
条
件
を
満
足
す
る
こ
と
。

 

 
①

-1
）

Z R
AL

H
 / 

ε
H
 ≧

 0
.5

 

 
①

-2
）

Z R
LH

 / 
Z R

AL
L 
≧

 2
 

②
Z R

AL
S 
≧

 0
.7

5 
( 4

Z R
AL

L +
 Z

RA
LH

 ) 
/ (

 5
ε

H
 ) 

③
Z R

AL
S 
≧

 Z
RA

LL
 / 

ε
H

 

 ④
15

km
/h

に
減
速
さ
れ
る
ま
で
は
直
接
制
御
車
輪
は
ロ
ッ
ク
し
な
い
こ
と
。

 

 

駐 車 制 動 装 置 

附
則

4 
 

駐
車
制
動
装
置
制
動
能
力

 

①
-1

) 

 ①
-2

) 

 ②
 

 

①
以
下
の
い
ず
れ
か
の
要
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

 

 
①

-1
）

18
%
勾
配
の
試
験
路
で
停
止
状
態
を
維
持
す
る
こ
と
。

 

 
①

-2
）
ブ
レ
ー
キ
テ
ス
タ
で
測
定
し
た
駐
車
制
動
力
（

T P
）
と
試
験
車
両
の
最
大

質
量
（

P U
）
よ
り
得
ら
れ
る
制
動
効
率
（

Z P
）
は
以
下
の
要
件
に
適
合

す
る
こ
と
。
 

Z P
 = 

T P
 / P

U
 ≧

 0
.1

8 

②
駐
車
制
動
装
置
の
操
作
力
は

60
0N

以
下
で
あ
る
こ
と
。

 

 

ス プ リ ン グ ブ レ ー キ 

附
則

8 

ス
プ

リ
ン

グ
ブ
レ

ー
キ

装
置

用
エ

ネ
ル

ギ
ー

蓄
積

装
置

容
量
試
験

 

 
ス
プ
リ
ン
グ
圧
縮
チ
ャ
ン
バ
内
の
圧
力
は
、
ス
プ
リ
ン
グ
ブ
レ

ー
キ
作
動
開
始
圧

力
以
上
で
あ
る
こ
と
。

 

 

附
則

8 

解
除
可
能
回
数
試
験

 

 
次
の
ど
ち
ら
か
の
要
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

 

・
3

回
目
の
ス
プ
リ
ン
グ
ブ
レ
ー
キ
解
除
操
作
を
行
っ
た
と
き
に
測
定
し
た
ス

プ
リ
ン
グ
圧
力
チ
ャ
ン
バ
内
の
圧
力
は
ス
プ
リ
ン
グ
ブ
レ
ー
キ
解
除
圧
力
以

上
で
あ
る
こ
と
。

 

 
・

3
回
目
の
ス
プ
リ
ン
グ
ブ
レ
ー
キ
解
除
操
作
を
行
っ
た
と
き
に
、
タ
イ
ヤ
を
手

 

で
回
転
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。
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新

 
旧

 
                         

注
１
．
該
当
し
な
い
項
目
に
つ
い
て
は
、
斜
線
を
記
載
す
る
こ
と
。

 

注
２
．
各
試
験
項
目
に
お
け
る
枠
の
幅
、
高
さ
等
に
つ
い
て
変
更
可
能
と
す
る
。

 

注
３
．
表
中
の
備
考
欄
に
つ
い
て
は
、
場
合
に
よ
り
補
足
説
明
等
を
記
載
し
て
も
良
い
。

 

注
４
．
試
験
項
目
の
追
加
、
車
両
カ
テ
ゴ
リ
等
に
よ
る
基
準
値
に
係
る
内
容
の
変
更
は
認
め
る
。
（
基
準
改
正
に
係
る
内
容
も
含
む
。
）

 

注
５
．
表
中
の
試
験
結
果
欄
に
つ
い
て
、
測
定
値
に
よ
る
数
値
で
の
結
果
で
は
な
い
項
目
は
「
適
」・
「
不
適
」
等
に
よ
る
記
載
で
差
し
支
え
な
い
。

 

 
試
作
車
の
届
出
に
係
る
制
動
装
置
試
験
結
果
に
つ
い
て
、
試
験
結
果
の
内
容
に
相
違
が
な
い
こ
と
を
証
明
し
試
験
成
績
書
の
添
付
を
省

略
し
ま
す
。

 
 【
試
験
自
動
車
の
試
験
結
果
に
係
る
改
訂
番
号
及
び
補
足
改
訂
番
号
】

 
  
改
訂
番
号
：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
補
足
改
訂
番
号
：
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 【
届
出
車
両
の
車
名
、
型
式
及
び
車
台
番
号
（
製
造
番
号
）】

 
 
車
 
 
 
 
 
 
 

 名
：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

附
則

8 

ス
プ
リ
ン
グ
チ
ャ
ン
バ
内
圧
力
確
認
試
験

 

 
ス
プ
リ
ン
グ
チ
ャ
ン
バ
の
圧
力
は
、
次
の
ど
ち
ら
か
の
要
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

 

 
・
主
制
動
装
置
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
蓄
積
装
置
の
圧
力
が

28
0k

Pa
に
な
る

 

 
 
ま
で
に
、
ス
プ
リ
ン
グ
ブ
レ
ー
キ
チ
ャ
ン
バ
内
圧
力
が

0k
Pa

に
な
る
こ
と
。 

 
・
主
制
動
装
置
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
蓄
積
装
置
の
圧
力
低
下
に
対
応
し
て
、

 

ス
プ
リ
ン
グ
ブ
レ
ー
キ
チ
ャ
ン
バ
内
圧
力
が
低
下
す
る
こ
と
。

 

    

 
附
則

16
 

IS
O

11
99

2
の

デ
ー

タ
通

信
に

関
す

る
牽

引
車

両
及

び

被
牽
引
車
両
の
適
合
性

 

 
 

 

附
則

17
 

電
気

式
制

御
系
を

装
備

し
た

車
両

の
機

能
的

適
合

性
を

評
価
す
る
た
め
の
試
験
手
順

 

 
 

 

附
則

18
 

複
合

電
子

制
御
シ

ス
テ

ム
の

安
全

性
に

関
し

て
適

用
す

る
特
別
要
件

 

 

 
 

 

附
則

21
 

車
両
安
定
性
機
能
を
装
備
し
た
車
両
に
関
す
る

 

特
別
要
件

 

 
車
両
安
定
性
機
能
の
作
動

 

制
御
信
号
の
有
無

 

 

本
則

5 

外
部
装
置
故
障
時
制
動
試
験

 
積
 
載

 
 

≧
0.

36
（
セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
）

 

≧
0.

40
（
フ
ル
ト
レ
ー
ラ
及
び
セ
ン
タ
ー
ア
ク
ス
ル
ト
レ
ー
ラ
）

 

 

 

非
積
載

 
 

 
主
制
動
装
置
貯
蔵
装
置
内
圧
力
が
制
御
ラ
イ
ン
要
求
圧
力
の

80
%
以
上
確
保
す
る

こ
と
。
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新

 
旧

 
 型
 
 
 
 
 
 
 

 式
：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 車
台
番
号
（
製
造
番
号
）
：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   自
動
車
製
作
者
の
名
称
及
び
所
在
地

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  

 
 
 

 
 証
明
者
の
氏
名

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 証
明
者
の
役
職
（
所
属
・
職
名
等
）

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  

 
 
 

 
 問
い
合
わ
せ
先
（
電
話
番
号
等
）
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「「自動車の用途等の区分について（依命通達）」の細部取扱いについて」（平成 
１３年４月６日付け国自技第５０号）の一部改正について 

 
令 和 ４年 ３月 
整 備 課 

 
〈改正の概要〉 

１．キャンピング車の構造要件について 

現行のキャンピング車の構造要件は、平成 13 年４月に施行し、現在まで運

用しているところ。 

今般のコロナ禍によりアウトドアレジャーが見直され、キャンピング車の

利用方法も多様性が求められているところ、現在の使用状況を鑑み、以下２

点について構造要件を見直す改正を行うこととした。 

（１）水道設備及び炊事設備を利用するための床面高さ 

従来、水道設備及び炊事設備を有効に利用できる床面高さとして 1,600mm

以上有することを規定していたが、座って使用する等、比較的低い位置にあ

る水道設備及び炊事設備を利用する場合があることから、これらについては

有効に利用できる床面高さを 1,200mm 以上と改正することとする。 

（２）就寝設備の数 

従来、キャンピング車の構造要件として、２名分以上の就寝設備を有する

ことを規定していたが、今般のコロナ禍により最少人数でキャンピング車を

利用する場面が増加しており、これらの場合には１名分の就寝設備であって

も、車室内に居住する目的を達成するのに適切な設備を有すると認められる

ことから、キャンピング車の就寝設備を１名分以上と改正することとする。 

 

 

２．その他特種用途自動車の構造要件について 

昨今の特種用途自動車の使用状況を鑑み、所要の改正を行うこととする。 

 

 

〈改正スケジュール〉 

本改正規定は、令和 4 年 4 月 1 日から適用する。 
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「
自

動
車
の
用

途
等
の
区

分
に
つ
い
て
（
依
命
通
達
）
」
の
細
部
取
扱
い
に
つ
い
て
（
平
成

13
年

4
月

6
日
国
自
技
第

50
号
）
新
旧
対
照
表

 
 

平
成

13
年

4
月

6
日
国
自
技
第

50
号

 
改
正

令
和

4
年

3
月

1
日

国
自

整
第

27
8
号

 
（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

 
新
 

旧
 

 １
 
用
途

区
分

通
達

４
－

１
－

１
の
自

動
車
 

車
体

の
形

状
 

構
造

要
件
 

留
意
事
項
 

電
波

監
視

車
 

 
総

務
省

に
お

い
て

使
用

す
る

自
動
車
の
う
ち
、
不
法

に
開

設
さ

れ
た

無
線

局
の

探
査

の
た

め
に

使
用

す
る

も
の

で
あ

っ
て

、
次

の
各

号
に

掲
げ
る
構
造
上
の
要
件

を
満

足
し

て
い

る
も

の
を

い
う

。
 

１
（

略
）
 

２
 

保
安

基
準

第
4
9
条

の
規

定
に

適
合

す
る

警
光

灯

（
格

納
式

、
着

脱
式

又
は

自
動

車
の
外
形
上
に
設
置

さ
れ

て
い

な
い

も
の

を
除

く
。
）

及
び

サ
イ

レ
ン

を

有
す

る
こ

と
。
 

（
略
）
 

 ２
 
用
途

区
分

通
達

４
－

１
－

２
の
自

動
車
 

車
体

の
形

状
 

構
造

要
件
 

留
意
事
項
 

医
療

防
疫

車
 

 
国

、
地

方
自

治
体

、
日

本
赤

十
字
社

又
は
医
療
法
に

基
づ

く
病

院
若

し
く

は
診

療
所

等
（
こ

れ
ら
の
団
体
に

よ
り
構
成

さ
れ

る
中

小
企

業
等

協
同
組

合
を
含
む
）
に

（
略
）
 

 １
 
用
途
区
分
通
達
４
－
１
－
１
の
自
動
車
 

車
体
の
形

状
 

構
造
要
件
 

留
意
事
項
 

電
波

監
視

車
 

 
総
務
省
に
お
い
て
使
用
す
る
自
動
車
の
う
ち
、
不
法

に
開

設
さ

れ
た

無
線

局
の

探
査

の
た

め
に

使
用

す
る

も
の
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
構
造
上
の
要
件

を
満
足
し
て
い
る
も
の
を
い
う
。
 

１
（
略
）
 

２
 

保
安

基
準

第
4
9
条

の
規

定
に

適
合

す
る

警
光

灯

及
び
サ
イ
レ
ン
を
有
す
る
こ
と
。
 

  

（
略
）
 

 ２
 
用
途
区
分
通
達
４
－
１
－
２
の
自
動
車
 

車
体
の
形

状
 

構
造
要
件
 

留
意
事
項
 

医
療

防
疫

車
 

 
国
、
地
方
自
治
体
、
日
本
赤
十
字
社
又
は
医
療
法
に

基
づ
く
病
院
若
し
く
は
診
療
所
等
（
こ
れ
ら
の
団
体
に

よ
り

構
成
さ
れ
る
中
小
企
業
等
協
同
組
合
を
含
む
）
に

（
略
）
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2/
8 

 

新
 

旧
 

お
い

て
、
健
康

診
断

、
治
療
等

の
た
め

、
又
は
獣
医
療

法
に

基
づ

く
診

療
施

設
の

開
設

の
届
出

を
し
た
者
が
、

動
物

の
治

療
等

の
た

め
に

使
用

す
る

自
動

車
で

あ
っ

て
、
次
の

各
号

に
掲

げ
る

構
造

上
の
要

件
を
満
足
し
て

い
る

も
の

を
い

う
。
 

１
 

健
康

診
断

、
治

療
等

の
用

に
供
す
る
椅
子
又
は
寝

台
を

有
し

、
か

つ
、
医
師

又
は

看
護
師

等
が
作
業
を

行
う
の
に

必
要

な
空

間
を

有
し

て
い
る
こ
と
。
 

２
 

健
康

診
断

、
治

療
等

の
用

に
供
す

る
エ
ッ
ク
ス
線

撮
影

装
置

、
検

眼
装

置
又

は
心

電
図
測
定
装
置
等
を

有
す

る
こ

と
。
 

な
お

、
他

の
部

位
と

明
確

に
区

別
が
で
き
る
専
用

の
設

置
場

所
を

有
す

る
場

合
に

は
、
脱
着
式
で
あ
っ

て
も
よ
い

。
 

３
～

６
（

略
）
 

 ３
－
２
 

用
途

区
分

通
達

４
－

１
－
３

（
２

）
の

自
動

車
 

車
体

の
形

状
 

構
造

要
件
 

留
意
事
項
 

患
者

輸
送

車
 

医
療

機
関

等
に

お
い

て
医

療
等

の
提

供
を

受
け

る

者
（

以
下
「
患

者
等

」
と

い
う
。
）
を
輸

送
す
る
自
動
車

で
あ

っ
て

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
構
造
上
の
要
件
を
満

足
し

て
い

る
も

の
を

い
う

。
 

な
お

、
特

種
な

目
的

に
使

用
す

る
た
め
の
床
面
積
を

算
定

す
る

た
め

の
設

備
に

は
、

寝
台
又

は
担
架
の
他
、

（
略
）
 

・
上

記
を

除
き

、
複

数
の

位
置

で
担

架

を
固

定
す

る
た

め

の
固

定
装

置
は

、

そ
の

す
べ

て
を

特

お
い
て
、
健
康
診
断
、
治
療
等
の
た
め
、
又
は
獣
医
療

法
に
基
づ
く
診
療
施
設
の
開
設
の
届
出
を
し
た
者
が
、

動
物

の
治

療
等

の
た

め
に

使
用

す
る

自
動

車
で

あ
っ

て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
構
造
上
の
要
件
を
満
足
し
て

い
る
も
の
を
い
う
。
 

１
 
健
康
診
断
、
治
療
等
の
用
に
供
す
る
椅
子
又
は
寝

台
を
有
し
、
か
つ
、
医
師
又
は
看
護
婦
等
の
用
に
供

す
る
椅
子
を
有
す
る
こ
と
。
 

２
 
健
康
診
断
、
治
療
等
の
用
に
供
す
る
エ
ッ
ク
ス
線

撮
影
装
置
、
検
眼
装
置
又
は
心
電
図
測
定
装
置
等
を

有
す
る
こ
と
。
 

   ３
～
６
（
略
）
 

 ３
－

２
 
用
途
区
分
通
達
４
－
１
－
３
（
２
）
の
自
動
車
 

車
体
の
形

状
 

構
造
要
件
 

留
意
事
項
 

患
者

輸
送

車
 

医
療

機
関

等
に

お
い

て
医

療
等

の
提

供
を

受
け

る

者
（
以
下
「
患
者
等
」
と
い
う
。
）
を
輸
送
す
る
自
動
車

で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
構
造
上
の
要
件
を
満

足
し
て
い
る
も
の
を
い
う
。
 

な
お
、
特
種
な
目
的
に
使
用
す
る
た
め
の
床
面
積
を

算
定
す
る
た
め
の
設
備
に
は
、
寝
台
又
は
担
架
の
他
、

（
略
）
 

（
新

設
）
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3/
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新
 

旧
 

患
者

等
１

人
に

つ
き

介
護

人
１

人
ま

で
の

乗
車

設
備

を
含

め
る

こ
と

が
で

き
る

。
こ

の
場
合
に
お
け
る
介
護

人
の

乗
車

設
備

は
、
１
の

設
備

の
近
く

に
設
け
ら
れ
て

い
る

こ
と

。
 

ま
た

、
用

途
区

分
通

達
４

－
１
(
3
)の

規
定
は
、
本
車

体
の

形
状

に
は

適
用

し
な

い
も

の
と
す

る
。
 

１
～

５
（

略
）
 

６
 

物
品

積
載

設
備

を
有

し
て

い
な
い
こ
と
。
 

      

種
な

目
的

に
使

用

す
る

た
め

の
面

積

を
算

定
す

る
た

め

の
設

備
に

含
む

も

の
と

す
る
。
 

・
患

者
等

の
看

護

の
た

め
に

必
要

な

薬
品

等
を

収
納

す

る
棚

等
が

設
置

さ

れ
た

部
分

に
つ

い

て
は

、
物

品
積

載

設
備

に
は

該
当

し

な
い

も
の

と
す

る
。

 

 ３
－

３
 

用
途

区
分

通
達

４
－

１
－
３

（
３

）
の

自
動

車
 

車
体

の
形

状
 

構
造

要
件
 

留
意
事
項
 

検
査

測
定

車
 

 
検

査
、
検

定
、
観

測
、
計
測

、
実

験
等
（
以
下
「
検

査
等

」
と

い
う

。
）
を

行
う

た
め

に
使
用

す
る
自
動
車
で

あ
っ

て
、
次
の

各
号

に
掲

げ
る

構
造
上

の
要
件
を
満
足

し
て

い
る

も
の

を
い

う
。
な
お

、
国

、
地

方
自
治
体
又

は
調

査
研

究
を

行
う

こ
と

を
目

的
と

し
て

設
立

し
た

一
般

社
団

法
人

若
し

く
は

一
般

財
団
法

人
が
、
検
査
等

を
行

う
た

め
に

使
用

す
る

被
牽

引
自

動
車

に
あ

っ
て

（
略
）
 

・
ル
ー
フ
ラ
ッ
ク
・

キ
ャ

リ
ア

等
の

各

種
ラ
ッ
ク
類
、
ボ
ン

ネ
ッ

ト
、

ト
ラ

ン

ク
、
屋
根
本
体
及
び

こ
れ

ら
に

類
す

る

患
者

等
１

人
に

つ
き

介
護

人
１

人
ま

で
の

乗
車

設
備

を
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
介
護

人
の
乗
車
設
備
は
、
１
の
設
備
の
近
く
に
設
け
ら
れ
て

い
る
こ
と
。
 

ま
た
、
用
途
区
分
通
達
４
－
１
(
3
)の

規
定
は
、
本
車

体
の
形
状
に
は
適
用
し
な
い
も
の
と
す
る
。
 

１
～
５
（
略
）
 

６
 
物
品
積
載
設
備
を
有
し
て
い
な
い
こ
と
。
 

      

     （
新

設
）
 

        

 ３
－
３
 
用
途
区
分
通
達
４
－
１
－
３
（
３
）
の
自
動
車
 

車
体
の
形

状
 

構
造
要
件
 

留
意
事
項
 

検
査

測
定

車
 

 
検
査
、
検
定
、
観
測
、
計
測
、
実
験
等
（
以
下
「
検

査
等
」
と
い
う
。
）
を
行
う
た
め
に
使
用
す
る
自
動
車
で

あ
っ
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
構
造
上
の
要
件
を
満
足

し
て
い
る
も
の
を
い
う
。
な
お
、
国
、
地
方
自
治
体
又

は
調

査
研

究
を

行
う

こ
と

を
目

的
と

し
て

設
立

し
た

一
般
社
団
法
人
若
し
く
は
一
般
財
団
法
人
が
、
検
査
等

を
行

う
た

め
に

使
用

す
る

被
牽

引
自

動
車

に
あ

っ
て

（
略
）
 

（
新

設
）
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新
 

旧
 

は
、
１
に

掲
げ

る
要

件
を

満
足

す
る
も

の
で
あ
れ
ば
よ

い
。
 

１
 

検
査

等
を

行
う

の
に

必
要

な
機

械
器

具
又

は
デ

ー
タ

処
理

装
置

を
有

す
る

こ
と

。
 

た
だ

し
、
検
査

等
を

行
う

の
に

必
要
な
機
械
器
具

を
構

成
す

る
セ

ン
サ

ー
、
ア
ン

テ
ナ
等
、
検
出
部
は

自
動

車
の

車
室

外
に

設
置

、
展

開
し
て
使
用
す
る
も

の
で

あ
っ

て
も

よ
い

。
こ

の
場

合
に
お
い
て
、
特
種

な
目

的
に

使
用

す
る

た
め

の
面

積
に
は
、
車
室
外
に

お
い

て
検

出
部

を
調

整
す

る
た

め
に

自
動

車
の

車

体
外

表
面

に
設

置
さ

れ
た

作
業

ス
ペ

ー
ス

を
含

め

る
こ

と
が

で
き

る
。
 

な
お

、
ノ

ギ
ス

、
マ
イ

ク
ロ
メ

ー
タ
等
、
手
に
持

っ
て

検
査

等
を

行
う

こ
と

が
で

き
る
機
械
器
具
は
、

こ
の

場
合

の
検

査
等

に
必

要
な

機
械

器
具

に
該

当

し
な

い
も

の
と

す
る

。
 

２
 

１
の

作
業

ス
ペ

ー
ス

が
屋

根
部

に
設

け
ら

れ
て

い
る

場
合

に
あ

っ
て

は
、

作
業

ス
ペ

ー
ス
に

至
る

た
め

の
安
全

に
昇

降
で

き
る
階

段
、

は
し

ご
等

を

有
し

て
い
る

こ
と
。

 

３
～

４
（

略
）
 

部
位
は
、
１
「
自
動

車
の

車
体

外
表

面

に
設

置
さ

れ
た

作

業
ス
ペ
ー
ス
」
に
該

当
し

な
い

も
の

と

す
る
。
 

 ３
－

４
 

用
途

区
分

通
達

４
－

１
－
３

（
４

）
の

自
動
車
 

は
、
１
に
掲
げ
る
要
件
を
満
足
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
よ

い
。
 

１
 

検
査

等
を

行
う

の
に

必
要

な
機

械
器

具
又

は
デ

ー
タ
処
理
装
置
を
有
す
る
こ
と
。
 

        

な
お
、
ノ
ギ
ス
、
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
タ
等
、
手
に
持

っ
て
検
査
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
機
械
器
具
は
、

こ
の

場
合

の
検

査
等

に
必

要
な

機
械

器
具

に
該

当

し
な
い
も
の
と
す
る
。
 

（
新

設
）
 

   ２
～
３
（
略
）
 

 ３
－
４
 
用
途
区
分
通
達
４
－
１
－
３
（
４
）
の
自
動
車
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新
 

旧
 

車
体

の
形

状
 

構
造

要
件
 

留
意
事
項
 

キ
ャ

ン
ピ

ン

グ
車
 

車
室

内
に

居
住

し
て

キ
ャ

ン
プ

を
す

る
こ

と
を

目

的
と

し
た

自
動

車
で

あ
っ

て
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

構
造

上
の
要

件
を
満

足
し
て
い

る
も

の
を

い
う
。
 

１
 

次
の

各
号

に
掲

げ
る

要
件

を
満

足
す

る
就

寝
設

備
を

車
室
内

に
有
す

る
こ
と
。
 

(
1
)
就

寝
設
備

の
数
 

乗
車

定
員

の
３

分
の

１
以

上
（

端
数

は
切

り
捨

て
る

こ
と

と
し

、
乗

車
定

員
２

人
以

下
の

自
動

車

に
あ

っ
て

は
１

人
以

上
）

の
大

人
用

就
寝

設
備

を

有
す

る
こ
と

。
 

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
大

人
用

就
寝

設
備

を
少

な
く

と
も

１
人

分
以

上
有

し
て

い
る

場
合

は
、

子

供
用

就
寝

設
備

２
人

分
を

も
っ

て
大

人
用

就
寝

設

備
１

人
分
と

見
な
す

こ
と
が
で

き
る

。
 

(
2
)
～

(
5
)（

略
）
 

２
 

次
の

各
号

に
掲

げ
る

要
件

を
満

足
す

る
水

道
設

備
及

び
炊
事

設
備
を

有
す
る
こ

と
。
 

(
1
)
水

道
設
備
 

水
道

設
備

と
は

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
要

件
を

満
足

す
る
も

の
を
い

う
。
 

ア
～

イ
（
略

）
 

ウ
 

洗
面

台
等

は
、

車
室

内
に

お
い

て
容

易
に

使
用

す
る

こ
と

が
で

き
る

位
置

（
洗

面
台

等

（
略
）
 

・
２

(
1)

エ
及

び
２

(
2
)
ク

に
お

い
て

、

「
空

間
を

有
し

て

い
る

こ
と

。
」

と
あ

る
の

は
、
キ

ャ
ン
プ

時
に

お
い
て

、
車
室

を
拡

張
さ

せ
る

こ

と
が

で
き

る
構

造

の
も

の
で
あ

っ
て
、

展
開

し
た

状
態

に

お
い

て
２

(
1)

エ
及

び
２

(
2)

ク
で

規
定

す
る

有
効

高
さ

を

満
足

す
る

場
合

を

含
む

も
の
と

す
る
。
 

      ・
乗

車
設

備
、
構
造

車
体
の
形

状
 

構
造
要
件
 

留
意
事
項
 

キ
ャ
ン
ピ
ン

グ
車
 

車
室

内
に

居
住

し
て

キ
ャ

ン
プ

を
す

る
こ

と
を

目

的
と

し
た

自
動

車
で

あ
っ

て
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

構
造

上
の
要

件
を
満

足
し
て
い

る
も

の
を

い
う
。
 

１
 

次
の

各
号

に
掲

げ
る

要
件

を
満

足
す

る
就

寝
設

備
を

車
室
内

に
有
す

る
こ
と
。
 

(
1
)
就

寝
設
備

の
数
 

乗
車

定
員

の
３

分
の

１
以

上
（

端
数

は
切

り
上

げ
る

こ
と

と
し

、
乗

車
定

員
３

人
以

下
の

自
動

車

に
あ

っ
て

は
２

人
以

上
）

の
大

人
用

就
寝

設
備

を

有
す

る
こ
と

。
 

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
大

人
用

就
寝

設
備

を
２

人
分

以
上

有
し

て
い

る
場

合
は

、
子

供
用

就
寝

設

備
２

人
分

を
も

っ
て

大
人

用
就

寝
設

備
１

人
分

と

見
な

す
こ
と

が
で
き

る
。
 

(
2
)
～
(
5
)（

略
）
 

２
 

次
の

各
号

に
掲

げ
る

要
件

を
満

足
す

る
水

道
設

備
及

び
炊
事

設
備
を

有
す
る
こ

と
。
 

(
1
)
水

道
設
備
 

水
道

設
備

と
は

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
要

件
を

満
足

す
る
も

の
を
い

う
。
 

ア
～

イ
（
略

）
 

ウ
 

洗
面

台
等

は
、

車
室

内
に

お
い

て
容

易
に

使
用

す
る

こ
と

が
で

き
る

位
置

（
洗

面
台

等

（
略
）
 

・
２

(
1)

ウ
及

び
２

(
2
)
キ

に
お

い
て

、

「
上

方
に

は
有

効

高
さ

1
,
6
0
0
㎜

以
上

の
空

間
を

有
し

て

い
る

こ
と

。
」

と
あ

る
の

は
、
キ

ャ
ン
プ

時
に

お
い
て

、
車
室

を
拡

張
さ

せ
る

こ

と
が

で
き

る
構

造

の
も

の
で
あ

っ
て
、

展
開

し
た

状
態

に

お
い

て
洗

面
台

等

又
は

調
理

台
等

を

利
用

す
る

た
め

の

床
面

か
ら

上
方

に

有
効

高
さ

1
,
6
0
0m
m

以
上

の
空

間
を

有

す
る

こ
と

と
な

る

場
合

を
含

む
も

の

と
す

る
。
 

（
新

設
）
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新
 

旧
 

に
正

対
し
て

使
用
で

き
、
か
つ

、
洗

面
台

等
と

利
用

者
の
間

に
他
の

設
備
等
が
な

く
、
か

つ
、

洗
面

台
等

を
利

用
す

る
た

め
の

床
面

が
そ

の

他
の

床
面

と
の

間
に

著
し

い
段

差
を

有
し

て

い
な

い
こ
と

を
い
う

。
）

に
あ

る
こ

と
。
 

エ
 

洗
面

台
等

を
利

用
す

る
た

め
の

床
面

か
ら

上
方

に
は
有

効
高
さ
1
,
6
0
0㎜

（
洗

面
台

等
の

上
端
（
蛇

口
、
レ

バ
ー
及

び
浄

水
器

等
、
水
を

供
給

す
る
構

造
を
除

く
。
）
が

、
こ

れ
を

利
用

す
る

た
め

の
床

面
か

ら
上

方
に

8
5
0
m
m
以

下

の
場

合
に
あ

っ
て
は
1
,
2
0
0m
m
）
以

上
の
空

間

を
有

し
て
い

る
こ
と

。
 

(
2
)
炊

事
設
備
 

炊
事

設
備

と
は

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
要

件
を

満
足

す
る
も

の
を
い

う
。
 

ア
～

カ
（
略

）
 

キ
 

調
理

台
等

は
、

車
室

内
に

お
い

て
容

易
に

使
用

す
る
こ

と
が
で

き
る
位
置
（

調
理
台
・
コ

ン
ロ

等
に
正

対
し
て

使
用
で
き

、
調

理
台
・
コ

ン
ロ

等
と

利
用

者
の

間
に

他
の

設
備

等
が

な

く
、
か
つ

、
調
理

台
・
コ

ン
ロ

等
を

利
用

す
る

た
め

の
床

面
が

そ
の

他
の

床
面

と
の

間
に

著

し
い

段
差
を

有
し
て

い
な
い
こ

と
を

い
う

。
）

に
あ

る
こ
と

。
 

ク
 

調
理

台
等

を
利

用
す

る
た

め
の

床
面

か
ら

要
件

で
規

定
す

る

設
備
（

二
層

構
造
の

上
層

部
分

に
設

け

る
就

寝
設

備
を

除

く
。
）

及
び

そ
の

他

構
造

要
件

で
規

定

さ
れ

て
い

な
い

任

意
の

設
備

と
兼

用

で
あ

る
部
位

は
、
６

「
専

用
の

収
納

場

所
」
に

該
当

し
な
い

も
の

と
す
る

。
 

に
正

対
し
て

使
用
で

き
、
か
つ

、
洗

面
台

等
と

利
用

者
の

間
に

他
の

設
備

等
が

な
い

こ
と

を

い
う

。
）
に
あ

り
、
か

つ
、
こ

れ
を

利
用

す
る

た
め

の
床

面
か

ら
上

方
に

は
有

効
高

さ

1
,
6
0
0
㎜

以
上

の
空
間

を
有
し

て
い

る
こ

と
。
 

（
新

設
）
 

      (
2
)
炊

事
設
備
 

炊
事

設
備

と
は

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
要

件
を

満
足

す
る
も

の
を
い

う
。
 

ア
～

カ
（
略

）
 

キ
 

調
理

台
等

は
、

車
室

内
に

お
い

て
容

易
に

使
用

す
る
こ

と
が
で

き
る
位
置
（

調
理
台
・
コ

ン
ロ

等
に
正

対
し
て

使
用
で
き

、
か

つ
、
調

理

台
・

コ
ン

ロ
等

と
利

用
者

の
間

に
他

の
設

備

等
が

な
い
こ

と
を
い

う
。
）
に
あ

り
、
か

つ
、

こ
れ

を
利

用
す

る
た

め
の

床
面

か
ら

上
方

に

は
有

効
高

さ
1
,
6
0
0
㎜

以
上

の
空

間
を

有
し

て
い

る
こ
と

。
 

（
新

設
）
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新
 

旧
 

上
方

に
は
有

効
高
さ
1
,
6
0
0㎜

（
調

理
台

等
の

上
面

が
、

こ
れ

を
利

用
す

る
た

め
の

床
面

か

ら
上

方
に

8
5
0
m
m
以

下
の

場
合

に
あ

っ
て

は

1
,
2
0
0
m
m
）

以
上

の
空

間
を

有
し

て
い

る
こ

と
。
 

(
3
)
（

略
）
  

３
～

５
（
略

）
 

６
 

脱
着

式
の

設
備

は
、

走
行

中
の

振
動

等
に

よ
り

移
動

す
る

こ
と

が
な

い
よ

う
所

定
の

場
所

に
確

実

に
収

納
又

は
固

縛
す

る
こ

と
が

で
き

る
も

の
で

あ

る
こ

と
。
 

ま
た

、
専

用
の

収
納

場
所

を
有

す
る

場
合

に
あ

っ
て

は
、「

特
種

な
設

備
の
占

有
す

る
面

積
」
に

当

該
収

納
場

所
の

占
め

る
面

積
を

、
脱

着
式

の
設

備

を
当

該
格

納
場

所
に

格
納

す
る

面
積

を
上

限
と

し

て
、
加

え
る

こ
と
が

で
き
る
も

の
と

す
る

。
 

７
（

略
）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略
）
 

キ
ャ

ン
ピ

ン
グ

ト
レ

ー
ラ
 

キ
ャ

ン
プ

を
す

る
こ

と
を

目
的

と
し

た
被

け
ん

引

自
動

車
で

あ
っ

て
、
キ
ャ

ン
プ

時
に
お

い
て
、
次
の
各

号
に

掲
げ

る
構

造
上

の
要

件
を

満
足

し
て

い
る

も
の

を
い

う
。
 

１
（

略
）

 

２
 

次
に

掲
げ

る
要

件
を

満
足

す
る

水
道

設
備

及
び

炊
事

設
備

を
有

し
、
車
室

内
に

水
道
設
備
の
洗
面
台

（
略
）
 

     (
3
)
（

略
）
 

３
～

５
（
略

）
 

６
 

脱
着

式
の

設
備

は
、

走
行

中
の

振
動

等
に

よ
り

移
動

す
る

こ
と

が
な

い
よ

う
所

定
の

場
所

に
確

実

に
収

納
又

は
固

縛
す

る
こ

と
が

で
き

る
も

の
で

あ

る
こ

と
。
 

     ７
（

略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

キ
ャ

ン
ピ

ン
グ

ト
レ

ー
ラ
 

キ
ャ

ン
プ

を
す

る
こ

と
を

目
的

と
し

た
被

け
ん

引

自
動
車
で
あ
っ
て
、
キ
ャ
ン
プ
時
に
お
い
て
、
次
の
各

号
に

掲
げ

る
構

造
上

の
要

件
を

満
足

し
て

い
る

も
の

を
い
う
。
 

１
（

略
）

 

２
 

次
に

掲
げ

る
要

件
を

満
足

す
る

水
道

設
備

及
び

炊
事
設
備
を
有
し
、
車
室
内
に
水
道
設
備
の
洗
面
台

（
略
）
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新
 

旧
 

等
及

び
炊

事
設

備
の

調
理

台
等

並
び

に
コ

ン
ロ

等

の
設

備
を

有
し

て
い

る
こ

と
。
 

水
道

設
備

及
び

炊
事

設
備

の
要

件
は
、
キ
ャ
ン
ピ

ン
グ

車
の

構
造

要
件

２
(
1
)
、

(
2
)
、

(
3
)
を

準
用

す

る
。
 

な
お

、
２
（
1
）
エ
及

び
（
2）

ク
中
括
弧
内
は
適

用
し

な
い

。
 

附
則
（
令
和

4
年

3
月

1
日
国

自
整
第

27
8
号
）
 

１
本

改
正

規
定

は
、
令
和

4
年

4
月

1
日
か

ら
適

用
す

る
。
 

２
改

正
前
に

登
録

を
受

け
て
い

る
自

動
車

又
は

車
両

番
号
の
指
定
を
受
け
て
い
る
自
動
車
に

あ
っ

て
は
、
本

通
達
で

定
め
る

自
動

車
の

構
造

要
件

に
関
し
、
そ
の
自
動
車
の
構
造
・
装
置

に
変

更
が

な
い

限
り

に
お

い
て

、
な
お

従
前

の
例

に
よ
る
こ
と
と
す
る
。
 

等
及

び
炊

事
設

備
の

調
理

台
等

並
び

に
コ

ン
ロ

等

の
設
備
を
有
し
て
い
る
こ
と
。
 

水
道
設
備
及
び
炊
事
設
備
の
要
件
は
、
キ
ャ
ン
ピ

ン
グ

車
の

構
造

要
件

２
(
1
)
、

(
2
)
、

(
3
)
を

準
用

す

る
。
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国自技環第 199 号の４  
令和４年３月 31 日 

 
 
 

  一般社団法人 日本自動車整備振興会連合会会長 殿 
 
 
 

国土交通省自動車局長（公印省略）   
 
 
 

「基準緩和自動車の認定要領について（依命通達）」の一部改正について 
 
 
 
標記について、別添のとおり各地方運輸局長及び沖縄総合事務局長あて通達した

ので、貴会（組合）におかれましても、傘下会員（組合員）に対し周知願います。 
 

-158-



 

 
 

国 自 技 環 第 １ ９ ９ 号 
令和４年３月 31 日 

 
 
 

  各地方運輸局長 殿 
  沖縄総合事務局長 殿  （単名各通） 
 
 

自動車局長（公印省略）     
 
 
 

「基準緩和自動車の認定要領について（依命通達）」の一部改正について 
 
 
 
今般、「基準緩和自動車の認定要領について（依命通達）」（平成９年９月１９日付

け自技第１９３号）別添「基準緩和自動車の認定要領」を別紙新旧対照表のとおり

改正したので通知する。 
 なお、関係団体等には別添のとおり周知したので了知されたい。 

別添 
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1 
 ●

「
基

準
緩

和
自

動
車

の
認

定
要

領
に

つ
い

て
（

依
命

通
達

）
」

（
平

成
９

年
９

月
1
9
日

付
自

技
第

1
9
3
号

）
の

一
部

改
正

に
つ

い
て

 
別

紙
新

旧
対

照
表

 

制
 

 
定

 
平

成
９

年
９

月
1
9
日

付
 

自
 
技

 
第

1
9
3
号

 

最
終

改
正

 
令

和
４

年
３

月
3
1
日

付
 

自
技

環
第

1
9
9
号

 

 
 

改
 

正
 

後
 

改
 

正
 

前
 

 
 

 
 

第
１

 
（

略
）

 
第

１
 

（
略

）
 

 
 

第
２

 
用

語
 

第
２

 
用

語
 

こ
の

要
領

に
お

け
る

用
語

の
定

義
は

、
道

路
運

送
車

両
法

（
昭

和
２

６
年

法
律

第
１

８
５

号
。

以
下

「
法

」
と

い
う

。
）

、
道

路
運

送
車

両
法

施
行

規
則

（
昭

和

２
６

年
運

輸
省

令
第

７
４

号
。

以
下

「
施

行
規

則
」

と
い

う
。

）
、

保
安

基
準

及

び
道

路
運

送
車

両
の

保
安

基
準

の
細

目
を

定
め

る
告

示
（

平
成

１
４

年
国

土
交

通

省
告

示
第

６
１

９
号

。
以

下
「

細
目

告
示

」
と

い
う

。
）

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
、

次
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

 

こ
の

要
領

に
お

け
る

用
語

の
定

義
は

、
道

路
運

送
車

両
法

（
昭

和
２

６
年

法
律

第
１

８
５

号
。

以
下

「
法

」
と

い
う

。
）

、
道

路
運

送
車

両
法

施
行

規
則

（
昭

和

２
６

年
運

輸
省

令
第

７
４

号
。

以
下

「
施

行
規

則
」

と
い

う
。

）
、

保
安

基
準

及

び
道

路
運

送
車

両
の

保
安

基
準

の
細

目
を

定
め

る
告

示
（

平
成

１
４

年
国

土
交

通

省
告

示
第

６
１

９
号

。
以

下
「

細
目

告
示

」
と

い
う

。
）

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
、

次
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

 

 
(
１

)
～

(
６

)
 

（
略

）
 

 
(
１

)
～

(
６

)
 

（
略

）
 

(
７

)
「

飛
行

場
の

設
置

者
等

」
と

は
、

国
土

交
通

省
設

置
法

（
平

成
１

１
年

法
律

第
１

０
０

号
）

第
３

９
条

又
は

地
方

航
空

局
組

織
規

則
（

平
成

１
３

年
国

土
交

通
省

令
第

２
５

号
）

第
３

５
条

の
規

定
に

基
づ

く
空

港
事

務
所

の
長

、
航

空
法

（
昭

和
２

７
年

法
律

第
２

３
１

号
）

第
３

８
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
飛

行
場

の
設

置
の

許
可

を
受

け
た

者
（

空
港

整
備

法
及

び
航

空
法

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

（
平

成
２

０
年

法
律

第
７

５
号

）
に

よ
る

改
正

前
の

空
港

整
備

法
第

４
条

第
４

項
に

規
定

す
る

地
方

公
共

団
体

を
含

む
。

）
又

は
民

間
資

金
等

の
活

用
に

よ
る

公
共

施
設

等
の

整
備

等
の

促
進

に
関

す
る

法
律

（
平

成
１

１
年

法
律

第
１

１
７

号
）

第
１

９
条

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
き

公
共

施
設

等
運

営
権

を
設

定
さ

れ
た

者
を

い
う

。
 

 
(
７

)
「

飛
行

場
の

設
置

者
等

」
と

は
、

国
土

交
通

大
臣

が
管

理
す

る
飛

行
場

に
あ

っ
て

は
、

国
土

交
通

省
設

置
法

（
平

成
１

１
年

法
律

第
１

０
０

号
）

第
３

９
条

又
は

地
方

航
空

局
組

織
規

則
（

平
成

１
３

年
国

土
交

通
省

令
第

２
５

号
）

第
３

５
条

の
規

定
に

基
づ

く
空

港
事

務
所

の
長

、
そ

れ
以

外
の

公
共

の
用

に
供

す
る

飛
行

場
に

あ
っ

て
は

航
空

法
（

昭
和

２
７

年
法

律
第

２
３

１
号

）
第

３
８

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

飛
行

場
の

設
置

の
許

可
を

受
け

た
者

（
空

港
整

備
法

（
昭

和
３

１
年

法
律

第
８

０
号

）
第

４
条

第
４

項
に

規
定

す
る

地
方

公
共

団
体

を
含

む
。

）
を

い
う

。
 

 
(
８

)
～

(
2
6
)
 

（
略

）
 

 
(
８

)
～

(
2
6
)
 

（
略

）
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2 
 

第
３

 
（

略
）

 
第

３
 

（
略

）
 

 
 

第
４

 
申

請
者

等
 

第
４

 
申

請
者

等
 

１
、

２
（

略
）

 
１

、
２

（
略

）
 

３
 
申

請
者

は
、

申
請

日
前

６
ヶ

月
間

（
悪

質
な

違
反

に
つ

い
て

は
１

年
間

）
又

は
申

請
日

以
降

に
、

当
該

申
請

地
を

管
轄

す
る

地
方

運
輸

局
長

又
は

当
該

申
請

地
を

管
轄

す
る

地
方

運
輸

局
内

の
支

局
等

の
長

か
ら

次
の

各
号

の
処

分
を

受
け

た
者

で
な

い
こ

と
（

認
定

要
領

第
９

に
係

る
申

請
及

び
第

９
第

５
項

の
規

定
に

よ
り

付
さ

れ
た

条
件

に
従

っ
た

新
た

な
基

準
緩

和
の

認
定

の
申

請
は

除

く
。

）
。

 

３
 
申

請
者

は
、

申
請

日
前

３
ヶ

月
間

（
悪

質
な

違
反

に
つ

い
て

は
６

ヶ
月

間
）

又
は

申
請

日
以

降
に

、
当

該
申

請
地

を
管

轄
す

る
地

方
運

輸
局

長
又

は
当

該
申

請
地

を
管

轄
す

る
地

方
運

輸
局

内
の

支
局

等
の

長
か

ら
次

の
各

号
の

処
分

を
受

け
た

者
で

な
い

こ
と

（
認

定
要

領
第

９
に

か
か

る
申

請
は

除
く

。
）

。
 

 

(
１

)
、

(
２

）
 

（
略

）
 

(
１

)
、

(
２

）
 

（
略

）
 

 
 

第
５

 
申

請
書

並
び

に
届

出
書

及
び

添
付

書
類

 
第

５
 

申
請

書
及

び
添

付
書

類
 

１
 

基
準

緩
和

の
認

定
を

申
請

し
よ

う
と

す
る

者
は

、
第

１
号

様
式

の
基

準
緩

和

認
定

申
請

書
に

別
表

第
１

の
添

付
資

料
一

覧
表

に
掲

げ
る

資
料

を
添

付
し

、
正

本
及

び
副

本
各

１
通

（
地

方
運

輸
局

長
が

副
本

の
提

出
を

要
さ

な
い

と
認

め
る

場
合

は
正

本
１

通
）

を
当

該
基

準
緩

和
の

認
定

に
係

る
自

動
車

の
使

用
の

本
拠

の
位

置
を

管
轄

す
る

地
方

運
輸

局
長

に
提

出
す

る
も

の
と

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

申
請

書
の

提
出

は
、

電
子

申
請

（
行

政
手

続
等

に
お

け
る

情
報

通
信

の
技

術
の

利
用

に
関

す
る

法
律

（
平

成
１

４
年

法
律

第
１

５
１

号
）

に
基

づ

く
、

国
土

交
通

省
オ

ン
ラ

イ
ン

申
請

シ
ス

テ
ム

を
利

用
し

て
行

う
オ

ン
ラ

イ
ン

申
請

を
い

う
。

）
に

よ
り

行
う

こ
と

が
で

き
る

。
た

だ
し

、
地

方
運

輸
局

長
は

電
子

申
請

後
に

申
請

者
に

対
し

て
必

要
と

認
め

る
資

料
の

提
出

を
求

め
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

１
 

基
準

緩
和

の
認

定
を

申
請

し
よ

う
と

す
る

者
は

、
第

１
号

様
式

の
基

準
緩

和

認
定

申
請

書
に

別
表

第
１

の
添

付
資

料
一

覧
表

に
掲

げ
る

資
料

を
添

付
し

、
正

本
及

び
副

本
各

１
通

を
当

該
基

準
緩

和
の

認
定

に
係

る
自

動
車

の
使

用
の

本
拠

の
位

置
を

管
轄

す
る

地
方

運
輸

局
長

に
提

出
す

る
も

の
と

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

申
請

書
の

提
出

は
、

電
子

申
請

（
行

政
手

続
等

に
お

け
る

情
報

通
信

の
技

術
の

利
用

に
関

す
る

法
律

（
平

成
１

４
年

法
律

第
１

５
１

号
）

に
基

づ

く
、

国
土

交
通

省
オ

ン
ラ

イ
ン

申
請

シ
ス

テ
ム

を
利

用
し

て
行

う
オ

ン
ラ

イ
ン

申
請

を
い

う
。

）
に

よ
り

行
う

こ
と

が
で

き
る

。
た

だ
し

、
地

方
運

輸
局

長
は

電
子

申
請

後
に

申
請

者
に

対
し

て
必

要
と

認
め

る
資

料
の

提
出

を
求

め
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

２
 

前
項

に
規

定
す

る
申

請
に

お
い

て
、

当
該

申
請

日
前

１
年

以
内

に
基

準
緩

和

の
認

定
の

取
消

処
分

を
受

け
た

自
動

車
と

同
一

の
営

業
所

等
に

属
す

る
自

動
車

（
当

該
取

消
処

分
を

受
け

た
自

動
車

を
含

む
。

）
に

つ
い

て
基

準
緩

和
の

認
定

を
申

請
し

よ
う

と
す

る
場

合
は

、
前

項
に

規
定

す
る

申
請

書
及

び
添

付
資

料
の

ほ
か

、
当

該
営

業
所

等
に

属
す

る
す

べ
て

の
基

準
緩

和
自

動
車

に
つ

い
て

、
当

該
取

消
処

分
を

受
け

た
日

か
ら

６
ヶ

月
後

及
び

１
年

後
の

そ
れ

ぞ
れ

直
近

の
１

２
 

前
項

に
規

定
す

る
申

請
に

お
い

て
、

当
該

申
請

日
前

１
年

以
内

に
基

準
緩

和

の
認

定
の

取
消

処
分

を
受

け
た

自
動

車
と

同
一

の
営

業
所

等
に

属
す

る
自

動
車

（
当

該
取

消
処

分
を

受
け

た
自

動
車

を
含

む
。

）
に

つ
い

て
基

準
緩

和
の

認
定

を
申

請
し

よ
う

と
す

る
場

合
は

、
前

項
に

規
定

す
る

申
請

書
及

び
添

付
資

料
の

ほ
か

、
当

該
営

業
所

等
に

属
す

る
す

べ
て

の
基

準
緩

和
自

動
車

に
つ

い
て

、
当

該
取

消
処

分
を

受
け

た
日

か
ら

６
か

月
後

及
び

１
年

後
の

そ
れ

ぞ
れ

直
近

の
一
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3 
 

ヶ
月

間
の

輸
送

実
績

を
添

付
資

料
と

し
て

提
出

す
る

も
の

と
す

る
。

 
か

月
間

の
輸

送
実

績
を

添
付

資
料

と
し

て
提

出
す

る
も

の
と

す
る

。
 

３
 

（
略

）
 

３
 

（
略

）
 

４
 

基
準

緩
和

の
認

定
を

受
け

た
自

動
車

に
つ

い
て

、
第

８
第

１
項

の
規

定
に

よ

り
基

準
緩

和
認

定
書

の
交

付
を

受
け

た
者

の
氏

名
若

し
く

は
名

称
、

使
用

の
本

拠
の

位
置

（
同

一
地

方
運

輸
局

管
内

に
限

る
。

）
又

は
地

方
運

輸
局

長
が

指
定

す
る

事
項

に
つ

い
て

変
更

が
あ

っ
た

場
合

は
、

認
定

を
受

け
た

地
方

運
輸

局
長

に
対

し
、

当
該

変
更

内
容

に
つ

い
て

の
資

料
を

添
え

て
、

速
や

か
に

第
２

号
様

式
の

基
準

緩
和

認
定

変
更

届
出

書
を

地
方

運
輸

局
長

が
定

め
る

数
提

出
す

る
も

の
と

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

変
更

届
出

書
の

提
出

は
、

電
子

申
請

に
よ

り
行

う
こ

と
が

で
き

る
。

た
だ

し
、

地
方

運
輸

局
長

は
電

子
申

請
後

に
届

出
者

に
対

し
て

必
要

と
認

め
る

資
料

の
提

出
を

求
め

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

４
 

基
準

緩
和

の
認

定
を

受
け

た
自

動
車

に
つ

い
て

、
第

８
第

１
項

の
規

定
に

よ

り
基

準
緩

和
認

定
書

の
交

付
を

受
け

た
者

の
氏

名
若

し
く

は
名

称
、

使
用

の
本

拠
の

位
置

（
同

一
地

方
運

輸
局

管
内

に
限

る
。

）
又

は
地

方
運

輸
局

長
が

指
定

す
る

事
項

に
つ

い
て

変
更

が
あ

っ
た

場
合

は
、

認
定

を
受

け
た

地
方

運
輸

局
長

に
対

し
、

当
該

変
更

内
容

に
つ

い
て

の
資

料
を

添
え

て
、

速
や

か
に

第
２

号
様

式
の

基
準

緩
和

認
定

変
更

申
請

書
を

提
出

す
る

も
の

と
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
変

更
申

請
書

の
提

出
は

、
電

子
申

請
に

よ
り

行
う

こ
と

が
で

き
る

。
た

だ
し

、
地

方
運

輸
局

長
は

電
子

申
請

後
に

申
請

者
に

対
し

て
必

要
と

認
め

る
資

料
の

提
出

を
求

め
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

 
５

 
地

方
運

輸
局

長
は

、
第

１
項

及
び

第
４

項
に

規
定

す
る

申
請

書
並

び
に

届
出

書
及

び
添

付
資

料
に

つ
い

て
、

使
用

の
本

拠
の

位
置

を
管

轄
す

る
運

輸
支

局
等

（
兵

庫
陸

運
部

、
沖

縄
総

合
事

務
局

陸
運

事
務

所
、

自
動

車
検

査
登

録
事

務
所

及
び

運
輸

事
務

所
を

含
む

。
以

下
同

じ
。

）
の

経
由

を
定

め
る

こ
と

が
で

き

る
。

 

５
 

地
方

運
輸

局
長

は
、

第
１

項
及

び
第

４
項

に
規

定
す

る
申

請
書

及
び

添
付

資

料
に

つ
い

て
、

使
用

の
本

拠
の

位
置

を
管

轄
す

る
運

輸
支

局
（

兵
庫

陸
運

部
、

沖
縄

総
合

事
務

局
陸

運
事

務
所

、
自

動
車

検
査

登
録

事
務

所
及

び
運

輸
事

務
所

を
含

む
。

以
下

同
じ

。
）

の
経

由
を

定
め

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

 
６

 
申

請
者

は
、

第
１

項
の

申
請

（
第

９
第

５
項

の
規

定
に

よ
り

付
さ

れ
た

条
件

に
従

っ
た

新
た

な
基

準
緩

和
の

認
定

の
申

請
を

除
く

。
）

に
際

し
、

第
４

第
３

項
に

該
当

す
る

処
分

を
受

け
て

い
な

い
こ

と
に

つ
い

て
、

基
準

緩
和

認
定

申
請

書
別

紙
に

お
い

て
宣

誓
す

る
も

の
と

す
る

。
 

６
 

申
請

者
は

、
第

４
第

３
項

に
該

当
す

る
行

政
処

分
を

受
け

て
い

な
い

こ
と

に

つ
い

て
、

第
１

号
様

式
（

第
５

第
６

項
関

係
）

に
よ

る
宣

誓
書

を
提

出
す

る
も

の
と

す
る

。
 

 
 

第
６

 
審

査
 

第
６

 
審

査
 

１
 

地
方

運
輸

局
長

は
、

基
準

緩
和

の
認

定
を

受
け

よ
う

と
す

る
自

動
車

に
つ

い

て
、

そ
の

構
造

若
し

く
は

そ
の

使
用

の
態

様
が

特
殊

で
あ

る
こ

と
に

よ
る

保
安

上
若

し
く

は
公

害
防

止
上

の
支

障
、

申
請

に
示

さ
れ

た
使

用
の

態
様

以
外

の
態

様
に

よ
り

使
用

さ
れ

る
お

そ
れ

、
又

は
付

そ
う

と
す

る
条

件
若

し
く

は
制

限
に

違
反

し
て

使
用

さ
れ

る
お

そ
れ

の
有

無
を

次
の

各
号

に
つ

い
て

、
申

請
書

及
び

添
付

資
料

に
よ

り
審

査
す

る
も

の
と

す
る

。
 

１
 

地
方

運
輸

局
長

は
、

基
準

緩
和

の
認

定
を

受
け

よ
う

と
す

る
自

動
車

に
つ

い

て
、

そ
の

構
造

若
し

く
は

そ
の

使
用

の
態

様
が

特
殊

で
あ

る
こ

と
に

よ
る

保
安

上
若

し
く

は
公

害
防

止
上

の
支

障
、

申
請

に
示

さ
れ

た
使

用
の

態
様

以
外

の
態

様
に

よ
り

使
用

さ
れ

る
お

そ
れ

、
又

は
付

そ
う

と
す

る
条

件
若

し
く

は
制

限
に

違
反

し
て

使
用

さ
れ

る
お

そ
れ

の
有

無
を

次
の

各
号

に
つ

い
て

、
申

請
書

及
び

添
付

資
料

に
よ

り
審

査
す

る
も

の
と

す
る

。
 

(
１

)
、

(
２

)
（

略
）

 
 

(
１

)
、

(
２

)
（

略
）

 

（
削

除
）

 
(
３

)
主

な
運

行
経

路
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(
３

)
そ

の
他

の
必

要
事

項
 

 
(
４

)
そ

の
他

の
必

要
事

項
 

２
 

第
３

第
１

号
に

規
定

す
る

自
動

車
で

あ
っ

て
単

体
物

品
を

輸
送

す
る

こ
と

に

関
し

基
準

緩
和

の
認

定
を

受
け

よ
う

と
す

る
も

の
に

あ
っ

て
は

、
前

項
に

規
定

す
る

審
査

に
当

た
っ

て
、

特
に

次
の

各
号

に
つ

い
て

審
査

す
る

も
の

と
す

る
。

 

２
 

第
３

第
１

号
に

規
定

す
る

自
動

車
で

あ
っ

て
単

体
物

品
を

輸
送

す
る

こ
と

に

関
し

基
準

緩
和

の
認

定
を

受
け

よ
う

と
す

る
も

の
に

あ
っ

て
は

、
前

項
に

規
定

す
る

審
査

に
当

た
っ

て
、

特
に

次
の

各
号

に
つ

い
て

審
査

す
る

も
の

と
す

る
。

 

(
１

)
、

(
２

）
 

（
略

）
 

(
１

)
、

(
２

）
 

（
略

）
 

（
削

除
）

 
(
３

)
搬

出
元

及
び

搬
入

先
を

含
め

た
当

該
物

品
の

輸
送

経
路

 

（
削

除
）

 
(
４

)
申

請
者

が
既

に
有

し
て

い
る

自
動

車
で

は
当

該
物

品
を

輸
送

不
可

能
で

あ

る
こ

と
な

ど
新

た
に

基
準

緩
和

の
認

定
を

受
け

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

必
要

性
 

３
～

５
 

（
略

）
 

３
～

５
 

（
略

）
 

６
 

第
３

第
６

号
、

第
１

１
号

又
は

第
２

４
号

に
規

定
す

る
自

動
車

に
あ

っ
て

は
、

第
１

項
の

審
査

に
当

た
っ

て
、

必
要

に
応

じ
、

道
路

管
理

者
又

は
都

道
府

県
公

安
委

員
会

若
し

く
は

双
方

の
意

見
を

聴
取

す
る

も
の

と
す

る
。

た
だ

し
、

第
３

第
１

１
号

に
規

定
す

る
自

動
車

に
あ

っ
て

は
、

地
域

公
共

交
通

会
議

等
に

よ
り

道
路

管
理

者
等

の
意

見
な

ど
必

要
な

情
報

が
得

ら
れ

た
場

合
に

は
意

見
聴

取
に

代
え

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

６
 

第
３

第
２

号
か

ら
第

６
号

ま
で

、
第

１
１

号
又

は
第

２
４

号
に

規
定

す
る

自

動
車

に
あ

っ
て

は
、

第
１

項
の

審
査

に
当

た
っ

て
、

必
要

に
応

じ
、

道
路

管
理

者
又

は
都

道
府

県
公

安
委

員
会

若
し

く
は

双
方

の
意

見
を

聴
取

す
る

も
の

と
す

る
。

た
だ

し
、

第
１

１
号

に
規

定
す

る
自

動
車

に
あ

っ
て

は
、

地
域

公
共

交
通

会
議

等
に

よ
り

道
路

管
理

者
等

の
意

見
な

ど
必

要
な

情
報

が
得

ら
れ

た
場

合
に

は
意

見
聴

取
に

代
え

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

７
 

申
請

者
が

貨
物

自
動

車
運

送
事

業
者

で
あ

る
場

合
に

は
、

第
４

第
３

項
第

２

号
に

該
当

す
る

処
分

を
受

け
て

い
な

い
こ

と
に

つ
い

て
貨

物
自

動
車

運
送

事
業

の
監

査
担

当
部

署
か

ら
必

要
に

応
じ

意
見

を
聴

取
す

る
も

の
と

す
る

。
 

７
 

申
請

者
が

貨
物

自
動

車
運

送
事

業
者

で
あ

る
場

合
に

は
、

第
４

第
３

項
第

２

号
に

該
当

す
る

行
政

処
分

を
受

け
て

い
な

い
こ

と
に

つ
い

て
貨

物
自

動
車

運
送

事
業

の
監

査
担

当
部

署
か

ら
必

要
に

応
じ

意
見

を
聴

取
す

る
も

の
と

す
る

。
 

 
 

第
７

 
条

件
、

期
限

及
び

制
限

の
付

与
 

第
７

 
条

件
、

期
限

及
び

制
限

の
付

与
 

１
 

（
略

）
 

１
 

（
略

）
 

２
 

地
方

運
輸

局
長

は
、

第
６

第
２

項
の

自
動

車
に

つ
い

て
、

保
安

基
準

第
４

条

（
車

両
総

重
量

）
及

び
第

４
条

の
２

（
軸

重
等

）
の

い
ず

れ
も

の
規

定
に

係
る

基
準

緩
和

の
認

定
を

行
う

場
合

に
は

、
次

の
各

号
に

よ
り

期
限

を
付

す
も

の
と

す
る

。
た

だ
し

、
必

要
と

認
め

る
場

合
は

、
当

該
自

動
車

の
使

用
期

間
が

限
定

さ
れ

て
い

る
こ

と
な

ど
の

状
況

に
応

じ
て

、
期

限
を

短
縮

す
る

こ
と

が
で

き

る
。

 

２
 

地
方

運
輸

局
長

は
、

第
６

第
２

項
の

自
動

車
に

つ
い

て
、

保
安

基
準

第
４

条

（
車

両
総

重
量

）
及

び
第

４
条

の
２

（
軸

重
等

）
の

規
定

に
係

る
基

準
緩

和
の

認
定

を
行

う
場

合
に

は
、

次
の

各
号

に
よ

り
期

限
を

付
す

も
の

と
す

る
。

た
だ

し
、

必
要

と
認

め
る

場
合

は
、

当
該

自
動

車
の

使
用

期
間

が
限

定
さ

れ
て

い
る

こ
と

な
ど

の
状

況
に

応
じ

て
、

期
限

を
短

縮
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

 
 

(
１

)
、

(
２

)
（

略
）

 
 

(
１

)
、

(
２

)
（

略
）

 

３
～

７
 

（
略

）
 

３
～

７
 

（
略

）
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第
８

 
基

準
緩

和
の

認
定

等
 

第
８

 
基

準
緩

和
の

認
定

等
 

１
 

地
方

運
輸

局
長

は
、

第
６

、
第

１
１

、
第

１
２

、
第

１
３

、
第

１
５

、
第

１

６
、

第
１

７
、

第
１

８
、

第
１

９
、

第
２

０
、

第
２

１
又

は
第

２
２

の
規

定
に

基
づ

い
て

審
査

し
た

結
果

、
基

準
緩

和
の

認
定

を
行

う
こ

と
が

適
当

で
あ

る
と

判
断

し
た

場
合

は
、

第
７

に
基

づ
く

条
件

、
期

限
及

び
制

限
を

付
し

た
う

え

で
、

基
準

緩
和

の
認

定
を

行
い

、
第

３
号

様
式

に
よ

る
基

準
緩

和
認

定
書

を
申

請
者

に
交

付
す

る
も

の
と

す
る

。
 

１
 

地
方

運
輸

局
長

は
、

第
６

、
第

１
１

、
第

１
２

、
第

１
３

、
第

１
５

、
第

１

６
、

第
１

７
、

第
１

８
、

第
１

９
、

第
２

０
又

は
第

２
１

の
規

定
に

基
づ

い
て

審
査

し
た

結
果

、
基

準
緩

和
の

認
定

を
行

う
こ

と
が

適
当

で
あ

る
と

判
断

し
た

場
合

は
、

第
７

に
基

づ
く

条
件

、
期

限
及

び
制

限
を

付
し

た
う

え
で

、
基

準
緩

和
の

認
定

を
行

い
、

第
３

号
様

式
に

よ
る

基
準

緩
和

認
定

書
を

申
請

者
に

交
付

す
る

も
の

と
す

る
。

 

２
 

（
略

）
 

２
 

（
略

）
 

３
 

地
方

運
輸

局
長

は
、

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
基

準
緩

和
の

認
定

を
し

た
と

き

は
、

直
ち

に
当

該
基

準
緩

和
の

認
定

に
係

る
自

動
車

の
使

用
の

本
拠

の
位

置
を

管
轄

す
る

運
輸

支
局

等
の

長
に

対
し

、
当

該
認

定
書

の
写

し
並

び
に

申
請

書
及

び
添

付
資

料
の

副
本

（
提

出
が

あ
っ

た
場

合
に

限
る

。
）

を
送

付
す

る
も

の
と

す
る

。
 

３
 

地
方

運
輸

局
長

は
、

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
基

準
緩

和
認

定
書

を
申

請
者

に

交
付

し
た

と
き

は
、

直
ち

に
当

該
基

準
緩

和
の

認
定

に
係

る
自

動
車

の
使

用
の

本
拠

の
位

置
を

管
轄

す
る

運
輸

支
局

等
の

長
に

対
し

、
関

係
資

料
を

添
付

の
う

え
、

第
８

号
様

式
に

よ
り

基
準

緩
和

の
認

定
を

行
っ

た
旨

を
通

知
す

る
も

の
と

す
る

。
 

４
 

地
方

運
輸

局
長

は
、

第
６

、
第

１
１

、
第

１
２

、
第

１
３

、
第

１
５

、
第

１

６
、

第
１

７
、

第
１

８
、

第
１

９
、

第
２

０
、

第
２

１
又

は
第

２
２

の
規

定
に

基
づ

い
て

審
査

し
た

結
果

、
保

安
上

若
し

く
は

公
害

防
止

上
支

障
が

あ
る

と
認

め
る

場
合

、
申

請
に

示
さ

れ
た

使
用

の
態

様
以

外
の

態
様

に
使

用
さ

れ
る

お
そ

れ
若

し
く

は
基

準
緩

和
の

認
定

に
付

そ
う

と
す

る
条

件
若

し
く

は
制

限
に

違
反

し
て

使
用

さ
れ

る
お

そ
れ

が
あ

る
と

疑
う

に
足

り
る

相
当

な
理

由
が

あ
る

と
認

め
る

場
合

、
別

途
定

め
る

処
分

等
要

領
に

よ
る

申
請

者
の

累
積

違
反

点
数

が
５

５
点

以
上

の
場

合
又

は
第

４
第

３
項

に
該

当
す

る
処

分
を

受
け

た
申

請
者

の
場

合
は

保
安

基
準

第
５

５
条

第
７

項
に

該
当

す
る

も
の

と
し

て
基

準
緩

和
の

認
定

を
し

な
い

も
の

と
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
地

方
運

輸
局

長
は

、
理

由
を

付
し

て
、

そ
の

旨
を

申
請

者
に

通
知

す
る

と
と

も
に

、
当

該
基

準
緩

和
の

認
定

に
係

る
自

動
車

の
使

用
の

本
拠

の
位

置
を

管
轄

す
る

運
輸

支
局

等
の

長
に

通
知

す
る

も
の

と
す

る
。

 

４
 

地
方

運
輸

局
長

は
、

第
６

、
第

１
１

、
第

１
２

、
第

１
３

、
第

１
５

、
第

１

６
、

第
１

７
、

第
１

８
、

第
１

９
、

第
２

０
又

は
第

２
１

の
規

定
に

基
づ

い
て

審
査

し
た

結
果

、
保

安
上

若
し

く
は

公
害

防
止

上
支

障
が

あ
る

と
認

め
る

場

合
、

申
請

に
示

さ
れ

た
使

用
の

態
様

以
外

の
態

様
に

使
用

さ
れ

る
お

そ
れ

若
し

く
は

基
準

緩
和

の
認

定
に

付
そ

う
と

す
る

条
件

若
し

く
は

制
限

に
違

反
し

て
使

用
さ

れ
る

お
そ

れ
が

あ
る

と
疑

う
に

足
り

る
相

当
な

理
由

が
あ

る
と

認
め

る
場

合
、

別
途

定
め

る
処

分
等

要
領

に
よ

る
申

請
者

の
累

積
違

反
点

数
が

５
５

点
以

上
の

場
合

又
は

第
４

第
３

項
に

該
当

す
る

処
分

を
受

け
た

申
請

者
の

場
合

は
保

安
基

準
第

５
５

条
第

７
項

に
該

当
す

る
も

の
と

し
て

基
準

緩
和

の
認

定
を

し
な

い
も

の
と

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

地
方

運
輸

局
長

は
、

理
由

を
付

し

て
、

そ
の

旨
を

申
請

者
に

通
知

す
る

と
と

も
に

、
当

該
基

準
緩

和
の

認
定

に
係

る
自

動
車

の
使

用
の

本
拠

の
位

置
を

管
轄

す
る

運
輸

支
局

等
の

長
に

通
知

す
る

も
の

と
す

る
。

 

５
 

地
方

運
輸

局
長

は
、

第
９

第
５

項
の

規
定

に
よ

り
付

さ
れ

た
条

件
に

従
っ

た

新
た

な
基

準
緩

和
の

認
定

の
申

請
に

基
づ

き
、

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
基

準
緩

和
認

定
書

を
申

請
者

に
交

付
す

る
際

、
申

請
者

に
対

し
、

使
用

の
本

拠
の

位
置

を
管

轄
す

る
運

輸
支

局
等

に
お

い
て

、
自

動
車

検
査

証
備

考
欄

に
基

準
緩

和
の

（
新

設
）
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6 
 

認
定

に
付

さ
れ

た
期

限
を

記
載

す
る

手
続

を
速

や
か

に
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
旨

、
指

示
す

る
も

の
と

す
る

。
 

 
 

第
９

 
継

続
緩

和
の

認
定

 
第

９
 

継
続

緩
和

の
認

定
 

１
 

第
８

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
基

準
緩

和
の

認
定

を
受

け
た

自
動

車
の

使
用

者

は
、

第
７

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
付

さ
れ

た
期

限
後

に
お

い
て

も
当

該
自

動
車

を
引

き
続

き
基

準
緩

和
の

認
定

を
受

け
て

使
用

し
よ

う
と

す
る

場
合

は
、

期
限

の
２

ヶ
月

前
ま

で
に

継
続

緩
和

の
認

定
の

申
請

を
行

う
も

の
と

す
る

。
 

１
 

第
８

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
基

準
緩

和
の

認
定

を
受

け
た

自
動

車
の

使
用

者

は
、

第
７

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
付

さ
れ

た
期

限
後

に
お

い
て

も
当

該
自

動
車

を
引

き
続

き
基

準
緩

和
の

認
定

を
受

け
て

使
用

し
よ

う
と

す
る

場
合

は
、

期
限

の
２

か
月

前
ま

で
に

継
続

緩
和

の
認

定
の

申
請

を
行

う
も

の
と

す
る

。
 

２
 

継
続

緩
和

の
認

定
を

申
請

し
よ

う
と

す
る

者
は

、
第

５
第

１
項

及
び

第
２

項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

第
４

号
様

式
の

基
準

緩
和

認
定

申
請

書
に

別
表

第
１

の
添

付
資

料
一

覧
表

に
掲

げ
る

資
料

を
添

付
し

、
正

本
及

び
副

本
各

１
通

（
地

方
運

輸
局

長
が

副
本

の
提

出
を

要
さ

な
い

と
認

め
る

場
合

は
正

本
１

通
）

を
当

該
基

準
緩

和
の

認
定

に
係

る
自

動
車

の
使

用
の

本
拠

の
位

置
を

管
轄

す
る

地
方

運
輸

局
長

に
提

出
す

る
も

の
と

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

申
請

書
の

提
出

は
、

電
子

申
請

に
よ

り
行

う
こ

と
が

で
き

る
。

た
だ

し
、

地
方

運
輸

局
長

は
電

子
申

請
後

に
申

請
者

に
対

し
て

必
要

と
認

め
る

資
料

の
提

出
を

求
め

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

２
 

継
続

緩
和

の
認

定
を

申
請

し
よ

う
と

す
る

者
は

、
第

５
第

１
項

及
び

第
２

項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

第
４

号
様

式
の

基
準

緩
和

認
定

申
請

書
に

別
表

第
１

の
添

付
資

料
一

覧
表

に
掲

げ
る

資
料

を
添

付
し

、
正

本
及

び
副

本
各

１
通

を
当

該
基

準
緩

和
の

認
定

に
係

る
自

動
車

の
使

用
の

本
拠

の
位

置
を

管
轄

す
る

地
方

運
輸

局
長

に
提

出
す

る
も

の
と

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

申
請

書
の

提
出

は
、

電
子

申
請

に
よ

り
行

う
こ

と
が

で
き

る
。

た
だ

し
、

地
方

運
輸

局
長

は
電

子
申

請
後

に
申

請
者

に
対

し
て

必
要

と
認

め
る

資
料

の
提

出
を

求
め

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

３
 

地
方

運
輸

局
長

は
、

継
続

緩
和

の
認

定
を

受
け

よ
う

と
す

る
自

動
車

に
つ

い

て
、

第
６

第
２

項
の

自
動

車
に

あ
っ

て
は

、
第

６
（

第
２

項
を

除
く

。
）

の
規

定
に

よ
る

ほ
か

、
前

回
の

基
準

緩
和

の
認

定
か

ら
変

更
の

あ
っ

た
事

由
、

そ
の

構
造

若
し

く
は

そ
の

使
用

の
態

様
が

特
殊

で
あ

る
こ

と
に

よ
る

保
安

上
若

し
く

は
公

害
防

止
上

の
支

障
、

申
請

に
示

さ
れ

た
使

用
の

態
様

以
外

の
態

様
に

よ
り

使
用

さ
れ

る
お

そ
れ

、
又

は
付

そ
う

と
す

る
条

件
若

し
く

は
制

限
に

違
反

し
て

使
用

さ
れ

る
お

そ
れ

の
有

無
を

次
の

各
号

に
つ

い
て

、
申

請
書

及
び

添
付

資
料

に
よ

り
審

査
す

る
も

の
と

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

第
６

第
３

項
の

規
定

の
適

用
に

当
た

っ
て

、
「

前
項

」
と

あ
る

の
は

「
第

９
第

３
項

第
１

号
」

と
読

み
替

え
る

も
の

と
す

る
。

 

３
 

地
方

運
輸

局
長

は
、

継
続

緩
和

の
認

定
を

受
け

よ
う

と
す

る
自

動
車

に
つ

い

て
、

第
６

第
２

項
の

自
動

車
に

あ
っ

て
は

、
第

６
（

第
２

項
を

除
く

。
）

の
規

定
に

よ
る

ほ
か

、
前

回
の

基
準

緩
和

の
認

定
か

ら
変

更
の

あ
っ

た
事

由
、

そ
の

構
造

若
し

く
は

そ
の

使
用

の
態

様
が

特
殊

で
あ

る
こ

と
に

よ
る

保
安

上
若

し
く

は
公

害
防

止
上

の
支

障
、

申
請

に
示

さ
れ

た
使

用
の

態
様

以
外

の
態

様
に

よ
り

使
用

さ
れ

る
お

そ
れ

、
又

は
付

そ
う

と
す

る
条

件
若

し
く

は
制

限
に

違
反

し
て

使
用

さ
れ

る
お

そ
れ

の
有

無
を

次
の

各
号

に
つ

い
て

、
申

請
書

及
び

添
付

資
料

に
よ

り
審

査
す

る
も

の
と

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

第
６

第
３

項
の

規
定

の
適

用
に

当
た

っ
て

、
「

前
項

」
と

あ
る

の
は

「
第

９
第

３
項

第
１

号
」

と
読

み
替

え
る

も
の

と
す

る
。

 

(
１

)
 
少

な
く

と
も

申
請

直
前

６
ヶ

月
間

に
お

け
る

物
品

の
輸

送
に

つ
い

て
、

荷
積

み
地

点
か

ら
荷

卸
し

地
点

ま
で

の
３

０
回

の
輸

送
（

同
種

物
品

に
つ

い

て
同

日
中

に
連

続
し

て
繰

り
返

し
行

っ
た

輸
送

に
つ

い
て

は
、

当
該

一
連

の

 
(
１

)
 
少

な
く

と
も

申
請

直
前

６
か

月
前

に
お

け
る

物
品

の
輸

送
が

次
の

資
料

に
よ

り
適

切
に

実
施

さ
れ

て
い

る
と

認
め

ら
れ

る
こ

と
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7 
 輸

送
を

１
回

と
す

る
。

ま
た

、
６

ヶ
月

間
で

３
０

回
に

満
た

な
い

場
合

は
そ

の
全

て
の

輸
送

と
す

る
。

）
が

次
の

資
料

に
よ

り
適

切
に

実
施

さ
れ

て
い

る

と
認

め
ら

れ
る

こ
と

 

①
、

②
（

略
）

 
①

、
②

（
略

）
 

(
２

)
次

の
事

項
に

つ
い

て
、

今
後

の
物

品
輸

送
計

画
が

適
切

な
も

の
で

あ
る

こ

と
 

 
(
２

)
次

の
事

項
に

つ
い

て
、

今
後

の
物

品
輸

送
計

画
が

適
切

な
も

の
で

あ
る

こ

と
 

 
 

 
①

、
②

（
略

）
 

①
、

②
（

略
）

 

（
削

除
）

 
③

搬
出

元
及

び
搬

入
先

を
含

め
た

当
該

物
品

の
輸

送
経

路
 

（
削

除
）

 
④

申
請

者
が

保
有

す
る

他
の

自
動

車
で

は
当

該
物

品
を

輸
送

不
可

能
で

あ
る

こ
と

な
ど

当
該

自
動

車
を

使
用

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
必

要
性

 

（
削

除
）

 
⑤

今
回

の
申

請
に

係
る

物
品

輸
送

計
画

の
前

回
の

そ
れ

と
の

相
違

 

(
３

)
 
継

続
緩

和
の

認
定

を
受

け
よ

う
と

す
る

自
動

車
に

係
る

申
請

直
前

の
２

ヶ
年

間
に

お
け

る
物

品
の

輸
送

に
つ

い
て

、
都

道
府

県
公

安
委

員
会

か
ら

の

貨
物

の
積

載
に

係
る

違
反

通
知

が
な

い
こ

と
及

び
道

路
管

理
者

か
ら

の
特

殊

車
両

通
行

許
可

違
反

通
知

が
な

い
こ

と
 

（
削

除
）

 

（
削

除
）

 

 （
削

除
）

 

 

(
３

)
 
継

続
緩

和
の

認
定

を
受

け
よ

う
と

す
る

自
動

車
に

係
る

物
品

の
輸

送
に

つ
い

て
、

次
の

①
か

ら
③

に
掲

げ
る

そ
れ

ぞ
れ

の
申

請
に

応
じ

て
定

め
る

期

間
に

都
道

府
県

公
安

委
員

会
か

ら
の

貨
物

の
積

載
に

係
る

違
反

通
知

が
な

い

こ
と

及
び

道
路

管
理

者
か

ら
の

特
殊

車
両

通
行

許
可

違
反

通
知

が
な

い
こ

と
 

①
第

４
項

又
は

第
５

項
第

１
号

に
基

づ
く

申
請

 
申

請
直

前
の

２
カ

年
間

 

②
第

５
項

第
２

号
に

基
づ

く
申

請
で

あ
っ

て
、

③
に

掲
げ

る
申

請
以

外
の

申
請

 
申

請
直

前
の

３
カ

年
間

 

③
第

５
項

第
２

号
に

基
づ

く
申

請
で

あ
っ

て
、

連
続

し
た

２
回

目
以

降
の

申
請

 
申

請
直

前
の

４
カ

年
間

 

４
 

地
方

運
輸

局
長

は
、

前
項

の
審

査
の

結
果

、
継

続
緩

和
の

認
定

を
行

う
こ

と

が
適

当
で

あ
る

と
判

断
し

た
場

合
は

、
第

８
第

１
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

第
７

第
１

項
に

基
づ

く
条

件
及

び
制

限
並

び
に

基
準

緩
和

の
認

定
に

付
さ

れ
た

期
限

の
日

（
自

動
車

検
査

証
の

有
効

期
間

満
了

日
を

経
過

し
て

い
る

自
動

車
に

つ
い

て
は

、
継

続
検

査
申

請
予

定
日

）
か

ら
起

算
し

て
４

年
を

経
過

し
た

日
ま

で
を

最
長

と
し

て
、

継
続

緩
和

の
認

定
を

受
け

た
後

、
最

初
に

返
付

さ
れ

た
自

動
車

検
査

証
の

有
効

期
間

の
満

了
日

か
ら

起
算

し
て

３
年

を
経

過
し

た
日

ま
で

の
期

限
を

付
し

た
う

え
で

、
継

続
緩

和
の

認
定

を
行

い
、

第
５

号
様

式
に

よ
る

基
準

緩
和

認
定

書
を

申
請

者
に

交
付

す
る

も
の

と
す

る
。

た
だ

し
、

必
要

と
認

め
る

場
合

は
、

当
該

自
動

車
の

使
用

期
間

が
限

定
さ

れ
て

い
る

こ
と

な
ど

の
状

４
 

地
方

運
輸

局
長

は
、

前
項

の
審

査
の

結
果

、
継

続
緩

和
の

認
定

を
行

う
こ

と

が
適

当
で

あ
る

と
判

断
し

た
場

合
は

、
第

８
第

１
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

第
７

第
１

項
に

基
づ

く
条

件
及

び
制

限
並

び
に

基
準

緩
和

の
認

定
に

付
さ

れ
た

期
限

の
日

（
自

動
車

検
査

証
の

有
効

期
間

満
了

日
を

経
過

し
て

い
る

自
動

車
に

つ
い

て
は

、
継

続
検

査
申

請
予

定
日

）
か

ら
起

算
し

て
２

年
を

経
過

し
た

日
ま

で
を

最
長

と
し

て
、

継
続

緩
和

の
認

定
を

受
け

た
後

、
最

初
に

返
付

さ
れ

た
自

動
車

検
査

証
の

有
効

期
間

の
満

了
日

か
ら

起
算

し
て

１
年

を
経

過
し

た
日

ま
で

の
期

限
を

付
し

た
う

え
で

、
継

続
緩

和
の

認
定

を
行

い
、

第
５

号
様

式
に

よ
る

基
準

緩
和

認
定

書
を

申
請

者
に

交
付

す
る

も
の

と
す

る
。
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況
に

応
じ

て
、

期
限

を
短

縮
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

５
 

継
続

緩
和

の
認

定
を

受
け

よ
う

と
す

る
自

動
車

が
自

動
車

検
査

証
に

付
さ

れ

た
緩

和
の

期
限

内
に

第
２

３
第

１
項

に
基

づ
く

行
政

処
分

等
を

受
け

て
お

ら

ず
、

か
つ

、
当

該
自

動
車

の
使

用
の

本
拠

を
置

く
営

業
所

等
が

全
国

貨
物

自
動

車
運

送
適

正
化

事
業

実
施

機
関

に
よ

る
安

全
性

優
良

事
業

所
の

認
定

（
以

下

「
安

全
性

優
良

事
業

所
認

定
」

と
い

う
。

）
を

受
け

て
い

る
と

し
て

申
請

が
あ

っ
た

場
合

の
基

準
緩

和
の

条
件

及
び

制
限

並
び

に
期

限
に

つ
い

て
は

、
前

項
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
第

７
第

１
項

に
基

づ
く

条
件

及
び

制
限

の
他

、
「

安
全

性
優

良
事

業
所

認
定

を
有

し
な

く
な

っ
た

と
き

は
遅

滞
な

く
新

た
な

基
準

緩
和

の
認

定
の

申
請

を
行

う
こ

と
。

」
と

の
条

件
を

付
し

、
期

限
は

付
さ

な
い

も
の

と
す

る
。

た
だ

し
、

必
要

と
認

め
る

場
合

は
、

当
該

自
動

車
の

使
用

期
間

が
限

定
さ

れ
て

い
る

こ
と

な
ど

の
状

況
に

応
じ

て
、

期
限

を
付

す
こ

と
が

で
き

る
。

 

５
 

継
続

緩
和

の
認

定
を

受
け

よ
う

と
す

る
自

動
車

が
自

動
車

検
査

証
に

付
さ

れ

た
緩

和
の

期
限

内
に

第
２

２
第

１
項

に
基

づ
く

行
政

処
分

等
を

受
け

て
お

ら

ず
、

か
つ

、
当

該
自

動
車

の
使

用
の

本
拠

を
置

く
営

業
所

等
が

全
国

貨
物

自
動

車
運

送
適

正
化

事
業

実
施

機
関

に
よ

る
安

全
性

優
良

事
業

所
の

認
定

（
以

下

「
安

全
性

優
良

事
業

所
認

定
」

と
い

う
。

）
を

受
け

て
い

る
と

し
て

申
請

が
あ

っ
た

場
合

は
、

前
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

緩
和

の
期

限
を

次
の

各
号

の
と

お
り

と
す

る
。

 

（
削

除
）

 

 

 
(
１

)
初

回
継

続
緩

和
の

認
定

に
あ

っ
て

は
、

基
準

緩
和

の
認

定
に

付
さ

れ
た

期

限
の

日
（

自
動

車
検

査
証

の
有

効
期

間
満

了
日

を
経

過
し

て
い

る
自

動
車

に

つ
い

て
は

、
継

続
検

査
申

請
予

定
日

）
か

ら
起

算
し

て
３

年
を

経
過

し
た

日

ま
で

を
最

長
と

し
て

当
該

継
続

緩
和

の
認

定
を

受
け

た
後

、
最

初
に

返
付

さ

れ
た

自
動

車
検

査
証

の
有

効
期

間
の

満
了

日
か

ら
起

算
し

て
２

年
を

経
過

し

た
日

ま
で

の
期

限
を

付
す

。
 

（
削

除
）

 

 

 
(
２

)
前

号
の

認
定

を
受

け
た

自
動

車
の

継
続

緩
和

の
認

定
に

あ
っ

て
は

、
基

準

緩
和

の
認

定
に

付
さ

れ
た

期
限

の
日

（
自

動
車

検
査

証
の

有
効

期
間

満
了

日

を
経

過
し

て
い

る
自

動
車

に
つ

い
て

は
、

継
続

検
査

申
請

予
定

日
）

か
ら

起

算
し

て
４

年
を

経
過

し
た

日
ま

で
を

最
長

と
し

て
当

該
継

続
緩

和
の

認
定

を

受
け

た
後

、
最

初
に

返
付

さ
れ

た
自

動
車

検
査

証
の

有
効

期
間

の
満

了
日

か

ら
起

算
し

て
３

年
を

経
過

し
た

日
ま

で
の

期
限

を
付

す
。

 

（
削

除
）

 

 

 
(
３

)
 
前

２
号

に
よ

り
処

理
さ

れ
た

自
動

車
が

第
２

２
第

１
項

に
基

づ
く

行
政

処
分

等
を

受
け

た
場

合
又

は
安

全
性

優
良

事
業

所
認

定
が

失
効

又
は

返
納

し

た
場

合
、

次
の

継
続

緩
和

の
認

定
は

、
前

項
の

規
定

に
よ

り
期

限
を

付
す

。
 

（
削

除
）

 

 

６
 

地
方

運
輸

局
長

は
、

前
２

項
の

審
査

に
お

い
て

、
必

要
と

認
め

る
場

合
は

、

当
該

自
動

車
の

使
用

期
間

が
限

定
さ

れ
て

い
る

こ
と

な
ど

の
状

況
に

応
じ

て
、

期
限

を
短

縮
す

る
こ

と
が

で
き

る
。
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６
 

第
８

第
２

項
か

ら
第

４
項

ま
で

は
、

継
続

緩
和

の
認

定
に

適
用

す
る

。
こ

の

場
合

に
お

い
て

、
第

８
第

３
項

の
適

用
に

当
た

っ
て

、
「

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
基

準
緩

和
の

認
定

書
」

と
あ

る
の

は
「

基
準

緩
和

の
認

定
書

」
と

、
第

８
第

４
項

の
規

定
の

適
用

に
当

た
っ

て
、

「
第

６
、

第
１

１
、

第
１

２
、

第
１

３
、

第
１

５
、

第
１

６
、

第
１

７
、

第
１

８
、

第
１

９
、

第
２

０
、

第
２

１
又

は
第

２
２

」
と

あ
る

の
は

「
第

９
第

３
項

」
と

そ
れ

ぞ
れ

読
み

替
え

る
も

の
と

す

る
。

 

７
 

第
８

第
２

項
か

ら
第

４
項

ま
で

は
、

継
続

緩
和

の
認

定
に

適
用

す
る

。
こ

の

場
合

に
お

い
て

、
第

８
第

３
項

の
適

用
に

当
た

っ
て

、
「

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
基

準
緩

和
の

認
定

書
」

と
あ

る
の

は
「

基
準

緩
和

の
認

定
書

」
と

、
第

８
第

４
項

の
規

定
の

適
用

に
当

た
っ

て
、

「
第

６
、

第
１

１
、

第
１

２
、

第
１

３
、

第
１

５
、

第
１

６
、

第
１

７
、

第
１

８
、

第
１

９
、

第
２

０
又

は
第

２
１

」
と

あ
る

の
は

「
第

９
第

３
項

」
と

そ
れ

ぞ
れ

読
み

替
え

る
も

の
と

す
る

。
 

７
 

（
略

）
 

８
 

（
略

）
 

 
 

第
１

０
 

基
準

緩
和

の
認

定
一

括
処

理
の

特
例

 
第

１
０

 
基

準
緩

和
の

認
定

一
括

処
理

の
特

例
 

１
 

第
３

に
規

定
す

る
自

動
車

の
う

ち
次

に
掲

げ
る

も
の

に
つ

い
て

は
、

基
準

緩

和
の

認
定

一
括

処
理

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
も

の
と

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

第
１

号
の

自
動

車
に

あ
っ

て
は

、
新

型
自

動
車

取
扱

要
領

に
基

づ
く

新
型

自
動

車
、

共
通

構
造

部
（

多
仕

様
自

動
車

）
型

式
指

定
実

施
要

領
に

基
づ

く
共

通
構

造
部

多
仕

様
自

動
車

又
は

輸
入

自
動

車
特

別
取

扱
要

領
に

基
づ

く
輸

入
自

動
車

取
扱

自
動

車
（

以
下

、
「

新
型

自
動

車
等

」
と

い
う

。
）

の
車

両
総

重
量

（
共

通
構

造
部

多
仕

様
自

動
車

に
あ

っ
て

は
、

自
動

車
製

作
者

の
指

定
し

た
架

装
後

の
車

両
総

重
量

の
範

囲
）

の
届

出
値

に
対

し
て

±
４

０
０

キ
ロ

グ
ラ

ム
の

範
囲

を
示

し
て

（
基

準
の

制
限

な
ど

に
よ

り
上

限
値

又
は

下
限

値
が

定
め

ら
れ

て
い

る
も

の
に

あ
っ

て
は

、
当

該
上

限
値

又
は

下
限

値
を

限
度

と
す

る
。

）
認

定
す

る
こ

と
が

で
き

る
（

軸
重

等
の

取
扱

い
も

こ
れ

に
準

じ
る

。
）

。
 

１
 

第
３

に
規

定
す

る
自

動
車

の
う

ち
次

に
掲

げ
る

も
の

に
つ

い
て

は
、

基
準

緩

和
の

認
定

一
括

処
理

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
も

の
と

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

第
１

号
の

自
動

車
に

あ
っ

て
は

、
新

型
自

動
車

取
扱

要
領

に
基

づ
く

新
型

自
動

車
、

共
通

構
造

部
（

多
仕

様
自

動
車

）
型

式
指

定
実

施
要

領
に

基
づ

く
共

通
構

造
部

多
仕

様
自

動
車

又
は

輸
入

自
動

車
特

別
取

扱
要

領
に

基
づ

く
輸

入
自

動
車

取
扱

自
動

車
（

以
下

、
「

新
型

自
動

車
等

」
と

い
う

。
）

の
車

両
総

重
量

（
共

通
構

造
部

多
仕

様
自

動
車

に
あ

っ
て

は
、

自
動

車
製

作
者

の
指

定
し

た
架

装
後

の
車

両
総

重
量

の
範

囲
）

の
届

出
値

に
対

し
て

±
４

０
０

キ
ロ

グ
ラ

ム
の

範
囲

を
示

し
て

（
基

準
の

制
限

な
ど

に
よ

り
上

限
値

又
は

下
限

値
が

定
め

ら
れ

て
い

る
も

の
に

あ
っ

て
は

、
当

該
上

限
値

又
は

下
限

値
を

限
度

と
す

る
。

）
認

定
す

る
こ

と
が

で
き

る
（

軸
重

等
の

取
扱

い
も

こ
れ

に
準

じ
る

。
）

。
 

 
(
１

)
（

略
）

 
 

 
(
１

)
（

略
）

 

 
(
２

)
 
そ

の
構

造
又

は
使

用
の

態
様

が
特

殊
で

あ
る

こ
と

に
よ

り
、

あ
ら

か
じ

め
必

要
な

条
件

又
は

制
限

を
付

し
た

場
合

に
は

保
安

上
及

び
公

害
防

止
上

支

障
が

な
い

と
認

め
ら

れ
る

自
動

車
と

し
て

次
に

掲
げ

る
も

の
 

 
 

(
２

)
 
そ

の
構

造
又

は
使

用
の

態
様

が
特

殊
で

あ
る

こ
と

に
よ

り
、

あ
ら

か
じ

め
必

要
な

条
件

又
は

制
限

を
付

し
た

場
合

に
は

保
安

上
及

び
公

害
防

止
上

支

障
が

な
い

と
認

め
ら

れ
る

自
動

車
と

し
て

次
に

掲
げ

る
も

の
 

①
、

②
（

略
）

 
 

 
 

①
、

②
（

略
）

 

 
 

③
自

動
車

製
作

者
等

が
本

邦
か

ら
外

国
に

輸
出

す
る

自
動

車
（

以
下

、
「

輸

出
自

動
車

」
と

い
う

。
）

 

 
 

 
（

新
設

）
 

(
３

)
 
以

下
に

掲
げ

る
自

動
車

（
③

の
自

動
車

に
あ

っ
て

は
、

災
害

時
に

地
方

運
輸

局
長

が
公

示
を

行
っ

た
場

合
に

限
る

。
）

で
あ

っ
て

、
そ

の
構

造
又

は

(
３

)
 
以

下
に

掲
げ

る
自

動
車

（
③

の
自

動
車

に
あ

っ
て

は
、

災
害

時
に

地
方

運
輸

局
長

が
公

示
を

行
っ

た
場

合
に

限
る

。
）

で
あ

っ
て

、
そ

の
構

造
又

は
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 使
用

の
態

様
が

特
殊

で
あ

る
こ

と
に

よ
り

、
あ

ら
か

じ
め

必
要

な
条

件
又

は

制
限

を
付

し
た

場
合

に
は

保
安

上
及

び
公

害
防

止
上

支
障

が
な

い
と

認
め

ら

れ
る

も
の

 

使
用

の
態

様
が

特
殊

で
あ

る
こ

と
に

よ
り

、
あ

ら
か

じ
め

必
要

な
条

件
又

は

制
限

を
付

し
た

場
合

に
は

保
安

上
及

び
公

害
防

止
上

支
障

が
な

い
と

認
め

ら

れ
る

も
の

 

 
 

①
～

③
（

略
）

 
①

～
③

（
略

）
 

 
 

④
地

方
運

輸
局

長
が

認
め

る
自

動
車

 
 

 
 

（
新

設
）

 

２
～

５
 

（
略

）
 

２
～

５
 

（
略

）
 

６
 

地
方

運
輸

局
長

は
、

第
１

項
第

１
号

（
新

型
自

動
車

等
に

限
る

。
）

及
び

第

４
項

に
規

定
す

る
自

動
車

で
あ

っ
て

、
第

１
項

の
規

定
に

基
づ

き
他

の
地

方
運

輸
局

長
の

基
準

緩
和

の
認

定
を

受
け

た
も

の
に

つ
い

て
、

第
２

３
第

２
項

の
規

定
に

基
づ

き
取

消
を

受
け

た
場

合
を

除
き

、
当

該
自

動
車

の
使

用
の

本
拠

の
位

置
を

管
轄

す
る

地
方

運
輸

局
長

に
よ

る
基

準
緩

和
の

認
定

を
受

け
た

も
の

と
し

て
取

り
扱

う
も

の
と

す
る

。
 

６
 

地
方

運
輸

局
長

は
、

第
１

項
第

１
号

（
新

型
自

動
車

等
に

限
る

。
）

及
び

第

４
項

に
規

定
す

る
自

動
車

で
あ

っ
て

、
第

１
項

の
規

定
に

基
づ

き
他

の
地

方
運

輸
局

長
の

基
準

緩
和

の
認

定
を

受
け

た
も

の
に

つ
い

て
、

第
２

１
第

２
項

の
規

定
に

基
づ

き
取

消
を

受
け

た
場

合
を

除
き

、
当

該
自

動
車

の
使

用
の

本
拠

の
位

置
を

管
轄

す
る

地
方

運
輸

局
長

に
よ

る
基

準
緩

和
の

認
定

を
受

け
た

も
の

と
し

て
取

り
扱

う
も

の
と

す
る

。
 

７
 

地
方

運
輸

局
長

は
、

第
１

項
第

１
号

に
規

定
す

る
自

動
車

で
あ

っ
て

、
次

の

各
号

に
掲

げ
る

す
べ

て
の

事
項

に
該

当
す

る
も

の
は

、
基

準
緩

和
の

認
定

を
受

け
た

も
の

と
し

て
取

り
扱

う
も

の
と

す
る

。
た

だ
し

、
自

動
車

検
査

業
務

等
実

施
要

領
３

－
４

－
４

（
６

）
に

基
づ

き
、

型
式

に
「

改
」

と
付

記
さ

れ
る

自
動

車
に

あ
っ

て
は

こ
の

限
り

で
な

い
。

 

７
 

地
方

運
輸

局
長

は
、

第
１

項
第

１
号

に
規

定
す

る
自

動
車

で
あ

っ
て

、
次

の

各
号

に
掲

げ
る

す
べ

て
の

事
項

に
該

当
す

る
も

の
は

、
基

準
緩

和
の

認
定

を
受

け
た

も
の

と
し

て
取

り
扱

う
も

の
と

す
る

。
た

だ
し

、
自

動
車

検
査

業
務

等
実

施
要

領
３

－
４

－
４

（
４

）
に

基
づ

き
、

型
式

に
「

改
」

と
付

記
さ

れ
る

自
動

車
に

あ
っ

て
は

こ
の

限
り

で
な

い
。

 

(
１

)
～

(
３

)
（

略
）

 
(
１

)
～

(
３

)
（

略
）

 

８
 

地
方

運
輸

局
長

は
、

第
１

項
第

２
号

①
ニ

に
規

定
す

る
セ

ミ
ト

レ
ー

ラ
で

あ

っ
て

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
全

て
の

事
項

に
該

当
す

る
も

の
は

、
基

準
緩

和
の

認
定

を
受

け
た

も
の

と
し

て
取

り
扱

う
も

の
と

す
る

。
た

だ
し

、
自

動
車

検
査

業
務

等
実

施
要

領
３

－
４

－
４

（
６

）
に

基
づ

き
、

型
式

に
「

改
」

と
付

記
さ

れ
る

自
動

車
に

あ
っ

て
は

こ
の

限
り

で
な

い
。

 

８
 

地
方

運
輸

局
長

は
、

第
１

項
第

２
号

①
ニ

に
規

定
す

る
セ

ミ
ト

レ
ー

ラ
で

あ

っ
て

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
全

て
の

事
項

に
該

当
す

る
も

の
は

、
基

準
緩

和
の

認
定

を
受

け
た

も
の

と
し

て
取

り
扱

う
も

の
と

す
る

。
た

だ
し

、
自

動
車

検
査

業
務

等
実

施
要

領
３

－
４

－
４

（
４

）
に

基
づ

き
、

型
式

に
「

改
」

と
付

記
さ

れ
る

自
動

車
に

あ
っ

て
は

こ
の

限
り

で
な

い
。

 

(
１

)
～

(
２

)
（

略
）

 
(
１

)
～

(
２

)
（

略
）

 

９
 

第
１

項
第

３
号

（
同

号
③

及
び

④
を

除
く

。
）

に
規

定
す

る
自

動
車

に
つ

い

て
、

使
用

の
本

拠
の

位
置

を
管

轄
す

る
地

方
運

輸
局

長
が

そ
の

地
域

性
を

考
慮

し
た

結
果

、
必

要
と

認
め

る
保

安
基

準
の

条
項

並
び

に
条

件
及

び
制

限
を

あ
ら

か
じ

め
公

示
す

る
こ

と
に

よ
り

、
基

準
緩

和
の

認
定

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
。

 

９
 

第
１

項
第

３
号

（
同

号
③

を
除

く
。

）
に

規
定

す
る

自
動

車
に

つ
い

て
、

使

用
の

本
拠

の
位

置
を

管
轄

す
る

地
方

運
輸

局
長

が
そ

の
地

域
性

を
考

慮
し

た
結

果
、

必
要

と
認

め
る

保
安

基
準

の
条

項
並

び
に

条
件

及
び

制
限

を
あ

ら
か

じ
め

公
示

す
る

こ
と

に
よ

り
、

基
準

緩
和

の
認

定
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

。
 

1
0
 

（
略

）
 

1
0
 

（
略

）
 

1
1
 

第
１

項
第

３
号

④
に

規
定

す
る

自
動

車
に

つ
い

て
、

地
方

運
輸

局
長

が
そ

の
（

新
設

）
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妥
当

性
を

考
慮

し
た

結
果

、
必

要
と

認
め

る
保

安
基

準
の

条
項

並
び

に
期

限
、

条
件

及
び

制
限

を
あ

ら
か

じ
め

公
示

す
る

こ
と

に
よ

り
、

基
準

緩
和

の
認

定
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

も
の

と
し

、
公

示
を

行
っ

た
地

方
運

輸
局

長
は

、
そ

の
内

容
を

、
他

の
地

方
運

輸
局

長
及

び
自

動
車

局
技

術
・

環
境

政
策

課
に

対
し

通
知

す
る

こ
と

。
な

お
、

公
示

を
行

う
に

あ
た

っ
て

は
、

管
轄

す
る

地
方

の
独

立
行

政
法

人
自

動
車

技
術

総
合

機
構

及
び

軽
自

動
車

検
査

協
会

と
十

分
協

議
す

る
と

と
も

に
、

必
要

に
応

じ
自

動
車

局
技

術
・

環
境

政
策

課
の

意
見

を
聴

取
す

る
こ

と
。

 

 
 

第
１

１
、

第
１

２
 

（
略

）
 

第
１

１
、

第
１

２
 

（
略

）
 

 
 

第
１

３
 

国
際

海
上

コ
ン

テ
ナ

を
輸

送
す

る
セ

ミ
ト

レ
ー

ラ
の

審
査

及
び

表
示

の
特

例
 

第
１

３
 

国
際

海
上

コ
ン

テ
ナ

を
輸

送
す

る
セ

ミ
ト

レ
ー

ラ
の

審
査

及
び

表
示

の
特

例
 

１
 

地
方

運
輸

局
長

は
、

第
３

第
７

号
に

規
定

す
る

セ
ミ

ト
レ

ー
ラ

で
あ

っ
て

、

国
際

海
上

コ
ン

テ
ナ

を
輸

送
す

る
こ

と
に

関
し

基
準

緩
和

（
保

安
基

準
第

４
条

（
車

両
総

重
量

）
の

規
定

に
係

る
基

準
緩

和
。

）
の

認
定

を
受

け
よ

う
と

す
る

も
の

に
つ

い
て

は
、

第
６

第
１

項
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
そ

の
使

用
の

態
様

以
外

の
態

様
に

よ
り

使
用

さ
れ

る
お

そ
れ

、
又

は
付

そ
う

と
す

る
条

件
若

し
く

は
制

限
に

違
反

し
て

使
用

さ
れ

る
お

そ
れ

の
有

無
を

次
の

各
号

に
つ

い
て

、
申

請
書

及
び

添
付

資
料

に
よ

り
審

査
す

る
も

の
と

す
る

。
た

だ
し

、
第

１
０

の
規

定
に

よ
る

申
請

の
審

査
に

つ
い

て
は

、
第

３
号

は
除

く
。

 

１
 

地
方

運
輸

局
長

は
、

第
３

第
７

号
に

規
定

す
る

セ
ミ

ト
レ

ー
ラ

で
あ

っ
て

、

国
際

海
上

コ
ン

テ
ナ

を
輸

送
す

る
こ

と
に

関
し

基
準

緩
和

（
保

安
基

準
第

４
条

（
車

両
総

重
量

）
の

規
定

に
係

る
基

準
緩

和
。

）
の

認
定

を
受

け
よ

う
と

す
る

も
の

に
つ

い
て

は
、

第
６

第
１

項
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
そ

の
使

用
の

態
様

以
外

の
態

様
に

よ
り

使
用

さ
れ

る
お

そ
れ

、
又

は
付

そ
う

と
す

る
条

件
若

し
く

は
制

限
に

違
反

し
て

使
用

さ
れ

る
お

そ
れ

の
有

無
を

次
の

各
号

に
つ

い
て

、
申

請
書

及
び

添
付

資
料

に
よ

り
審

査
す

る
も

の
と

す
る

。
た

だ
し

、
第

１
０

の
規

定
に

よ
る

申
請

の
審

査
に

つ
い

て
は

、
第

３
号

及
び

第
４

号
は

除
く

。
 

(
１

)
～

(
３

)
 
（

略
）

 
(
１

)
～

(
３

)
 
（

略
）

 

（
削

除
）

 
(
４

)
 

 
搬

出
元

及
び

搬
入

先
を

含
め

た
当

該
物

品
の

輸
送

経
路

 

(
４

)
 
（

略
）

 
(
５

)
 
（

略
）

 

 
２

 
（

略
）

 
 

２
 

（
略

）
 

第
１

４
 

重
量

緩
和

セ
ミ

ト
レ

ー
ラ

の
特

例
 

第
１

４
 

重
量

緩
和

セ
ミ

ト
レ

ー
ラ

の
特

例
 

（
削

除
）

 
１

 
基

準
緩

和
の

認
定

を
受

け
た

重
量

緩
和

セ
ミ

ト
レ

ー
ラ

で
あ

っ
て

、
本

項
施

行
後

初
め

て
、

第
５

第
４

項
に

規
定

す
る

基
準

緩
和

認
定

変
更

申
請

書
を

提
出

し
よ

う
と

す
る

者
及

び
第

９
第

１
項

に
規

定
す

る
継

続
緩

和
の

認
定

を
申

請
し

よ
う

と
す

る
者

に
つ

い
て

は
、

第
５

第
４

項
又

は
第

９
第

２
項

の
規

定
に

よ
り
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定
め

る
添

付
資

料
の

他
に

主
要

諸
元

比
較

表
、

車
両

外
観

図
及

び
計

算
書

を
提

出
す

る
も

の
と

す
る

。
 

１
、

２
 

（
略

）
 

２
、

３
 

（
略

）
 

３
 

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
基

準
車

両
総

重
量

及
び

基
準

最
大

積
載

量
を

定
め

た

重
量

緩
和

セ
ミ

ト
レ

ー
ラ

に
つ

い
て

は
、

車
両

総
重

量
及

び
最

大
積

載
量

の
表

示
に

つ
い

て
第

８
第

２
項

の
規

定
を

準
用

す
る

。
 

４
 

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
基

準
車

両
総

重
量

及
び

基
準

最
大

積
載

量
を

定
め

た

重
量

緩
和

セ
ミ

ト
レ

ー
ラ

に
つ

い
て

は
、

車
両

総
重

量
及

び
最

大
積

載
量

の
表

示
に

つ
い

て
第

８
第

２
項

の
規

定
を

準
用

す
る

。
 

（
削

除
）

 
５

 
基

準
緩

和
の

認
定

を
受

け
た

重
量

緩
和

セ
ミ

ト
レ

ー
ラ

に
つ

い
て

第
９

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
継

続
緩

和
の

認
定

の
申

請
以

前
に

第
６

第
４

項
後

段
の

規
定

に
よ

り
基

準
車

両
総

重
量

及
び

基
準

最
大

積
載

量
を

定
め

る
よ

う
求

め
よ

う
と

す
る

も
の

は
、

認
定

を
受

け
た

地
方

運
輸

局
長

に
対

し
、

第
２

号
様

式
の

基
準

緩
和

認
定

変
更

申
請

書
を

提
出

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

第
２

号
様

式
中

変
更

事
項

及
び

変
更

事
由

に
つ

い
て

は
、

「
分

割
可

能
な

貨
物

の
輸

送
」

を
記

載
す

る
も

の
と

す
る

。
ま

た
、

第
４

、
第

５
第

３
項

及
び

第
５

項
、

第
６

第
４

項
後

段
、

第
７

第
１

項
並

び
に

第
８

第
１

項
、

第
２

項
及

び
第

３
項

の
規

定
は

、
本

項
の

申
請

に
つ

い
て

準
用

す
る

。
 

４
、

５
 

（
略

）
 

６
、

７
 

（
略

）
 

 
 

第
１

５
 

自
動

車
製

作
者

等
の

試
験

自
動

車
の

特
例

 
第

１
５

 
自

動
車

製
作

者
等

の
試

験
自

動
車

の
特

例
 

１
 

（
略

）
 

１
 

（
略

）
 

２
 

前
項

の
申

請
を

し
よ

う
と

す
る

自
動

車
製

作
者

等
は

、
別

表
第

１
に

か
か

わ

ら
ず

、
第

１
号

様
式

の
基

準
緩

和
認

定
申

請
書

に
次

に
掲

げ
る

資
料

を
添

付
す

る
こ

と
。

 

２
 

前
項

の
申

請
を

し
よ

う
と

す
る

自
動

車
製

作
者

等
は

、
別

表
第

１
に

か
か

わ

ら
ず

、
第

１
号

様
式

の
基

準
緩

和
認

定
申

請
書

に
次

に
掲

げ
る

資
料

を
添

付
す

る
こ

と
。

 

(
１

)
～

(
６

)
 
（

略
）

 
(
１

)
～

(
６

)
 
（

略
）

 

(
７

)
遵

守
事

項
の

誓
約

に
関

す
る

書
面

 
(
７

)
遵

守
事

項
の

誓
約

書
 

(
８

)
 
（

略
）

 
(
８

)
 
（

略
）

 

３
 

（
略

）
 

３
 

（
略

）
 

 
 

第
１

６
 

臨
時

運
行

の
許

可
を

受
け

て
運

行
す

る
自

動
車

の
特

例
 

第
１

６
 

臨
時

運
行

の
許

可
を

受
け

て
運

行
す

る
自

動
車

の
特

例
 

１
 

（
略

）
 

１
 

（
略

）
 

２
 

前
項

の
規

定
に

基
づ

く
申

請
を

し
よ

う
と

す
る

自
動

車
製

作
者

等
は

、
別

表
２

 
前

項
の

規
定

に
基

づ
く

申
請

を
し

よ
う

と
す

る
自

動
車

製
作

者
等

は
、

別
表
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第
１

の
他

、
次

に
掲

げ
る

資
料

を
添

付
す

る
こ

と
。

 
第

１
の

他
、

次
に

掲
げ

る
資

料
を

添
付

す
る

こ
と

。
 

(
１

)
申

請
す

る
自

動
車

が
特

定
で

き
る

書
面

（
輸

出
自

動
車

に
あ

っ
て

は
、

同

一
型

式
で

あ
る

と
特

定
で

き
る

書
面

及
び

輸
出

自
動

車
が

特
定

で
き

る
書

面
）

 

 
(
１

)
 
申

請
す

る
自

動
車

が
特

定
で

き
る

書
面

 

(
２

)
 
（

略
）

 
 

(
２

)
 
（

略
）

 

(
３

)
 
運

行
計

画
（

輸
出

自
動

車
は

除
く

。
）

及
び

運
行

経
路

図
 

 
(
３

)
 
運

行
計

画
及

び
運

行
経

路
図

 

３
 

地
方

運
輸

局
長

は
、

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
き

認
定

を
行

う
場

合
に

は
、

当

該
臨

時
運

行
に

必
要

な
期

限
（

輸
出

自
動

車
は

除
く

。
）

及
び

運
行

経
路

を
限

定
す

る
も

の
と

す
る

。
 

３
 

地
方

運
輸

局
長

は
、

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
き

認
定

を
行

う
場

合
に

は
、

当

該
臨

時
運

行
に

必
要

な
期

限
及

び
運

行
経

路
を

限
定

す
る

も
の

と
す

る
。

 

 
 

第
１

７
 

（
略

）
 

第
１

７
 

（
略

）
 

 
 

第
１

８
 

ト
レ

ー
ラ

・
ハ

ウ
ス

の
特

例
 

第
１

８
 

ト
レ

ー
ラ

・
ハ

ウ
ス

の
特

例
 

１
、

２
 

（
略

）
 

１
、

２
 

（
略

）
 

３
 

地
方

運
輸

局
長

は
、

第
１

項
及

び
前

項
の

自
動

車
で

あ
っ

て
、

基
準

緩
和

の

認
定

を
受

け
よ

う
と

す
る

も
の

に
つ

い
て

は
、

第
６

第
１

項
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
そ

の
使

用
の

態
様

が
特

殊
で

あ
る

こ
と

に
よ

る
保

安
上

若
し

く
は

公
害

防
止

上
の

支
障

、
申

請
に

示
さ

れ
た

使
用

の
態

様
以

外
の

態
様

に
よ

り
使

用
さ

れ
る

お
そ

れ
、

又
は

付
そ

う
と

す
る

条
件

若
し

く
は

制
限

に
違

反
し

て
使

用
さ

れ
る

お
そ

れ
の

有
無

を
別

表
第

１
に

か
か

わ
ら

ず
、

第
１

号
様

式
の

基
準

緩
和

認
定

申
請

書
及

び
次

の
各

号
に

掲
げ

る
添

付
資

料
に

よ
り

審
査

す
る

も
の

と
す

る
。

 

３
 

地
方

運
輸

局
長

は
、

第
１

項
及

び
前

項
の

自
動

車
で

あ
っ

て
、

基
準

緩
和

の

認
定

を
受

け
よ

う
と

す
る

も
の

に
つ

い
て

は
、

第
６

第
１

項
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
そ

の
使

用
の

態
様

が
特

殊
で

あ
る

こ
と

に
よ

る
保

安
上

若
し

く
は

公
害

防
止

上
の

支
障

、
申

請
に

示
さ

れ
た

使
用

の
態

様
以

外
の

態
様

に
よ

り
使

用
さ

れ
る

お
そ

れ
、

又
は

付
そ

う
と

す
る

条
件

若
し

く
は

制
限

に
違

反
し

て
使

用
さ

れ
る

お
そ

れ
の

有
無

を
別

表
第

１
に

か
か

わ
ら

ず
、

第
１

号
様

式
の

基
準

緩
和

認
定

申
請

書
及

び
次

の
各

号
に

掲
げ

る
添

付
資

料
に

よ
り

審
査

す
る

も
の

と
す

る
。

 

(
１

)
～

(
６

)
 
（

略
）

 
(
１

)
～

(
６

)
 
（

略
）

 

(
７

)
遵

守
事

項
の

誓
約

に
関

す
る

書
面

 
(
７

)
遵

守
事

項
の

誓
約

書
 

(
８

)
 
～

(
１

０
)
 
（

略
）

 
(
８

)
 
～

(
１

０
)
 
（

略
）

 

４
 

（
略

）
 

４
 

（
略

）
 

 
 

第
１

９
 

災
害

応
急

対
策

又
は

災
害

復
旧

の
用

に
供

す
る

自
動

車
の

特
例

 
第

１
９

 
災

害
応

急
対

策
又

は
災

害
復

旧
の

用
に

供
す

る
自

動
車

の
特

例
 

１
 

（
略

）
 

１
 

（
略

）
 

２
 

前
項

の
申

請
を

し
よ

う
と

す
る

も
の

で
あ

っ
て

災
害

応
急

対
策

の
用

に
供

す
２

 
前

項
の

申
請

を
し

よ
う

と
す

る
も

の
で

あ
っ

て
災

害
応

急
対

策
の

用
に

供
す
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る
自

動
車

は
、

別
表

第
１

に
か

か
わ

ら
ず

、
第

１
号

様
式

の
基

準
緩

和
認

定
申

請
書

に
次

に
掲

げ
る

資
料

を
添

付
す

る
も

の
と

す
る

。
な

お
、

第
７

第
７

項
の

規
定

に
よ

り
付

さ
れ

た
期

限
後

に
お

い
て

も
当

該
基

準
緩

和
の

認
定

に
係

る
自

動
車

を
引

き
続

き
基

準
緩

和
の

認
定

を
受

け
よ

う
と

す
る

場
合

は
、

第
１

号
様

式
の

基
準

緩
和

認
定

申
請

書
に

加
え

既
に

交
付

さ
れ

て
い

る
基

準
緩

和
認

定
書

の
他

、
次

の
第

４
号

及
び

第
６

号
を

添
付

す
れ

ば
よ

い
も

の
と

す
る

。
 

る
自

動
車

は
、

別
表

第
１

に
か

か
わ

ら
ず

、
第

１
号

様
式

の
基

準
緩

和
認

定
申

請
書

に
次

に
掲

げ
る

資
料

を
添

付
す

る
も

の
と

す
る

。
な

お
、

第
７

第
６

項
の

規
定

に
よ

り
付

さ
れ

た
期

限
後

に
お

い
て

も
当

該
基

準
緩

和
の

認
定

に
係

る
自

動
車

を
引

き
続

き
基

準
緩

和
の

認
定

を
受

け
よ

う
と

す
る

場
合

は
、

第
１

号
様

式
の

基
準

緩
和

認
定

申
請

書
に

加
え

既
に

交
付

さ
れ

て
い

る
基

準
緩

和
認

定
書

の
他

、
次

の
第

４
号

及
び

第
６

号
を

添
付

す
れ

ば
よ

い
も

の
と

す
る

。
 

(
１

)
～

(
３

)
 

（
略

）
 

(
１

)
～

(
３

)
 

（
略

）
 

(
４

)
遵

守
事

項
の

誓
約

に
関

す
る

書
面

 
(
４

)
遵

守
事

項
の

誓
約

書
 

(
５

)
、

(
６

)
 

（
略

）
 

(
５

)
、

(
６

)
 

（
略

）
 

３
 

第
１

項
の

申
請

を
し

よ
う

と
す

る
も

の
で

あ
っ

て
、

災
害

復
旧

の
用

に
供

す

る
自

動
車

に
つ

い
て

は
、

第
１

号
様

式
の

基
準

緩
和

認
定

申
請

書
に

別
表

第
１

の
添

付
資

料
一

覧
表

に
掲

げ
る

資
料

を
添

付
す

る
も

の
と

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

別
表

第
１

に
掲

げ
る

項
目

以
外

の
緩

和
項

目
を

申
請

す
る

場
合

は
次

に
掲

げ
る

資
料

を
添

付
す

る
も

の
と

す
る

。
な

お
、

第
７

第
６

項
の

規
定

に
よ

り
付

さ
れ

た
期

限
後

に
お

い
て

も
当

該
基

準
緩

和
の

認
定

に
係

る
自

動
車

を
引

き
続

き
基

準
緩

和
の

認
定

を
受

け
よ

う
と

す
る

場
合

は
、

第
１

号
様

式
の

基
準

緩
和

認
定

申
請

書
に

加
え

既
に

交
付

さ
れ

て
い

る
基

準
緩

和
認

定
書

の
他

、
次

の
第

５
号

及
び

第
８

号
を

添
付

す
れ

ば
よ

い
も

の
と

す
る

。
 

３
 

第
１

項
の

申
請

を
し

よ
う

と
す

る
も

の
で

あ
っ

て
、

災
害

復
旧

の
用

に
供

す

る
自

動
車

に
つ

い
て

は
、

第
１

号
様

式
の

基
準

緩
和

認
定

申
請

書
に

別
表

第
１

の
添

付
資

料
一

覧
表

に
掲

げ
る

資
料

を
添

付
す

る
も

の
と

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

別
表

第
１

に
掲

げ
る

項
目

以
外

の
緩

和
項

目
を

申
請

す
る

場
合

は
次

に
掲

げ
る

資
料

を
添

付
す

る
も

の
と

す
る

。
な

お
、

第
７

第
６

項
の

規
定

に
よ

り
付

さ
れ

た
期

限
後

に
お

い
て

も
当

該
基

準
緩

和
の

認
定

に
係

る
自

動
車

を
引

き
続

き
基

準
緩

和
の

認
定

を
受

け
よ

う
と

す
る

場
合

は
、

第
１

号
様

式
の

基
準

緩
和

認
定

申
請

書
に

加
え

既
に

交
付

さ
れ

て
い

る
基

準
緩

和
認

定
書

の
他

、
次

の
第

５
号

及
び

第
８

号
を

添
付

す
れ

ば
よ

い
も

の
と

す
る

。
 

(
１

)
～

(
４

)
 

（
略

）
 

(
１

)
～

(
４

)
 

（
略

）
 

(
５

)
遵

守
事

項
の

誓
約

に
関

す
る

書
面

 
(
５

)
遵

守
事

項
の

誓
約

書
 

(
６

)
～

(
８

)
 

（
略

）
 

(
６

)
～

(
８

)
 

（
略

）
 

 
 

第
２

０
 

緑
色

の
点

滅
す

る
灯

火
を

備
え

る
誘

導
車

の
要

件
と

審
査

の
特

例
 

第
２

０
 

緑
色

の
点

滅
す

る
灯

火
を

備
え

る
誘

導
車

の
要

件
と

審
査

の
特

例
 

１
 

第
３

第
１

６
号

の
申

請
が

で
き

る
自

動
車

の
要

件
と

は
次

に
掲

げ
る

も
の

と

す
る

。
 

１
 

第
３

第
１

６
号

の
申

請
が

で
き

る
自

動
車

の
要

件
と

は
次

に
掲

げ
る

も
の

と

し
、

必
要

最
小

限
の

車
両

数
を

も
っ

て
基

準
緩

和
の

認
定

を
申

請
す

る
こ

と
が

で
き

る
も

の
と

す
る

。
 

(
１

)
、

(
２

)
 
（

略
）

 
(
１

)
、

(
２

)
 
（

略
）

 

２
 

地
方

運
輸

局
長

は
、

前
項

の
自

動
車

で
あ

っ
て

、
基

準
緩

和
の

認
定

を
受

け

よ
う

と
す

る
も

の
に

つ
い

て
は

、
第

６
第

１
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

そ
の

使
用

の
態

様
が

特
殊

で
あ

る
こ

と
に

よ
る

保
安

上
若

し
く

は
公

害
防

止
上

の
支

２
 

地
方

運
輸

局
長

は
、

前
項

の
自

動
車

で
あ

っ
て

、
基

準
緩

和
の

認
定

を
受

け

よ
う

と
す

る
も

の
に

つ
い

て
は

、
第

６
第

１
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

そ
の

使
用

の
態

様
が

特
殊

で
あ

る
こ

と
に

よ
る

保
安

上
若

し
く

は
公

害
防

止
上

の
支
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障
、

申
請

に
示

さ
れ

た
使

用
の

態
様

以
外

の
態

様
に

よ
り

使
用

さ
れ

る
お

そ

れ
、

又
は

付
そ

う
と

す
る

条
件

若
し

く
は

制
限

に
違

反
し

て
使

用
さ

れ
る

お
そ

れ
の

有
無

を
別

表
第

１
に

か
か

わ
ら

ず
、

第
１

号
様

式
の

基
準

緩
和

認
定

申
請

書
及

び
次

の
各

号
に

掲
げ

る
添

付
資

料
に

よ
り

審
査

す
る

も
の

と
す

る
。

 

障
、

申
請

に
示

さ
れ

た
使

用
の

態
様

以
外

の
態

様
に

よ
り

使
用

さ
れ

る
お

そ

れ
、

又
は

付
そ

う
と

す
る

条
件

若
し

く
は

制
限

に
違

反
し

て
使

用
さ

れ
る

お
そ

れ
の

有
無

を
別

表
第

１
に

か
か

わ
ら

ず
、

第
１

号
様

式
の

基
準

緩
和

認
定

申
請

書
及

び
次

の
各

号
に

掲
げ

る
添

付
資

料
に

よ
り

審
査

す
る

も
の

と
す

る
。

 

(
１

)
～

(
３

)
 

（
略

）
 

(
１

)
～

(
３

)
 

（
略

）
 

(
４

)
遵

守
事

項
の

誓
約

に
関

す
る

書
面

 
(
４

)
遵

守
事

項
の

誓
約

書
 

(
５

)
～

(
１

１
)
 

（
略

）
 

(
５

)
～

(
１

１
)
 

（
略

）
 

３
 

（
略

）
 

３
 

（
略

）
 

 
 

第
２

１
 

幅
広

貨
物

を
輸

送
す

る
ト

レ
ー

ラ
の

審
査

の
特

例
 

第
２

１
 

幅
広

貨
物

を
輸

送
す

る
ト

レ
ー

ラ
の

審
査

の
特

例
 

１
 

地
方

運
輸

局
長

は
、

第
３

第
４

号
及

び
第

５
号

に
規

定
す

る
セ

ミ
ト

レ
ー

ラ

で
あ

っ
て

、
複

数
の

幅
広

貨
物

を
輸

送
す

る
こ

と
に

関
し

基
準

緩
和

（
保

安
基

準
第

２
条

（
幅

）
の

規
定

に
係

る
基

準
緩

和
。

）
の

認
定

を
受

け
よ

う
と

す
る

も
の

に
つ

い
て

、
第

６
第

１
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

そ
の

使
用

の
態

様
が

特
殊

で
あ

る
こ

と
に

よ
る

保
安

上
若

し
く

は
公

害
防

止
上

の
支

障
、

申
請

に
示

さ
れ

た
使

用
の

態
様

以
外

の
態

様
に

よ
り

使
用

さ
れ

る
お

そ
れ

、
又

は
付

そ
う

と
す

る
条

件
若

し
く

は
制

限
に

違
反

し
て

使
用

さ
れ

る
お

そ
れ

の
有

無
を

次
の

各
号

に
つ

い
て

、
申

請
書

及
び

添
付

資
料

に
よ

り
審

査
す

る
も

の
と

す
る

。
 

１
 

地
方

運
輸

局
長

は
、

第
３

第
４

号
及

び
第

５
号

に
規

定
す

る
セ

ミ
ト

レ
ー

ラ

で
あ

っ
て

、
複

数
の

幅
広

貨
物

を
輸

送
す

る
こ

と
に

関
し

基
準

緩
和

（
保

安
基

準
第

２
条

（
幅

）
の

規
定

に
係

る
基

準
緩

和
。

）
の

認
定

を
受

け
よ

う
と

す
る

も
の

に
つ

い
て

、
第

６
第

１
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

そ
の

使
用

の
態

様
が

特
殊

で
あ

る
こ

と
に

よ
る

保
安

上
若

し
く

は
公

害
防

止
上

の
支

障
、

申
請

に
示

さ
れ

た
使

用
の

態
様

以
外

の
態

様
に

よ
り

使
用

さ
れ

る
お

そ
れ

、
又

は
付

そ
う

と
す

る
条

件
若

し
く

は
制

限
に

違
反

し
て

使
用

さ
れ

る
お

そ
れ

の
有

無
を

次
の

各
号

に
つ

い
て

、
申

請
書

及
び

添
付

資
料

に
よ

り
審

査
す

る
も

の
と

す
る

。
 

(
１

)
～

(
４

)
 

（
略

）
 

(
１

)
～

(
４

)
 

（
略

）
 

（
削

除
）

 
(
５

)
 

主
な

運
行

経
路

 

(
５

)
 
（

略
）

 
(
６

)
 
（

略
）

 

２
、

３
 

（
略

）
 

２
、

３
 

（
略

）
 

 
 

第
２

２
 

風
力

発
電

設
備

等
を

輸
送

す
る

自
動

車
の

特
例

 
（

新
設

）
 

１
 

地
方

運
輸

局
長

は
、

第
３

第
１

号
に

規
定

す
る

自
動

車
で

あ
っ

て
風

力
発

電

設
備

を
構

成
す

る
単

体
物

品
（

以
下

、
「

風
力

発
電

設
備

用
単

体
物

品
」

と
い

う
。

）
を

輸
送

す
る

も
の

に
あ

っ
て

は
、

申
請

に
よ

り
、

保
安

基
準

第
２

条

（
長

さ
）

、
第

４
条

（
車

両
総

重
量

）
又

は
第

４
条

の
２

（
軸

重
等

）
に

つ
い

て
、

当
該

自
動

車
の

性
能

の
最

大
値

で
認

定
す

る
こ

と
が

で
き

る
も

の
と

す

る
。

な
お

、
審

査
は

第
６

に
準

じ
て

行
う

も
の

と
し

、
必

要
に

応
じ

、
道

路
管
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理
者

及
び

都
道

府
県

公
安

員
会

の
意

見
を

聴
取

す
る

こ
と

。
 

２
 

前
項

の
申

請
（

継
続

緩
和

の
認

定
の

申
請

を
除

く
。

）
を

し
よ

う
と

す
る

者

は
、

第
５

に
定

め
る

申
請

書
及

び
添

付
資

料
に

加
え

、
自

動
車

の
性

能
の

最
大

値
を

証
す

る
書

面
及

び
最

大
値

で
の

認
定

が
必

要
な

旨
の

理
由

書
を

提
出

す
る

こ
と

。
 

 

３
 

地
方

運
輸

局
長

は
、

風
力

発
電

設
備

用
単

体
物

品
及

び
そ

の
他

の
単

体
物

品

又
は

幅
広

貨
物

を
輸

送
す

る
自

動
車

の
基

準
緩

和
認

定
に

当
た

っ
て

は
、

そ
れ

ぞ
れ

の
輸

送
を

行
う

際
に

必
要

と
認

め
る

条
件

又
は

制
限

を
付

す
も

の
と

す

る
。

 

 

４
 

第
１

項
の

自
動

車
に

係
る

継
続

緩
和

の
認

定
を

申
請

し
よ

う
と

す
る

者
は

、

第
９

第
２

項
に

定
め

る
申

請
書

及
び

添
付

資
料

に
加

え
、

風
力

発
電

設
備

用
単

体
物

品
輸

送
に

係
る

特
殊

車
両

通
行

許
可

証
の

写
し

を
提

出
す

る
こ

と
。

ま

た
、

輸
送

実
績

一
覧

表
に

は
認

定
期

間
中

の
全

て
の

輸
送

実
績

を
記

載
し

て
提

出
す

る
こ

と
。

 

 

 
 

第
２

３
 

行
政

処
分

等
 

第
２

２
 

行
政

処
分

等
 

１
、

２
 

（
略

）
 

 
１

、
２

 
（

略
）

 
 

３
 

基
準

緩
和

の
認

定
を

受
け

た
自

動
車

が
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る

場
合

に
は

、
当

該
自

動
車

に
係

る
基

準
緩

和
の

認
定

（
第

９
号

に
あ

っ
て

は
、

従
前

の
基

準
緩

和
の

認
定

に
限

る
。

）
は

失
効

す
る

も
の

と
す

る
。

 

３
 

基
準

緩
和

の
認

定
を

受
け

た
自

動
車

が
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る

場
合

に
は

、
当

該
自

動
車

に
係

る
基

準
緩

和
の

認
定

は
失

効
す

る
も

の
と

す

る
。

 

(
１

)
、

(
２

)
 
（

略
）

 
(
１

)
、

(
２

)
 
（

略
）

 

(
３

)
第

８
第

１
項

又
は

第
９

第
４

項
及

び
第

５
項

の
規

定
に

よ
り

付
さ

れ
た

基

準
緩

和
の

認
定

の
期

限
を

経
過

し
て

い
る

場
合

 

(
３

)
第

８
第

１
項

又
は

第
９

第
４

項
、

第
５

項
及

び
第

６
項

の
規

定
に

よ
り

付

さ
れ

た
基

準
緩

和
の

認
定

の
期

限
を

経
過

し
て

い
る

場
合

 

(
４

)
～

(
８

)
 
（

略
）

 
(
４

)
～

(
８

)
 
（

略
）

 

(
９

)
 

第
９

第
５

項
の

規
定

に
よ

り
付

さ
れ

た
条

件
に

従
っ

た
新

た
な

基
準

緩

和
の

認
定

の
申

請
に

基
づ

く
認

定
が

な
さ

れ
た

場
合

 

（
新

設
）

 

４
 

地
方

運
輸

局
長

は
、

本
要

領
に

規
定

す
る

業
務

を
適

切
に

実
施

す
る

た
め

、

新
聞

等
報

道
や

関
係

機
関

及
び

関
係

団
体

か
ら

の
情

報
等

を
通

じ
、

特
に

第
７

第
２

項
及

び
第

９
第

４
項

の
規

定
に

基
づ

い
て

期
限

が
付

さ
れ

た
自

動
車

並
び

に
第

９
第

５
項

の
規

定
に

基
づ

い
て

条
件

が
付

さ
れ

た
自

動
車

の
運

行
状

況
の

４
 

地
方

運
輸

局
長

は
、

本
要

領
に

規
定

す
る

業
務

を
適

切
に

実
施

す
る

た
め

、

新
聞

等
報

道
や

関
係

機
関

及
び

関
係

団
体

か
ら

の
情

報
等

を
通

じ
、

特
に

第
７

第
２

項
及

び
第

９
第

４
項

の
規

定
に

基
づ

い
て

期
限

が
付

さ
れ

た
自

動
車

の
運

行
状

況
の

把
握

に
努

め
る

も
の

と
す

る
。
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17 
 

把握に努めるものとする。 

  

申請様式及び参考様式 申請様式及び参考様式 

【別紙のとおり】 【別紙のとおり】 

  

別表第１ 添付資料一覧表（第５及び第９関係） 別表第１ 添付資料一覧表（第５及び第９関係） 

【別紙のとおり】 【別紙のとおり】 

  

別表第２ 条件並びに保安上及び公害防止上の制限（第７及び第１２

関係） （略） 

別表第２ 条件並びに保安上及び公害防止上の制限（第７及び第１２

関係） （略） 

別表第３ （略） 別表第３ （略） 

別表第４ 保安上及び公害防止上の制限（第１０関係） （略） 別表第４ 保安上及び公害防止上の制限（第１０関係） （略） 

  

附則（令和４年３月31日国自技環第199号） （新設） 

（適用時期）  

１ この要領は令和４年４月１日以降の基準緩和認定の申請及び届出

について適用する。 

 

（経過措置）  

２ 令和４年３月３１日以前に第４第３項の処分を受けた者が、基準

緩和の認定の申請を行う場合、第４第３項は改正前の規定を適用す

る。 

 

３ この要領による各申請書等の様式は、当分の間、改正前の第５第

１項及び第９第２項に掲げる書面によることができる。 
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●
「
基
準
緩
和
自
動
車
の
認
定
要
領
に
つ
い
て
（
依
命
通
達
）」
（
平
成
９
年
９
月
19
日
付
自
技
第
19
3号

）
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
 
新
旧
対
照
表
（
別
紙
）
 

制
 
 
定
 
平
成
９
年
９
月
19
日
付
 
自
 技

 第
19
3号

 

最
終
改
正
 
令
和
４
年
３
月
31
日
付
 
自
技
環
第
19
9号

 

改
 
正
 
後
 

改
 
正
 
前
 

第
１
号
様
式
（
第
５
関
係
）
  

第
１
号
様
式
（
第
５
関
係
）
  

 
 

基
準

緩
和

認
定

申
請

書
（

新
規

）
 

 

地
方
運
輸
局
長
 
殿
 

年
 
月
 
日
 

 

道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
第
５
５
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
基
準
緩
和
の
認
定
を
受
け
た
い
の
で
、
別
紙
を
添
え
て
申
請

し
ま
す
。
 

 申
請
す
る
自
動
車
の
情
報
 

車
名
及
び
型
式
 

 

種
別
及
び
用
途
 

 

車
体
の
形
状
 

 

車
台
番
号
 

 

使
用
の
本
拠
の
位
置
 

 

構
造
又
は
使
用
の
態
様
の
特

殊
性
 

   

認
定
を
必
要
と
す
る
理
由
 

   

 認
定
に
よ
り
適
用
を
除
外
す

る
保
安
基
準
の
条
項
 

認
定
に
よ
り
適
用
を
除
外
す
る
保
安
基
準
の
内
容
 

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
 

（
法
人
の
場
合
は
代
表
者
）
 

 

申
請
者
の
住
所
 

 

 
 

 

基
準
緩
和
認
定
申
請
書
 

 

年
 
月
 
日
 

 

地
方
運
輸
局
長
殿
 

 

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
 

住
 
 
 
 
 
 
 
 
所
 

 

下
記
の
自
動
車
に
つ
い
て
、
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
第
５
５
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
基
準
緩
和
の
認
定
を
受
け

た
い
の
で
、
別
添
の
書
類
を
添
え
て
申
請
し
ま
す
。
 

 

記
 

 １
 
車
名
及
び
型
式
 

２
 
種
別
及
び
用
途
 

３
 
車
体
の
形
状
 

４
 
自
動
車
登
録
番
号
及
び
車
台
番
号
 

５
 
使
用
の
本
拠
の
位
置
 

６
 
構
造
又
は
使
用
の
態
様
の
特
殊
性
 

７
 
認
定
に
よ
り
適
用
を
除
外
す
る
保
安
基
準
の
条
項
及
び
内
容
 

８
 
認
定
を
必
要
と
す
る
理
由
 

９
 
省
略
す
る
添
付
資
料
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-

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
）
 
 

 
（
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
）
 
 

 
備
考
 

１
．
型
式
に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
類
別
区
分
番
号
を
記
載
す
る
。
 

２
．
車
台
番
号
に
つ
い
て
は
、
打
刻
が
な
い
自
動
車
の
場
合
は
、
製
造
番
号
を
括
弧
書
き
で
記
載
す
る
。
 

３
．
認
定
を
必
要
と
す
る
理
由
に
つ
い
て
は
、
使
用
の
条
件
を
含
め
て
記
載
す
る
。
な
お
、
第
３
第
２
２
号
に
規
定
す
る
自

動
車
に
あ
っ
て
は
、
「
災
害
応
急
対
策
又
は
災
害
復
旧
の
内
容
」
に
つ
い
て
記
載
す
る
。
 

４
．
一
括
緩
和
申
請
の
場
合
は
、
標
題
に
「
（
一
括
）
」
と
付
記
す
る
と
と
も
に
、
車
台
番
号
又
は
製
造
番
号
に
つ
い
て
は

開
始
番
号
を
記
載
す
る
。
 

 
 

備
考
 

（
１
）
 
申
請
者
の
氏
名
に
つ
い
て
は
、
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
は
、
法
人
の
代
表
者
と
す
る
。
 

（
２
）
 
型
式
に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
類
別
区
分
番
号
を
記
載
す
る
。
 

（
３
）
 
車
台
番
号
に
つ
い
て
は
、
打
刻
が
な
い
自
動
車
の
場
合
は
、
製
造
番
号
を
記
載
す
る
。
 

（
４
）
 
認
定
を
必
要
と
す
る
理
由
に
つ
い
て
は
、
使
用
の
条
件
を
含
め
て
記
載
す
る
。
な
お
、
第
３
第
２
２
号
に
規
定
す

る
自
動
車
に
あ
っ
て
は
、
「
災
害
応
急
対
策
及
び
災
害
復
旧
の
内
容
」
に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と
。
 

（
５
）
 
一
括
緩
和
申
請
の
場
合
は
、
標
題
に
「
（
一
括
）
」
と
付
記
す
る
と
と
も
に
、
車
台
番
号
又
は
製
造
番
号
の
開
始

番
号
を
併
記
す
る
。
 

（
６
）
 
省
略
す
る
添
付
資
料
に
つ
い
て
は
、
複
数
の
類
似
す
る
自
動
車
に
つ
い
て
同
時
に
申
請
す
る
場
合
に
添
付
を
省
略

す
る
添
付
資
料
の
名
称
を
記
載
す
る
。
 

 

 
 

第
１
号
様
式
別
紙
 

第
１
号
様
式
（
第
５
第
６
関
係
）
 

 
基
準
緩
和
認
定
申
請
書
別
紙
（
新
規
）
 

自
家
用
又
は
事
業
用
の
別
 

□
自
家
用
 
□
事
業
用
 

使
用
者
の
事
業
内
容
 

□
運
送
業
 
□
建
設
業
 
□
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

車
両
管
理
責
任
者
 

（
役
職
）
 
 
 
 
 
 
 
 
（
氏
名
）
 

通
行
許
可
事
前
確
認
の
有
無
 

□
有
 
□
無
 
 

有
の
場
合
 

道
路
管
理
者
名
及
び
連
絡
先
 

 

主
な
運
行
経
路
 

始
点
：
 

 

終
点
：
 

□
別
紙
図
有
 
□
特
殊
車
両
通
行
許
可
の
経
路
に
同
じ
 

宣
誓
事
項
 

チ
ェ
ッ
ク
欄
 

申
請
に
当
た
り
宣
誓
す
る
内
容
 

□
 

基
準
緩
和
自
動
車
の
認
定
要
領
に
つ
い
て
（
依
命
通
達
）
（
平
成
９
年
９
月
１
９
日
付
け
自
技
第
１
９
３

 
 

 地
方
運
輸
局
長
 
殿
 

 

宣
誓
書
 

 

基
準
緩
和
自
動
車
の
認
定
要
領
に
つ
い
て
（
依
命
通
達
）
（
平
成
９
年
９
月
１
９
日
付
け
自
技
第
１
９
３
号
）
の
第
４

第
３
項
に
該
当
す
る
処
分
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
を
宣
誓
い
た
し
ま
す
。
 

   
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
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号
）
の
第
４
第
３
項
に
該
当
す
る
処
分
を
受
け
て
い
ま
せ
ん
。
 

誓
約
事
項
 

チ
ェ
ッ
ク
欄
 

申
請
に
当
た
り
誓
約
す
る
内
容
 

□
 

認
定
に
際
し
付
さ
れ
た
条
件
並
び
に
保
安
上
及
び
公
害
防
止
上
の
制
限
を
遵
守
し
ま
す
。
違
反
し
た
場
合

（
当
該
自
動
車
を
相
互
に
使
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
は
、
保
安
基
準
緩
和
の
認
定
の
取
消
処
分
等
を
受

け
よ
う
と
も
異
議
申
し
立
て
は
致
し
ま
せ
ん
。
 

□
 

運
行
に
当
た
っ
て
は
、
道
路
運
送
車
両
法
、
道
路
運
送
法
、
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
、
道
路
交
通
法
、

道
路
法
そ
の
他
の
関
係
法
令
を
厳
守
し
ま
す
。
 

□
 

重
大
事
故
時
に
は
、
遅
滞
な
く
通
報
し
ま
す
。
 

□
 

認
定
に
よ
り
適
用
を
除
外
す
る
保
安
基
準
の
条
項
以
外
に
つ
い
て
は
、
保
安
基
準
に
適
合
し
て
い
ま
す
。
 

□
 

（
一
括
緩
和
の
場
合
）
 

使
用
者
に
対
し
、
上
欄
ま
で
の
誓
約
事
項
を
周
知
し
ま
す
。
 

□
 

（
そ
の
他
、
誓
約
す
る
事
項
が
あ
る
場
合
は
適
宜
記
載
す
る
。
）
 

 

 
 

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
 

住
 
 
 
 
 
 
 
 
所
 

 
（
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
）
 
 

 
（
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
）
 
 

 
備
考
 

１
．
通
行
許
可
事
前
確
認
は
第
３
第
２
号
、
第
３
号
、
第
６
号
（
第
３
第
２
号
、
第
３
号
の
自
動
車
を
け
ん
引
す
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
に
限
る
）
、
第
２
０
号
の
自
動
車
で
車
両
総
重
量
及
び
軸
重
等
の
緩
和
が
必
要
な
場
合
に
記
載
す
る
。
 

２
．
主
な
運
行
経
路
に
つ
い
て
は
、
第
１
１
、
第
１
２
、
第
１
５
、
第
１
６
、
第
１
７
、
第
１
８
、
第
１
９
の
自
動
車
及
び

地
方
運
輸
局
長
が
審
査
に
お
い
て
必
要
と
認
め
た
自
動
車
の
場
合
に
記
載
し
、
図
を
添
付
す
る
。
 

３
．
第
１
５
、
第
１
８
、
第
１
９
、
第
２
０
の
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
誓
約
事
項
の
チ
ェ
ッ
ク
欄
に
記
入
さ
れ
た
も
の
を
も

っ
て
、
遵
守
事
項
の
誓
約
に
関
す
る
書
面
と
す
る
。
 

４
．
一
括
緩
和
の
場
合
、
宣
誓
事
項
及
び
誓
約
事
項
以
外
の
記
載
は
不
要
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

第
２
号
様
式
（
第
５
関
係
）
 

第
２
号
様
式
（
第
５
関
係
）
 

 
 

基
準

緩
和

認
定

変
更

届
出

書
 

 

地
方
運
輸
局
長
 
殿
 

年
 
月
 
日
 

 

 
 

 

基
準
緩
和
認
定
変
更
申
請
書
 

 

年
 
月
 
日
 

地
方
運
輸
局
長
 
殿
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基
準
緩
和
認
定
を
受
け
た
自
動
車
に
つ
い
て
記
載
事
項
が
変
更
と
な
り
ま
し
た
の
で
届
出
し
ま
す
。
な
お
、
基
準
緩
和
認

定
を
受
け
た
自
動
車
の
管
理
体
制
に
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。
 

 届
出
す
る
自
動
車
の
情
報
 

基
準
緩
和
認
定
番
号
 

 

認
定
年
月
日
 

 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

自
動
車
登
録
番
号
 

 

車
台
番
号
 

 

 届
出
の
内
容
 

変
更
の
内
容
 

変
更
後
の
内
容
 

変
更
年
月
日
 

 

氏
名
又
は
名
称
 

 

使
用
の
本
拠
の
位
置
 

 

そ
の
他

 
 

 
 届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
 

（
法
人
の
場
合
は
代
表
者
）
 

 

届
出
者
の
住
所
 

 

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
 

住
 
 
 
 
 
 
 
 
所
 

 

下
記
の
自
動
車
に
つ
い
て
、
記
載
事
項
の
変
更
を
行
い
た
い
の
で
、
別
添
の
書
類
を
添
え
て
申
請
し
ま
す
。
 

記
 

 １
 
基
準
緩
和
認
定
番
号
及
び
認
定
年
月
日
 

２
 
車
名
及
び
型
式
 

３
 
種
別
及
び
用
途
 

４
 
自
動
車
登
録
番
号
及
び
車
台
番
号
 

５
 
変
更
事
項
及
び
変
更
事
由
 

６
 
変
更
年
月
日
 

 

 
（
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
）
 
 

 
（
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
）
 
 

 
備
考
 

１
．
継
続
緩
和
を
受
け
た
自
動
車
に
つ
い
て
、
安
全
性
優
良
事
業
所
認
定
の
あ
る
事
業
所
か
ら
安
全
性
優
良
事
業
所
認
定
の

な
い
事
業
所
に
使
用
の
本
拠
の
位
置
を
変
更
し
た
場
合
は
、
届
出
後
、
遅
滞
な
く
第
５
第
１
項
の
申
請
を
す
る
こ
と
。
 

 
 

備
考
 

（
１
）
 
申
請
者
の
氏
名
に
つ
い
て
は
、
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
は
、
法
人
の
代
表
者
と
す
る
。
 

（
２
）
 
型
式
に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
類
別
区
分
番
号
を
記
載
す
る
。
 

 

 
 

 
 

 
 

第
３
号
様
式
（
略
）
 

第
３
号
様
式
（
略
）
 

 
 

 
 

 
 

第
４
号
様
式
（
第
９
関
係
）
 

第
４
号
様
式
（
第
９
関
係
）
 

 
 

基
準

緩
和

認
定

申
請

書
（

継
続

）
 

 

地
方
運
輸
局
長
 
殿
 

 
 

 

基
準
緩
和
認
定
申
請
書
（
継
続
）
 

 

年
 
月
 
日
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年
 
月
 
日
 

 

道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
第
５
５
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
引
き
続
き
基
準
緩
和
の
認
定
を
受
け
た
い
の
で
、
別
紙
を
添

え
て
申
請
し
ま
す
。
 

 申
請
す
る
自
動
車
の
情
報
 

車
名
及
び
型
式
 

 

種
別
及
び
用
途
 

 

車
体
の
形
状
 

 

自
動
車
登
録
番
号
 

 

車
台
番
号
 

 

使
用
の
本
拠
の
位
置
 

 

構
造
又
は
使
用
の
態
様
の
特

殊
性
 

   

認
定
を
必
要
と
す
る
理
由
 

   

変
更
事
項
の
有
無
 

 

 認
定
に
よ
り
適
用
を
除
外
す

る
保
安
基
準
の
条
項
 

認
定
に
よ
り
適
用
を
除
外
す
る
保
安
基
準
の
内
容
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
 

（
法
人
の
場
合
は
代
表
者
）
 

 

申
請
者
の
住
所
 

 

 

地
方
運
輸
局
長
殿
 

 

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
 

住
 
 
 
 
 
 
 
 
所
 

 

下
記
の
自
動
車
に
つ
い
て
、
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
第
５
５
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
引
き
続
き
基
準
緩
和
の
認

定
を
受
け
た
い
の
で
、
別
添
の
書
類
を
添
え
て
申
請
し
ま
す
。
 

 

記
 

 １
 
車
名
及
び
型
式
 

２
 
種
別
及
び
用
途
 

３
 
車
体
の
形
状
 

４
 
自
動
車
登
録
番
号
及
び
車
台
番
号
 

５
 
使
用
の
本
拠
の
位
置
 

６
 
初
回
の
基
準
緩
和
認
定
 

７
 
前
回
及
び
前
々
回
の
基
準
緩
和
認
定
 

８
 
構
造
又
は
使
用
の
態
様
の
特
殊
性
 

９
 
認
定
に
よ
り
適
用
を
除
外
す
る
保
安
基
準
の
条
項
及
び
内
容
 

10
 
認
定
を
必
要
と
す
る
理
由
 

11
 
変
更
事
項
の
有
無
 

 

 
（
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
）
 
 

 
（
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
）
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備
考
 

１
．
認
定
を
必
要
と
す
る
理
由
に
つ
い
て
は
、
使
用
の
条
件
を
含
め
て
記
載
す
る
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

第
４
号
様
式
別
紙
 

 
（
新
設
）
 

 

 
基
準
緩
和
認
定
申
請
書
別
紙
（
継
続
）
 

自
家
用
又
は
事
業
用
の
別
 

□
自
家
用
 
□
事
業
用
 

使
用
者
の
事
業
内
容
 

□
運
送
業
 
□
建
設
業
 
□
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

車
両
管
理
責
任
者
 

（
役
職
）
 
 
 
 
 
 
 
 
（
氏
名
）
 

安
全
性
優
良
事
業
所
認
定
の
有
無
 

（
事
業
用
の
場
合
）
 
□
有
 
 
 
 
□
無
 

 誓
約
事
項
 

チ
ェ
ッ
ク
欄
 

申
請
に
当
た
り
誓
約
す
る
内
容
 

□
 

認
定
に
際
し
付
さ
れ
た
条
件
並
び
に
保
安
上
及
び
公
害
防
止
上
の
制
限
を
遵
守
し
ま
す
。
違
反
し
た
場
合

（
当
該
自
動
車
を
相
互
に
使
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
は
、
保
安
基
準
緩
和
の
認
定
の
取
消
処
分
等
を
受

け
よ
う
と
も
異
議
申
し
立
て
は
致
し
ま
せ
ん
。
 

□
 

運
行
に
当
た
っ
て
は
、
道
路
運
送
車
両
法
、
道
路
運
送
法
、
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
、
道
路
交
通
法
、

道
路
法
そ
の
他
の
関
係
法
令
を
厳
守
し
ま
す
。
 

□
 

重
大
事
故
時
に
は
、
遅
滞
な
く
通
報
し
ま
す
。
 

□
 

認
定
に
よ
り
適
用
を
除
外
す
る
保
安
基
準
の
条
項
以
外
に
つ
い
て
は
、
保
安
基
準
に
適
合
し
て
い
ま
す
。
 

□
 

（
安
全
性
優
良
事
業
所
の
場
合
）
本
申
請
の
認
定
審
査
期
間
中
に
、
安
全
性
優
良
事
業
所
認
定
に
つ
い
て

失
効
又
は
返
納
し
た
場
合
は
、
遅
滞
な
く
報
告
し
ま
す
。
 

□
 

（
そ
の
他
、
誓
約
す
る
事
項
が
あ
る
場
合
は
適
宜
記
載
す
る
。
）
 

 

 
 

 
 

 
 

 
（
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
）
 
 

 
 
 

 
備
考
 

 １
．
第
１
５
、
第
１
９
の
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
誓
約
事
項
の
チ
ェ
ッ
ク
欄
に
記
入
さ
れ
た
も
の
を
も
っ
て
、
遵
守
事
項
の

誓
約
に
関
す
る
書
面
と
す
る
。
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

第
５
号
様
式
（
第
９
関
係
）
 

第
５
号
様
式
（
第
９
関
係
）
 

-182-



 

-
 
7
 
-

 
 

基
準
緩
和
認
定
書
（
継
続
）
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 番

 
 
 
 
号
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 年

 
 月

 
 日

 

  
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
殿
 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地
方
運
輸
局
長
 

 

年
 
月
 
日
付
で
申
請
が
あ
っ
た
下
記
の
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
第
５
５
条
の

規
定
に
基
づ
き
、
基
準
緩
和
を
認
定
す
る
。
 

 

記
 

   
１
 
車
名
及
び
型
式
 

 
２
 
種
別
及
び
用
途
 

 
３
 
車
体
の
形
状
 

 
４
 
自
動
車
登
録
番
号
（
車
台
番
号
）
 

 
５
 
使
用
の
本
拠
の
位
置
 

 
６
 
基
準
緩
和
を
認
定
す
る
条
項
並
び
に
条
件
及
び
制
限
 

 
７
 
基
準
緩
和
の
期
限
 

 
  

  
  

 （
注
意
事
項
）
 

本
認
定
の
期
限
満
了
後
も
引
き
続
き
基
準
緩
和
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
期
限
が
満
了
す
る
２
か
月

前
ま
で
に
基
準
緩
和
の
認
定
の
申
請
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
 

 

 
 

 

基
準
緩
和
認
定
書
（
継
続
）
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 番

 
 
 
 
号
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 年

 
 月

 
 日

 

  
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
殿
 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地
方
運
輸
局
長
 

 

年
 
月
 
日
付
で
申
請
が
あ
っ
た
下
記
の
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
第
５
５
条
の

規
定
に
基
づ
き
、
基
準
緩
和
を
認
定
す
る
。
 

 

記
 

   
１
 
車
名
及
び
型
式
 

 
２
 
種
別
及
び
用
途
 

 
３
 
車
体
の
形
状
 

 
４
 
自
動
車
登
録
番
号
（
車
台
番
号
）
 

 
５
 
使
用
の
本
拠
の
位
置
 

 
６
 
基
準
緩
和
を
認
定
す
る
条
項
並
び
に
条
件
及
び
制
限
 

 
７
 
基
準
緩
和
の
期
限
 

 
  

  
  

 （
注
意
事
項
）
 

本
認
定
の
期
限
満
了
後
も
引
き
続
き
基
準
緩
和
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
期
限
が
満
了
す
る
２
か
月

前
ま
で
に
基
準
緩
和
の
認
定
の
申
請
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
 

 

 

 
（
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
）
 
 

 
（
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
）
 
 

 
備
考
 

第
９
第
５
項
の
申
請
に
基
づ
き
基
準
緩
和
の
期
限
を
付
さ
ず
に
認
定
し
た
場
合
、
基
準
緩
和
の
期
限
及
び
注
意
事
項
に
つ

い
て
は
記
載
し
な
い
も
の
と
す
る
。
 

 
 

（
新
設
）
 

 

 
 

第
６
号
様
式
、
第
７
号
様
式
 
（
略
）
 

第
６
号
様
式
、
第
７
号
様
式
 
（
略
）
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（
削
除
）
 

第
８
号
様
式
（
第
８
及
び
第
９
関
係
）
 

 
 

 
 

 

番
 
 
 
  
号
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
年
  

月
  

日
 
  

  
運
輸
支
局
長
殿
 

  
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所
長
殿
（
単
名
）
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  

 
 
地
方
運
輸
局
長
 
 
 
 

基
準
緩
和
認
定
の
通
知
に
つ
い
て
 

 

別
紙
基
準
緩
和
認
定
書
（
写
）
の
と
お
り
基
準
緩
和
の
認
定
を
し
た
の
で
、
基
準
緩
和
認
定
申
請
書
（
副
）
を
添
え
て

通
知
し
ま
す
。
 

 

 

 
 
 

 
（
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
）
 
 

 
 

 
 

備
考
 

(１
)各

運
輸
支
局
長
等
に
対
し
、
認
定
に
関
し
て
通
知
す
る
事
項
が
あ
る
場
合
に
は
適
宜
内
容
を
変
更
し
記
載
す
る
こ
と
。
 

 

 
 

 
 

 
 

（
削
除
）
 

参
考
１
（
別
表
第
１
 
個
別
緩
和
・
継
続
緩
和
の
場
合
）
 

 
 

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  

 
 
 年

 
 月

 
 日

 
 

 

地
方
運
輸
局
長
 殿

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 住

 
 
 
 
 
 
 
 
所
 

 

誓
 
 
約
 
 
書

 

 

弊
社
が
使
用
す
る
車
名
 
 
 
 
 
 
 
 
、
型
式
 
 
 
 
 
 
 
 
 
、
車
台
番
号
 
 
 
 
 
の
自
動
車
に

つ
い
て
、
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
第
５
５
条
の
規
定
に
基
づ
く
基
準
緩
和
の
認
定
申
請
に
際
し
、
下
記
の
と
お
り

誓
約
し
ま
す
。
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１
 
認
定
に
際
し
付
さ
れ
た
条
件
並
び
に
保
安
上
及
び
公
害
防
止
上
の
制
限
を
遵
守
し
ま
す
。
 

 
  
２
 
運
行
に
当
た
っ
て
は
、
道
路
運
送
車
両
法
、
道
路
運
送
法
、
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
、
道
路
交
通
法
、
道
路
法

そ
の
他
の
関
係
法
令
を
厳
守
し
ま
す
。
 

 
 
３
 
１
に
違
反
し
た
場
合
（
当
該
自
動
車
を
相
互
に
使
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
は
、
保
安
基
準
緩
和
の
認
定
の
取
消

処
分
等
を
受
け
よ
う
と
も
異
議
申
し
立
て
は
致
し
ま
せ
ん
。
 

 
 
４
 
重
大
事
故
時
に
は
、
遅
滞
な
く
通
報
し
ま
す
。
 

  
（
安
全
性
優
良
事
業
所
の
場
合
）
 

 
 
 
 
本
申
請
の
認
定
審
査
期
間
中
に
、
安
全
性
優
良
事
業
所
の
認
定
に
つ
い
て
失
効
又
は
返
納
し
た
場
合
は
、
速
や
か

に
報
告
し
ま
す
。
 

 

 
（
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
）
 

 
備
考
 

(1
)申

請
者
の
氏
名
に
つ
い
て
は
、
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
は
、
法
人
の
代
表
者
と
す
る
。
 

(2
)印

鑑
に
代
え
て
署
名
を
用
い
る
場
合
は
、
印
の
箇
所
に
署
名
す
る
。
 

(3
)申

請
者
が
個
人
の
場
合
は
、
「
弊
社
」
を
「
私
」
と
記
載
す
る
。
 

(4
)型

式
に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
類
別
区
分
番
号
を
記
載
す
る
。
 

(5
)車

台
番
号
の
打
刻
の
な
い
自
動
車
に
あ
っ
て
は
、
製
造
番
号
と
す
る
。
 

(6
)２

の
記
載
の
う
ち
「
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
」
に
つ
い
て
は
、
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
用
自
動
車
の
申
請
に
限

る
。
 

(7
)そ

の
他
、
誓
約
す
る
事
項
が
あ
る
場
合
は
適
宜
記
載
す
る
。
 

 
 

（
削
除
）
 

参
考
２
（
別
表
第
１
 
一
括
緩
和
の
場
合
）
 

 
 

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  

 
 
 年

 
 月

 
 日

 
 

 

地
方
運
輸
局
長
 殿

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 住

 
 
 
 
 
 
 
 
所
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誓
 
 
約
 
 
書

 

 

弊
社
が
使
用
す
る
車
名
 
 
 
 
 
 
 
 
、
型
式
 
 
 
 
 
 
 
 
 
、
車
台
番
号
 
 
 
 
 
の
自
動
車
に

つ
い
て
、
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
第
５
５
条
の
規
定
に
基
づ
く
基
準
緩
和
の
認
定
申
請
に
際
し
、
当
該
自
動
車
の

使
用
者
に
対
し
、
下
記
に
つ
い
て
周
知
す
る
こ
と
を
誓
約
し
ま
す
。
 

   
 １
 認

定
に
際
し
付
さ
れ
た
条
件
並
び
に
保
安
上
及
び
公
害
防
止
上
の
制
限
を
遵
守
す
る
こ
と
。
 

２
 運

行
に
当
た
っ
て
は
、
道
路
運
送
車
両
法
、
道
路
運
送
法
、
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
、
道
路
交
通
法
、
道
路
法

そ
の
他
の
関
係
法
令
を
厳
守
す
る
こ
と
。
 

３
 １

に
違
反
し
た
場
合
（
当
該
自
動
車
を
相
互
に
使
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
は
、
保
安
基
準
緩
和
の
認
定
の
取
消

処
分
等
を
受
け
よ
う
と
も
異
議
申
し
立
て
は
し
な
い
こ
と
。
 

４
 重

大
事
故
時
に
は
、
遅
滞
な
く
通
報
す
る
こ
と
。
 

 

 
（
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
）
 

 
備
考
 

(1
)申

請
者
の
氏
名
に
つ
い
て
は
、
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
は
、
法
人
の
代
表
者
と
す
る
。
 

(2
) 

印
鑑
に
代
え
て
署
名
を
用
い
る
場
合
は
、
印
の
箇
所
に
署
名
す
る
。
 

(3
) 

型
式
に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
類
別
区
分
番
号
を
記
載
す
る
。
 

(4
) 

２
の
記
載
の
う
ち
「
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
」
に
つ
い
て
は
、
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
の
用
に
供
す
る
場
合

に
限
る
。
 

(5
) 

そ
の
他
、
誓
約
す
る
事
項
が
あ
る
場
合
は
適
宜
記
載
す
る
。
 

 
 

参
考
１
～
参
考
５
 
（
略
）
 

参
考
３
～
参
考
７
 
（
略
）
 

 
 

（
削
除
）
 

参
考
８
（
別
表
第
１
関
係
）
 

 
 

 
 

 

年
 
 月

 
 日

 

地
方
運
輸
局
長
 殿

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 申

請
者
の
氏
名
又
は
名
称
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 住

 
 
 
 
 
 
 
 
所
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特
殊
車
両
通
行
許
可
事
前
確
認
書
 

 

今
回
申
請
す
る
、
車
名
 
 
 
 
 
 
 
、
型
式
 
 
 
 
 
 
、
車
台
番
号
 
 
 
 
 
の
自
動
車
に
つ
い
て
、

道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
第
５
５
条
の
規
定
に
基
づ
く
基
準
緩
和
の
認
定
申
請
に
際
し
、
当
該
自
動
車
の
特
殊
車
両

通
行
の
可
否
に
つ
い
て
、
下
記
の
道
路
管
理
者
に
事
前
に
確
認
し
て
お
り
ま
す
。
 

 

記
 

 １
 
道
路
管
理
者
問
い
合
わ
せ
先
 

２
 
通
行
可
能
な
経
路
（
別
添
：
運
行
経
路
図
）
 

 

 
 

 
 

（
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
）
 
 

 
 

 
 

備
考
 

(1
) 

申
請
者
の
氏
名
に
つ
い
て
は
、
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
は
、
法
人
の
代
表
者
と
す
る
。
 

(2
) 

印
鑑
に
代
え
て
署
名
を
用
い
る
場
合
は
、
印
の
箇
所
に
署
名
す
る
。
 

(3
) 

型
式
に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
類
別
区
分
番
号
を
記
載
す
る
。
 

 

 
 

別
表
第
１
  
添
付
資
料
一
覧
表
（
第
５
及
び
第
９
関
係
）
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

適
   用
   条
   項
 

項
  
  
目
 

保
安
基
準
 

第
５
５
条
第
１
項
に
 

規
定
す
る
大
臣
が
 

定
め
る
告
示
 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

 

  

  

  
６ 

  
７ 

  

  
８ 

基 準 緩 和 認 定 申 請 書 別 紙 

主 要 諸 元 比 較 表 

車 両 外 観 図 

計 算 書 及 び 緩 和 部 分 詳 細 図 

連 結 自 動 車 の 連 結 検 討 書 

（ 削 除 ） 

（ 削 除 ） 

（ 削 除 ） 

（ 削 除 ） 

輸 送 依 頼 書 又 は 輸 送 契 約 書      ＊ 

（ 削 除 ） 

輸 送 実 績 （ 第 ９ 第 ３ 項 第 １ 号 関 係 ）   ＊ 

（ 削 除 ） 

（ 削 除 ） 

そ の 他 地 方 運 輸 局 長 が 必 要 と 認 め た 書 面 

保
安
基
準
等
の
条
項
 

 
 

          告

長
さ
、

幅
及
び

高
さ
 

認
定
要
領
第
3第

11
号
の
自
動
車
を
除
く
 

保
  
 2
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

 
 

 
 

△
 

 
－
 

 
 

○
 

認
定
要
領
第
3第

11
号
の
自
動
車
に
限
る
 

保
  
 2
 

○
 

○
 

○
 

○
 

－
 

 
 

 
 

－
 

 
－
 

 
 

○
 

車
両
総

重
量
 

 新
規
緩
和
 (
認
定
要
領
第
3第

2号
、
第
3号

、
第
7号

及
び

第
20
号
の
自
動
車
を
除
く
) 

 

保
  
 4
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

 
 

 
 

△
 

 
－
 

 
 

○
 

 継
続
緩
和
 (
認
定
要
領
第
3第

2号
、
第
3号

及
び
第
7号

の

自
動
車
を
除
く
) 

 

保
  
 4
 

○
 

□
 

□
 

□
 

□
 

 
 

 
 

□
 

 
○
 

 
 

○
 

別
表
第
１
  
添
付
資
料
一
覧
表
（
第
５
及
び
第
９
関
係
）
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

適
   用
   条
   項
 

項
  
  
目
 

保
安
基
準
 

第
５
５
条
第
１
項
に
 

規
定
す
る
大
臣
が
 

定
め
る
告
示
 

 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

（ 新 設 ） 

主 要 諸 元 比 較 表 

車 両 外 観 図 

計 算 書 及 び 緩 和 部 分 詳 細 図 

連 結 自 動 車 の 連 結 検 討 書 

遵 守 事 項 の 誓 約 書 

使 用 者 の 事 業 内 容         ＊ 

会 社 組 織 図            ＊ 

主 要 運 行 経 路 図          ＊ 

輸 送 依 頼 書 又 は 輸 送 契 約 書     ＊ 

保 有 車 両 一 覧 表          ＊ 

過 去 ６ か 月 間 以 上 の 輸 送 実 績    ＊ 

安 全 性 優 良 事 業 所 認 定 証         ◎ 

特 殊 車 両 通 行 許 可 事 前 確 認 書 

そ の 他 地 方 運 輸 局 長 が 必 要 と 認 め た 書 面 

 

保
安
基
準
等
の
条
項
 

 
 

          告

長
さ
、

幅
及
び

高
さ
 

認
定
要
領
第
3第

11
号
の
自
動
車
を
除
く
 

保
  
 2
 

 
○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

△
 

○
 

－
 

－
 

－
 

○
 

認
定
要
領
第
3第

11
号
の
自
動
車
に
限
る
 

保
  
 2
 

 
○
 

○
 

○
 

－
 

○
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

○
 

車
両
総

重
量
 

 新
規
緩
和
 (
認
定
要
領
第
3第

2号
、
第
3号

、
第
7号

及
び

第
20
号
の
自
動
車
を
除
く
) 

 

保
  
 4
 

 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

△
 

○
 

－
 

－
 

－
 

○
 

 継
続
緩
和
 (
認
定
要
領
第
3第

2号
、
第
3号

及
び
第
7号

の

自
動
車
を
除
く
) 

 

保
  
 4
 

 

□
 

□
 

□
 

□
 

○
 

□
 

□
 

□
 

△
 

○
 

○
 

○
 

－
 

○
 

10
  

 1
1 
  
12
  

 1
3 
  
14
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示 第 １ 条 第 １ 号
 

 新
規
緩
和
 
(認

定
要
領
第
3第

6号
(認

定
要
領
第
3第

2

号
及
び
第
3号

の
自
動
車
を
け
ん
引
す
る
こ
と
が
で

き
る
構
造
を
有
す
る
場
合
を
除
く
)の

自
動
車
に
限
る
) 

 

保
  
 4
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

 
 

 
 

－
 

 
－
 

 
 

○
 

新
規
緩
和
 

(認
定
要
領
第
3第

7号
の
自
動
車
に
限
る
) 

保
  
 4
 

○
 

○
 

○
 

▽
 

▽
 

 
 

 
 

－
 

 
－
 

 
 

○
 

 新
規
緩
和
 (
認
定
要
領
第
3第

2号
、
第
3号

及
び
第
6号

(

認
定
要
領
第
3第

2号
及
び
第
3号

の
自
動
車
を
け
ん

引
す
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
を
有
す
る
場
合
に
限

る
)の

自
動
車
に
限
る
) 

 

保
  
 4
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

 
 

 
 

－
 

 
－
 

 
 

○
 

新
規
緩
和
(認

定
要
領
第
3第

20
号
の
自
動
車
に
限
る
) 

保
  
 4
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

 
 

 
 

△
 

 
－
 

 
 

○
 

軸
重
等
 

新
規
緩
和
  (
認
定
要
領
第
3第

2号
、
第
3号

、
第
7号

及
び
第

20
号
の
自
動車

を除
く)
 

保
 
4の
2 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

 
 

 
 

△
 

 
 －
 

 
 

○
 

 継
続
緩
和
  (
認
定
要
領
第
3第

2号
、
第
3号

及
び
第
7号

の
自

動
車
を
除
く
) 

 

保
  
4の
2 

○
 

□
 

□
 

□
 

□
 

 
 

 
 

△
 

 
○
 

 
 

○
 

 新
規
緩
和
 
(認

定
要
領
第
3第

6号
(認

定
要
領
第
3第

2

号
及
び
第
3号

の
自
動
車
を
け
ん
引
す
る
こ
と
が
で

き
る
構
造
を
有
す
る
場
合
を
除
く
)の

自
動
車
に
限
る
) 

 

保
  
4の
2 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

 
 

 
 

－
 

 
－
 

 
 

○
 

新
規
緩
和
 (
認
定
要
領
第
3第

7号
の
自
動
車
に
限
る
) 

保
  
4の
2 

○
 

○
 

○
 

▽
 

▽
 

 
 

 
 

－
 

 
－
 

 
 

○
 

 新
規
緩
和(
認
定
要
領
第
3第

2号
、
第
3号

及
び
第
6号

（
認
定
要

領
第
3第

2号
及
び
第
3号

の
自
動
車
を
け
ん
引
す
る
で
き

る
こ
と
が
で
き
る
構
造
を
有
す
る
場
合
に
限
る
）
の

自
動車

に限
る)
 

 

保
  
4の
2 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

 
 

 
 

－
 

 
－
 

 
 

 ○
  

新
規
緩
和(
認
定
要
領
第
3第

20
号
の
自
動車
に限
る)
 

保
  
4の
2 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

 
 

 
 

△
 

 
－
 

 
 

○
 

新
規
緩
和
 (
認
定
要
領
第
3第

12
号
の
自
動
車
に
限
る
) 

保
  
4の
2 

○
 

○
 

○
 

○
 

－
 

 
 

 
 

－
 

 
－
 

 
 

○
 

 
（
略
）
 

 

示 第 １ 条 第 １ 号
 

 新
規
緩
和
 
(認

定
要
領
第
3第

6号
(認

定
要
領
第
3第

2

号
及
び
第
3号

の
自
動
車
を
け
ん
引
す
る
こ
と
が
で

き
る
構
造
を
有
す
る
場
合
を
除
く
)の

自
動
車
に
限
る
) 

 

保
  
 4
 

 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

－
 

○
 

－
 

－
 

－
 

○
 

新
規
緩
和
 

(認
定
要
領
第
3第

7号
の
自
動
車
に
限
る
) 

保
  
 4
 

 
○
 

○
 

▽
 

▽
 

○
 

○
 

－
 

○
 

－
 

△
 

－
 

－
 

－
 

○
 

 新
規
緩
和
 (
認
定
要
領
第
3第

2号
、
第
3号

及
び
第
6号

(

認
定
要
領
第
3第

2号
及
び
第
3号

の
自
動
車
を
け
ん

引
す
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
を
有
す
る
場
合
に
限

る
)の

自
動
車
に
限
る
) 

 

保
  
 4
 

 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

－
 

○
 

－
 

－
 

－
 

○
 

新
規
緩
和
(認

定
要
領
第
3第

20
号
の
自
動
車
に
限
る
) 

保
  
 4
 

 
○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

△
 

○
 

－
 

－
 

○
 

○
 

軸
重
等
 

新
規
緩
和
  (
認
定
要
領
第
3第

2号
、
第
3号

、
第
7号

及
び
第

20
号
の
自
動車

を除
く)
 

保
 
4の
2 

 
○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

△
 

○
 

－
 

－
 

－
 

○
 

 継
続
緩
和
  
(認

定
要
領
第
3第

2号
、
第
3号

及
び
第
7号

の

自
動
車
を
除
く
) 

 

保
  
4の
2 

 

□
 

□
 

□
 

□
 

○
 

□
 

□
 

□
 

△
 

○
 

○
 

○
 

－
 

○
 

 新
規
緩
和
 
(認

定
要
領
第
3第

6号
(認

定
要
領
第
3第

2

号
及
び
第
3号

の
自
動
車
を
け
ん
引
す
る
こ
と
が
で

き
る
構
造
を
有
す
る
場
合
を
除
く
)の

自
動
車
に
限
る
) 

 

保
  
4の
2 

 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

－
 

○
 

－
 

－
 

－
 

○
 

新
規
緩
和
 (
認
定
要
領
第
3第

7号
の
自
動
車
に
限
る
) 

保
  
4の
2 

 
○
 

○
 

▽
 

▽
 

○
 

○
 

－
 

○
 

－
 

△
 

－
 

－
 

－
 

○
 

 新
規
緩
和(
認
定
要
領
第
3第

2号
、
第
3号

及
び
第
6号

（
認
定
要

領
第
3第

2号
及
び
第
3号

の
自
動
車
を
け
ん
引
す
る
で
き

る
こ
と
が
で
き
る
構
造
を
有
す
る
場
合
に
限
る
）
の

自
動車

に限
る)
 

 

保
  
4の
2 

 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

－
 

○
 

－
 

－
 

○
 

 ○
  

新
規
緩
和(
認
定
要
領
第
3第

20
号
の
自
動車
に限
る)
 

保
  
4の
2 

 
○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

△
 

○
 

－
 

－
 

○
 

○
 

新
規
緩
和
 (
認
定
要
領
第
3第

12
号
の
自
動
車
に
限
る
) 

保
  
4の
2 

 
○
 

○
 

○
 

－
 

○
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

○
 

 
（
略
）
 

 

（
注
）
 

１
．
、
２
．
 
（
略
）
 

３
．
 
第
９
第
５
項
の
規
定
に
よ
り
付
さ
れ
た
条
件
に
従
っ
た
新
た
な
基
準
緩
和
申
請
に
つ
い
て
は
、
同
表
「
基
準
緩
和
認
定
申
請
書
別
紙
」
及

び
「
そ
の
他
地
方
運
輸
局
長
が
必
要
と
認
め
た
書
面
」
を
除
き
、
〇
を
□
に
読
み
替
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
 
 
な
お
、
車
両
構
造
に
変
更
が
無
い
場
合
は
、
「
輸
送
依
頼
書
又
は
輸
送
契
約
書
」
の
△
は
□
に
、
「
輸
送
実
績
」
の
－
は
○
に
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。
 

 

（
注
）
 

１
．
、
２
．
 
（
略
）
 

（
新
設
）
 

 

【
備
考
】
 

(1
)～

(8
) 

（
略
）
 

（
削
除
）
 

  (9
)～

(1
7)
 （

略
）
 

【
備
考
】
 

(1
)～

(8
) 
（
略
）
 

(9
) 

◎
は
、
安
全
性
優
良
事
業
所
認
定
を
受
け
、
認
定
要
領
第

9
第

5
項
に
基
づ
き
申
請
す
る
場
合
に
限
る
。
な
お
、
安
全
性
優
良
事
業
所
認
定
証

（
写
し
）
又
は
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
安
全
性
評
価
事
業
評
価
結
果
通
知
書
（
写
し
）
等
、
申
請
時
に
お
い
て
安
全
性
優
良
事
業
所
の
認
定
を
受

け
て
い
る
事
実
が
分
か
る
書
面
を
も
っ
て
、
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(1
0)
～
(1
8)
 （

略
）
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国 自 情 第 ３ ４ １ 号 

令和４年３月３１日 

 

各 地 方 運 輸 局 長 殿 

内閣府沖縄総合事務局長 殿 

 

自 動 車 局 長 

 

 

「自動車の回送運行許可等事務処理要領について」の一部改正について 

 

 

道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令（令和４年国土交通省令第36号）の施

行に伴い、「自動車の回送運行許可等事務処理要領について」（昭和５７年９月１８日

付け自管第１４９号）を別添のとおり一部改正することとしたので、了知されたい。 

本通達は令和４年３月３１日から適用する。 
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【改正溶け込み】 

自動車の回送運行許可等事務処理要領 

 

 

（適用） 

第１条 道路運送車両法（以下「法」という。）第３６条の２（法第７３条第２項にお

いて準用する場合を含む。）の規定に基づく自動車の回送運行の許可（以下「許可」

という。）、回送運行許可証の交付並びに回送運行許可番号標の貸与に関する事務及

び道路運送車両法施行規則（以下「規則」という。）第２６条の５の規定に基づく回

送運行許可番号標の後面表示省略に関する事務の取扱いは、法令に定めるところによ

るほか、この要領に定めるところによる。 

（書類の経由） 

第２条 地方運輸局長（内閣府沖縄総合事務局長を含む。以下同じ。）に提出すべき許

可の申請書その他の書類は、自動車の回送の業務を行う営業所のうち主たる営業所の

所在地を管轄する運輸監理部、運輸支局若しくは自動車検査登録事務所（内閣府沖縄

総合事務局にあっては、陸運事務所、宮古運輸事務所又は八重山運輸事務所。以下「運

輸支局等」という。）を経由して提出させるものとする。 

（許可基準適合性の審査） 

第３条 規則第２６条の２の許可基準に適合するか否かについては、次の事項を審査す

るものとする。 

（１） 第１号について 

（イ）運転者等に対する関係法令の周知方法 

（ロ）回送自動車の道路運送車両の保安基準への適合性の確認方法 

（ハ）回送運行許可番号標及び回送運行許可証の管理・使用等に関する社内取扱内規

の内容 

（ニ）特定整備を業とする者にあっては、許可申請を行った日の直前の連続した２年

間及び申請を行った日から許可を受けるまでの間に「自動車整備事業者に対する

行政処分等の基準について（平成１８年３月２日付け国自整第１２６号）」に基

づく行政処分を受けていないこと 

（ホ）その他必要と認められる事項 

（２） 第２号について 

（イ）回送運行許可証及び回送運行許可番号標の保管方法 

（ロ）回送運行許可番号標の管理に関する責任者（以下「回送運行許可番号標管理責

任者」という。）の選任状況 

（ハ）回送運行許可番号標管理簿の備付け及び必要事項の記載状況 

（ニ）その他必要と認められる事項 

（３） 第３号について 

①（イ）商業登記規則第３０条第１項第１号に規定する現在事項証明書又は同項第２
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号に規定する履歴事項証明書の提出（ただし、個人にあっては、住民票の写し

（個人番号の記載のないもの）） 

（ロ）自動車の製作を業とする者にあっては、その旨の証明書の提出 

（ハ）陸送を業とする者にあっては、回送委託契約書の写し及び委託者一覧表その

他の陸送を業とすることを証する書面の提出 

（ニ）新車の販売を業とする者にあっては、自動車製作者による証明書又は他の新

車の販売を業とする者との販売契約書の写しその他の新車の販売を業とするこ

とを証する書面の提出 

（ホ）中古車の販売を業とする者にあっては、都道府県公安委員会の発行する古物

営業許可証の写し又はその他の中古車の販売を業とすることを証する書面の提

出 

（へ）特定整備を業とする者にあっては、法第７８条第１項の自動車特定整備事業

の認証を証する書面の写し又は法第９４条の２第１項の指定自動車整備事業の

指定を証する書面の写しの提出 

（ト）特定整備を業とする者にあっては、許可申請を行った日の直前１年間の法第

３５条の臨時運行許可に基づく運行実績（臨時運行の目的が法第５９条の新規

検査、第６２条の継続検査、第６７条の構造等変更検査又は第７１条の予備検

査（以下「車検」という。）のために自ら特定整備しようとする自動車（有効

な自動車検査証の交付を受けていないものに限る。）の引取りのための回送、

車検のために自ら特定整備した自動車の引渡しのための回送及び自ら特定整備

した自動車の車検のため運輸支局等又は軽自動車検査協会等の機関（以下「車

検場」という。）までの回送であるものに限る。）が７台以上あること（２回

目以降の許可の場合は許可申請を行った日の直前１年間の回送運行の許可に基

づく回送運行実績が７台以上あること）。 

ただし、離島等のへき地であることその他やむを得ない事情があると認めら

れる場合は、実情に照らして判断しても差し支えない。 

（チ）その他必要と認められる事項 

② 自動車の製作、陸送、新車若しくは中古車の販売又は特定整備を業とすることを

証する書面には、自動車の製作、陸送、販売又は特定整備を業とする者の関係団

体の会員であることを証する書面を含むものとする。 

（許可の条件） 

第３条の２ 法第３６条の２第３項（法第７３条第２項において準用する場合を含む。）

に基づき、許可に条件を付すものとする。 
許可の条件の記載については、次のとおりとされたい。 

（１）法及び法に基づく命令の規定を遵守して回送自動車を運行の用に供すること。 

（２）回送運行許可証及び回送運行許可番号標について、取扱内規を遵守し、回送運

行許可番号標管理責任者を選任し適切に管理すること。なお、許可の有効期間内

に作成した管理簿等を許可の有効期間の満了（許可の取消しを受けた場合は取消
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しの日、廃止届出を行った場合は、届出日）後６ヶ月間保管し、運輸支局等の求

めに応じて提示できるようにすること。 

（３）自動車の製作、陸送、販売又は特定整備を業とし、許可基準を満たすことを証

する書面を許可の有効期間の満了（許可の取消しを受けた場合は取消しの日、廃

止届出を行った場合は、届出日）後６ヶ月間保管し、運輸支局等の求めに応じて

提示できるようにすること。 

（４）許可を受けた者の氏名又は名称及び住所を変更した場合、営業所の名称及び所

在地を変更した場合、事業を廃止した場合、営業所を新設又は廃止した場合、取

扱内規を変更した場合又は回送運行許可番号標管理責任者を変更した場合は、遅

滞なく、その旨を記載した書面を提出すること。 

（５）回送運行に関する業務について、地方運輸局長が定めた様式により、前年度末 

の状況を毎年５月３１日までに報告を行うこと。 

（６）許可の有効期間が満了したとき又は許可を取り消されたときは、現に交付を受 

けている回送運行許可証及び現に貸与を受けている回送運行許可番号標（以下、 

この条において「交付を受けている回送運行許可証等」という。）の全部を、交 

付を受けている回送運行許可証等の返納命令を受けたときは、命令に応じ交付を 

受けている回送運行許可証等の全部又は一部を、その日から５日以内にそれぞれ 

地方運輸局長に返納すること。 

上記のほかに条件を付す場合は、許可を受けた者が行う自動車の回送が適切に行わ 
れるために必要とする最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受けた者に不当な 

義務を課することとならないものとすること。 
（回送の目的） 

第４条 法第３６条の２第６項の回送の目的は、おおむね次に掲げるものの範囲内で記

載するものとする。 

（１） 製作を業とする者については、自己の製作に係る自動車の回送 

（２） 陸送を業とする者については、他人からの委託を受けて行う回送 

（３） 販売を業とする者については、自己の販売しようとする自動車の展示又は整備 

若しくは改造のための回送、販売した自動車の納車のための回送、自己の仕入れ

た自動車の引取りのための回送、自己の自動車の販売又は仕入れに伴って必要と

なる車検、登録及び封印のための整備工場又は運輸支局等の機関までの回送、並

びに自己の自動車の販売に伴って発生した下取り車の適正な処理のための回送 

（４）特定整備を業とする者については、車検のために自ら特定整備しようとする 

自動車の引取りのための回送、車検のために自ら特定整備した自動車の引渡しの 

ための回送及び自ら特定整備した自動車の車検のため車検場までの回送 

（回送の目的の追加） 

第４条の２ 許可を受けた者が、回送運行許可証に記載された回送の目的を追加しよう

とする場合は、運輸支局等にその旨を記載した申請書その他の必要書類を提出させる

ものとする。 
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上記申請があった場合は、第３条に規定する許可基準適合性について審査し、適合

すると認める場合は、追加しようとする前条の回送の目的を回送運行許可証に記載す

るものとする。 

（回送運行許可証の交付枚数等） 

第５条 運輸監理部長及び運輸支局長（以下「運輸支局長等」という。）は、回送運行

許可証を交付し、及び回送運行許可番号標を貸与するときは、不正防止の観点から必

要枚数を超えて、又は必要期間を上回る期間について交付し、又は貸与してはならな

い。 

なお、特定整備を業とする者に交付する許可証及び貸与する番号標の枚（組）数は、

当分の間、一の営業所につき一枚（組）とする。 

自動車の製作、陸送又は販売と自動車特定整備事業を兼業している者にあっては、

既に交付を受けている許可証の回送の目的に車検のために自ら特定整備しようとする

自動車の引取りのための回送、車検のために自ら特定整備した自動車の引渡しのため

の回送及び自ら特定整備した自動車の車検のため車検場までの回送を追加することと

し、新たに番号標の貸与は行わない。 

（変更等の届出） 

第６条 許可を受けた者について、氏名又は名称及び住所を変更した場合、営業所の名

称及び所在地を変更した場合、事業を廃止した場合、営業所を新設又は廃止した場合、

取扱内規を変更した場合又は回送運行許可番号標管理責任者を変更した場合には、遅

滞なくその旨を記載した書面を提出させるものとする。  

（許可台帳の備付け） 

第７条 地方運輸局長は、回送運行許可台帳を備え、これに次に掲げる事項を記載する

ものとする。 

許可番号、許可年月日、氏名又は名称及び住所、営業所名及び営業所の所在地、電

話番号、許可の有効期間、回送運行許可番号標管理責任者、違反の事実に対する処分

内容、聴聞年月日、違反についての処分の通知番号及び処分の通知年月日、回送運行

許可番号標の後面表示省略の実施有無並びにその他必要な事項 

（許可証等交付台帳の備付け） 

第８条 運輸支局長等は、回送運行許可証等交付台帳を備え、これに次に掲げる事項を

記載するものとする。 

氏名又は名称及び住所、営業所名及び営業所の所在地、電話番号、交付した許可証

の番号及び許可証の交付年月日、貸与した番号標の番号、許可の有効期間、回送運行

許可番号標の後面表示省略を行う場合は、経路の起終点となる２施設それぞれの名称、

住所及び種別（第１１条（２）に規定する施設の種類。以下同じ。）並びにその他必

要な事項 

（保存期間） 

第９条 回送運行許可台帳及び回送運行許可証等交付台帳は、当該許可の有効期間が経

過した後３年間保存するものとする。 
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（報告）  

第１０条 地方運輸局長は、回送運行許可事務、回送運行許可証交付事務並びに回送運

行許可番号標貸与事務及び回送運行許可番号標の後面表示省略に関する事務に関して

取扱要領を定めたとき又はこれを変更したときは、本省自動車情報課長あて報告する

ものとする。 

（回送運行許可番号標の後面表示省略に必要な要件） 

第１１条 回送運行許可番号標の後面表示省略に必要な要件は以下のとおりとする。 

 （１）同一経路において、自動車の回送運行を反復・継続して行うこと。 

 （２）工場、メーカー保管ヤード、船積み港、船揚げ港、積載車荷扱い場、販売会社

保管ヤード、納整センター、架装工場保管ヤード、架装工場の２施設間において、

回送運行を行う者が事前に特定した経路を運行するものであること。 

（施設の定義） 

第１２条 前条（２）における施設に係る定義はそれぞれ以下のとおりとする。 

 （１）工場：自動車製作者が自動車を生産する場所 

 （２）メーカー保管ヤード：工場で完成した自動車のうち販売会社に輸送する前の自

動車をメーカーで保管しておく場所 

 （３）船積み港：他の港に海運するために自動車を船に積み込む場所 

 （４）船揚げ港：他の港から海運された自動車を船から降ろす場所 

 （５）積載車荷扱い場：積載車が自動車の積み降ろしをする場所 

 （６）販売会社保管ヤード：流通の中間工程として販売会社が自動車を一時的に集約

して留めおくことを主たる目的とした場所。 

 （７）納整センター：納車整備やオプション品の取付けを行う場所 

 （８）架装工場保管ヤード：自動車を架装工場で保管しておく場所 

 （９）架装工場：自動車に荷台等の架装物を取り付ける場所 

（回送運行許可番号標の後面表示省略の届出） 

第１３条 規則第２６条の５の規定に基づき表示する回送運行許可番号標について、後

面表示省略を行う場合は、前条に記載の施設のうち回送運行を行う２施設間を結ぶ経

路を特定の上、営業所の名称、住所並びに起終点となる２施設それぞれの名称、住所、

種別及び２施設間の回送運行取扱い実績（過去１年間の取扱い台数）又は２施設間の

回送運行取扱い見込み（向こう３ヶ月間の取扱い見込み台数）を記載した後面表示省

略届出書を主たる営業所の所在地を管轄する運輸支局等へ提出させるものとする。な

お、回送運行許可の有効期間が満了したとき又は許可を取り消されたときは、第１７

条の届出があったものと見なす。 

（後面表示省略届出書に添付する書類） 

第１４条 前条の届出書には、回送運行許可番号標の後面表示省略を行う２施設間を運

行する経路を明示した地図及び種別が判別可能な資料を添付させるものとする。 

（回送運行許可番号標の後面表示省略を行う際の代替措置） 

第１５条 規則第２６条の５に基づく運輸監理部長又は運輸支局長が認める場合とは以

-194-



 

下のとおりとする。 

 （１）回送経路が公道横断のみの場合 

  ・回送自動車は隊列を組んで走行し、隊列の最後尾に運転者を運送する足車（法第

４条の登録を受けた自動車）が随走し、足車後面に、前方に後面の回送運行許可番

号標がない自動車が走行している旨等、周辺に走行環境を知らせる表示をする 

  ・回送自動車の隊列が崩れないための措置を確実に実行する（横断時、公道の一般

車両を一時止める等） 

 （２）回送経路が公道横断以外（公道を走行する）の場合 

  ・回送自動車の後面に「回送運行を行う者を特定するための表示」を取り付ける 

（回送運行を行う者を特定するための表示） 

第１６条 前条（２）の「回送運行を行う者を特定するための表示」は、許可を受けた

者の氏名又は名称を縦１０cm横２０cm内に表示をさせる。表示に使用する器材の材質

や表示位置、表示方法については、回送運行を行う者の任意とするが、回送自動車の

後方から表示内容の識別が可能となるように表示すること。 

（回送運行許可番号標の後面表示省略をやめる際の廃止届出） 

第１７条 回送運行許可番号標の後面表示省略をやめる場合は、回送運行許可番号標の

後面表示を省略して回送自動車の運行を行っている起終点となる２施設それぞれの名

称、住所及び種別を記載した後面表示省略廃止届出書を主たる営業所の所在地を管轄

する運輸支局等へ提出するものとする。 

 

附 則（平成２８年５月３１日国自情第３６号） 

１ 本通達は、平成２８年６月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ 分解整備を業とする者であって施行日から平成２９年１１月３０日までに許可を受

けようとするものについては、第３条（３）（ト）のうち車検のために自ら分解整備

した自動車の台数に係る規定は適用しない。許可を受けた者が施行日から平成２９年

１１月３０日までに第４条の２の規定による回送の目的（第４条（４）に規定する目

的に限る。）を追加しようとする場合も、同様とする。 

３ 地方運輸局長は、第３条の２の規定に基づき、前項の規定による許可又は目的の期

限を平成２９年１１月３０日とする条件を付すこととする。 

附 則（平成２９年１０月３１日国自情第１４８号） 

１ 本通達は、平成２９年１１月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ 分解整備を業とする者であって、平成２８年６月１日から施行日までの間に許可を

受けた者又は第４条の２の規定による回送の目的（第４条（４）に規定する目的に限

る。）を追加した者が平成２９年１１月３０日までの間に引き続き許可又は第４条の

２の規定による回送の目的（第４条（４）に規定する目的に限る。）の追加を受けよ

うとする場合については、第３条（３）①（イ）、（へ）及び（チ）の書面を省略す

ることが出来る。 

附 則（令和４年３月３１日国自情第３４１号） 
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１ 本通達は、令和４年３月３１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ 本通達の施行日前にした分解整備を業とする者の許可又は第４条の２の規定による

回送の目的の追加は、本通達の規定に基づいてした特定整備を業とする者の許可又は

第４条の２の規定による回送の目的の追加とみなす。その許可又は回送の目的の追加

の申請についても、同様とする。 

３ 国土交通省関係総合特別区域法第５３条に規定する政令等規制事業に係る省令の特

例に関する措置を定める命令（平成２６年内閣府・国土交通省令第６号）に規定する

回送運行効率化事業を定めた地域活性化総合特別区域計画について内閣総理大臣の認

定を受けており、現に効力を有するときは、令和５年３月３１日までは、当該計画の

計画区域内において当該計画に定める代替措置を講じることで、後面の回送運行許可

番号標を省略することができる。 
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（参考：届出書様式） 

年  月  日 

 

○○運輸局○○運輸支局長 あて 

又は沖縄総合事務局陸運事務所長 あて 

 

住所 〇〇〇 

氏名又は名称 〇〇〇 

及び代表者名 〇〇 

                      （許可を受けた者の住所及び氏名又

は名称並びに法人にあっては、そ

の代表者の氏名を記載） 

 

後面表示省略届出書 
 

 今般、下記の区間において回送運行許可番号標の後面表示省略を行うため、必要

事項を記載し経路がわかる地図及び種別が判別可能な資料を添付の上、届出いたし

ます。 

 
記 

 
   【営業所の名称及び住所】 

 名称： 
 住所： 

 
  【起点施設関係】 

 名称： 

 住所： 

 その施設の種別： 

 

  【終点施設関係】 

 名称： 

 住所： 

 その施設の種別： 

 

 上記区間における過去１年間の回送運行取扱い台数又は向こう３ヶ月間

の見込み台数： 
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（参考：届出書様式） 

年  月  日 

 

○○運輸局○○運輸支局長 あて 

又は沖縄総合事務局陸運事務所長 あて 

 

 

 

                      住所 〇〇〇 

 氏名又は名称 〇〇〇 

 及び代表者名 〇〇〇 

（許可を受けた者の住所及び氏名

又は名称並びに法人にあっては、そ

の代表者の氏名を記載） 

 

後面表示省略廃止届出書 
 

 

 今般、下記の区間において行っている回送運行許可番号標の後面表示省略をやめ

るため、必要事項を記載の上、届出いたします。 

 
 

記 

 
   【営業所の名称及び住所】 

 名称： 
 住所： 

 
  【起点施設関係】 

 名称： 

 住所： 

 その施設の種別： 

 

  【終点施設関係】 

 名称： 

 住所： 

 その施設の種別： 
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送

運
行

許
可

証
の

管
理

・
使

用
等

に

関
す

る
社

内
取

扱
い

内
規

の
内

容
 

（
ニ

）
分

解
特

定
整

備
を

業
と

す
る

者
に

あ
っ

て
は

、
許

可
申

請
を

行
っ

た

日
の

直
前

の
連

続
し

た
２

年
間

及
び

申
請

を
行

っ
た

日
か

ら
許

可
を

受
け

る
ま

で
の

間
に
「

自
動

車
整

備
事

業
者

に
対

す
る

行
政

処
分

等
の

（
適

用
）

 

第
１

条
 

道
路

運
送

車
両

法
（

以
下

「
法

」
と

い
う

。
）

第
３

６
条

の
２

（
法

 

第
７

３
条

第
２

項
に

お
い

て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

。
）

の
規

定
に

基
づ

く
 

自
動

車
の

回
送

運
行

の
許

可
（

以
下

「
許

可
」

と
い

う
。

）
並

び
に

回
送

運
 

行
許

可
証

の
交

付
及

び
回

送
運

行
許

可
番

号
標

の
貸

与
に

関
す

る
事

務
の

 

取
扱

い
は

、
法

令
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
ほ

か
、

こ
の

要
領

に
定

め
る

と
 

こ
ろ

に
よ

る
。

 

  （
書

類
の

経
由

）
 

第
２

条
 

地
方

運
輸

局
長

（
内

閣
府

沖
縄

総
合

事
務

局
長

を
含

む
。

以
下

同
 

じ
。

）
に

提
出

す
べ

き
許

可
の

申
請

書
そ

の
他

の
書

類
は

、
自

動
車

の
回

送

の
業

務
を

行
う

営
業

所
の

う
ち

主
た

る
営

業
所

の
所

在
地

を
管

轄
す

る
運

 

輸
監

理
部

、
運

輸
支

局
若

し
く

は
自

動
車

検
査

登
録

事
務

所
（

内
閣

府
沖

縄

総
合

事
務

局
に

あ
っ

て
は

、
陸

運
事

務
所

、
宮

古
運

輸
事

務
所

又
は

八
重

山

運
輸

事
務

所
。

以
下

「
運

輸
支

局
等

」
と

い
う

。
）

を
経

由
し

て
提

出
さ

せ

る
も

の
と

す
る

。
 

（
許

可
基

準
適

合
性

の
審

査
）

 

第
３

条
 

道
路

運
送

車
両

法
施

行
規

則
（

以
下

「
規

則
」

と
い

う
。

）
第

２
６

条
の

２
の

許
可

基
準

に
適

合
す

る
か

否
か

に
つ

い
て

は
、

次
の

事
項

を
審

査

す
る

も
の

と
す

る
。

 

（
１

）
 
第

１
号

に
つ

い
て

 

（
イ

）
運

転
者

等
に

対
す

る
関

係
法

令
の

周
知

方
法

 

（
ロ

）
回

送
自

動
車

の
道

路
運

送
車

両
の

保
安

基
準

へ
の

適
合

性
の

確
認

方
 

法
 

（
ハ

）
回

送
運

行
許

可
番

号
標

及
び

回
送

運
行

許
可

証
の

管
理

・
使

用
等

に

関
す

る
社

内
取

扱
い

内
規

の
内

容
 

（
ニ

）
分

解
整

備
を

業
と

す
る

者
に

あ
っ

て
は

、
許

可
申

請
を

行
っ

た
日

の

直
前

の
連

続
し

た
２

年
間

及
び

申
請

を
行

っ
た

日
か

ら
許

可
を

受
け

 

る
ま

で
の

間
に

「
自

動
車

整
備

事
業

者
に

対
す

る
行

政
処

分
等

の
基

準

-199-
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基
準

に
つ

い
て
（

平
成

１
８

年
３

月
２

日
付

け
国

自
整

第
１

２
６

号
）
」

に
基

づ
く

行
政

処
分

を
受

け
て

い
な

い
こ

と
 

（
ホ

）
そ

の
他

必
要

と
認

め
ら

れ
る

事
項

 

（
２

）
 
第

２
号

に
つ

い
て

 

（
イ

）
回

送
運

行
許

可
証

及
び

回
送

運
行

許
可

番
号

標
の

保
管

方
法

 

（
ロ

）
回

送
運

行
許

可
番

号
標

の
管

理
に

関
す

る
責

任
者

（
以

下
「

回
送

運
 

行
許

可
番

号
標

管
理

責
任

者
」

と
い

う
。

）
の

選
任

状
況

 

（
ハ

）
回

送
運

行
許

可
番

号
標

管
理

簿
の

備
付

け
及

び
必

要
事

項
の

記
載

状
 

況
 

（
ニ

）
そ

の
他

必
要

と
認

め
ら

れ
る

事
項

 

（
３

）
 
第

３
号

に
つ

い
て

 

①
（

イ
）

商
業

登
記

規
則

第
３

０
条

第
１

項
第

１
号

に
規

定
す

る
現

在
事

項

証
明

書
又

は
同

項
第

２
号

に
規

定
す

る
履

歴
事

項
証

明
書

の
提

出

（
た

だ
し

、
個

人
に

あ
っ

て
は

、
住

民
票

の
写

し
（

個
人

番
号

の
記

載
の

な
い

も
の

）
）

 

（
ロ

）
自

動
車

の
製

作
を

業
と

す
る

者
に

あ
っ

て
は

、
そ

の
旨

の
証

明
書

の
提

出
 

（
ハ

）
陸

送
を

業
と

す
る

者
に

あ
っ

て
は

、
回

送
委

託
契

約
書

の
写

し
及

び
委

託
者

一
覧

表
そ

の
他

の
陸

送
を

業
と

す
る

こ
と

を
証

す
る

書

面
の

提
出

 

（
ニ

）
新

車
の

販
売

を
業

と
す

る
者

に
あ

っ
て

は
、

自
動

車
製

作
者

に
よ

る
証

明
書

又
は

他
の

新
車

の
販

売
を

業
と

す
る

者
と

の
販

売
契

約

書
の

写
し

そ
の

他
の

新
車

の
販

売
を

業
と

す
る

こ
と

を
証

す
る

書

面
の

提
出

 

（
ホ

）
中

古
車

の
販

売
を

業
と

す
る

者
に

あ
っ

て
は

、
都

道
府

県
公

安
委

員
会

の
発

行
す

る
古

物
営

業
許

可
証

の
写

し
又

は
そ

の
他

の
中

古

車
の

販
売

を
業

と
す

る
こ

と
を

証
す

る
書

面
の

提
出

 

（
へ

）
分

解
特

定
整

備
を

業
と

す
る

者
に

あ
っ

て
は

、
法

第
７

８
条

第
１

項
の

自
動

車
分

解
特

定
整

備
事

業
の

認
証

を
証

す
る

書
面

の
写

し

又
は

法
第

９
４

条
の

２
第

１
項

の
指

定
自

動
車

整
備

事
業

の
指

定

を
証

す
る

書
面

の
写

し
の

提
出

 

（
ト

）
分

解
特

定
整

備
を

業
と

す
る

者
に

あ
っ

て
は

、
許

可
申

請
を

行
っ

た
日

の
直

前
１

年
間

の
法

第
３

５
条

の
臨

時
運

行
許

可
に

基
づ

く

運
行

実
績

（
臨

時
運

行
の

目
的

が
法

第
５

９
条

の
新

規
検

査
、

第
６

に
つ

い
て

（
平

成
１

８
年

３
月

２
日

付
け

国
自

整
第

１
２

６
号

）
」

に

基
づ

く
行

政
処

分
を

受
け

て
い

な
い

こ
と

 

（
ホ

）
そ

の
他

必
要

と
認

め
ら

れ
る

事
項

 

（
２

）
 
第

２
号

に
つ

い
て

 

（
イ

）
回

送
運

行
許

可
証

及
び

回
送

運
行

許
可

番
号

標
の

保
管

方
法

 

（
ロ

）
回

送
運

行
許

可
番

号
標

の
管

理
に

関
す

る
責

任
者

（
以

下
「

回
送

運
 

行
許

可
番

号
標

管
理

責
任

者
」

と
い

う
。

）
の

選
任

状
況

 

（
ハ

）
回

送
運

行
許

可
番

号
標

管
理

簿
の

備
付

け
及

び
必

要
事

項
の

記
載

状
 

況
 

（
ニ

）
そ

の
他

必
要

と
認

め
ら

れ
る

事
項

 

（
３

）
 
第

３
号

に
つ

い
て

 

①
（

イ
）

商
業

登
記

規
則

第
３

０
条

第
１

項
第

１
号

に
規

定
す

る
現

在
事

項

証
明

書
又

は
同

項
第

２
号

に
規

定
す

る
履

歴
事

項
証

明
書

の
提

出

（
た

だ
し

、
個

人
に

あ
っ

て
は

、
住

民
票

の
写

し
（

個
人

番
号

の
記

載
の

な
い

も
の

）
）

 

（
ロ

）
自

動
車

の
製

作
を

業
と

す
る

者
に

あ
っ

て
は

、
そ

の
旨

の
証

明
書

の
提

出
 

（
ハ

）
陸

送
を

業
と

す
る

者
に

あ
っ

て
は

、
回

送
委

託
契

約
書

の
写

し
及

び
委

託
者

一
覧

表
そ

の
他

の
陸

送
を

業
と

す
る

こ
と

を
証

す
る

書
 

面
の

提
出

 

（
ニ

）
新

車
の

販
売

を
業

と
す

る
者

に
あ

っ
て

は
、

自
動

車
製

作
者

に
よ

る
証

明
書

又
は

他
の

新
車

の
販

売
を

業
と

す
る

者
と

の
販

売
契

約
 

書
の

写
し

そ
の

他
の

新
車

の
販

売
を

業
と

す
る

こ
と

を
証

す
る

書
 

面
の

提
出

 

（
ホ

）
中

古
車

の
販

売
を

業
と

す
る

者
に

あ
っ

て
は

、
都

道
府

県
公

安
委

員
会

の
発

行
す

る
古

物
営

業
許

可
証

の
写

し
又

は
そ

の
他

の
中

古
 

車
の

販
売

を
業

と
す

る
こ

と
を

証
す

る
書

面
の

提
出

 

（
へ

）
分

解
整

備
を

業
と

す
る

者
に

あ
っ

て
は

、
法

第
７

８
条

第
１

項
の

自
動

車
分

解
整

備
事

業
の

認
証

を
証

す
る

書
面

の
写

し
又

は
法

第
 

９
４

条
の

２
第

１
項

の
指

定
自

動
車

整
備

事
業

の
指

定
を

証
す

る
 

書
面

の
写

し
の

提
出

 

（
ト

）
分

解
整

備
を

業
と

す
る

者
に

あ
っ

て
は

、
許

可
申

請
を

行
っ

た
日

の
直

前
１

年
間

の
法

第
３

５
条

の
臨

時
運

行
許

可
に

基
づ

く
運

行
 

実
績

（
臨

時
運

行
の

目
的

が
法

第
５

９
条

の
新

規
検

査
、

第
６

２
条
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２
条

の
継

続
検

査
、
第

６
７

条
の

構
造

等
変

更
検

査
又

は
第

７
１

条

の
予

備
検

査
（

以
下

「
車

検
」

と
い

う
。

）
の

た
め

に
自

ら
分

解
特

定
整

備
し

よ
う

と
す

る
自

動
車
（

有
効

な
自

動
車

検
査

証
の

交
付

を

受
け

て
い

な
い

も
の

に
限

る
。

）
の

引
取

り
の

た
め

の
回

送
、

車
検

の
た

め
に

自
ら

分
解

特
定

整
備

し
た

自
動

車
の

引
渡

し
の

た
め

の

回
送

及
び

自
ら

分
解

特
定

整
備

し
た

自
動

車
の

車
検

の
た

め
運

輸

支
局

等
又

は
軽

自
動

車
検

査
協

会
等

の
機

関
（

以
下

「
車

検
場

」
と

い
う

。
）

ま
で

の
回

送
で

あ
る

も
の

に
限

る
。

）
が

７
台

以
上

あ
る

こ
と
（

２
回

目
以

降
の

許
可

の
場

合
は

許
可

申
請

を
行

っ
た

日
の

直

前
１

年
間

の
回

送
運

行
の

許
可

に
基

づ
く

回
送

運
行

実
績

が
７

台

以
上

あ
る

こ
と

）
。

 

た
だ

し
、
離

島
等

の
へ

き
地

で
あ

る
こ

と
そ

の
他

や
む

を
得

な
い

事
情

が
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
場

合
は

、
実

情
に

照
ら

し
て

判
断

し
て

も
差

し
支

え
な

い
。

 

（
チ

）
そ

の
他

必
要

と
認

め
ら

れ
る

事
項

 

②
 

自
動

車
の

製
作

、
陸

送
、

新
車

若
し

く
は

中
古

車
の

販
売

又
は

分
解

特

定
整

備
を

業
と

す
る

こ
と

を
証

す
る

書
面

に
は

、
自

動
車

の
製

作
、

陸

送
、
販

売
又

は
分

解
特

定
整

備
を

業
と

す
る

者
の

関
係

団
体

の
会

員
で

あ
る

こ
と

を
証

す
る

書
面

を
含

む
も

の
と

す
る

。
 

（
許

可
の

条
件

）
 

第
３

条
の

２
 

法
第

３
６

条
の

２
第

３
項
（

法
第

７
３

条
第

２
項

に
お

い
て

準

用
す

る
場

合
を

含
む

。
）

に
基

づ
き

、
許

可
に

条
件

を
付

す
も

の
と

す
る

。
 

許
可

の
条

件
の

記
載

に
つ

い
て

は
、

次
の

と
お

り
と

さ
れ

た
い

。
 

（
１

）
法

及
び

法
に

基
づ

く
命

令
の

規
定

を
遵

守
し

て
回

送
自

動
車

を
運

行

の
用

に
供

す
る

こ
と

。
 

（
２

）
回

送
運

行
許

可
証

及
び

回
送

運
行

許
可

番
号

標
に

つ
い

て
、

取
扱

内

規
を

遵
守

し
、
回

送
運

行
許

可
番

号
標

管
理

責
任

者
を

選
任

し
適

切
に

管
理

す
る

こ
と

。
な

お
、

許
可

の
有

効
期

間
内

に
作

成
し

た
管

理
簿

等

を
許

可
の

有
効

期
間

の
満

了
（

許
可

の
取

消
し

を
受

け
た

場
合

は
取

消

し
の

日
、

廃
止

届
出

を
行

っ
た

場
合

は
、

届
出

日
）

後
６

ヶ
月

間
保

管

し
、

運
輸

支
局

等
の

求
め

に
応

じ
て

提
示

で
き

る
よ

う
に

す
る

こ
と

。
 

（
３

）
自

動
車

の
製

作
、

陸
送

、
販

売
又

は
分

解
特

定
整

備
を

業
と

し
、

許

可
基

準
を

満
た

す
こ

と
を

証
す

る
書

面
を

許
可

の
有

効
期

間
の

満
了

（
許

可
の

取
消

し
を

受
け

た
場

合
は

取
消

し
の

日
、
廃

止
届

出
を

行
っ

の
継

続
検

査
、

第
６

７
条

の
構

造
等

変
更

検
査

又
は

第
７

１
条

の
予

備
検

査
（

以
下

「
車

検
」

と
い

う
。

）
の

た
め

に
自

ら
分

解
整

備
し

よ
う

と
す

る
自

動
車

（
有

効
な

自
動

車
検

査
証

の
交

付
を

受
け

て
い

な
い

も
の

に
限

る
。

）
の

引
取

り
の

た
め

の
回

送
、

車
検

の
た

め
に

自
ら

分
解

整
備

し
た

自
動

車
の

引
渡

し
の

た
め

の
回

送
及

び
自

ら
 

分
解

整
備

し
た

自
動

車
の

車
検

の
た

め
運

輸
支

局
等

又
は

軽
自

動
 

車
検

査
協

会
等

の
機

関
（

以
下

「
車

検
場

」
と

い
う

。
）

ま
で

の
回

送
で

あ
る

も
の

に
限

る
。

）
が

７
台

以
上

あ
る

こ
と

（
２

回
目

以
降

の
許

可
の

場
合

は
許

可
申

請
を

行
っ

た
日

の
直

前
１

年
間

の
回

送
 

運
行

の
許

可
に

基
づ

く
回

送
運

行
実

績
が

７
台

以
上

あ
る

こ
と

）
。

 

た
だ

し
、

離
島

等
の

へ
き

地
で

あ
る

こ
と

そ
の

他
や

む
を

得
な

い

事
情

が
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
場

合
は

、
実

情
に

照
ら

し
て

判
断

し
て

も
差

し
支

え
な

い
。

 

（
チ

）
そ

の
他

必
要

と
認

め
ら

れ
る

事
項

 

②
 

自
動

車
の

製
作

、
陸

送
、

新
車

若
し

く
は

中
古

車
の

販
売

又
は

分
解

整
 

備
を

業
と

す
る

こ
と

を
証

す
る

書
面

に
は

、
自

動
車

の
製

作
、

陸
送

、
販

 

売
又

は
分

解
整

備
を

業
と

す
る

者
の

関
係

団
体

の
会

員
で

あ
る

こ
と

を
 

証
す

る
書

面
を

含
む

も
の

と
す

る
。

 

 （
許

可
の

条
件

）
 

第
３

条
の

２
 

法
第

３
６

条
の

２
第

３
項

（
法

第
７

３
条

第
２

項
に

お
い

て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

。
）

に
基

づ
き

、
許

可
に

条
件

を
付

す
も

の
と

す
る

。
 

許
可

の
条

件
の

記
載

に
つ

い
て

は
、

次
の

と
お

り
と

さ
れ

た
い

。
 

（
１

）
法

及
び

法
に

基
づ

く
命

令
の

規
定

を
遵

守
し

て
回

送
自

動
車

を
運

行

の
用

に
供

す
る

こ
と

。
 

（
２

）
回

送
運

行
許

可
証

及
び

回
送

運
行

許
可

番
号

標
に

つ
い

て
、

取
扱

内

規
を

遵
守

し
、

回
送

運
行

許
可

番
号

標
管

理
責

任
者

を
選

任
し

適
切

に

管
理

す
る

こ
と

。
な

お
、

許
可

の
有

効
期

間
内

に
作

成
し

た
管

理
簿

等

を
許

可
の

有
効

期
間

の
満

了
（

許
可

の
取

消
し

を
受

け
た

場
合

は
取

消

し
の

日
、

廃
止

届
出

を
行

っ
た

場
合

は
、

届
出

日
）

後
６

ヶ
月

間
保

管

し
、

運
輸

支
局

等
の

求
め

に
応

じ
て

提
示

で
き

る
よ

う
に

す
る

こ
と

。
 

（
３

）
自

動
車

の
製

作
、

陸
送

、
販

売
又

は
分

解
整

備
を

業
と

し
、

許
可

基

準
を

満
た

す
こ

と
を

証
す

る
書

面
を

許
可

の
有

効
期

間
の

満
了

（
許

可

の
取

消
し

を
受

け
た

場
合

は
取

消
し

の
日

、
廃

止
届

出
を

行
っ

た
場

合

-201-
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た
場

合
は

、
届

出
日

）
後

６
ヶ

月
間

保
管

し
、

運
輸

支
局

等
の

求
め

に

応
じ

て
提

示
で

き
る

よ
う

に
す

る
こ

と
。

 

（
４

）
許

可
を

受
け

た
者

の
氏

名
又

は
名

称
及

び
住

所
を

変
更

し
た

場
合

、

営
業

所
の

名
称

及
び

所
在

地
を

変
更

し
た

場
合

、
事

業
を

廃
止

し
た

場

合
、
営

業
所

を
新

設
又

は
廃

止
し

た
場

合
、
取

扱
内

規
を

変
更

し
た

場

合
又

は
回

送
運

行
許

可
番

号
標

管
理

責
任

者
を

変
更

し
た

場
合

は
、
遅

滞
な

く
、

そ
の

旨
を

記
載

し
た

書
面

を
提

出
す

る
こ

と
。

 

（
５

）
回

送
運

行
に

関
す

る
業

務
に

つ
い

て
、

地
方

運
輸

局
長

が
定

め
た

様
 

式
に

よ
り

、
前

年
度

末
の

状
況

を
毎

年
５

月
３

１
日

ま
で

に
報

告
を

行
 

う
こ

と
。

 

（
６

）
許

可
の

有
効

期
間

が
満

了
し

た
と

き
又

は
許

可
を

取
り

消
さ

れ
た

と
 

き
は

、
現

に
交

付
を

受
け

て
い

る
回

送
運

行
許

可
証

及
び

現
に

貸
与

を
 

受
け

て
い

る
回

送
運

行
許

可
番

号
標

（
以

下
、

こ
の

条
に

お
い

て
「

交
 

付
を

受
け

て
い

る
回

送
運

行
許

可
証

等
」

と
い

う
。

）
の

全
部

を
、

交
 

付
を

受
け

て
い

る
回

送
運

行
許

可
証

等
の

返
納

命
令

を
受

け
た

と
き

 

は
、
命

令
に

応
じ

交
付

を
受

け
て

い
る

回
送

運
行

許
可

証
等

の
全

部
又

 

は
一

部
を

、
そ

の
日

か
ら

５
日

以
内

に
そ

れ
ぞ

れ
地

方
運

輸
局

長
に

返
 

納
す

る
こ

と
。

 

上
記

の
ほ

か
に

条
件

を
付

す
場

合
は

、
許

可
を

受
け

た
者

が
行

う
自

動
車

 
の

回
送

が
適

切
に

行
わ

れ
る

た
め

に
必

要
と

す
る

最
小

限
度

の
も

の
に

限

り
、

か
つ

、
当

該
許

可
を

受
け

た
者

に
不

当
な

義
務

を
課

す
る

こ
と

と
な

ら

な
い

も
の

と
す

る
こ

と
。

 

（
回

送
の

目
的

）
 

第
４

条
 

法
第

３
６

条
の

２
第

６
項

の
回

送
の

目
的

は
、
お

お
む

ね
次

に
掲

げ

る
も

の
の

範
囲

内
で

記
載

す
る

も
の

と
す

る
。

 

（
１

）
製

作
を

業
と

す
る

者
に

つ
い

て
は

、
自

己
の

製
作

に
係

る
自

動
車

の
 

回
送

 

（
２

）
陸

送
を

業
と

す
る

者
に

つ
い

て
は

、
他

人
か

ら
の

委
託

を
受

け
て

行
 

う
回

送
 

（
３

）
販

売
を

業
と

す
る

者
に

つ
い

て
は

、
自

己
の

販
売

し
よ

う
と

す
る

自
 

動
車

の
展

示
又

は
整

備
若

し
く

は
改

造
の

た
め

の
回

送
、
販

売
し

た
自

動
車

の
納

車
の

た
め

の
回

送
、
自

己
の

仕
入

れ
た

自
動

車
の

引
取

り
の

た
め

の
回

送
、
自

己
の

自
動

車
の

販
売

又
は

仕
入

れ
に

伴
っ

て
必

要
と

な
る

車
検

、
登

録
及

び
封

印
の

た
め

の
整

備
工

場
又

は
運

輸
支

局
等

の

は
、

届
出

日
）

後
６

ヶ
月

間
保

管
し

、
運

輸
支

局
等

の
求

め
に

応
じ

て

提
示

で
き

る
よ

う
に

す
る

こ
と

。
 

（
４

）
許

可
を

受
け

た
者

の
氏

名
又

は
名

称
及

び
住

所
を

変
更

し
た

場
合

、

営
業

所
の

名
称

及
び

所
在

地
を

変
更

し
た

場
合

、
事

業
を

廃
止

し
た

場

合
、

営
業

所
を

新
設

又
は

廃
止

し
た

場
合

、
取

扱
内

規
を

変
更

し
た

場

合
又

は
回

送
運

行
許

可
番

号
標

管
理

責
任

者
を

変
更

し
た

場
合

は
、
遅

滞
な

く
、

そ
の

旨
を

記
載

し
た

書
面

を
提

出
す

る
こ

と
。

 

（
５

）
回

送
運

行
に

関
す

る
業

務
に

つ
い

て
、

地
方

運
輸

局
長

が
定

め
た

様
 

式
に

よ
り

、
前

年
度

末
の

状
況

を
毎

年
５

月
３

１
日

ま
で

に
報

告
を

行
 

う
こ

と
。

 

（
６

）
許

可
の

有
効

期
間

が
満

了
し

た
と

き
又

は
許

可
を

取
り

消
さ

れ
た

と
 

き
は

、
現

に
交

付
を

受
け

て
い

る
回

送
運

行
許

可
証

及
び

現
に

貸
与

を
 

受
け

て
い

る
回

送
運

行
許

可
番

号
標

（
以

下
、

こ
の

条
に

お
い

て
「

交
 

付
を

受
け

て
い

る
回

送
運

行
許

可
証

等
」

と
い

う
。

）
の

全
部

を
、

交
 

付
を

受
け

て
い

る
回

送
運

行
許

可
証

等
の

返
納

命
令

を
受

け
た

と
き

 

は
、

命
令

に
応

じ
交

付
を

受
け

て
い

る
回

送
運

行
許

可
証

等
の

全
部

又
 

は
一

部
を

、
そ

の
日

か
ら

５
日

以
内

に
そ

れ
ぞ

れ
地

方
運

輸
局

長
に

返
 

納
す

る
こ

と
。

 

上
記

の
ほ

か
に

条
件

を
付

す
場

合
は

、
許

可
を

受
け

た
者

が
行

う
自

動
車

 
の

回
送

が
適

切
に

行
わ

れ
る

た
め

に
必

要
と

す
る

最
小

限
度

の
も

の
に

限

り
、

か
つ

、
当

該
許

可
を

受
け

た
者

に
不

当
な

義
務

を
課

す
る

こ
と

と
な

ら

な
い

も
の

と
す

る
こ

と
。

 

（
回

送
の

目
的

）
 

第
４

条
 

法
第

３
６

条
の

２
第

６
項

の
回

送
の

目
的

は
、

お
お

む
ね

次
に

掲
げ

る
も

の
の

範
囲

内
で

記
載

す
る

も
の

と
す

る
。

 

（
１

）
製

作
を

業
と

す
る

者
に

つ
い

て
は

、
自

己
の

製
作

に
係

る
自

動
車

の
 

回
送

 

（
２

）
陸

送
を

業
と

す
る

者
に

つ
い

て
は

、
他

人
か

ら
の

委
託

を
受

け
て

行
 

う
回

送
 

（
３

）
販

売
を

業
と

す
る

者
に

つ
い

て
は

、
自

己
の

販
売

し
よ

う
と

す
る

自
 

動
車

の
展

示
又

は
整

備
若

し
く

は
改

造
の

た
め

の
回

送
、

販
売

し
た

自

動
車

の
納

車
の

た
め

の
回

送
、

自
己

の
仕

入
れ

た
自

動
車

の
引

取
り

の

た
め

の
回

送
、

自
己

の
自

動
車

の
販

売
又

は
仕

入
れ

に
伴

っ
て

必
要

と

な
る

車
検

、
登

録
及

び
封

印
の

た
め

の
整

備
工

場
又

は
運

輸
支

局
等

の

-202-
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機
関

ま
で

の
回

送
、
並

び
に

自
己

の
自

動
車

の
販

売
に

伴
っ

て
発

生
し

た
下

取
り

車
の

適
正

な
処

理
の

た
め

の
回

送
 

（
４

）
分

解
特

定
整

備
を

業
と

す
る

者
に

つ
い

て
は

、
車

検
の

た
め

に
自

ら

分
解

特
定

整
備

し
よ

う
と

す
る

自
動

車
の

引
取

り
の

た
め

の
回

送
、

車
検

の
た

め
に

自
ら

分
解

特
定

整
備

し
た

自
動

車
の

引
渡

し
の

た

め
の

回
送

及
び

自
ら

分
解

特
定

整
備

し
た

自
動

車
の

車
検

の
た

め

車
検

場
ま

で
の

回
送

 

（
回

送
の

目
的

の
追

加
）

 

第
４

条
の

２
 

許
可

を
受

け
た

者
が

、
回

送
運

行
許

可
証

に
記

載
さ

れ
た

回
送

の
目

的
を

追
加

し
よ

う
と

す
る

場
合

は
、
運

輸
支

局
等

に
そ

の
旨

を
記

載
し

た
申

請
書

そ
の

他
の

必
要

書
類

を
提

出
さ

せ
る

も
の

と
す

る
。

 

上
記

申
請

が
あ

っ
た

場
合

は
、
第

３
条

に
規

定
す

る
許

可
基

準
適

合
性

に

つ
い

て
審

査
し

、
適

合
す

る
と

認
め

る
場

合
は

、
追

加
し

よ
う

と
す

る
前

条

の
回

送
の

目
的

を
回

送
運

行
許

可
証

に
記

載
す

る
も

の
と

す
る

。
 

（
回

送
運

行
許

可
証

の
交

付
枚

数
等

）
 

第
５

条
 

運
輸

監
理

部
長

及
び

運
輸

支
局

長
（

以
下

「
運

輸
支

局
長

等
」

と
い

う
。

）
は

、
回

送
運

行
許

可
証

を
交

付
し

、
及

び
回

送
運

行
許

可
番

号
標

を

貸
与

す
る

と
き

は
、

不
正

防
止

の
観

点
か

ら
必

要
枚

数
を

超
え

て
、

又
は

必

要
期

間
を

上
回

る
期

間
に

つ
い

て
交

付
し

、
又

は
貸

与
し

て
は

な
ら

な
い

。
 

な
お

、
分

解
特

定
整

備
を

業
と

す
る

者
に

交
付

す
る

許
可

証
及

び
貸

与
す

る
番

号
標

の
枚
（

組
）
数

は
、
当

分
の

間
、
一

の
営

業
所

に
つ

き
一

枚
（

組
）

と
す

る
。

 

自
動

車
の

製
作

、
陸

送
又

は
販

売
と

自
動

車
分

解
特

定
整

備
事

業
を

兼
業

し
て

い
る

者
に

あ
っ

て
は

、
既

に
交

付
を

受
け

て
い

る
許

可
証

の
回

送
の

目

的
に

車
検

の
た

め
に

自
ら

分
解

特
定

整
備

し
よ

う
と

す
る

自
動

車
の

引
取

り
の

た
め

の
回

送
、
車

検
の

た
め

に
自

ら
分

解
特

定
整

備
し

た
自

動
車

の
引

渡
し

の
た

め
の

回
送

及
び

自
ら

分
解

特
定

整
備

し
た

自
動

車
の

車
検

の
た

め
車

検
場

ま
で

の
回

送
を

追
加

す
る

こ
と

と
し

、
新

た
に

番
号

標
の

貸
与

は

行
わ

な
い

。
 

（
変

更
等

の
届

出
）

 

第
６

条
 

許
可

を
受

け
た

者
に

つ
い

て
、
氏

名
又

は
名

称
及

び
住

所
を

変
更

し

た
場

合
、

営
業

所
の

名
称

及
び

所
在

地
を

変
更

し
た

場
合

、
事

業
を

廃
止

し

た
場

合
、

営
業

所
を

新
設

又
は

廃
止

し
た

場
合

、
取

扱
内

規
を

変
更

し
た

場

合
又

は
回

送
運

行
許

可
番

号
標

管
理

責
任

者
を

変
更

し
た

場
合

に
は

、
遅

滞

機
関

ま
で

の
回

送
、

並
び

に
自

己
の

自
動

車
の

販
売

に
伴

っ
て

発
生

し

た
下

取
り

車
の

適
正

な
処

理
の

た
め

の
回

送
 

（
４

）
分

解
整

備
を

業
と

す
る

者
に

つ
い

て
は

、
車

検
の

た
め

に
自

ら
分

解
 

整
備

し
よ

う
と

す
る

自
動

車
の

引
取

り
の

た
め

の
回

送
、

車
検

の
た

め

に
自

ら
分

解
整

備
し

た
自

動
車

の
引

渡
し

の
た

め
の

回
送

及
び

自
ら

 

分
解

整
備

し
た

自
動

車
の

車
検

の
た

め
車

検
場

ま
で

の
回

送
 

 （
回

送
の

目
的

の
追

加
）

 

第
４

条
の

２
 

許
可

を
受

け
た

者
が

、
回

送
運

行
許

可
証

に
記

載
さ

れ
た

回
送

の
目

的
を

追
加

し
よ

う
と

す
る

場
合

は
、
運

輸
支

局
等

に
そ

の
旨

を
記

載
し

た
申

請
書

そ
の

他
の

必
要

書
類

を
提

出
さ

せ
る

も
の

と
す

る
。

 

上
記

申
請

が
あ

っ
た

場
合

は
、

第
３

条
に

規
定

す
る

許
可

基
準

適
合

性
に

つ
い

て
審

査
し

、
適

合
す

る
と

認
め

る
場

合
は

、
追

加
し

よ
う

と
す

る
前

条

の
回

送
の

目
的

を
回

送
運

行
許

可
証

に
記

載
す

る
も

の
と

す
る

。
 

（
回

送
運

行
許

可
証

の
交

付
枚

数
等

）
 

第
５

条
 

運
輸

監
理

部
長

及
び

運
輸

支
局

長
（

以
下

「
運

輸
支

局
長

等
」

と
い

う
。

）
は

、
回

送
運

行
許

可
証

を
交

付
し

、
及

び
回

送
運

行
許

可
番

号
標

を

貸
与

す
る

と
き

は
、

不
正

防
止

の
観

点
か

ら
必

要
枚

数
を

超
え

て
、

又
は

必

要
期

間
を

上
回

る
期

間
に

つ
い

て
交

付
し

、
又

は
貸

与
し

て
は

な
ら

な
い

。
 

な
お

、
分

解
整

備
を

業
と

す
る

者
に

交
付

す
る

許
可

証
及

び
貸

与
す

る
番

号
標

の
枚

（
組

）
数

は
、

当
分

の
間

、
一

の
営

業
所

に
つ

き
一

枚
（

組
）

と

す
る

。
 

自
動

車
の

製
作

、
陸

送
又

は
販

売
と

自
動

車
分

解
整

備
事

業
を

兼
業

し
て

い
る

者
に

あ
っ

て
は

、
既

に
交

付
を

受
け

て
い

る
許

可
証

の
回

送
の

目
的

に

車
検

の
た

め
に

自
ら

分
解

整
備

し
よ

う
と

す
る

自
動

車
の

引
取

り
の

た
め

 

の
回

送
、

車
検

の
た

め
に

自
ら

分
解

整
備

し
た

自
動

車
の

引
渡

し
の

た
め

の

回
送

及
び

自
ら

分
解

整
備

し
た

自
動

車
の

車
検

の
た

め
車

検
場

ま
で

の
回

送

を
追

加
す

る
こ

と
と

し
、

新
た

に
番

号
標

の
貸

与
は

行
わ

な
い

。
 

 （
変

更
等

の
届

出
）

 

第
６

条
 

許
可

を
受

け
た

者
に

つ
い

て
、

氏
名

又
は

名
称

及
び

住
所

を
変

更
し

た
場

合
、

営
業

所
の

名
称

及
び

所
在

地
を

変
更

し
た

場
合

、
事

業
を

廃
止

し

た
場

合
、

営
業

所
を

新
設

又
は

廃
止

し
た

場
合

、
取

扱
内

規
を

変
更

し
た

場

合
又

は
回

送
運

行
許

可
番

号
標

管
理

責
任

者
を

変
更

し
た

場
合

に
は

、
遅

滞
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な
く

そ
の

旨
を

記
載

し
た

書
面

を
提

出
さ

せ
る

も
の

と
す

る
。

 
 

（
許

可
台

帳
の

備
付

け
）

 

第
７

条
 

地
方

運
輸

局
長

は
、

回
送

運
行

許
可

台
帳

を
備

え
、

こ
れ

に
次

に
掲

げ
る

事
項

を
記

載
す

る
も

の
と

す
る

。
 

許
可

番
号

、
許

可
年

月
日

、
氏

名
又

は
名

称
及

び
住

所
、
営

業
所

名
及

び

営
業

所
の

所
在

地
、
電

話
番

号
、
許

可
の

有
効

期
間

、
回

送
運

行
許

可
番

号

標
管

理
責

任
者

、
違

反
の

事
実

に
対

す
る

処
分

内
容

、
聴

聞
年

月
日

、
違

反

に
つ

い
て

の
処

分
の

通
知

番
号

及
び

処
分

の
通

知
年

月
日

、
回

送
運

行
許

可

番
号

標
の

後
面

表
示

省
略

の
実

施
有

無
並

び
に

そ
の

他
必

要
な

事
項

 

（
許

可
証

等
交

付
台

帳
の

備
付

け
）

 

第
８

条
 

運
輸

支
局

長
等

は
、

回
送

運
行

許
可

証
等

交
付

台
帳

を
備

え
、

こ
れ

に
次

に
掲

げ
る

事
項

を
記

載
す

る
も

の
と

す
る

。
 

氏
名

又
は

名
称

及
び

住
所

、
営

業
所

名
及

び
営

業
所

の
所

在
地

、
電

話
番

号
、

交
付

し
た

許
可

証
の

番
号

及
び

許
可

証
の

交
付

年
月

日
、

貸
与

し
た

番

号
標

の
番

号
、

許
可

の
有

効
期

間
、

回
送

運
行

許
可

番
号

標
の

後
面

表
示

省

略
を

行
う

場
合

は
、

経
路

の
起

終
点

と
な

る
２

施
設

そ
れ

ぞ
れ

の
名

称
、

住

所
及

び
種

別
（

第
１

１
条
（

２
）
に

規
定

す
る

施
設

の
種

類
。
以

下
同

じ
。
）

並
び

に
そ

の
他

必
要

な
事

項
 

（
保

存
期

間
）

 

第
９

条
 

回
送

運
行

許
可

台
帳

及
び

回
送

運
行

許
可

証
等

交
付

台
帳

は
、
当

該

許
可

の
有

効
期

間
が

経
過

し
た

後
３

年
間

保
存

す
る

も
の

と
す

る
。

 

（
報

告
）

 
 

第
１

０
条

 
地

方
運

輸
局

長
は

、
回

送
運

行
許

可
事

務
、

回
送

運
行

許
可

証
交

付
事

務
並

び
に

回
送

運
行

許
可

番
号

標
貸

与
事

務
及

び
回

送
運

行
許

可
番

号
標

の
後

面
表

示
省

略
に

関
す

る
事

務
に

関
し

て
取

扱
要

領
を

定
め

た
と

き
又

は
こ

れ
を

変
更

し
た

と
き

は
、
本

省
自

動
車

情
報

課
長

あ
て

報
告

す
る

も
の

と
す

る
。

 

（
回

送
運

行
許

可
番

号
標

の
後

面
表

示
省

略
に

必
要

な
要

件
）

 

第
１

１
条

 
回

送
運

行
許

可
番

号
標

の
後

面
表

示
省

略
に

必
要

な
要

件
は

以

下
の

と
お

り
と

す
る

。
 

 
（

１
）

同
一

経
路

に
お

い
て

、
自

動
車

の
回

送
運

行
を

反
復

・
継

続
し

て
行

う
こ

と
。

 

 
（

２
）

工
場

、
メ

ー
カ

ー
保

管
ヤ

ー
ド

、
船

積
み

港
、

船
揚

げ
港

、
積

載
車

荷
扱

い
場

、
販

売
会

社
保

管
ヤ

ー
ド

、
納

整
セ

ン
タ

ー
、

架
装

工
場

保

な
く

そ
の

旨
を

記
載

し
た

書
面

を
提

出
さ

せ
る

も
の

と
す

る
。

 
 

（
許

可
台

帳
の

備
付

け
）

 

第
７

条
 

地
方

運
輸

局
長

は
、

回
送

運
行

許
可

台
帳

を
備

え
、

こ
れ

に
次

に
掲

げ
る

事
項

を
記

載
す

る
も

の
と

す
る

。
 

許
可

番
号

、
許

可
年

月
日

、
氏

名
又

は
名

称
及

び
住

所
、
営

業
所

名
及

び

営
業

所
の

所
在

地
、
電

話
番

号
、
許

可
の

有
効

期
間

、
回

送
運

行
許

可
番

号

標
管

理
責

任
者

、
違

反
の

事
実

に
対

す
る

処
分

内
容

、
聴

聞
年

月
日

、
違

反

に
つ

い
て

の
処

分
の

通
知

番
号

及
び

処
分

の
通

知
年

月
日

並
び

に
そ

の
他

必
要

な
事

項
 

（
許

可
証

等
交

付
台

帳
の

備
付

け
）

 

第
８

条
 

運
輸

支
局

長
等

は
、

回
送

運
行

許
可

証
等

交
付

台
帳

を
備

え
、

こ
れ

に
次

に
掲

げ
る

事
項

を
記

載
す

る
も

の
と

す
る

。
 

氏
名

又
は

名
称

及
び

住
所

、
営

業
所

名
及

び
営

業
所

の
所

在
地

、
電

話
番

号
、

交
付

し
た

許
可

証
の

番
号

及
び

許
可

証
の

交
付

年
月

日
、

貸
与

し
た

番

号
標

の
番

号
、

許
可

の
有

効
期

間
並

び
に

そ
の

他
必

要
な

事
項

 

   （
保

存
期

間
）

 

第
９

条
 

回
送

運
行

許
可

台
帳

及
び

回
送

運
行

許
可

証
等

交
付

台
帳

は
、

当
該

許
可

の
有

効
期

間
が

経
過

し
た

後
３

年
間

保
存

す
る

も
の

と
す

る
。

 

（
報

告
）

 
 

第
１

０
条

 
地

方
運

輸
局

長
は

、
回

送
運

行
許

可
事

務
並

び
に

回
送

運
行

許
可

証
交

付
事

務
及

び
回

送
運

行
許

可
番

号
標

貸
与

事
務

に
関

し
て

取
扱

要
領

 

を
定

め
た

と
き

又
は

こ
れ

を
変

更
し

た
と

き
は

、
本

省
自

動
車

情
報

課
長

あ

て
報

告
す

る
も

の
と

す
る

。
 

  （
新

設
）
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管
ヤ

ー
ド

、
架

装
工

場
の

２
施

設
間

に
お

い
て

、
回

送
運

行
を

行
う

者

が
事

前
に

特
定

し
た

経
路

を
運

行
す

る
も

の
で

あ
る

こ
と

。
 

（
施

設
の

定
義

）
 

第
１

２
条

 
前

条
（

２
）

に
お

け
る

施
設

に
係

る
定

義
は

そ
れ

ぞ
れ

以
下

の
と

お
り

と
す

る
。

 

 
（

１
）

工
場

：
自

動
車

製
作

者
が

自
動

車
を

生
産

す
る

場
所

 

 
（

２
）

メ
ー

カ
ー

保
管

ヤ
ー

ド
：

工
場

で
完

成
し

た
自

動
車

の
う

ち
販

売
会

社
に

輸
送

す
る

前
の

自
動

車
を

メ
ー

カ
ー

で
保

管
し

て
お

く
場

所
 

 
（

３
）

船
積

み
港

：
他

の
港

に
海

運
す

る
た

め
に

自
動

車
を

船
に

積
み

込
む

場
所

 

 
（

４
）

船
揚

げ
港

：
他

の
港

か
ら

海
運

さ
れ

た
自

動
車

を
船

か
ら

降
ろ

す
場

所
 

 
（

５
）

積
載

車
荷

扱
い

場
：

積
載

車
が

自
動

車
の

積
み

降
ろ

し
を

す
る

場
所

 

 
（

６
）

販
売

会
社

保
管

ヤ
ー

ド
：

流
通

の
中

間
工

程
と

し
て

販
売

会
社

が
自

動
車

を
一

時
的

に
集

約
し

て
留

め
お

く
こ

と
を

主
た

る
目

的
と

し
た

場
所

。
 

 
（

７
）

納
整

セ
ン

タ
ー

：
納

車
整

備
や

オ
プ

シ
ョ

ン
品

の
取

付
け

を
行

う
場

所
 

 
（

８
）

架
装

工
場

保
管

ヤ
ー

ド
：

自
動

車
を

架
装

工
場

で
保

管
し

て
お

く
場

所
 

 
（

９
）

架
装

工
場

：
自

動
車

に
荷

台
等

の
架

装
物

を
取

り
付

け
る

場
所

 

（
回

送
運

行
許

可
番

号
標

の
後

面
表

示
省

略
の

届
出

）
 

第
１

３
条

 
規

則
第

２
６

条
の

５
の

規
定

に
基

づ
き

表
示

す
る

回
送

運
行

許

可
番

号
標

に
つ

い
て

、
後

面
表

示
省

略
を

行
う

場
合

は
、

前
条

に
記

載
の

施

設
の

う
ち

回
送

運
行

を
行

う
２

施
設

間
を

結
ぶ

経
路

を
特

定
の

上
、
営

業
所

の
名

称
、

住
所

並
び

に
起

終
点

と
な

る
２

施
設

そ
れ

ぞ
れ

の
名

称
、

住
所

、

種
別

及
び

２
施

設
間

の
回

送
運

行
取

扱
い

実
績
（

過
去

１
年

間
の

取
扱

い
台

数
）

又
は

２
施

設
間

の
回

送
運

行
取

扱
い

見
込

み
（

向
こ

う
３

ヶ
月

間
の

取

扱
い

見
込

み
台

数
）
を

記
載

し
た

後
面

表
示

省
略

届
出

書
を

主
た

る
営

業
所

の
所

在
地

を
管

轄
す

る
運

輸
支

局
等

へ
提

出
さ

せ
る

も
の

と
す

る
。

な
お

、

回
送

運
行

許
可

の
有

効
期

間
が

満
了

し
た

と
き

又
は

許
可

を
取

り
消

さ
れ

た
と

き
は

、
第

１
７

条
の

届
出

が
あ

っ
た

も
の

と
見

な
す

。
 

（
後

面
表

示
省

略
届

出
書

に
添

付
す

る
書

類
）

 

第
１

４
条

 
前

条
の

届
出

書
に

は
、
回

送
運

行
許

可
番

号
標

の
後

面
表

示
省

略

   （
新

設
）

 

                  （
新

設
）

 

          （
新

設
）
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を
行

う
２

施
設

間
を

運
行

す
る

経
路

を
明

示
し

た
地

図
及

び
種

別
が

判
別

可
能

な
資

料
を

添
付

さ
せ

る
も

の
と

す
る

。
 

（
回

送
運

行
許

可
番

号
標

の
後

面
表

示
省

略
を

行
う

際
の

代
替

措
置

）
 

第
１

５
条

 
規

則
第

２
６

条
の

５
に

基
づ

く
運

輸
監

理
部

長
又

は
運

輸
支

局

長
が

認
め

る
場

合
と

は
以

下
の

と
お

り
と

す
る

。
 

 
（

１
）

回
送

経
路

が
公

道
横

断
の

み
の

場
合

 

 
 

・
回

送
自

動
車

は
隊

列
を

組
ん

で
走

行
し

、
隊

列
の

最
後

尾
に

運
転

者
を

運
送

す
る

足
車
（

法
第

４
条

の
登

録
を

受
け

た
自

動
車

）
が

随
走

し
、
足

車
後

面
に

、
前

方
に

後
面

の
回

送
運

行
許

可
番

号
標

が
な

い
自

動
車

が
走

行
し

て
い

る
旨

等
、

周
辺

に
走

行
環

境
を

知
ら

せ
る

表
示

を
す

る
 

 
 

・
回

送
自

動
車

の
隊

列
が

崩
れ

な
い

た
め

の
措

置
を

確
実

に
実

行
す

る

（
横

断
時

、
公

道
の

一
般

車
両

を
一

時
止

め
る

等
）

 

 
（

２
）

回
送

経
路

が
公

道
横

断
以

外
（

公
道

を
走

行
す

る
）

の
場

合
 

 
 

・
回

送
自

動
車

の
後

面
に

「
回

送
運

行
を

行
う

者
を

特
定

す
る

た
め

の
表

示
」

を
取

り
付

け
る

 

（
回

送
運

行
を

行
う

者
を

特
定

す
る

た
め

の
表

示
）

 

第
１

６
条

 
前

条
（

２
）
の
「

回
送

運
行

を
行

う
者

を
特

定
す

る
た

め
の

表
示

」

は
、
許

可
を

受
け

た
者

の
氏

名
又

は
名

称
を

縦
１

０
c
m
横

２
０

c
m
内

に
表

示

を
さ

せ
る

。
表

示
に

使
用

す
る

器
材

の
材

質
や

表
示

位
置

、
表

示
方

法
に

つ

い
て

は
、
回

送
運

行
を

行
う

者
の

任
意

と
す

る
が

、
回

送
自

動
車

の
後

方
か

ら
表

示
内

容
の

識
別

が
可

能
と

な
る

よ
う

に
表

示
す

る
こ

と
。

 

（
回

送
運

行
許

可
番

号
標

の
後

面
表

示
省

略
を

や
め

る
際

の
廃

止
届

出
）

 

第
１

７
条

 
回

送
運

行
許

可
番

号
標

の
後

面
表

示
省

略
を

や
め

る
場

合
は

、
回

送
運

行
許

可
番

号
標

の
後

面
表

示
を

省
略

し
て

回
送

自
動

車
の

運
行

を
行

っ
て

い
る

起
終

点
と

な
る

２
施

設
そ

れ
ぞ

れ
の

名
称

、
住

所
及

び
種

別
を

記

載
し

た
後

面
表

示
省

略
廃

止
届

出
書

を
主

た
る

営
業

所
の

所
在

地
を

管
轄

す
る

運
輸

支
局

等
へ

提
出

す
る

も
の

と
す

る
。

 

 

附
 

則
（

平
成

２
８

年
５

月
３

１
日

国
自

情
第

３
６

号
）

 

１
 

本
通

達
は

、
平

成
２

８
年

６
月

１
日

（
以

下
「

施
行

日
」

と
い

う
。

）
か

ら
施

行
す

る
。

 

２
 

分
解

整
備

を
業

と
す

る
者

で
あ

っ
て

施
行

日
か

ら
平

成
２

９
年

１
１

月

３
０

日
ま

で
に

許
可

を
受

け
よ

う
と

す
る

も
の

に
つ

い
て

は
、
第

３
条
（

３
）

（
ト

）
の

う
ち

車
検

の
た

め
に

自
ら

分
解

整
備

し
た

自
動

車
の

台
数

に
係

る

   （
新

設
）

 

            （
新

設
）

 

     （
新

設
）

 

     

附
 

則
（

平
成

２
８

年
５

月
３

１
日

国
自

情
第

３
６

号
）

 

１
 

本
通

達
は

、
平

成
２

８
年

６
月

１
日

（
以

下
「

施
行

日
」

と
い

う
。

）
か

ら
施

行
す

る
。

 

２
 

分
解

整
備

を
業

と
す

る
者

で
あ

っ
て

施
行

日
か

ら
平

成
２

９
年

１
１

月
 

３
０

日
ま

で
に

許
可

を
受

け
よ

う
と

す
る

も
の

に
つ

い
て

は
、
第

３
条
（

３
）

（
ト

）
の

う
ち

車
検

の
た

め
に

自
ら

分
解

整
備

し
た

自
動

車
の

台
数

に
係

る
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規
定

は
適

用
し

な
い

。
許

可
を

受
け

た
者

が
施

行
日

か
ら

平
成

２
９

年
１

１

月
３

０
日

ま
で

に
第

４
条

の
２

の
規

定
に

よ
る

回
送

の
目

的
（

第
４

条
（

４
）

に
規

定
す

る
目

的
に

限
る

。
）

を
追

加
し

よ
う

と
す

る
場

合
も

、
同

様
と

す

る
。

 

３
 

地
方

運
輸

局
長

は
、

第
３

条
の

２
の

規
定

に
基

づ
き

、
前

項
の

規
定

に
よ

る
許

可
又

は
目

的
の

期
限

を
平

成
２

９
年

１
１

月
３

０
日

と
す

る
条

件
を

付
す

こ
と

と
す

る
。

 

附
 

則
（

平
成

２
９

年
１

０
月

３
１

日
国

自
情

第
１

４
８

号
）

 

１
 

本
通

達
は

、
平

成
２

９
年

１
１

月
１

日
（

以
下

「
施

行
日

」
と

い
う

。
）

か
ら

施
行

す
る

。
 

２
 

分
解

整
備

を
業

と
す

る
者

で
あ

っ
て

、
平

成
２

８
年

６
月

１
日

か
ら

施
行

日
ま

で
の

間
に

許
可

を
受

け
た

者
又

は
第

４
条

の
２

の
規

定
に

よ
る

回
送

の
目

的
（

第
４

条
（

４
）

に
規

定
す

る
目

的
に

限
る

。
）

を
追

加
し

た
者

が

平
成

２
９

年
１

１
月

３
０

日
ま

で
の

間
に

引
き

続
き

許
可

又
は

第
４

条
の

２
の

規
定

に
よ

る
回

送
の

目
的
（

第
４

条
（

４
）
に

規
定

す
る

目
的

に
限

る
。
）

の
追

加
を

受
け

よ
う

と
す

る
場

合
に

つ
い

て
は

、
第

３
条
（

３
）
①
（

イ
）
、

（
へ

）
及

び
（

チ
）

の
書

面
を

省
略

す
る

こ
と

が
出

来
る

。
 

附
 

則
（

令
和

４
年

３
月

３
１

日
国

自
情

第
３

４
１

号
）

 

１
 

本
通

達
は

、
令

和
４

年
３

月
３

１
日

（
以

下
「

施
行

日
」

と
い

う
。

）
か

ら
施

行
す

る
。

 

２
 

本
通

達
の

施
行

日
前

に
し

た
分

解
整

備
を

業
と

す
る

者
の

許
可

又
は

第

４
条

の
２

の
規

定
に

よ
る

回
送

の
目

的
の

追
加

は
、
本

通
達

の
規

定
に

基
づ

い
て

し
た

特
定

整
備

を
業

と
す

る
者

の
許

可
又

は
第

４
条

の
２

の
規

定
に

よ
る

回
送

の
目

的
の

追
加

と
み

な
す

。
そ

の
許

可
又

は
回

送
の

目
的

の
追

加

の
申

請
に

つ
い

て
も

、
同

様
と

す
る

。
 

３
 

国
土

交
通

省
関

係
総

合
特

別
区

域
法

第
５

３
条

に
規

定
す

る
政

令
等

規

制
事

業
に

係
る

省
令

の
特

例
に

関
す

る
措

置
を

定
め

る
命

令
（

平
成

２
６

年

内
閣

府
・

国
土

交
通

省
令

第
６

号
）

に
規

定
す

る
回

送
運

行
効

率
化

事
業

を

定
め

た
地

域
活

性
化

総
合

特
別

区
域

計
画

に
つ

い
て

内
閣

総
理

大
臣

の
認

定
を

受
け

て
お

り
、

現
に

効
力

を
有

す
る

と
き

は
、

令
和

５
年

３
月

３
１

日

ま
で

は
、
当

該
計

画
の

計
画

区
域

内
に

お
い

て
当

該
計

画
に

定
め

る
代

替
措

置
を

講
じ

る
こ

と
で

、
後

面
の

回
送

運
行

許
可

番
号

標
を

省
略

す
る

こ
と

が

で
き

る
。

 

規
定

は
適

用
し

な
い

。
許

可
を

受
け

た
者

が
施

行
日

か
ら

平
成

２
９

年
１

１

月
３

０
日

ま
で

に
第

４
条

の
２

の
規

定
に

よ
る

回
送

の
目

的
（

第
４

条
（

４
）

に
規

定
す

る
目

的
に

限
る

。
）

を
追

加
し

よ
う

と
す

る
場

合
も

、
同

様
と

す

る
。

 

３
 

地
方

運
輸

局
長

は
、

第
３

条
の

２
の

規
定

に
基

づ
き

、
前

項
の

規
定

に
よ

る
許

可
又

は
目

的
の

期
限

を
平

成
２

９
年

１
１

月
３

０
日

と
す

る
条

件
を

 

付
す

こ
と

と
す

る
。

 

附
 

則
（

平
成

２
９

年
１

０
月

３
１

日
国

自
情

第
１

４
８

号
）

 

１
 

本
通

達
は

、
平

成
２

９
年

１
１

月
１

日
（

以
下

「
施

行
日

」
と

い
う

。
）

か
ら

施
行

す
る

。
 

２
 

分
解

整
備

を
業

と
す

る
者

で
あ

っ
て

、
平

成
２

８
年

６
月

１
日

か
ら

施
行

日
ま

で
の

間
に

許
可

を
受

け
た

者
又

は
第

４
条

の
２

の
規

定
に

よ
る

回
送

 

の
目

的
（

第
４

条
（

４
）

に
規

定
す

る
目

的
に

限
る

。
）

を
追

加
し

た
者

が

平
成

２
９

年
１

１
月

３
０

日
ま

で
の

間
に

引
き

続
き

許
可

又
は

第
４

条
の

 

２
の

規
定

に
よ

る
回

送
の

目
的
（

第
４

条
（

４
）
に

規
定

す
る

目
的

に
限

る
。
）

の
追

加
を

受
け

よ
う

と
す

る
場

合
に

つ
い

て
は

、
第

３
条
（

３
）
①
（

イ
）
、

（
へ

）
及

び
（

チ
）

の
書

面
を

省
略

す
る

こ
と

が
出

来
る

。
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〇
回
送
運
行
自
動
車
に
つ
い
て
は
、登
録
自
動
車
と同
様
、当
該
運
行
が
回
送
運
行
の
許
可
を
受
け
て
行
わ
れ
て
い
る
こと
が
容
易
に
判
別
で
き
る
よ
う自

動
車
の
前
面
及
び
後
面
に
回
送
運
行
許
可
番
号
標
を
表
示
しな
け
れ
ば
な
らな
い
。（
法
36
条
及
び
施
行
規
則
第
26
条
の
5）

〇
この
た
め
、後
面
に
回
送
運
行
許
可
番
号
標
の
省
略
を
認
め
る
に
あ
た
って
は
、回
送
運
行
許
可
事
業
者
に
お
い
て
、事
前
に
回
送
経
路
等
を
運
輸
支
局

等
に
届
出
す
る
こと
、ま
た
、外
形
的
に
回
送
運
行
許
可
事
業
者
に
よ
る
運
行
で
あ
る
こと
が
判
断
で
きる
よ
う代
替
措
置
を
講
じる
こと
とす
る
。

届
出
事
項
確
認
（
予
見
性
の
確
保
）

回
送
運
行
許
可
事
業
者

①
後
面
表
示
省
略
の
届
出

運
輸
支
局
等

（
営
業
所
の
管
轄
）

1

＜
後
面
表
示
省
略
の
手
続
き
方
法
＞

②
代
替
措
置
の
遵
守
等
を
指
導

反
復
・継
続
的
に
回
送
す
る
た
め
、

後
面
表
示
省
略
は
メリ
ット
を
感
じる
。

品
川

12
-3

4

前
面
（
従
来
どお
り）

地
図

項
目

要
件

輸
送
形
態

・同
一
経
路
に
お
い
て
自
動
車
の
回
送
運
行
を
反
復
・継
続
して
行
うこ
と。

経
路

・工
場
、メ
ー
カー
保
管
ヤ
ー
ド、
船
積
み
港
、船
揚
げ
港
、積
載
車
荷
扱
い
場
、販
売
会
社
保
管
ヤ
ー
ド、

納
整
セ
ンタ
ー
、架
装
工
場
保
管
ヤ
ー
ド、
架
装
工
場
間
に
お
い
て
、回
送
運
行
事
業
者
が
事
前
に
届
け

出
た
経
路
とす
る
。

要
件

届
出
書

運
行
実
績

〇
〇
事
業
者

後
面
（
③
代
替
措
置
）

経
路
、起
終
点
の
施
設
が
分
か
る
資
料
を
添
付

運
輸
支
局
等

（
営
業
所
の
管
轄
）

①
回
送
運
行
許
可
申
請

②
回
送
運
行
許
可
書
の
交
付

③
許
可
証
交
付
、番
号
標
貸
与
申
請

④
許
可
証
交
付
、番
号
標
貸
与

品
川

12
-3

4

回
送
ナ
ンバ
ー
（
前
後
面
に
装
着
）

【参
考
（
回
送
運
行
許
可
申
請
）
】

自
動
車
メー
カー
陸
送
業
者
な
ど

回
送
運
行
許
可
番
号
標
の
後
面
表
示
省
略
手
続
き
に
つ
い
て
①
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2

•
回
送
自
動
車
の
前
面
の
み
に
回
送
運
行
許
可
番
号
標
を
取
り付
け
る
。

•
回
送
自
動
車
は
隊
列
を
組
ん
で
走
行
し、
隊
列
の
最
後
尾
に
運
転
者

を
運
送
す
る
足
車
が
随
走
す
る
。

•
回
送
自
動
車
の
隊
列
が
崩
れ
な
い
た
め
の
措
置
を確
実
に
実
行
す
る

（
横
断
時
、公
道
の
一
般
車
両
を一
時
止
め
る
等
）
。

•
回
送
自
動
車
の
前
面
の
み
に
回
送
運
行
許
可
番
号
標
を取
り付
け
る
。

•
後
面
に
「回
送
運
行
事
業
者
を特
定
す
る
た
め
の
表
示
」を
取
り付
け
る
。

•
各
車
バ
ラバ
ラに
運
行
（
隊
列
は
組
まず
一
般
車
に
交
じっ
て
運
行
、足

車
も
な
し）
。

回
送
経
路
が
公
道
横
断
の
み
の
場
合

回
送
経
路
が
公
道
横
断
以
外
（
公
道
を
走
行
す
る
）
の
場
合

公
道

前
面
及
び
後
面
に
表
示

他
の
一
般
車
両

前
面
及
び
後
面
に
表
示

【参
考
：
通
常
の
回
送
運
行
許
可
に
お
け
る
運
行
】

•
回
送
自
動
車
の
前
面
及
び
後
面
に
回
送
運
行
許
可
番
号
標
を
取
り付
け
る
。

•
回
送
自
動
車
の
回
送
経
路
は
特
定
しな
い
。

•
各
車
バ
ラバ
ラに
運
行
（
隊
列
は
組
ま
ず
一
般
車
に
交
じっ
て
運
行
、足
車
も
な
し）
。

＜
代
替
措
置
の
内
容
＞

回
送
運
行
許
可
番
号
標
の
後
面
表
示
省
略
手
続
き
に
つ
い
て
②
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道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍

線
を
付
し
た
規
定
は
、
当
該
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
臨
時
運
行
の
許
可
）

（
臨
時
運
行
の
許
可
）

第
二
十
条

法
第
三
十
四
条
第
一
項
（
法
第
七
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
臨
時
運
行

の
許
可
は
、
そ
の
運
行
の
経
路
の
最
寄
り
の
行
政
庁
（
運
輸
監
理
部
長
若
し
く
は
運
輸
支
局
長
又
は
市
、
特
別

区
若
し
く
は
道
路
運
送
車
両
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
二
百
五
十
四
号
。
以
下「
施
行
令
」と
い
う
。）

第
四
条
に
規
定
す
る
町
村
の
長
を
い
う
。）が
行
う
。

第
二
十
条

法
第
三
十
四
条
第
一
項
（
法
第
七
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
臨
時
運
行

の
許
可
は
、
そ
の
運
行
の
経
路
の
最
寄
り
の
運
輸
監
理
部
長
若
し
く
は
運
輸
支
局
長
又
は
市
、
特
別
区
若
し
く

は
町
村
の
長
が
行
う
。

（
臨
時
運
行
許
可
番
号
標
の
表
示
）

（
臨
時
運
行
許
可
番
号
標
の
表
示
）

第
二
十
四
条

第
八
条
の
二
の
規
定
は
、
法
第
三
十
六
条
第
一
号
（
法
第
七
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
る
臨
時
運
行
許
可
番
号
標
の
表
示
の
位
置
及
び
方
法
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
第
八
条
の
二
第
一
項
中
「
前
面
及
び
後
面
」
と
あ
る
の
は
「
前
面
及
び
後
面
（
第
二
十
条
の

行
政
庁
が
、
当
該
自
動
車
の
構
造
、
運
行
の
態
様
等
を
勘
案
し
て
、
前
面
に
表
示
す
る
こ
と
に
よ
り
自
動
車
の

安
全
性
の
確
保
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
で
あ
つ
て
、
臨
時
運
行
の
許
可
を
受
け
て
い

る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
後
面
）」と
、
同
項
た
だ
し

書
中
「
三
輪
自
動
車
」
と
あ
る
の
は
「
二
輪
自
動
車
、
側
車
付
二
輪
自
動
車
、
三
輪
自
動
車
」
と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。

第
二
十
四
条

第
八
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
法
第
三
十
六
条
第
一
号
（
法
第
七
十
三
条
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
る
臨
時
運
行
許
可
番
号
標
の
表
示
の
位
置
及
び
方
法
に
つ
い

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
八
条
の
二
第
一
項
中
「
三
輪
自
動
車
」
と
あ
る
の
は「
二
輪
自
動
車
、

側
車
付
二
輪
自
動
車
、
三
輪
自
動
車
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報
〇
国
土
交
通
省
令
第
三
十
六
号

道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
三
十
六
条
第
一
号
及
び
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
第
一
号
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
七
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
運
送

車
両
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

国
土
交
通
大
臣

斉
藤

鉄
夫
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（
回
送
運
行
許
可
証
の
表
示
等
）

（
回
送
運
行
許
可
証
の
表
示
等
）

第
二
十
六
条
の
五

第
八
条
の
二
の
規
定
は
法
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
第
一
号
（
法
第
七
十
三
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
る
回
送
運
行
許
可
番
号
標
の
表
示
の
位
置
及
び
方
法
に
つ
い
て
、

第
二
十
三
条
の
規
定
は
回
送
運
行
許
可
証
の
表
示
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
八
条
の
二

第
一
項
中
「
前
面
及
び
後
面
」
と
あ
る
の
は
「
前
面
及
び
後
面
（
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
が
、
回
送

運
行
の
許
可
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、

前
面
又
は
前
面
及
び
後
面
）」と
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
三
輪
自
動
車
」
と
あ
る
の
は
「
二
輪
自
動
車
、
側
車
付

二
輪
自
動
車
、
三
輪
自
動
車
」
と
、「
前
面
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
後
面
に
表
示
し
な
い

場
合
を
除
き
、
前
面
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
六
条
の
五

第
二
十
三
条
の
規
定
は
回
送
運
行
許
可
証
の
表
示
に
つ
い
て
、
第
二
十
四
条
の
規
定
は
法
第

三
十
六
条
の
二
第
一
項
第
一
号
（
法
第
七
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
る

回
送
運
行
許
可
番
号
標
の
表
示
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
三
十
一
条
の
二
の
二

法
第
四
十
一
条
第
二
項
の
条
件
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
条
件
」
と
い
う
。）の

付
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
申
請
者
」
と
い
う
。）は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
国

土
交
通
大
臣
（
施
行
令
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
地
方
運
輸
局
長
に
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
が

委
任
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
地
方
運
輸
局
長
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
一
条
の
二
の
二

法
第
四
十
一
条
第
二
項
の
条
件
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
条
件
」
と
い
う
。）の

付
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
申
請
者
」
と
い
う
。）は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
国

土
交
通
大
臣
（
道
路
運
送
車
両
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
二
百
五
十
四
号
。
以
下
「
施
行
令
」
と
い

う
。）第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
地
方
運
輸
局
長
に
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
が
委
任
さ
れ
て
い
る

場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
地
方
運
輸
局
長
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

２
〜
５

（
略
）

２
〜
５

（
略
）

（
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
令
和
三
年
国
土
交
通
省
令
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
の
う
ち
、
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
二
十
条
の
改
正
規
定
を
削
る
。

本
則
の
う
ち
、
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
六
十
三
条
の
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
自
動
車
税
種
別
割
の
納
付
の
有
無
の
事
実
を
確
認
す
る
方
法
）

（
自
動
車
税
種
別
割
の
納
付
の
有
無
の
事
実
を
確
認
す
る
方
法
）

第
六
十
三
条

施
行
令
第
十
二
条
の
納
付
の
有
無
の
事
実
の
確
認
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算

機
に
登
録
さ
れ
て
い
る
情
報
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
都
道
府
県
知
事
又
は
市
町
村
長
（
特
別
区
の
区
長
を

含
む
。）の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
登
録
さ
れ
て
い
る
情
報
と
照
合
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す

る
。

第
六
十
三
条

施
行
令
第
十
二
条
の
納
付
の
有
無
の
事
実
の
確
認
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算

機
に
登
録
さ
れ
て
い
る
情
報
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
都
道
府
県
知
事
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
登
録

さ
れ
て
い
る
情
報
と
照
合
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
の
施
行
前
に
道
路
運
送
車
両
法
第
三
十
五
条
第
四
項
（
法
第
七
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
り
貸
与
し
た
臨
時
運
行
許
可
番
号
標
で
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
効
力
を
有
す
る
も
の

の
表
示
の
位
置
及
び
方
法
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
二
十
四
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
国
土
交
通
省
関
係
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
十
四
条
に
規
定
す
る
政
令
等
規
制
事
業
に
係
る
省
令
の
特
例
に
関
す
る
措
置
を
定
め
る
省
令
の
廃
止
）

第
三
条

国
土
交
通
省
関
係
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
十
四
条
に
規
定
す
る
政
令
等
規
制
事
業
に
係
る
省
令
の
特
例
に
関
す
る
措
置
を
定
め
る
省
令
（
平
成
三
十
年
国
土
交
通
省
令
第
七
十
六
号
）
は
、
廃
止
す
る
。
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事 務 連 絡 

令和４年１月１７日 

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会教育・技術部長 殿 

 

国土交通省自動車局整備課 

事業班長 

 

地域における事業者間連携による自律的取組に係る支援についてのお知らせ 

 

国土交通省自動車局整備課は、先進技術の整備への対応や人材確保等の自動車整備業における

課題に対して、各地域が主体的に実施する先進技術の整備体験会や人材確保セミナー等、地域に

おける事業者間連携による自律的取組を支援します。 

つきましては、下記のとおり公募を行い、採択された取組について支援します。 

 

記 

 

１．公募期間 

令和４年１月１７日（月）～２月２８日（月） 

 

２．支援対象者 

①各都道府県自動車整備振興会（自動車整備商工組合） 

②各都道府県自動車車体整備協同組合 

③各都道府県自動車電装品整備商工組合 

④各都府県タイヤ商工協同組合 

 

３．支援内容（概要） 

・採択された支援対象者に対して、先進技術の整備や人材確保に資するものであって地域で

連携する取組（電動車等の整備体験会、先進技術の整備体験会、人材確保セミナー、事業承

継セミナー等）を開催するにあたっての実費（会場費、講師謝金、教材費等 上限額１００

万円／件）を支援。 

・支援件数 ４０件（予定） 

 

４．申請方法及び問い合わせ先 

公募要領、申請様式、その他支援に関するお問い合わせにつきましては、支援の申請等の

事務を行う株式会社オーエムシーのホームページをご覧下さい。 

・株式会社オーエムシー（支援事務執行団体） 

ホームページ：https://www.omc-mice.net/jigyousyarenkei2021 
TEL：０３－５３６２－０１１７ FAX：０３－５３６２－０１２１ 

※申請書提出先。書類の記載方法など支援申請に関することはこちらにお問い合わせ下さい。 
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事 務 連 絡 

令和４年１月１７日 

日本自動車整備商工組合連合会事業推進部長 殿 

 

国土交通省自動車局整備課 

事業班長 

 

地域における事業者間連携による自律的取組に係る支援についてのお知らせ 

 

国土交通省自動車局整備課は、先進技術の整備への対応や人材確保等の自動車整備業における

課題に対して、各地域が主体的に実施する先進技術の整備体験会や人材確保セミナー等、地域に

おける事業者間連携による自律的取組を支援します。 

つきましては、下記のとおり公募を行い、採択された取組について支援します。 

 

記 

 

１．公募期間 

令和４年１月１７日（月）～２月２８日（月） 

 

２．支援対象者 

①各都道府県自動車整備振興会（自動車整備商工組合） 

②各都道府県自動車車体整備協同組合 

③各都道府県自動車電装品整備商工組合 

④各都府県タイヤ商工協同組合 

 

３．支援内容（概要） 

・採択された支援対象者に対して、先進技術の整備や人材確保に資するものであって地域で

連携する取組（電動車等の整備体験会、先進技術の整備体験会、人材確保セミナー、事業承

継セミナー等）を開催するにあたっての実費（会場費、講師謝金、教材費等 上限額１００

万円／件）を支援。 

・支援件数 ４０件（予定） 

 

４．申請方法及び問い合わせ先 

公募要領、申請様式、その他支援に関するお問い合わせにつきましては、支援の申請等の

事務を行う株式会社オーエムシーのホームページをご覧下さい。 

・株式会社オーエムシー（支援事務執行団体） 

ホームページ：https://www.omc-mice.net/jigyousyarenkei2021 
TEL：０３－５３６２－０１１７ FAX：０３－５３６２－０１２１ 

※申請書提出先。書類の記載方法など支援申請に関することはこちらにお問い合わせ下さい。 
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国土交通省／（一社）日本自動車整備振興会連合会

●道路運送車両法 第七十八条 （認証）
自動車特定整備事業を経営しようとする者は、自動車特定整備事業の種類及び特定整備を行う事業場ごとに、地方運輸局長の認証を受けなければならない。
第百九条 （罰則）
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。　（十一） 第七十八条第一項の規定による認証を受けないで自動車特定整備事業を経営した者

未認証行為とは、国土交通省地方運輸局長（沖縄は総合事務局長）の道路運送車両法第七十八条の規定に基づく
認証を受けずに、業として自動車の特定整備を行う行為です。違反すると罰金が科せられる場合があります。

原動機（エンジン脱着）1 動力伝達装置（ドライブシャフト、プロペラシャフト脱着）2 走行装置（ロアアーム脱着）3

かじ取り装置（タイロッドエンド脱着）4 制動装置（ディスクキャリパ、ブレーキドラムの取り外し）5

緩衝装置（リーフスプリング脱着）6 電子制御装置（自動ブレーキ用センサーなどが装着されているフロントガラス、グリル・バンパーの脱着
　　　　　　　／自動ブレーキ用センサーなどの脱着・調整）7

特定整備となる主な作業例特定整備となる主な作業例

未認証行為は、
法律違反です!!
未認証行為は、
法律違反です!!

未認証行為は、道路運送車両法違反となります。未認証行為は、道路運送車両法違反となります。

特定整備を行う場合は、認証を取得しましょう。

※電子制御装置整備の対象車両については国土交通省ＨＰよりご確認ください。
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「車載式故障診断装置の診断の結果」の点検（OBD 点検） 

に関するよくある質問 

 

目次 

 

＜全般＞ 

問１ 「車載式故障診断装置（OBD）の診断の結果」の点検（以下、「OBD 点検」

という）とは何ですか。 

問２ 車載式故障診断装置（OBD）とはどのような装置をいいますか。 

 

＜導入時期・対象自動車＞ 

問３ OBD 点検は、いつから導入されますか。  

問４ どのような自動車が、OBD 点検の対象になりますか。 

 

＜点検の時期＞ 

問５ 対象自動車の OBD 点検の実施時期はいつですか。 

問６ OBD 点検は車種や用途を問わず、なぜ 12 月毎とするのでしょうか。 

 

＜点検の対象装置＞ 

問７ どの装置に関する OBD の診断の結果が、点検の対象になりますか。 

 

 

＜点検の実施方法＞ 

問８ どのように OBD 点検を行うのでしょうか。 

問９ スキャンツールを用いた OBD 点検の結果、どのような故障コード（DTC）

が検出された場合に、整備を行うのでしょうか。 

問１０ 車載式故障診断装置のスキャンツール接続コネクタが見あたりません。 

問１１ OBD 点検の対象となる車載式故障診断装置が搭載されていない自動車は

OBD 点検を行わなくてもよいのでしょうか。 

 

＜点検整備記録簿＞ 

問１２ 自動車点検基準が改正される前の整備要領書や点検整備記録簿を OBD 点検

導入後も引き続き使用することはできますか。 

問１３ 自動車点検基準が改正される前の整備要領書や点検整備記録簿を使用する

際、どこに OBD 点検の項目を記入すればよいですか。 

問１４ OBD 点検の結果が良好だった場合、点検整備記録簿にどのように記入すれ

ばよいですか。 

問１５ OBD 点検の対象以外の識別表示が点灯または点滅し続けている場合は点検

整備記録簿にどのように記入すればよいでしょうか。 

問１６ 「保安基準対象外の電子制御装置について部品交換をした場合、特定整備

記録簿への記載は行うべきでしょうか。 

 

 

-215-



   

 

 

2 

＜指定整備事業者＞ 

問１７ 電子制御装置整備の認証を取得していない指定整備事業者が、OBD 点検を

行い、保安基準適合証を交付することはできますか。 

 

＜その他＞ 

問１８ OBD 点検と OBD 検査の違いを教えてください。 
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＜全般＞ 

問１ 「車載式故障診断装置（OBD）の診断の結果」の点検（以下、「OBD 点検」

という）とは何ですか。 

（答） 

○ 近年、自動車の各構造装置で電子的に制御されるものが増えていますが、これら

の装置が確実に機能するためには、日頃から適切な点検整備を行う必要があります。 

 

○ そのため、これまで各構造装置の摩耗や劣化、損傷といった、外観を点検する項

目が主だった定期点検項目に、「原動機、制動装置、アンチロック・ブレーキシステ

ム、エアバッグ（かじ取り装置並びに車枠及び車体に備えるものに限る。）等に係る

電子制御装置」の機能の確認を追加しました。具体的には、OBD に記録されてい

る、上記電子制御装置に故障がないか等の診断結果を、スキャンツールや識別表示

を用いて点検し、必要な整備を行っていただくこととなります。 

 

問２ 「車載式故障診断装置（OBD）」とはどのような装置をいいますか。 

（答） 

○ 「車載式故障診断装置（OBD）」とは、「車両に搭載される装置であって、故障を

検知し、警報装置によって故障の発生を知らせ、エンジンその他の電子制御装置内

の記録装置に記録された情報によって故障発生時の装置の作動状態を特定する機

能を有するもの」をいいます。 

 

○ また「警報装置」とは、「車両に搭載される装置であって、当該車両の運転者その

他の乗員に対し、「車載式故障診断装置（OBD）」が異常を検知したことを知らせる

もの」をいいます。このうち、運転者席において目視により容易に確認できるよう

なものを「識別表示（警告灯）」といいます。 

 

＜導入時期・対象自動車＞ 

 問３ OBD 点検は、いつから導入されますか。                        

（答） 

○ 令和３年１０月１日より導入されました。 

 

 問４ どのような自動車が、OBD 点検の対象になりますか。            

（答） 

○ 自動車の年式等に関わらず、車載式故障診断装置が搭載されている自動車は、す

べて OBD 点検の対象となります（ただし、大型特殊自動車、被牽引自動車、二輪

自動車を除く）。 

 

＜点検の時期＞ 

 問５ 対象自動車の OBD 点検の実施時期はいつですか。                     

（答） 

○ 乗用車、貨物車、特種車や自家用、事業用の区別に関係なく、12 月毎に OBD 点

検を行ってください。 
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問６ OBD 点検は車種や用途を問わず、なぜ 12 月毎とするのでしょうか。 

（答） 

○ OBD 点検は、車載式故障診断装置の「機能の確認」に相当するところ、従来の

点検基準において「機能の確認」に当たる点検の期間は 12 月からとなっているこ

とを踏まえ、12 月毎としています。 

 

○ また、自動車の各構造装置に搭載されている電子制御装置は経年劣化するところ、

車種や用途の区別による差は大きくないと考えられることから、OBD 点検の間隔

に差を設けていません。 

 

＜点検の対象装置＞ 

 問７ どの装置に関する OBD の診断の結果が、点検の対象になりますか。                     

（答） 

○ 対象装置は「原動機、制動装置、アンチロック・ブレーキシステム、エアバッグ

（かじ取り装置並びに車枠及び車体に備えるものに限る。）、並びに衝突被害軽減制

動制御装置、自動命令型操舵機能及び自動運行装置」であり、それらに係る OBD

の診断の結果が、点検の対象となります。 

 

○ このとき、「保安基準不適合」＋「保安基準不適合のおそれ」として警報されてい

ない故障コードについては法定点検の対象外となりますが、何らかの不具合が生じ

ている可能性があるため、その結果を踏まえた適切な整備が推奨されます。 

 

＜点検の実施方法＞ 

 問８ どのように OBD 点検を行うのでしょうか。                                                     

（答） 

○ OBD 点検には、スキャンツールを用いて点検する方法と、診断の対象となる識

別表示を用いて点検する方法があります。 

 

＜スキャンツールを用いた点検方法＞ 

  スキャンツールの接続部を車載式故障診断装置と接続し、車載式故障診断装置の

診断の結果を読み取ることにより点検します。 

 

＜識別表示を用いた点検方法＞ 

  イグニッション電源をオンにした状態で診断の対象となる識別表示が点灯する

ことを確認し、原動機を始動させます。そして、診断の対象となる識別表示が点灯

または点滅し続けないかを目視により点検します。 

  ただし、自動車メーカー等の作成するユーザーマニュアル等により点検を行うこ

ととされている場合には、その方法により点検します。 

 

問９ スキャンツールを用いた OBD 点検の結果、どのような故障コード（DTC）

が検出された場合に、整備を行うのでしょうか。 

（答） 

○スキャンツールを用いた OBD 点検により検出された故障コード（DTC）のうち、
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整備が必要となる故障コード（DTC）は、整備要領書等を参考に判断してください。 

 

問１０ 車載式故障診断装置のスキャンツール接続コネクタが見あたりません。 

（答） 

○ 車載式故障診断装置のスキャンツール接続コネクタ(OBD ポート）の位置が分か

らない場合は、自動車メーカー等が作成した整備要領書等によって確認することが

できます。 

 

○ なお、スキャンツール接続コネクタ(OBD ポート）が装着されていない場合は、

識別表示を用いた点検方法による代替も可能です。 

 

問１１ OBD 点検の対象となる車載式故障診断装置が搭載されていない自動車は

OBD 点検を行わなくてもよいのでしょうか。 

（答） 

○ 車載式故障診断装置が搭載されていない自動車は、OBD 点検を行う必要はあり

ません。 

 

＜点検整備記録簿＞ 

問１２ 自動車点検基準が改正される前の整備要領書や点検整備記録簿を OBD 点

検導入後も引き続き使用することはできますか。 

（答） 

○ 引き続き使用することは可能です。 

 

問１３ 自動車点検基準が改正される前の整備要領書や点検整備記録簿を使用す

る際、どこに OBD 点検の項目を記入すればよいですか。 

（答） 

○ 点検整備記録簿の「その他の点検･整備項目」欄に、「車載式故障診断装置の診断

の結果」を記入したうえで、点検結果を記録してください。なお、「OBD の診断の

結果」と省略して記入することも可能です。 

 

問１４ OBD 点検の結果が良好だった場合、点検整備記録簿にどのように記入す

ればよいですか。 

（答） 

○ 従来の点検項目と同様、「車載式故障診断装置の診断の結果」（OBD の診断の結

果）の点検項目欄に、レを記入してください。 

 

問１５ OBD 点検の対象以外の識別表示が点灯または点滅し続けている場合は点

検整備記録簿にどのように記入すればよいでしょうか。 

（答） 

○ OBD 点検の対象外である識別表示については、点検整備記録簿に記入する必要

はありません。 

 

○ ただし OBD 点検の対象外である装置について、整備の要否を判断し、整備を行
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った場合はその概要を記入してください。 

 

問１６ 「保安基準対象外の電子制御装置について部品交換をした場合、特定整備

記録簿への記載は行うべきでしょうか。 

（答） 

〇 ユーザーへの整備内容の正確な情報の伝達や、次回以降の点検整備を適切に実施

し保守管理に役立てる観点から、保安基準対象外の電子制御装置の整備をした際に、

法令上の義務ではありませんが、その内容を特定整備記録簿へ記載することが望ま

しいです。 

 

 

＜指定整備事業者＞ 

問１７ 電子制御装置整備の認証を取得していない指定整備事業者が、OBD 点検

を行い、保安基準適合証を交付することはできますか。 

（答） 

○ 令和３年１０月１日以降、電子制御装置整備の認証を取得していない指定整備事

業者が、電子制御装置整備の対象となる自動車の OBD 点検を行い、保安基準適合

証等の交付をすることはできません。 

 

○ ただし、特定整備制度の施行日（令和２年４月１日）までに、以下の運行補助装

置に係る作業（整備・改造）を全て行っていた場合に限り、引き続き、施行日から

４年を経過する日（令和６年３月３１日）まで、保安基準適合証等を交付すること

ができます。 

・スキャンツールをつないでのエーミング作業など 

・カメラ等のセンサーの取り外し、取り付け位置・角度の変更 

・ＥＣＵの取り外し、取り付け位置・角度の変更 

・グリル、パンパーの取り外し、取り付け位置・角度の変更 

・窓ガラスの取り外し、取り付け位置・角度の変更 

※自動運行装置に係る経過措置はありません。 

 

＜その他＞ 

問１８ OBD 点検と OBD 検査の違いを教えてください。 

（答） 

○ OBD 点検とは、自動車の故障やトラブル防止、性能の維持を図るために行う定

期点検の項目として、令和３年１０月１日より追加された、「車載式故障診断装置

の診断の結果」の点検のことを指します。対象車両は、大型特殊自動車、被牽引自

動車及び二輪自動車以外の自動車となります。 

 

○ 一方 OBD 検査とは、令和６年１０月１日（輸入車の場合は令和７年１０月１日）

よりこれまでの車検時の検査項目に追加される、検査用スキャンツールを OBD ポ

ートに接続して故障コード（DTC）を読み取り、保安基準に適合しないものとして

自動車メーカー等よりあらかじめ提出される特定の故障コード（特定 DTC という）

と照合することにより、合否を判定する検査項目を指します。対象車両は、大型特
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7 

殊自動車、被牽引自動車及び二輪自動車を除く自動車のうち、令和３年１０月１日

以降の新型車（輸入車の場合は令和４年１０月１日）となります。 
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技術情報管理に係る手数料改正に関する Q＆A

（答）

〇 近年急速に進化・普及している自動ブレーキ等の自動運転技術について、電子的に

制御が行われていますが、これらの装置が故障した場合には誤作動による事故等につ

ながるおそれがあります。

〇 従来の外観や測定器を使用した機能の確認を行う現行の検査（車検）は電子制御装

置の機能確認に対応していないことから、ＯＢＤ検査によってこれらの故障を確認で

きるようにし、事故を未然に防止することでクルマ社会の安全性を向上させることを

目的としています。

（答）

〇 検査対象自動車（軽自動車を含み、二輪自動車及び大型特殊自動車を除く。）の新

規検査、継続検査、構造等変更検査及び予備検査における、指定整備の窓口・OSS 申

請、機構への持込検査、軽自動車の持込検査すべての申請において、令和３年の１０

月１日から４００円（現行０円のものを含む。）値上げされます。

（答）

○ 手数料については、ＯＢＤ検査に関する審査用技術情報管理事務に関する実費を徴

収することとされており、ＯＢＤ検査に係る基準の適用（新型車）が開始される令和

３年１０月から機構においてこれらの事務が発生することとなります。

○ ＯＢＤ検査の導入にあたっては、自動車メーカーから提出される技術情報を管理す

る等、検査による判定の開始前より準備が必要であり、これに伴う費用を踏まえた手

数料を徴収することとなっています。

問１ ＯＢＤ検査の目的は何か。

問２ 技術情報管理手数料（以下「手数料」という。）はいつからどの車を対象に、

どの程度値上げされるのか。

問３ ＯＢＤ検査は令和６年（２０２４年）からの開始なのに、なぜ令和３年 10 月

から手数料を徴収するのか。
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（答）

○ 先進安全装置の機能維持は、事故低減効果によりクルマ社会全体の安全性向上に資

するため、現行の検査手数料同様に、電子的な検査対象車両でなくても負担をいただ

くこととしております。（また、リコール情報の提供等、自動車を安全にお使いいた

だくためのサービスも提供していきます。）

○ なお、自動ブレーキなどの電子制御装置の機能の確認を新たに行うにあたり、ＯＢ

Ｄ検査によって、審査にかかる時間を大幅に増加させることなく対応が可能となり、

この結果として、ＯＢＤ検査の対象でない車両を含む審査業務全体の迅速化によるメ

リットもあります。

（答）

○ 大型特殊自動車と二輪車については、現状において車載式故障診断装置の搭載が進

んでいないことから、ＯＢＤ検査の対象とはなっていないところです。

○ このため、これらの車両については、審査用技術情報管理事務に係る実費が全く発

生しないことから、現時点においては手数料を徴収しないこととなっています。

（答）

○ ＯＢＤ検査に必要なものとして自動車メーカーから機構に提出される技術情報（故

障コード（ＤＴＣ）や車両との通信に係る規格等）を一元的に管理するとともに、全

国の検査場や指定工場（民間車検場）等においてＯＢＤ検査が実施（判定）できるよ

うにするためのサーバーの構築・運用や、検査用アプリケーションの開発・配信など

を行います。

問４ 「一律」とは、ＯＢＤ検査の対象車両でない場合もあてはまるのか。対象車両

でなければメリットもなく、不公平でないか。

問５ なぜ大型特殊自動車と二輪車（二輪の小型自動車）は除かれているのか。

問６ 審査用技術情報管理事務とは、具体には何をするのか。
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（答）

○ 機構に持ち込みを行う場合のみならず、指定工場で検査を受ける場合（＝指定工場

において保安基準適合証を交付する場合）も対象となります。

○ これは、道路運送車両法の一部を改正する法律（令和元年５月２４日法律第１４号）

において定められているとおり、機構の検査現場において必要となる費用ではなく、

指定工場が利用するアプリの開発費用やサーバーの管理費用等、電子的な検査を行う

ために必要な技術情報の管理のために必要な費用であるためです。

（答）

○ 登録車の場合、

① ＯＳＳ申請については、現行の検査登録手数料と同様にオンライン決済により

② 窓口申請については、自動車審査証紙により

それぞれ納付できるよう、必要な準備を進めているところです。

自動車審査証紙については、既存の券種に加え、新たに 400 円、1700 円及び 1800

円の証紙を新たに発行することとしており、最速で８月下旬頃に証紙売捌人へ発送・

販売開始できることを見込んでいます。

○ 軽自動車の場合、ユーザー等の利便性を確保する観点から、軽自動車検査協会を通

じて納付することとしており、具体的には、現行の検査手数料と同様に

① ＯＳＳ申請については、オンライン決済により

② 窓口申請については、現金により

それぞれ納付できるよう、必要な準備を進めているところです。

問７ 新たに手数料が加わるのは、持ち込み検査だけか（＝指定工場で検査を受ける

場合は費用がかからないのか。）。

問８ 手数料の納付方法は、どのようになるのか。
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問９ 令和３年９月３０日以前に交付された有効な予備検査証により、令和３年１０月

１日以降に新規登録を行う際は、電子的な検査を行うために必要な技術情報の管理

のために必要な４００円は徴収されるのか。

（答）

○ 徴収されません。１０月１日以降の新規検査、継続検査、構造等変更検査及び

予備検査が徴収の対象となります。

○ ただし、１０月１日以降であっても予備検査証による新規登録は徴収対象とな

りません。

（答）

○ プレテストは、

①ＯＢＤ検査の実施方法に関し、検査実施者（指定整備事業場における検査員を含

む。）の習熟を図ること

②ＯＢＤ検査システムに関し、整備事業者向けの点検整備に係る追加機能の必要性

を確認すること

を目的として、手数料の徴収開始にあわせ、令和３年 10 月から令和４年３月まで実

施することを予定しているものです。

○ 具体的には、検査官及び整備事業者に対し、試作版システムを活用したＯＢＤ検査

のデモンストレーション・体験会等の機会を提供することを予定しています。

○ 検査官に対しては機構の全国の検査場（93ヶ所）において、整備事業者に対しては

各地方の自動車整備振興会（53 ヶ所）ごとに代表する整備事業場等において、それ

ぞれ実施することを想定しています。

○ なお、プレテストは検査コース外の空きスペース等で行うものであり、プレテス

トへの参加・不参加にかかわらず、車検に落ちることはありません。

（答）

〇 OSS の申請のインターフェイス受付日が令和３年 10 月 1 日以降のものを手数料納

付の対象とします（制度の運用開始にあたり、9月 30 日の申請であっても、登録車は

21:00 頃、軽自動車は 19:00 頃以降に申請されると受付日が 10 月 1 日となり、手数料

納付の対象となります。）。

問１０ 本年１０月以降に行われるプレテストはどのようなものを行う予定である

か？

問１１ OSS を使用する際の手数料の納付判定基準日は？
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                          令和４年３月１８日 

自動車局自動車情報課 

 
 

４月１８日から新たな全国版図柄入りナンバープレートを交付します！ 
～事前申込の受付は３月２２日から開始します！～ 

 
新たな全国版図柄入りナンバープレートについて、４月１８日（月）から交付を開

始することとし、また、３月２２日（火）より事前申込の受付を開始することとしま
したので、お知らせいたします。 

本ナンバープレートは、ラグビーワールドカップ日本大会、東京２０２０大会特別
仕様ナンバープレートに続く、新たな全国版ナンバープレートとして、約５年間の期
間限定で交付する予定です。 

交付期間内であれば、車の購入時はもちろん、現在お乗りの自動車の車検時など、
いつでも新たな全国版図柄入りナンバープレートへ変更することが出来ます。 

 
１．新たな全国版図柄入りナンバープレートのデザイン 

本ナンバープレートは、「日本を元気に」というコンセプトで全国４７都道府県の
県花がデザインされています。 

 
 
 
  
     
    ＜自家用登録車＞   ＜事業用登録車＞   ＜自家用軽自動車＞ 
 
２．申込み方法  

ご自身でウェブサイト（http://www.graphic-number.jp）からお申込みいただくか、
交付窓口もしくは、お近くのディーラー・整備工場等にご相談ください。 

 
３．料金について  

新たな全国版図柄入りナンバープレートの交付料金は地域により異なります。詳し
くは、国土交通省の特設ページをご確認ください。（例：東京地区 8,000 円（2 枚一組）） 
（https://www.mlit.go.jp/jidosha/zugaranumber_zenkokur4/） 

  
４．交付期間  
  令和４年４月１８日～令和９年４月３０日 
 
５．寄付金の活用 
  フルカラーの図柄入りナンバープレートの申込み時にいただいた寄付金（1,000 円
以上）は、自動車事故の防止等に資する取組に活用されます。 

 ※寄付金無しの場合は、モノトーン版のナンバープレートとなります。 
 

【問い合わせ先】自動車局 自動車情報課 佐藤・柿﨑・清水 
電話：03-5253-8111（内線:41145、42103）直通：03-5253-8588 FAX：03-5253-1639 
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自動車の特定整備※１をするための認証（以下、「特定認証」という。）制度が

施行され、２年弱が経過いたしました。特定認証の経過措置期間の皆様が、今

後、電子制御装置整備をしていくためには、令和６年４月までに特定認証の取

得が必要となります。 

認証を取得するためには計画的な準備が必要であり、今後、申請が集中した

場合、運輸支局における審査に相応の期間を要することが予想されますので、

十分な余裕を持った期間に申請をお願いいたします。 

 

 

      

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

※１ 「分解整備」及び「電子制御装置整備」のいずれか又はすべてを行う整備 

※２ 電子制御装置整備の対象となる装置 

 

国土交通省自動車局 整備課 

 

特定認証を取らなくても、古い車だけ整備するから大丈夫！ 

経過措置期間終了まで時間あるから後で申請しよう。 

先進安全自動車が 

整備できない（汗） 

対象車両 

他の工場にもっていこう！ 

機会損失 

２年後、経過措置が満了 

将来的な機会損失も懸念 

思ったより割合多いかも・・・ 

現 在 

令和 6 年 4 月頃 

特定整備認証の計画的な申請について（お願い） 

～経過措置期間が満了するまであと２年となりました～ 
 

経過措置満了後の注意点 
 

●認証工場は特定認証を取得するまでの間、対象装置※２を整備できません。 

●指定工場は点検・整備・検査のすべてを実施できる体制が必要であるた 

め、特定認証を取得するまでの間、電子制御装置の整備を実施しない場合 

であっても、対象車両の車検入庫ができません。 
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